
令和７年版（2025年版）

観光白書
(1)観光白書は、＜一般常識＞に毎年出題されています。

(2)本書を漫然と見るのではなく、下記のマーキングされた分野
（箇所）を重点的に読み込むことが大切です。

★2018年度以降に出題された分野（箇所）
★2025年度に出題が予想される分野（箇所）

2025年度受験対策

ueyama
ハイライト表示

ueyama
ハイライト表示

ueyama
ハイライト表示

ueyama
ハイライト表示

ueyama
ハイライト表示



令和 7 年（2025 年）版「観光白書」を試験対策として 

能率的に学習する方法 

 

【１】2025 年度のガイドラインには、「一般常識」では、「外国人観光旅客の関心の強いものについ

ての基礎的な知識（例えば、試験実施年度の前年度に発行された「観光白書」のうち、外国

人観光旅客の誘客に効果的な主要施策及び旅行者の安全・安心確保に必要となる知識、並

びに新聞（一般紙）の１面等で大きく取り上げられた時事問題等）を問うものとする」とあります。 

実際は、試験実施当該年度の「観光白書」からの出題が多いのですが、次ページ以降の「問

題分析」でも分かるように、＜一般常識＞問題において、「観光白書」からは、例年、約 30％

から 50％が出題される最大の出典となっています。2025 年度も「観光白書」（2024 年版、

2025 年版）から、必ず出題されると断言できます。 

【２】2025 年度の受験者は、令和 7 年（2025 年）版「観光白書」をしっかり学習する必要があるの

ですが、本「観光白書」は、全 144ページもあり、ただ漫然と読んでいるだけでは、どの箇所が

重要なのか、どの箇所を覚えておくべきか、が頭に入ってきません。 

【３】そこで、本書では、学習者が、試験対策として能率的に学習できるように、下記の部分にマ

ーキング（ハイライト）を施し、メリハリのある学習ができるようにしました。 

（1）訪日外国人旅行者数、訪日外国人旅行消費額など、ほぼ、毎年問われる箇所（第２章日

本の観光の動向）は、ベタにマーキングを施した。 

（2）本国家試験に関連する「重要語句」は、全編を通じて、マーキングを施した。 

(例) 観光庁、文化庁、日本政府観光局（ＪＮＴＯ），世界観光機関（UN Tourism）、インバウ

ンド、クールジャパン、ユネスコ世界自然遺産、ユネスコ世界文化遺産、ユネスコ無

形文化遺産、国際会議、通訳案内士、など。 

 

（3）近年、出題された「重要語句」、2025 年度に出題されそうな「重要語句」すべてにマーキン

グを施した。 

(例) 訪日外国人旅行者、訪日外国人旅行消費額、訪日外国人消費動向調査、地域ブロ

ック別延べ宿泊者数、企業の売上高、労働生産性、国宝、重要文化財、文化財、天

然記念物、史跡、重要伝統的建造物群保存地区、国立公園、国定公園、新幹線、リ

ニア中央新幹線、道の駅、迎賓館赤坂離宮、京都迎賓館、ユニークベニュー、クルー

ズ船、民泊、CIQ、ＭＩＣＥ、ＩＲ、旅行サービス手配業、ランドオペレーター、バリアフリ

ー、ユニバーサルツーリズム、観光地域づくり法人（ＤＭＯ）、ワーケーション、ライフ・

ワークバランス、など。 

本書が、2025 年度＜一般常識＞合格の一助になれば、これに優る喜びはありません。 

 

ハロー通訳アカデミー 

植山源一郎 

 



2024年度（令和6年度）の問題分析 

大

問 

問

題

番

号 

出題内容 

観光白書（完全版）の 

出典ページ／関連ページ 

関連法など 

重要

度 

1 1 2022年の訪日外国人旅行者数 令和5年（2023年）版（8ページ） ★★★ 

2 2 2022年の訪日外国人旅行消費額 令和5年（2023年）版（11ページ） ★★★ 

3 3 2022年の延宿泊者数 令和5年（2023年）版（19ページ） ★★★ 

4 4 観光関連産業の近年の状況 令和5年（2023年）版（20ページ） ★★ 

5 5 ベストツーリズムビレッジ ベストツーリズムビレッジ  

6 6 出入国審査体制の整備・強化 令和5年（2023年）版（106ページ） ★★ 

7 

7 宇宙航空研究開発機構（JAXA） 宇宙航空研究開発機構（JAXA）  

8 探査機の名称（SLIM） （SLIM）  

8 9 （ア）春闘 （イ）ベースアップ   

9 10 福島第一原子力発電所の処理水 福島第一原子力発電所の処理水  

10 11 COP28 COP28 ★ 

11 12 七五三 七五三 ★ 

12 13 大阪城 大阪城  

13 14 三社祭 三社祭  

15 16 旧岩崎家住宅 旧 岩 崎 家 住 宅  

16 17 第 20 回アジア競技大会 令和6年（2024年）版（128ページ） ★ 

●17問中、5問（29.4％）が令和5年（2023年）版観光白書から出題された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mlit.go.jp/kankocho/seisaku_seido/kihonkeikaku/jizoku_kankochi/jizokukano_taisei/torikumi/btv.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E5%AE%99%E8%88%AA%E7%A9%BA%E7%A0%94%E7%A9%B6%E9%96%8B%E7%99%BA%E6%A9%9F%E6%A7%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/SLIM
https://ja.wikipedia.org/wiki/SLIM
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/hairo_osensui/shirou_alps/no4/
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ic/ch/pagew_000001_00076.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%83%E4%BA%94%E4%B8%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%9D%82%E5%9F%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E7%A4%BE%E7%A5%AD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A7%E5%B2%A9%E5%B4%8E%E9%82%B8%E5%BA%AD%E5%9C%92
https://www.aichi-nagoya2026.org/


2023年度（令和5年度）の問題分析 

大

問 

問

題

番

号 

出題内容 

観光白書（完全版）の 

出典ページ／関連ページ 

関連法など 

重要

度 

1 1 訪日外国人観光客数／国際観光収入 令和5年版（3）（7） ★★★ 

2 2 持続可能な観光の実現 令和5年版（61）（64）（111）（119） ★★ 

3 3 2021年の日本人国内旅行の状況 令和4年版（13）／令和5年版（15） ★★ 

4 4 日本の宿泊業の概要 令和5年版（20） ★★ 

5 5 
2021年コロナ禍における観光関連企業

の売上高及び利益状況 
令和4年版（34） ★ 

6 6 
地方における高付加価値なインバウンド

観光地づくりモデル観光地 
令和5年版（65）（100）（137） ★ 

7 7 労働生産性 令和5年版（31）（32）（43）（44）（46） ★★ 

8 8 高度外国人材を増やす新たな受入策 令和5年版（68）   ★ 

9 
9 

出生時育児休業（産後パパ育休） 育児・介護休業法 

 

10  

10 11 LGBT（性的マイノリティ）対策 いじめ防止対策推進法  

11 12 マイナンバーカード マイナンバーカード             ★★ 

12 13 国民の祝日に関する法律 国民の祝日に関する法律 ★★ 

13 
14 沖縄国際海洋博覧会 沖縄国際海洋博覧会          ★ 

15 美ら海水族館 美ら海水族館 ★ 

14 16 明治神宮 明治神宮 ★ 

15 17 有楽町線・南北線の延伸 有楽町線・南北線の延伸  

16 18 世界文化遺産登録候補（彦根城） 彦根城 ★★ 

17 19 伝統的酒造り 令和5年版（91）（128）             ★★ 

●19問中、9問（47.4％）が観光白書から出題された。 

令和4年版より2題、令和5年版より7題が出題された。 

 

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC0000000076_20240531_506AC0000000042
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC1000000071
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC1000000178
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%96%E7%B8%84%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%B5%B7%E6%B4%8B%E5%8D%9A%E8%A6%A7%E4%BC%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%96%E7%B8%84%E7%BE%8E%E3%82%89%E6%B5%B7%E6%B0%B4%E6%97%8F%E9%A4%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E6%B2%BB%E7%A5%9E%E5%AE%AE
https://www.tokyometro.jp/news/2022/212421.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BD%A6%E6%A0%B9%E5%9F%8E


2022年度（令和4年度）の問題分析 

大

問 

問

題

番

号 

出題内容 

観光白書（完全版）の 

出典ページ 

関連ページ 

重要

度 

1 1 訪日外国人による旅行消費額（定番の問題） 令和4年版（9ページ） ★★★ 

2 
2 訪日外国人旅行者数（国別）（定番の問題） 令和元年版（11ページ）  

3 CIQは何の略か（Customs,Immigtation,Quarantine) 令和4年版（9ページ） ★★ 

3 4 デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ） 令和4年版（96ページ） ★ 

4 5 パリ協定→温室効果ガス排出削減  ★ 

5 

6 アクティビティ 令和4年版（82ページ） ★ 

7 アドベンチャーツーリズム 令和4年版（82ページ） ★★ 

6 
8 ユニバーサルツーリズム 令和3年版（99ページ）   ★ 

9 心のバリアフリー 令和3年版（99ページ）   ★ 

7 10 ダークツーリズム（記憶の継承）  ★ 

8 11 住宅宿泊事業者が注意すべき点   

9 12 海底火山噴火の被害国  ★★ 

10 13 2025 年日本国際博覧会 令和4年版（29ページ） ★★ 

11 14 偽札防止の技術   

12 15 ユニークベニューの利活用法 令和4年版（156ページ） ★ 

13 16 エイサーが行われる時期（盆）   

14 17 どんど焼き   

15 18 日光東照宮の神仏習合の特徴  ★ 

16 19 健康的な食生活を支える栄養バランス  ★ 

17 20 「和食：日本人の伝統的な食文化」無形文化遺産  ★★★ 

●20問中、10問（50％）が観光白書から出題された。 

令和元年版より1題、令和3年版より2題、令和4年版より7題が出題された。 

 



2021年度（令和3年度）の問題分析 

大

問 

問

題

番

号 

出題内容 

観光白書（完全版）の 

出典ページ 

関連ページ 

重要

度 

1 1 訪日外国人旅行者数（定番の問題） 令和3年版（9ページ） ★★★ 

2 2 日本の人口動態   

3 3 ラグビーワールドカップ日本大会 令和２年版（71～73ページ） ★ 

4 4 2020年に文化観光推進法が成立・交付された 令和3年版（88ページ）  

5 5 訪日外国人旅行者が「旅行中に困ったこと」 令和元年版（39ページ） ★ 

6 6 MICEの機会にプレジャーを促進することの重要性 令和２年版（22ページ） ★★ 

7 7 
Living History（生きた歴史体感プログラム）促進事業

の目的 

令和3年版（129/189ペー

ジ） 
★ 

8 8 「人間国宝」は「重要無形文化財」の保持者である。  ★ 

9 9 日本で一番寺院が多い都道府県（＝愛知県）  ★ 

 

10 

 

10 「パッケージツアー」は、旅行業法上何というか。  ★ 

11 「ウポポイ」の正式名称（＝民族共生象徴空間） 令和3年版（213ページ）  

11 
12 ホテル・旅館を所管する省（＝厚生労働省）  ★ 

13 空港の出入国管理を所管する省（＝法務省）  ★ 

12 
14 国連サミットで採択された「持続可能な開発目標」関連問題    

15 国連サミットで採択された「持続可能な開発目標」関連問題    

13 16 働きながら休暇を取る過ごし方（＝ワーケーション） 令和3年版（57ページ）   ★ 

14 17 「日本版 MaaS」とは 令和3年版（123ページ） ★ 

15 

18 「日本遺産」とは 令和3年版（129ページ） ★ 

19 2020 年に無形文化遺産に新たに登録されたもの  ★★ 

20 世界自然遺産に登録勧告する機関の略称（IUCN）   

●20問中、10問（50％）が観光白書から出題された。 

 令和元年版より1題、令和2年版より2題、令和3年版より7題が出題された。 

 

http://hello.ac/2021.hakusho.kanzen
http://hello.ac/2020.hakusho.kanzen.pdf
http://hello.ac/2021.hakusho.kanzen
http://hello.ac/2019.hakusho.kanzen
http://hello.ac/2020.hakusho.kanzen.pdf
http://hello.ac/2021.hakusho.kanzen
http://hello.ac/2021.hakusho.kanzen
http://hello.ac/2021.hakusho.kanzen
http://hello.ac/2021.hakusho.kanzen
http://hello.ac/2021.hakusho.kanzen


2020年度（令和2年度）の問題分析 

大

問 

問

題

番

号 

出題内容 
（18番を除き、すべて観光関連の問題である） 

観光白書（完全版）の 

出典ページ 

関連ページ 

重要度 

1 

1 オリンピック東京大会の選手村の場所   

2 首都高速道路の高架構造の地下化   

3 コンセッション方式とは（Concession)   

2 

4 ICCAの国別国際会議の開催件数 令和元年版 18ページ  

5 国際観光旅客税 （2019年大問2に出題されている)  ★★★ 

6 「明日の日本を支える観光ビジョン」（←令和元年観光白書のはじめにが出題のきっかけ

か） 
★★ 

3 

7 2019年の訪日外国人旅行者一人当たりの宿泊費 令和２年版 15ページ ★ 

8 日本の旅行収支 令和２年版 16ページ ★ 

9 訪日外国人の旅行消費額の構成比 令和２年版 13ページ ★ 

10 訪日外国人旅行者の宿泊日数  ★ 

11 訪日外国人旅行者の都道府県別延べ宿泊数 令和元年版 272ページ  

4 12 
統合型リゾート （2017年大問6に関連問題) 

コラムⅠ-1からの出題。 
令和元年版 20ページ ★★★ 

5 

13 

観光地域づくり法人（DMO） 

Destination Management／Marketing 
Organization 
コラムⅠ-5からの出題。 

令和元年版 50～51ペー

ジ 
★ 

14 スマート・ベニュー（Smart venue）   

15 ディスカバー農山漁村の宝 令和元年版162、240ペー

ジ 
 

6 16 国立公園満喫プロジェクト 令和元年版 126ページ  

7 17 働き方改革に関する法律 令和２年版 201ページ  

8 18 プライドパレード（Pride Parade） （文化に関する問題）   

9 

19 2018年の国際旅行者数 令和元年版 4ページ ★ 

20 2018年の国際旅行者数の多い国 令和２年版 6ページ ★ 

21 2018年に国際収支の最も大きかった国（米国） 令和２年版 8ページ ★ 

22 2018年に国際観光支出が最も大きかった国（中国） 令和２年版 9ページ ★ 

10 23 観光における危機管理（海外危険度レベル） 外務省のホームページ ★ 

●問題分析 

①ガイドラインには、「現代の日本の産業、経済、政治及び文化についての主要な事柄（日本と世界との関

わりを含む。）のうち、外国人観光旅客の関心の強いものについての基礎的な知識を問う」とあるが、近年

（特に、2019 年度、2020 年度）、これを無視、逸脱し、産業、経済、政治及び文化については、ほとんど問

われることがなくなってきた。②出典としては、令和元年版「観光白書」から 7 題、令和 2 年版「観光白書」

から 7 題の計 14 題が出題された。 

③令和元年版「観光白書」（要旨版）からは、問題番号 4 と 19 の 2 題のみだった。 

④令和元年版「観光白書」（完全版）からは、コラムから 2 題出題された。コラムは完全版のみに掲載。 

●対策 

①2021 年度対策としては、令和 2 年版「観光白書」、令和 3 年版「観光白書」の両方を見ておく必要がある。 

②令和 2 年版「観光白書」については、下記の六つのコラムが最重要である。 

コラムⅠ-1 コラムⅠ-2 コラムⅠ-3 コラムⅠ-4 コラムⅠ-5 コラムⅠ-6 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E6%96%B9%E5%BC%8F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E5%8D%94%E4%BC%9A
http://hello.ac/2019.hakusho.kanzen.pdf
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E8%A6%B3%E5%85%89%E6%97%85%E5%AE%A2%E7%A8%8E
https://www.mlit.go.jp/kankocho/topics01_000205.html
http://hello.ac/2020.hakusho.kanzen.pdf
http://hello.ac/2020.hakusho.kanzen.pdf
http://hello.ac/2020.hakusho.kanzen.pdf
http://hello.ac/2019.hakusho.kanzen.pdf
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%B1%E5%90%88%E5%9E%8B%E3%83%AA%E3%82%BE%E3%83%BC%E3%83%88
http://hello.ac/2019.hakusho.kanzen.pdf
https://www.mlit.go.jp/kankocho/page04_000053.html
http://hello.ac/2019.hakusho.kanzen.pdf
https://www.dbj.jp/topics/region/industry/files/0000030225_file2.pdf
https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/discover.html
http://hello.ac/2019.hakusho.kanzen.pdf
http://www.env.go.jp/nature/mankitsu-project/
http://hello.ac/2019.hakusho.kanzen.pdf
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%83%8D%E3%81%8D%E6%96%B9%E6%94%B9%E9%9D%A9%E9%96%A2%E9%80%A3%E6%B3%95
http://hello.ac/2020.hakusho.kanzen.pdf
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%91%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%89
http://hello.ac/2019.hakusho.kanzen.pdf
http://hello.ac/2020.hakusho.kanzen.pdf
http://hello.ac/2020.hakusho.kanzen.pdf
http://hello.ac/2020.hakusho.kanzen.pdf
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcareahazardinfo_17.html
https://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kokusai/content/001408467.pdf
http://hello.ac/2019.hakusho.kanzen.pdf
http://hello.ac/2020.hakusho.kanzen.pdf
http://hello.ac/2020.hakusho.kanzen.pdf
http://hello.ac/2019.hakusho.youshi.pdf
http://hello.ac/2019.hakusho.kanzen.pdf
http://hello.ac/2020.hakusho.kanzen.pdf
http://hello.ac/2021.hakusho.kanzen.pdf


2019年度（令和元年度）の問題分析 

大問 
問題

番号 
出題内容 重要度 

準備する

ことにより

正解でき

る可能性 

1 

1 2018年の訪日外国人旅行者が多い居住国・地域 ★★★ ◎ 

2 2018年のタイからの訪日外国人旅行者数 ★★★ ◎ 

3 2018年の訪日外客の旅行消費額の費目別構成比1位と2位 ★★★ ◎ 

4 2018年の訪日外客の旅行消費額と一人あたりの旅行支出額 ★★★ ◎ 

5 2018年の国・地域別訪日外客の旅行消費額 ★★ ◎ 

2 6 2019年1月から導入された国際観光旅客税 ★ △ 

3 7 旅行業法改正による旅行サービス手配業者の登録義務 ★★★ ◎ 

4 8 訪日外客の査証（ビザ） ★ △ 

5 
9 2018年にユネスコ世界遺産に登録されたもの（潜伏キリシタン） ★★★ ◎ 

10 2018年にユネスコ無形文化遺産に登録された「来訪神」 ★★ 〇 

6 11 JR 山手線・京浜東北線の田町～品川間に誕生する新駅の駅名 ★★★ ◎ 

7 12 迎賓館赤坂離宮に関する問題 ★ △ 

8 13 EPA(経済連携協定)に関する問題   

9 14 文化庁の移転に関する問題   

10 
15 2019年のラグビーワールドカップの開催都市   

16 「オリンピズム」の理想に関する問題   

11 
17 国際博覧会に関する問題 ★★ △ 

18 2020年の登録博覧会の開催地に関する問題 ★ △ 

12 
19 重要伝統的建造物群保存地区に関する問題 ★★ 〇 

20 直近で選定された重要伝統的建造物群保存地区 ★ △ 

●訪日外国人旅行者に関する問題（1～5）は、毎年出題される定番問題である。               

2021年度は、2020年度の実績数値を問われるので、しっかり確認しておくこと。 

●準備することにより正解できる可能性のある問題が、全体の50.0％を占める。これはどうしても得点しなけれ

ばいけない問題である。ここで、50点×50％＝25点を確保する。 

●重要度の高い問題（★★★、★★、★）は、2021年度も出題が予想されるので、しっかり準備しておくこ

と。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E8%A6%B3%E5%85%89%E6%97%85%E5%AE%A2%E7%A8%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%96%E7%95%8C%E9%81%BA%E7%94%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E5%BD%A2%E6%96%87%E5%8C%96%E9%81%BA%E7%94%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E8%BC%AA%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A4%E9%A7%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BF%8E%E8%B3%93%E9%A4%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%8C%E6%B8%88%E9%80%A3%E6%90%BA%E5%8D%94%E5%AE%9A#:%7E:text=%E7%B5%8C%E6%B8%88%E9%80%A3%E6%90%BA%E5%8D%94%E5%AE%9A%EF%BC%88%E3%81%91%E3%81%84%E3%81%96%E3%81%84%E3%82%8C%E3%82%93%E3%81%91%E3%81%84,%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%81%AE%E3%81%95%E3%81%BE%E3%81%96%E3%81%BE%E3%81%AA%E7%B5%8C%E6%B8%88
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/kino_kyoka/index.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%82%B0%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%972019
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%94%E3%82%BA%E3%83%A0#:%7E:text=%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%94%E3%82%BA%E3%83%A0%EF%BC%88%E8%8B%B1%3A%20Olympism%EF%BC%89%E3%81%A8,%E3%81%AA%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E5%93%B2%E5%AD%A6%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%8D%9A%E8%A6%A7%E4%BC%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%8D%9A%E8%A6%A7%E4%BC%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%9D%E7%B5%B1%E7%9A%84%E5%BB%BA%E9%80%A0%E7%89%A9%E7%BE%A4%E4%BF%9D%E5%AD%98%E5%9C%B0%E5%8C%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%9D%E7%B5%B1%E7%9A%84%E5%BB%BA%E9%80%A0%E7%89%A9%E7%BE%A4%E4%BF%9D%E5%AD%98%E5%9C%B0%E5%8C%BA


2018年度（平成30年度）の問題分析 

大問 
問題

番号 
出題内容 難易度 

準備す

ることに

より正

解でき

る可能

 

1 

1 2017年の訪日外国人旅行者数（2,869万人＝庭でロックンロール）  ◎ 

2 2017年の訪日外客による消費額（国別第二位）（オーストラリア）  ◎ 

3 2017年の訪日外客の百貨店で最も人気の高い商品（化粧品） ★  

2 4 2017年の出国日本人数（1,789万人＝イイナ、（私も）早く、行きたい）  ◎ 

3 5 「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群が存在する県名（福岡県）  ◎ 

4 

6 JR各社とJCカード乗車券の正しい組み合わせ（JR九州＝SUGOCA） ★★  

7 2017年に訪日外客のクルーズ船が一番多く寄港した港（博多）  〇 

8 レストラン列車に関する問題（TOHOKU EMOTION） ★★  

5 

9 労働基準法の（36）協定  △ 

10 （裁量）労働制  △ 

11 改正民法により、18歳以上であれば、できるようになること ★  

6 

12 ２０２２年に開催される冬季オリンピックの開催都市名（北京）  ◎ 

13 FIFAワールドカップに関する問題 ★  

14 大相撲に関する問題 ★  

7 

15 国宝に指定されている城（松本城）  ◎ 

16 藤井聡太棋士に関する問題 ★★★  

17 公的施設の公開に関する問題 ★★★  

18 映画、ドラマ、アニメ等の作品名とその作品の「聖地」との組合せ ★  

19 江戸時代を代表する浮世絵師とその作品の組合せ  ◎ 

20 日本食に関する問題 ★  

難問比率は、50.0％。 

●準備することにより正解できる可能性のある問題が、全体の50.0％を占める。これはどうしても得点しな

ければいけない問題である。ここで、50点×50％＝25点を確保する。 

●難易度の高い問題（★、★★、★★★）は、①消去法、②論理的推論、③第六感（女性が男性よりも優

れている？）、④霊感（壺や多宝塔を買ってはいけない！）、により、最低、25％の正答率（デタラメでも、

四択の一つが当たる確率）を狙う。ここで、50点×25％＝12点～13点を確保する。 

●上記の合計（25点+12～13点＝32点～33点）で、合格基準点＝30点をクリアすることができる、と確信を

持って勉強することが大切である。 

https://www.jnto.go.jp/jpn/statistics/visitor_trends/
http://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/syouhityousa.html
https://www.jnto.go.jp/jpn/statistics/visitor_trends/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%80%8C%E7%A5%9E%E5%AE%BF%E3%82%8B%E5%B3%B6%E3%80%8D%E5%AE%97%E5%83%8F%E3%83%BB%E6%B2%96%E3%83%8E%E5%B3%B6%E3%81%A8%E9%96%A2%E9%80%A3%E9%81%BA%E7%94%A3%E7%BE%A4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%A4%E9%80%9A%E7%B3%BBIC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E5%85%A8%E5%9B%BD%E7%9B%B8%E4%BA%92%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9
https://www.jrkyushu.co.jp/sugoca/
https://honichi.com/news/2019/02/13/kuru-zu-sen-no-k/
https://www.jreast.co.jp/tohokuemotion/home.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%82%E9%96%93%E5%A4%96%E5%8A%B4%E5%83%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%81%E9%87%8F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%88%B6
https://best-legal.jp/adult-age-reduction-14046
https://ja.wikipedia.org/wiki/FIFA%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E7%9B%B8%E6%92%B2
https://kojodan.jp/badge/1/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E4%BA%95%E8%81%A1%E5%A4%AA
https://www.travelvoice.jp/20160613-66835
http://www.hokkaido-jin.jp/issue/sp/200409/sp_01.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%AE%E4%B8%96%E7%B5%B5%E5%B8%AB%E4%B8%80%E8%A6%A7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%88%E5%8E%BB%E6%B3%95
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AB%96%E7%90%86%E7%9A%84%E6%8E%A8%E8%AB%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC%E5%85%AD%E6%84%9F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9C%8A%E6%84%9F
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各国の消費者物価指数の推移 

第Ⅰ部 観光の動向

第１章 世界の観光の動向

第１節 世界の経済の概況

世界の実質 GDP 成長率は、新型コロナウイルス感染症の拡大により 2020 年は 2.7％減となったが、

2021 年以降はプラスで推移している。国際通貨基金（IMF1）によると、2023 年の世界全体の実質GDP
成長率は 3.3％増となった（図表Ⅰ－１）。 

図表Ⅰ－１ 主要国・地域の実質GDP成長率の推移 

資料：国際通貨基金（IMF）「World Economic Outlook Database, October 2024」に基づき観光庁作成。 

各国通貨の対米ドル為替レートの推移をみると、日本円や韓国ウォンは 2024 年にかけて通貨安の傾

向が続いた。また、各国の消費者物価指数の動向をみると、消費者物価は総じて上昇傾向にあり、

2024 年 12 月時点で 2019 年と比べて約５～20％上昇した（図表Ⅰ－２）。 

図表Ⅰ－２ 為替・物価の推移 

資料：国際通貨基金（IMF）資料に基づき観光庁作成。 
注１：為替については、各国通貨の対米ドル為替レート日次データより月平均を算出。2019年平均を 100として指数化。 
注２：物価については、各国消費者物価指数（CPI）の総合指数を用い2019 年平均を 100として指数化。 

1 International Monetary Fund の略 

（単位：％）

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

世界全体 5.2 4.0 3.3 3.4 3.5 3.4 3.3 3.8 3.6 2.9 -2.7 6.6 3.6 3.3
日本 4.1 0.0 1.4 2.0 0.3 1.6 0.8 1.7 0.6 -0.4 -4.2 2.7 1.2 1.7
米国 2.7 1.6 2.3 2.1 2.5 2.9 1.8 2.5 3.0 2.6 -2.2 6.1 2.5 2.9
EU（欧州連合） 2.0 2.0 -0.7 0.0 1.7 2.5 2.0 3.0 2.2 2.0 -5.6 6.4 3.7 0.6
中国 10.6 9.6 7.8 7.8 7.4 7.0 6.8 6.9 6.7 6.0 2.2 8.4 3.0 5.3
ASEAN（５か国） 7.6 4.6 6.2 4.9 4.4 4.6 4.8 5.2 5.0 4.2 -4.4 4.1 5.4 4.0
中南米カリブ海諸国 6.1 4.6 3.0 2.8 1.3 0.4 -0.8 1.4 1.1 0.2 -6.9 7.4 4.2 2.2
中東・中央アジア 5.2 4.4 4.4 2.9 3.4 2.9 4.3 2.6 2.7 1.9 -2.2 4.4 5.5 2.1
サハラ以南アフリカ 7.0 5.0 5.0 4.9 5.0 3.2 1.5 3.0 3.3 3.2 -1.6 4.8 4.1 3.6

各国通貨の対米ドル為替レートの推移 
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第２節 2023年の世界の観光の状況 

世界観光機関（UN Tourism）によると、2023 年の外国人旅行者受入数は、日本は 2,510 万人で世

界 15 位（アジアで２位）となった（図表Ⅰ－３）。 

図表Ⅰ－３ 外国人旅行者受入数ランキング（2023年） 

資料：世界観光機関（UN Tourism）資料に基づき観光庁作成。 
注１：外国人旅行者数は、国・地域ごとに異なる統計基準から算出・公表されているため、これを比較する際には注意を要する。
注２：本表の数値は 2025年１月時点の暫定値である。 
注３：中国、デンマーク、インド、ロシア、チェコ、インドネシア、シンガポール及びブルガリアは、2023 年の数値が未発表で 

あるが、 新型コロナウイルス感染症の影響により 2019年以前の数値と大きく異なることが想定されるため、過去の数値 
を採用しない。

注４：本表で採用した値は、一部の国を除き、原則的に１泊以上した外国人訪問者数である。
注５：本表の緑のグラフは、アジア地域に属する国・地域である。
注６：外国人旅行者数は、数値が追って新たに発表されることや、遡って更新されることがあるため、数値の採用時期によって、

そのつど順位が変わり得る。 
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2023 年の各国・地域の国際観光収入は、米国が 1,891 億ドルで１位となり、スペインが 920 億ドル

で２位、英国が 734 億ドルで３位となった。日本は 386 億ドルで 10 位（アジアで１位）となった（図

表Ⅰ－４）。 
 

図表Ⅰ－４ 国際観光収入ランキング（2023年） 

 
 

資料：世界観光機関（UN Tourism）、各国政府観光局資料に基づき観光庁作成。 
注１：本表の数値は 2025年１月時点の暫定値である。 
注２：本表の国際観光収入には、国際旅客運賃が含まれていない。 
注３：国際観光収入は、数値が追って新たに発表されることや、遡って更新されることがある。 
   また、国際観光収入を米ドルに換算する際、その時ごとに為替レートの影響を受け、数値が変動する。 
   そのため、数値の採用時期によって、そのつど順位が変わり得る。 
注４：本表の緑のグラフは、アジア地域に属する国・地域である。 
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2023 年の各国・地域の国際観光支出は、中国が 1,965 億ドルで１位となり、米国が 1,587 億ドルで２

位、ドイツが 1,154 億ドルで３位となった。日本は 127 億ドルで 29 位（アジアで７位）となった（図

表Ⅰ－５）。 
 

図表Ⅰ－５ 国際観光支出ランキング（2023年） 

 
資料：世界観光機関（UN Tourism）、各国政府観光局資料に基づき観光庁作成。 
注１：本表の数値は 2025年１月時点の暫定値である。 
注２：イラクは、2023年の数値が未発表であるが、新型コロナウイルス感染症の影響により、2019年以前の数値と 

大きく異なることが想定されるため、過去の数値を採用しない。 
注３：本表の国際観光支出には、国際旅客運賃が含まれていない。 
注４：国際観光支出は、数値が追って新たに発表されることや、遡って更新されることがある。 
   また、国際観光支出を米ドルに換算する際、その時ごとに為替レートの影響を受け、数値が変動する。 
   そのため、数値の採用時期によって、そのつど順位が変わり得る。 
注５：本表の緑のグラフは、アジア地域に属する国・地域である。 
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第３節 2024年の世界の観光の状況 
UN Tourism の 2025 年１月の発表によると、2024 年の世界全体の国際観光客数は 14 億 4,507 万人

（前年比 10.7％増）となり、新型コロナウイルス感染拡大前の 2019 年水準に回復した。地域別にみる

と、欧州を訪れた国際観光客数は７億 4,730 万人（前年比 5.5％増）、アジア太平洋を訪れた国際観光客

数は３億 1,586 万人（前年比 32.9％増）、米州を訪れた国際観光客数は２億 1,347 万人（前年比 6.7％
増）となった。国際観光客数と世界の実質GDP は、2019 年まで一貫して増加傾向にあったが、2020 年

に国際観光客数が実質GDP に比べて大きく減少した。他方、2022 年以降は国際観光客数が大きく回復

している（図表Ⅰ－６）。 
 

図表Ⅰ－６ 国際観光客数と世界の実質GDPの推移 

 
資料：世界観光機関（UN Tourism）、国際通貨基金（IMF）資料に基づき観光庁作成。 
注１：国際観光客数はUN Tourism 「Tourism Dashboard」（2025年１月時点）の International Tourist Arrivals の数値。 
注２：世界の実質GDP は、2010年を 100として指数化。 
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第２章 日本の観光の動向（2021年①、2022年②、2023年①、2024年①）

2020 年以降、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、国内外の観光需要は大きく落ち込み、全国
の観光地・産業は厳しい状況に置かれたが、2022 年 10 月の水際措置の大幅緩和や全国旅行支援の開始
以降、需要は急速に回復し、2023 年には全国各地の多くの観光地が賑わいを取り戻した。2024 年は、
特に訪日旅行需要が好調であり力強い成長軌道にある。

第１節 訪日旅行の状況（2021年①、2022年②、2022年②、2024年①）

訪日旅行の状況

訪日外国人旅行者数は、2019 年までは、ビザの戦略的緩和や外国人旅行者向け消費税免税制度の拡

充、CIQ2体制の充実といった施策を進めるとともに、航空・鉄道・港湾等の交通ネットワークの充実、

多言語表記をはじめとする受入環境整備、魅力的なコンテンツの造成、日本政府観光局（JNTO）等に

よる訪日プロモーション等により、過去最高を更新していたが、2020 年から 2022 年までの訪日外国人

旅行者数は、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、年間を通じて大きく減少した。

訪日外国人旅行者数は、2022 年６月の外国人観光客の受入再開、同年 10 月の水際措置の大幅緩和等

により徐々に回復しはじめ、2023 年 10 月には 2019 年同月水準を超えた。2024 年には、堅調な訪日需

要や航空便の回復により、東アジアのみならず、東南アジアや欧米豪等の幅広い国・地域からの旅行者

が増加し、年間で 3,687 万人（2019 年比 15.6％増）と過去最高を記録した（図表Ⅰ－７）。 

図表Ⅰ－７ 訪日外国人旅行者数の推移 

資料：日本政府観光局（JNTO）資料に基づき観光庁作成。 

2024 年の訪日外国人旅行者数を国・地域別にみると、アジア主要市場3からの訪日外国人旅行者数が

2,906 万人となり、全体の 78.8％を占めた。 
東アジアでは、韓国が 882 万人と主要 23 市場4のうちで最も多く、中国 698 万人、台湾 604 万人、香

港 268 万人と続き、全体の 66.5％を占めた。韓国、台湾及び香港からの旅行者数は過去最高を

記録した。（2024年①）

東南アジアは、ASEAN（東南アジア諸国連合）の主要６市場5からの訪日外国人旅行者数が 430 万人

となり、シンガポール、マレーシア、インドネシア、フィリピン及びベトナムからの旅行者数は過去最

高を記録した。

北米主要市場6からの訪日外国人旅行者数は 330 万人となり、米国及びカナダからの旅行者数は過去

最高を記録した。

2 税関（Customs）、出入国管理（Immigration）、検疫（Quarantine）の総称。
3 韓国、中国、台湾、香港、タイ、シンガポール、マレーシア、インドネシア、フィリピン、ベトナム及びインドのことを指す。 
4 韓国、中国、台湾、香港、タイ、シンガポール、マレーシア、インドネシア、フィリピン、ベトナム、インド、オーストラリア、米国、カナダ、
メキシコ、英国、フランス、ドイツ、イタリア、ロシア、スペイン、北欧地域及び中東地域の計 23か国･地域のことを指す。 

5 タイ、シンガポール、マレーシア、インドネシア、フィリピン及びベトナムのことを指す。 
6 米国及びカナダのことを指す。
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欧州主要６市場7からの訪日外国人旅行者数は 171 万人となり、全ての国・地域からの旅行者数は過

去最高を記録した。

オーストラリアからの訪日外国人旅行者数は 92 万人となった。

その他の地域では、南米が 16 万人、アフリカが 5万人であった（図表Ⅰ－８）。

図表Ⅰ－８ 訪日外国人旅行者の内訳（2024年） 

資料：日本政府観光局（JNTO）資料に基づき観光庁作成。  
注１：（ ）内は、訪日外国人旅行者数全体に対するシェア。
注２：「その他」には、アジア、欧州等各地域の国であっても記載のない国･地域が含まれる。
注３：数値は、それぞれ四捨五入しているため、端数において合計とは合致しない場合がある。

7 英国、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン及び北欧地域のことを指す。
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2024 年の訪日外国人旅行消費額は８兆 1,257 億円（2019 年比 68.8％増）と、2023 年に続き過去最

高を更新した（図表Ⅰ－９）。国籍・地域別にみると、中国が最も大きく、次いで台湾、韓国、米国、

香港の順であった。2019 年と比較すると、中国の構成比が低下した一方、韓国や米国等の構成

比が上昇した。 （2024年②）

図表Ⅰ－９ 訪日外国人旅行者による消費額の推移 

資料：観光庁「インバウンド消費動向調査」
注１：2017年までは空港を利用する旅客を中心に調査を行っていたが、短期滞在の傾向があるクルーズ客の急増を踏まえ、2018年から

こうした旅客を対象とした調査も行い、調査結果に反映したため、2018 年以降と 2017 年以前の数値との比較には留意が必要である。 
注２：新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年においては４－６月期、７－９月期、10－12月期の調査を中止し、１－３月期の調 

査結果を用いて、2020年年間値を試算した。また 2021年については、１－３月期、４－６月期、７－９月期の調査を中止し、10－12 
月期の調査結果等を用いて、2021 年年間値を試算した。そのため、2019 年以前の数値との比較には留意が必要である。 

注３：新型コロナウイルス感染症の影響により、2022年は１－３月期、４－６月期、７－９月期を試算値として公表した。そのため、年間の 
値についても試算値であることに留意が必要である。

図表Ⅰ－10 国籍・地域別の訪日外国人旅行消費額と構成比（2024年②）

資料：観光庁「インバウンド消費動向調査」
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2024 年の訪日外国人旅行消費額を費目別にみると、全体に占める割合では、宿泊費が 33.6％と最も

高かった（図表Ⅰ－11）。 

図表Ⅰ－11 費目別にみる訪日外国人旅行消費額（2024年②） 

資料：観光庁「インバウンド消費動向調査」
注１：上段は旅行消費額の費目別割合。下段は費目別旅行消費額。

国際会議の開催状況

世界の国際会議開催状況をみると、2020 年以降は新型コロナウイルス感染症の影響により、開催件数

が大幅に減少したが、2023 年には新型コロナウイルス感染拡大前の 2019 年の約 65％まで回復した。

地域別にみると、欧州では 2019 年比で約 70％、北米では同年比約 65％まで回復している一方、アジア

では同年比約 55％にとどまっており、国際会議の再開は、2023 年時点では、欧米と比べるとアジアで

は回復が遅れている様子がみられる（図表Ⅰ－12）。 

図表Ⅰ－12 世界及び地域別の国際会議開催件数の推移 

資料：国際会議協会（ICCA）資料に基づき観光庁作成。 
注１：本表の各地域は、ICCAの区分に基づく。 
注２：本表における開催件数は、新型コロナウイルス感染症拡大前と同様の対面開催の件数のみを示している。
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アジア大洋州における国・地域別の国際会議開催件数をみると、2023 年は日本が１位となった。た

だし、新型コロナウイルス感染拡大前の 2019 年比での開催件数の回復度合いをみると、日本は、約

65％の回復にとどまっており、新型コロナウイルス感染拡大前の水準に戻った韓国、シンガポール等

と比べて回復が遅れていることがわかる（図表Ⅰ－13）。

図表Ⅰ－13 2023年アジア大洋州における国際会議開催件数 

資料：国際会議協会（ICCA）資料に基づき観光庁作成。 
注１：本表における 2023年の開催件数は対面及びハイブリッド開催の合計件数。 

第２節 日本人の海外旅行の状況

2024 年の出国日本人数は前年から増加し 1,301 万人（2019 年比 35.2％減）となった（図表Ⅰ－14）。 

図表Ⅰ－14 出国日本人数の推移 

資料：日本政府観光局（JNTO）資料に基づき観光庁作成。 

（件）

１ 日本 363 548
２ 韓国 252 262
３ オーストラリア 219 285
４ 中国 170 572
５ シンガポール 152 156
６ タイ 143 180
７ インド 123 172
８ 台湾 106 170
９ マレーシア 104 152
10 インドネシア 68 105

順位 国・地域 2023年 (参考)2019年
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第３節 国内観光の状況 
日本人国内旅行の状況 

2024 年の日本人一人当たりの国内宿泊旅行の回数は 1.4 回、日帰り旅行回数は 1.4 回、一人当たり宿

泊数は 2.4 泊と、いずれも僅かながら前年を上回った（図表Ⅰ－15）。 
 

図表Ⅰ－15 日本人一人当たりの宿泊旅行、日帰り旅行の回数及び宿泊数の推移 

 
資料：観光庁「旅行・観光消費動向調査」（観光・レクリエーション目的） 
注１：2024年は速報値。 

 
2024 年の日本人の国内旅行者数は延べ 5.4 億人（2019 年比 8.2％減）となった。このうち宿泊旅行

者数は延べ 2.9 億人（2019 年比 6.0％減）、日帰り旅行者数は延べ 2.5 億人（2019 年比 10.6％減）と

なった（図表Ⅰ－16）。 
 

図表Ⅰ－16 日本人国内宿泊旅行延べ人数、国内日帰り旅行延べ人数の推移 

  
資料：観光庁「旅行・観光消費動向調査」 
注１：2024年は速報値。 
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2024 年の日本人国内旅行消費額は 25.1 兆円（2019 年比 14.5％増）であり、過去最高となった。こ

のうち宿泊旅行の国内旅行消費額は 20.3 兆円（2019 年比 18.4％増）、日帰り旅行の国内旅行消費額は

4.8 兆円（2019 年比 0.5％増）となった（図表Ⅰ－17）。 
 

図表Ⅰ－17 日本人国内旅行消費額の推移  

  
資料：観光庁「旅行・観光消費動向調査」 
注１：2024年は速報値。 

 
2024 年の日本人及び訪日外国人旅行者による日本国内における旅行消費額は、34.3 兆円（2019 年比

22.8％増）となった。このうち、日本人による旅行消費額は 26.2 兆円（2019 年比 13.1％増）、訪日外国

人旅行者による旅行消費額は 8.1 兆円（2019 年比 69.1％増）であり、訪日外国人旅行者による旅行消

費額の割合は 23.7％となった（図表Ⅰ－18）。 
 

図表Ⅰ－18 日本国内における旅行消費額 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
資料：観光庁「旅行・観光消費動向調査」及び「インバウンド消費動向調査」 
注１：2024年は速報値。 
注２：2020年から 2022年までの「日本人海外旅行（国内分）」は、新型コロナウイルス感染症の影響により試算値。 
注３：2020年から 2022年までの「訪日外国人旅行」は、新型コロナウイルス感染症の影響により試算値。 
注４：四捨五入した値を表示しているため、個々の数値の合計は必ずしも総数と一致しない。 
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宿泊旅行の状況

日本国内のホテル、旅館等における延べ宿泊者数は、2024 年は６億 5,028 万人泊（2019 年比 9.1％
増）であり、過去最高となった。このうち、日本人延べ宿泊者数は４億 8,668 万人泊（2019 年比 1.3％
増）、外国人延べ宿泊者数は１億 6,360 万人泊（2019 年比 41.5％増）となった。また、延べ宿泊者数全

体に占める外国人の割合は 25.2％であった（図表Ⅰ－19）。 

図表Ⅰ－19 日本人・外国人の延べ宿泊者数の推移 

資料：観光庁「宿泊旅行統計調査」
注１：2024年は速報値。 
注２：各年のグラフの上に記載されている数字は、日本人と外国人の延べ宿泊者数の合計。

2024 年の客室稼働率は 60.5％となり、引き続き回復傾向にある（図表Ⅰ－20）。 

図表Ⅰ－20 宿泊施設タイプ別の客室稼働率の推移 

資料：観光庁「宿泊旅行統計調査」
注１：2024年は速報値。 
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日本人延べ宿泊者数について三大都市圏と地方部で比較すると、2024 年は三大都市圏では１億

8,403 万人泊、地方部では３億 265 万人泊となった（図表Ⅰ－21）。 

図表Ⅰ－21 三大都市圏及び地方部の日本人延べ宿泊者数の推移 

資料：観光庁「宿泊旅行統計調査」
注１：2024年は速報値。 
注２：（ ）内は構成比を表している。

外国人延べ宿泊者数について三大都市圏と地方部で比較すると、2024 年は三大都市圏では１億

1,360 万人泊、地方部では 5,000 万人泊となった（図表Ⅰ－22）。 

図表Ⅰ－22 三大都市圏及び地方部の外国人延べ宿泊者数の推移 

資料：観光庁「宿泊旅行統計調査」
注１：2024年は速報値。 
注２：（ ）内は構成比を表している。
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第４節 観光関連産業の状況（2024年④） 

１ 企業の売上高の状況

宿泊業の売上高の推移についてみると、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、2020 年４－６月

期に製造業や非製造業と比べて大きく落ち込んだものの、以降は緩やかな増加傾向にある（図表Ⅰ－23）。 

図表Ⅰ－23 売上高の推移 

資料：財務省「法人企業統計調査」に基づき観光庁作成。
注１：本調査における「四半期別調査」は、資本金、出資金又は基金 1,000 万円以上の営利法人等を調査対象と

しており、グラフは資本金等 1,000万円以上の全ての企業規模（大企業及び中小企業）の数値。
注２：業種分類は、日本標準産業分類に準拠している。 

２ 雇用の状況

（１）労働需要

労働需要の推移をみるため、雇用人員判断 D.I.を確認する。雇用人員判断 D.I.はプラスにおいては、

人員が過剰と考えている企業の割合の方が高く、マイナスにおいては、人員が不足していると考えてい

る企業の割合の方が高いことを示している。

宿泊・飲食サービスについてみると、2022 年後半以降、人員不足を感じている企業割合が高い状態が

続いている（図表Ⅰ－24）。 

図表Ⅰ－24 企業の雇用人員判断D.I.の推移

資料：日本銀行「全国企業短期経済観測調査（短観）」に基づき観光庁作成。 
注１：本調査は、全国の資本金 2,000 万円以上の民間企業を調査対象としており、グラフは全規模合計（大企業、

中堅企業及び中小企業）の数値。 
注２：業種区分は、日本標準産業分類をベースに製造業を 17業種、非製造業を 14業種に区分。 
注３：雇用人員判断D.I.（「過剰」-「不足」）。全国ベース。2025年６月の先行きは同年３月時点の回答。 
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（２）雇用者数 
産業別の雇用者数の動向をみる。宿泊業については、全産業や製造業と比較して 2022 年後半から回

復傾向で推移していたが、回復が一服し 2024 年後半は前年同期を下回った（図表Ⅰ－25）。 
 

図表Ⅰ－25 雇用者数の推移（前年同期比） 

 
 

資料：総務省「労働力調査」に基づき観光庁作成。 
注１：全国の産業別雇用者数を掲載。産業分類は、日本標準産業分類に準拠している。 

 

（３）賃金 

宿泊業の賃金（年間賃金総支給額）についてみると、2020 年から 2024 年にかけてほぼ横ばいで推移

しており、依然として全産業の水準を下回っている（図表Ⅰ－26）。 
 

図表Ⅰ－26 賃金（年間賃金総支給額）の推移 

 
資料：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」に基づき観光庁作成。 
注１：本調査は、５人以上の常用労働者（期間を定めずに雇われている労働者又は１か月以上の期間を定めて雇われて

いる労働者）を雇用する民営事業所（５～９人の事業所については企業規模が５～９人の事業所に限る。）及び
10 人以上の常用労働者を雇用する公営事業所を調査対象としており、グラフは企業規模合計（常用労働者10 人
以上）の数値。 

注２：産業分類は、日本標準産業分類に準拠している。 
注３：賃金＝一般労働者の決まって支給する現金給与額×12＋年間賞与その他特別給与額より算出。 
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（４）労働生産性

労働生産性の推移をみると、宿泊業は、全産業よりも新型コロナウイルス感染症の影響を強く受け、

2020 年度に大きく落ち込んだ。以降は回復傾向がみられたが、宿泊業の労働生産性は全産業の水準を依

然として下回っている（図表Ⅰ－27）。 

図表Ⅰ－27 労働生産性の推移 

資料：財務省「法人企業統計調査」に基づき観光庁作成。
注１：本調査における「年次別調査」は、営利法人等を調査対象としており、グラフは全ての企業規模

（大企業及び中小企業）の数値。 
注２：業種分類は、日本標準産業分類に準拠している。
注３：労働生産性は付加価値額÷期中平均従業員数から算出。全産業は金融業、保険業を除く値。

これまでの分析でみたように、観光需要が回復する一方、観光地や観光産業における人材不足や生産

性の低さ等、供給面の課題が顕在化している。
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第５節 地域における観光の状況（2024年③）

2024 年の日本人の国内延べ旅行者数を目的地別にみると、関東が１億 6,542 万人（全体の 30.7％）、

近畿が 8,265 万人（同 15.3％）、中部が 7,044 万人（同 13.1％）となり、同３地域で全国の延べ旅行者

数の 59.1％を占めた（図表Ⅰ－28）。 

図表Ⅰ－28 地方ブロック別延べ旅行者数（日本人） 

資料：観光庁「旅行・観光消費動向調査」
注１：2024年は速報値。 
注２：主目的地別の延べ旅行者数。主目的地とは、目的地のうち最も国内旅行消費額が大きい都道府県をいう。

2024 年の日本人の国内旅行消費額を目的地別にみると、関東が 6.9 兆円（全体の 27.6％）、近畿が 3.7
兆円（同 14.8％）、中部が 2.8 兆円（同 11.3％）となり、同３地域で全国の旅行消費額の 53.6％を占め

た（図表Ⅰ－29）。

図表Ⅰ－29 地方ブロック別旅行消費額（日本人旅行者） 

資料：観光庁「旅行・観光消費動向調査」
注１：2024年は速報値。 
注２：主目的地別の旅行消費額。主目的地とは、目的地のうち最も国内旅行消費額が大きい都道府県をいう。
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2024 年の延べ宿泊者数を地方ブロック別にみると、関東が２億 694 万人泊（全体の 31.8％）、近畿が

１億 1,857 万人泊（同 18.2％）、中部が 6,499 万人泊（同 10.0％）となり、同３地域で全国の延べ宿泊

者数の 60.1％を占めた。 
日本人延べ宿泊者数を地方ブロック別にみると、関東が１億 3,722 万人泊（全体の 28.2％）、近畿が

7,355 万人泊（同 15.1％）、中部が 5,657 万人泊（同 11.6％）となり、同３地域で全国の日本人延べ宿泊

者数の 54.9％を占めた（図表Ⅰ－30）。 

図表Ⅰ－30 地方ブロック別延べ宿泊者数（全体及び日本人） 

資料：観光庁「宿泊旅行統計調査」
注１：2024年は速報値。 
注２：棒グラフは日本人延べ宿泊者数を、マーカーは全体の延べ宿泊者数を示している。

外国人延べ宿泊者数を地方ブロック別にみると、関東が 6,973 万人泊（全体の 42.6％）、近畿が 4,501
万人泊（同 27.5％）、九州が 1,148 万人泊（同 7.0％）となり、同３地域で全国の外国人延べ宿泊者数の

77.2％を占めた（図表Ⅰ－31）。 

図表Ⅰ－31 地方ブロック別延べ宿泊者数（外国人） 

資料：観光庁「宿泊旅行統計調査」
注１：2024年は速報値。 
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第３章 日本人の国内旅行の活性化に向けて

持続可能な観光立国を実現するためには、力強い成長軌道にあるインバウンド市場に加え、日本人

の国内旅行市場の活性化が不可欠である。2024 年の訪日外国人旅行消費額は過去最高の 8.1 兆円と

なったが、同年の日本人の国内旅行消費額はそれを大きく上回る 25.1 兆円であった。他方、人口減少

や少子高齢化が進む中、日本人の国内旅行者数は長期的に横ばい傾向にあり、一人当たり旅行回数や

宿泊数も伸び悩んでいる。

日本人国内旅行の振興は、国内交流の拡大を通じて地域経済・社会の活性化につながるとともに、

国民が豊かな人生を生きる活力になるなど経済的及び社会的観点から重要な意義を持つ。今後は更な

る人口減少による影響が避けられない状況も踏まえ、インバウンドの拡大とともに国内交流の拡大に

も一層取り組んでいく必要がある。

本章では、国内旅行振興の意義や日本人の国内旅行の概況を改めて整理し、国内旅行の活性化に向

けた課題を明らかにした上で、必要な政策の方向性について検討する。

第１節 日本人の国内旅行における現状と課題

１ 国内旅行振興の意義

第一に、2024 年の日本人の国内旅行消費額は 25.1 兆円であり、インバウンド需要が急速に拡大して

いる状況においても、依然として国内における旅行消費額全体の７割超を占める。観光産業は裾野が

広い産業であることも踏まえれば、国内旅行市場の維持・拡大は我が国経済の持続的な発展に重要な

役割を果たすと考えられる（図表Ⅰ－18）。 

【再掲】図表Ⅰ－18 日本国内における旅行消費額（2024年） 

資料：観光庁「旅行・観光消費動向調査」及び「インバウンド消費動向調査」
注１：速報値。
注２：四捨五入した値を表示しているため、個々の数値の合計は必ずしも総数と一致しない。
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第二に、新型コロナウイルス感染症の感染拡大期の経験から、インバウンドと比べた国内旅行市場

の外的要因に対する強靱さが明らかになった。観光地・観光産業は新型コロナウイルス感染症拡大に

よる移動制限等により厳しい状況に置かれ、2021 年の外国人延べ宿泊者数は 2019 年比で４％まで落

ち込んだが、同年の日本人延べ宿泊者数は、全国旅行支援等の需要喚起策もあって 2019 年比 65％に

とどまった。また、日本人延べ宿泊者数は外国人延べ宿泊者数よりも早期に回復した（図表Ⅰ－32）。 

図表Ⅰ－32 日本人・外国人延べ宿泊者数の変化（2019年～2023年） 

資料：観光庁「宿泊旅行統計調査」 
注１：日本人・外国人延べ宿泊者数は、2019年を100として指数化。 

第三に、国内旅行の振興は、特に人口減少が進む地方部の経済・社会の活性化に大きく貢献すると考

えられる。2024 年の延べ宿泊者数全体に占める日本人・外国人延べ宿泊者数の割合をみると、全国では

日本人宿泊者が７割超、外国人宿泊者が３割弱となっている。これを三大都市圏・地方部別にみると、

三大都市圏では日本人宿泊者が約６割に対し、地方部では９割弱であり、特に地方部における旅行需要

は日本人による需要に支えられていることが明らかである（図表Ⅰ－33）。 

図表Ⅰ－33 全国、三大都市圏及び地方部における日本人・外国人延べ宿泊者数の割合（2024年） 

資料：観光庁「宿泊旅行統計調査」 
注１：速報値 

48,668 
(74.8%)

18,403 
(61.8%)

30,265 
(85.8%)

16,360 
(25.2%)

11,360 
(38.2%)

5,000 
(14.2%)

65,028 

29,763 
35,264 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

全国 三大都市圏 地方部

日本人 外国人

（万人泊）

ueyama
ハイライト表示

ueyama
ハイライト表示

ueyama
ハイライト表示

ueyama
ハイライト表示

ueyama
ハイライト表示



22 

このほか、国内外への旅行がもたらす感動や満足感は、国民が豊かな人生を生きるための活力を生

み出すとともに、地域の文化や歴史等に触れることで自らの地域に誇りと愛着を生むなど、観光振興

は社会的側面からも重要な意義を持つ。

他方、今後の更なる人口減少・少子高齢化による国内旅行市場への影響は避けられない状況にあ

る。日本の将来推計人口をみると、2055 年には総人口が約１億人となり、2070 年には総人口が 2020
年から約３割減少し、約４割が 65 歳以上になるとの見通しである（図表Ⅰ－34）。国内旅行市場の担

い手が減少していく中、一人当たりの旅行実施率や旅行回数の増加、滞在長期化を通じて、国内交流

拡大を実現するための一層の取組が求められる。

 図表Ⅰ－34 日本の将来推計人口

資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和５年推計）（中位推計）」に基づき観光庁作成。 
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２ 日本人国内旅行の現状

（１）日本人国内旅行市場の概況

日本人の国内旅行消費額は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、2020 年及び 2021 年に

落ち込んだものの、その後は回復し、2024 年は過去最高の 25.1 兆円となった（図表Ⅰ－17）。これは

延べ旅行者数が回復傾向にあることや、宿泊料をはじめとする物価上昇等により一人１回当たり旅行

支出（旅行単価）が増加したことによる。他方、長期的にみれば、旅行単価は増加傾向であるのに対

し、延べ旅行者数はおおむね横ばいとなっている（図表Ⅰ－35、図表Ⅰ－36）。 

【再掲】図表Ⅰ－17 日本人国内旅行消費額の推移 

資料：観光庁「旅行・観光消費動向調査」
注１：2024年は速報値。 

図表Ⅰ－35 日本人国内延べ旅行者数及び一人１回当たり旅行支出（旅行単価）の推移 

資料：観光庁「旅行・観光消費動向調査」
注１：2024年は速報値。 

図表Ⅰ－36 消費者物価指数の推移 

資料：総務省「消費者物価指数」に基づき観光庁作成。
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日本人の国内旅行経験率をみると、2024 年は宿泊旅行では 57.1％、日帰り旅行では 42.1％であり、

いずれも 2019 年水準を下回っている。長期的にみても伸び悩んでおり、国民の国内旅行経験率の向上

は課題である（図表Ⅰ－37）。 

図表Ⅰ－37 日本人国内旅行経験率の推移 

資料：観光庁「旅行・観光消費動向調査」
注１：2024年は速報値。 

次に 2024 年の日本人延べ旅行者数を旅行目的別にみると、観光・レクリエーション目的の旅行者が

全体の７割弱、帰省・知人訪問等目的については約２割、出張・業務目的については１割超である。

それぞれの推移をみると、宿泊の観光・レクリエーション目的の旅行者数は新型コロナウイルス感染

症流行後の回復が早く、2024 年時点では 10 年前の 2014 年と比較して約１割の増加となっている。一

方、日帰りの帰省・知人訪問等目的や出張・業務目的の旅行者数は新型コロナウイルス感染症流行後

の回復が緩やかであり、足下の全体の延べ旅行者数を押し下げているとみられる（図表Ⅰ－38）。 

図表Ⅰ－38 旅行目的別、宿泊・日帰り別日本人国内延べ旅行者数 

 
 

 
 
 

資料：観光庁「旅行・観光消費動向調査」
注１：2024年は速報値。 
注２：グラフ中の「観光等」は「観光・レクリエーション」目的、「帰省等」は「帰省・知人訪問等」目的、「出張等」は「出張・業務」

目的の旅行者数。
注３：旅行目的別国内延べ旅行者数は、2014年を 100として指数化。 
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シェアが高い観光・レクリエーション目的の国内宿泊旅行における一人１回当たり宿泊数について

みると、１泊の旅行が全体の約６割、２泊の旅行が約３割を占める。大半が短期の旅行となる傾向が

続いており、国内旅行の滞在長期化も課題の一つである（図表Ⅰ－39）。 
 

  図表Ⅰ－39 国内宿泊旅行の一人１回当たり宿泊数 

 
資料：観光庁「旅行・観光消費動向調査」（観光・レクリエーション目的）    
注１：2024年は速報値。 
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日本人の休日や休暇の状況を確認するため、日本を含む世界 11 か国・地域 8における年間祝日数及

び有給休暇取得状況をみてみる。2025 年の日本の年間祝日数は 16 日であり、11 か国・地域の中で香

港に次いで多い。他方、2023 年の有給休暇取得日数をみると、香港や欧州諸国では 25 日超である

が、日本では 12 日であり、11 か国・地域の中で米国に次いで少ない。有給休暇取得率も日本では約６

割と 11 か国・地域の中で最も低い。日本では国民が一斉に休日を迎え、かつ有給休暇取得日数が少な

いことが旅行時期の集中や短期の旅行につながっていると考えられる（図表Ⅰ－40、図表Ⅰ－41）。 
 

図表Ⅰ－40 世界11か国・地域における年間祝日数（2025年） 

 
資料：日本貿易振興機構「各国基本情報 祝祭日」に基づき観光庁作成。 
注１：日本の祝日数については、「国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）」で定める国民の祝日の日数。 

日本以外の各国・地域の祝日数については、全国の祝日数であり、各地域や州ごとの祝日は含まれない。 
 

 

図表Ⅰ－41 世界11か国・地域における有給休暇の取得状況（2023年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：エクスペディア「有給休暇の国際比較調査 2024」に基づき観光庁作成。 
注１：本調査は、世界 11か国・地域の 11,580人を対象にアンケート調査を実施したもの。 
注２：枠内の数値は有給休暇取得率（有給休暇の取得日数÷支給日数）。 

 
 
 
 
 

  
 

8 世界 11か国・地域の対象は、エクスペディア「有給休暇の国際比較調査 2024」と比較できるよう、日本、香港、シンガポール、フランス、ドイ

ツ、英国、米国、カナダ、メキシコ、オーストラリア及びニュージーランドとした。 
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2024 年の観光・レクリエーション目的の国内旅行における旅行単価をみると、宿泊旅行では 7.8 万

円であり、日帰り旅行（2.0 万円）を大きく上回ることから、地域への経済効果等の観点からは宿泊旅

行がより重要である。費目別にみると、宿泊旅行では宿泊費、次いで交通費、飲食費の順に高く、日

帰り旅行では交通費、買物代、飲食費の順に高い（図表Ⅰ－42）。 
 

図表Ⅰ－42 宿泊旅行・日帰り旅行の旅行単価（2024年） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：観光庁「旅行・観光消費動向調査」（観光・レクリエーション目的）    
注１：速報値。 
注２：「その他」は「旅行前後支出」、旅行中の「参加費」及び旅行中の「娯楽等サービス費・その他」の合計。 
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（２）同行者別にみた日本人国内旅行の動向 
観光・レクリエーション目的の国内旅行における延べ旅行者数の同行者別割合をみると、家族・親

族との旅行が約半数を占める。また、近年では友人との旅行が減少傾向にある一方、自分ひとりの旅

行が増加傾向にある（図表Ⅰ－43）。 
 

図表Ⅰ－43 国内延べ旅行者数の同行者別割合 

 
資料：観光庁「旅行・観光消費動向調査」（観光・レクリエーション目的）       
注１：2024年は速報値。 
注２：2014年調査では、同行者の選択肢が「本人のみ」、「２人」、「３人」、「４人」、「５人以上」及び「団体等」で

あったため、「本人のみ」を 2019年及び 2024年調査の「自分ひとり」と同一とみなした。 

 

 
宿泊旅行の旅行単価の費目別構成比について同行者別にみると、自分ひとりの旅行では交通費の占

める割合が全体の約３割と最も高く、移動に多く支出しているのに対し、夫婦・パートナーや家族・

親族との旅行では、宿泊費の占める割合が約３割であり、宿泊に最もお金を掛けていることがわかる

（図表Ⅰ－44）。 
 

図表Ⅰ－44 宿泊旅行の同行者別旅行単価の費目別構成比（2024年） 

 
資料：観光庁「旅行・観光消費動向調査」（観光・レクリエーション目的）    
注１：速報値。 
注２：「その他」は「旅行前後支出」、旅行中の「参加費」及び旅行中の「娯楽等サービス費・その他」の合計。  
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（３）地域別にみた日本人国内旅行の動向 
2024 年の日本人延べ宿泊者数を三大都市圏・地方部別にみると、三大都市圏の宿泊者数は全体の約

４割、地方部の宿泊者数は約６割であり、日本人国内旅行においては地方部への旅行が三大都市圏へ

の旅行を上回っている（図表Ⅰ－45）。 
 

図表Ⅰ－45 三大都市圏・地方部別日本人延べ宿泊者数の推移

 

 
資料：観光庁「宿泊旅行統計調査」 
注１：2024年は速報値。 

 
さらに、日本人延べ宿泊者数を都道府県別にみると、三大都市圏において全国に占めるシェアが最

も高いのが東京都（11.0％）であり、地方部では北海道（6.7％）となっている。他方、外国人延べ宿

泊者数は東京都、大阪府及び京都府の合計で全国の約６割を占めており、宿泊地域の偏りがみられ

る。日本人は全国の様々な地域で宿泊していることがわかる（図表Ⅰ－46）。 
 

図表Ⅰ－46 都道府県別延べ宿泊者数（日本人・外国人、2024年） 

 

 
資料：観光庁「宿泊旅行統計調査」 
注１：速報値。 
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また、日本人国内旅行の主目的地別旅行者数の居住地別割合についてみると、地域によって傾向が

異なるものの、全体として域内や近隣地域、人口の多い関東等からの旅行が多い。宿泊旅行について

みると、関東、北海道及び九州への宿泊旅行者の半数前後が域内居住者である一方、北陸信越や沖縄

では、域内居住者割合は約１割であり、人口の多い関東居住者をはじめ域外の居住者が大半を占め

る。日帰り旅行についてみると、どの地域でも域内居住者割合が高く、特に北海道及び九州への日帰

り旅行では９割超、関東及び沖縄への日帰り旅行では８割超が域内居住者である（図表Ⅰ－47）。 
         

図表Ⅰ－47 主目的地別延べ旅行者数の居住地別構成比（2024年） 

（１）宿泊旅行 

 

（２）日帰り旅行 

 
資料：観光庁「旅行・観光消費動向調査」 
注１：速報値。   
注２：枠内の数値は域内居住者割合。 
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（４）年代別にみた日本人国内旅行の動向 
年代別国内旅行経験率についてみると、若年層ほど高く高齢層ほど低い。また、若年層ほど新型コ

ロナウイルス感染症拡大による落ち込みからの回復が堅調であるが、高齢層ほど回復が遅いことがわ

かる。2024 年の旅行経験率は、20 代以下では 64.0％と 2019 年水準（62.8％）を上回ったが、70 代

以上では 30.7％であり 2019 年水準（38.6％）を大きく下回っている（図表Ⅰ－48）。 
 

図表Ⅰ－48 年代別国内宿泊旅行経験率の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：観光庁「旅行・観光消費動向調査」（観光・レクリエーション目的） 
注１：2024年は速報値。 

 
次に、観光・レクリエーション目的の国内宿泊旅行について、年間旅行回数の変化に着目すると、

年代別に異なる傾向がみられた。全体及び 50～60 代では、2024 年は 10 年前の 2014 年と比べ、旅行

しなかった層（「０回」）と「５回以上」旅行した層の割合がともに増加し、旅行実施が二極化してい

る傾向がうかがえる。20 代以下では、「２回」や「５回以上」旅行した層が増加し、旅行の実施傾向が

高まっている。30～40 代では、旅行しなかった層の割合は変化がなかったものの、「５回以上」旅行し

た層が増加した。70 代以上では、2024 年は旅行しなかった層が全体の約７割を占め、2014 年から増

加しており、全体として旅行の実施傾向が下がっている（図表Ⅰ－49）。 
 

図表Ⅰ－49 年代別にみた国内宿泊旅行回数の構成比の推移 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
資料：観光庁「旅行・観光消費動向調査」（観光・レクリエーション目的） 
注１：2024年は速報値。 
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どの年代においても観光・レクリエーション目的の国内宿泊旅行をしなかった層は一定の割合で存

在しており、観光庁「旅行・観光消費動向調査」では、彼らに当該目的の国内宿泊旅行をしなかった

理由について尋ねている。この結果によれば、20 代～60 代では「仕事などで休暇がとれない」、「家計

の制約がある」の順に高かった。次いで「家族や友人等と休日が重ならない」や「混雑する時期に旅

行をしたくない」との回答も多く挙げられている。20 代～60 代では休暇取得の難しさや家計制約、同

行者との日程調整等が旅行の実施にあたっての主なハードルになっていることがうかがえる。他方、

70 代や 80 代以上では「自分の健康上の理由で」が顕著に高く、これが高齢層の旅行実施を妨げている

主な要因であるといえる（図表Ⅰ－50）。 
 

図表Ⅰ－50 観光・レクリエーション目的の国内宿泊旅行をしなかった理由（全年代上位５項目） 

 
資料：観光庁「旅行・観光消費動向調査」個票データ（2024年７－９月期確報） 
 
 

多くの旅行者にとって休暇取得の難しさや同行者と休日が重ならないことが旅行実施にあたっての

主なハードルであることから、実際の国内旅行の実施時期についても確認する。観光庁調査 9による

と、2024 年の国内旅行について、10 代～50 代の約６割が主に休日に実施している。これが観光地や

観光産業の積年の課題である旅行需要の集中をもたらしており、旅行者自身にとっても旅行費用の高

騰や観光地の混雑に直面せざるを得ず、旅行意欲の減退につながっている可能性がある。旅行需要の

平準化や旅行費用の低減、旅行意欲の向上の観点からも、より平日旅行がしやすい環境づくりを推進

していく必要がある。一方、60 代以上は平日に国内旅行をする傾向が高く、60 代の約４割、70 代の

６割超が主に平日に旅行を実施している（図表Ⅰ－51）。 
 

図表Ⅰ－51 2024年に国内旅行を実施した曜日 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資料：観光庁調査 
 
 
 
 
 

  
 

9 観光庁では、日本国内に住む 16歳～79歳までの男女 3,000人を対象に、旅行志向等について 2025年１月にオンラインで調査を実施。 
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（５）日本人の生活や旅行についての意識 
次に、日本人の生活や旅行についての意識を明らかにすることで、日本人の今後の国内旅行ニーズ

や潜在需要について探っていくこととする。 
はじめに、日本人の生活における仕事と余暇の位置づけについて、公益財団法人日本生産性本部に

よる 2023 年調査結果をみると、「仕事よりも余暇の中に生きがいを求める」との回答が 34.1％と 2014
年から増加傾向にあり、「仕事は要領よくかたづけて、できるだけ余暇を楽しむ」との回答も含め全体

の６割超となっていることから、仕事よりも余暇を重視する傾向が高まっている（図表Ⅰ－52）。 
 

図表Ⅰ－52 仕事重視、余暇重視の割合の推移 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資料：公益財団法人日本生産性本部「レジャー白書 2024」に基づき観光庁作成。 
注１：全国 15～79歳の約 3,000人を対象とした調査結果による。 
注２：「仕事」は勉強や家事を含む。 

      
また、内閣府「国民生活に関する世論調査」によると、「自由時間が増えた場合にしたいこと」とし

て「旅行」を挙げた回答者は全体の 61.8％と最も高く、次いで「映画鑑賞、コンサートなどの趣味・

娯楽」（41.7％）、「睡眠、休養」（29.4％）、「体操、運動、各種スポーツなど自分で行うスポーツ」

（28.2％）であった。旅行実施の傾向は年代ごとや同じ年代の中でもばらつきがあったものの、旅行は

依然として多くの国民にとって余暇を充実させる重要な要素であることがうかがえる（図表Ⅰ－53）。 
 

図表Ⅰ－53 自由時間が増えた場合にしたいこと 

資料：内閣府「国民生活に関する世論調査」（令和６年８月調査）に基づき観光庁作成。 
注１：本調査は、全国 18歳以上の日本国籍を有する者 3,000人を対象に令和６年８月及び９月に郵送で実施したもの。 
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さらに、観光庁調査において「あなたの旅行に対する考え方に最も近いもの」を尋ねたところ、 

どの年代においても旅行は「時間とお金に余裕がある時にするもの」との回答が最も高く、旅行は

「最も大切な趣味」との回答は全体の約２～３割であった。20 代については、旅行は「最も大切な趣

味」、「特に関心がない」との回答がいずれも２割超とほかの年代と比べて高く、旅行に対する考え方

が二極化していることが特徴的である。70 代については、前述のとおり旅行しない層が多く、旅行実

施の傾向は低かったものの、旅行は「最も大切な趣味」との回答が３割超と最も高く、潜在的な旅行

需要が大きい可能性が考えられる（図表Ⅰ－54）。 
 

図表Ⅰ－54 旅行に対する考え方（2024年）

 
資料：観光庁調査 

 
続いて、今後の国内旅行の実施意向について尋ねてみると、旅行は「最も大切な趣味」と答えた人

の 97.4％、「時間とお金に余裕がある時にするもの」と答えた人の 89.7％が、国内旅行を「増やした

い」又は「同じくらい実施したい」との回答であった。旅行は「誘われれば行くが自発的には行かな

い」と答えた人についても、６割超がこれまで以上に国内旅行を実施したいと回答しており、旅行に

関心がない層を除き、大半の国民がこれまで以上に旅行を実施したいと考えていることがわかる（図

表Ⅰ－55）。 
 

図表Ⅰ－55 旅行に対する考え方別にみた今後の国内旅行の実施意向（2024年） 

 
資料：観光庁調査 
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国内旅行市場の活性化にあたっては、旅行実施における様々なハードルを解消していく取組ととも

に、国民の旅行ニーズを適切に把握し、ニーズに沿った需要喚起策を検討することが求められる。こ

のため、観光庁調査において「2024 年に過去と比べて増えた又は今後増やしたい宿泊旅行」について

尋ねたところ、全体として「温泉」や「現地のグルメ」、「休息や癒やし」目的の旅行が増えた又は増

やしたいとの回答が多かった。年代別にみると、10-20 代は、ほかの年代と比べて「温泉」、「休息や癒

やし」、「家族との親睦」目的の旅行ニーズが低い一方、「趣味のイベントへの参加（音楽フェス等）」、

「アウトドア・スポーツ」のほか、「現地の人との交流」、「地域や社会への貢献（ボランティア等）」

といった人や地域とのつながりを重視する旅行ニーズも高いことがわかる。30-40 代は「現地のグル

メ」や「テーマパーク・美術館・博物館等」、「子どもの教育」、50-60 代は「休息や癒やし」をほかの

年代より重視する傾向がみられた。70 代はほかの年代と比べて「温泉」、「自然」、「家族との親睦」等

の目的の旅行ニーズが高かった（図表Ⅰ－56）。 
 

図表Ⅰ－56 過去と比べて増えた又は今後増やしたい宿泊旅行 

資料：観光庁調査 

 
  

ueyama
ハイライト表示

ueyama
ハイライト表示



 
 

36 
 

11.3%

34.3%

22.5%

15.9%

15.9%

とてもあこがれる まああこがれる

どちらともいえない あまりあこがれない

全くあこがれない

45.6%

26.5%

38.8%

21.8%

12.9%

第２のふるさとがある

第２のふるさとはないがいつかは欲しい

第２のふるさとはなく欲しいと思わない

分からない

65.3%

観光庁調査によれば、2024 年に実施した観光目的の国内旅行において、過去に訪れた目的地を再訪

した旅行者は全体の約６割であり、その主な理由は「お気に入りの場所ができた」、「違う季節でも訪

れたい」、「現地に行きつけの宿泊施設や飲食店等がある」、「アクセスが便利な場所である」等であっ

た。他方で、10-20 代に着目すると、「違う季節でも訪れたい」や「アクセスが便利な場所である」等

の理由を挙げた割合は相対的に低く、「旅を通じて現地の知人・友人ができた」、「旅先での役割がある

（地域行事のお手伝い等）」が１割超とほかの年代と比べて高かったことから、一部の若年層が地域の

人との関係を維持するため、又は地域での役割を果たすために特定の地域を再訪する動きがあること

がうかがえる（図表Ⅰ－57）。 
 

図表Ⅰ－57 2024年の国内旅行において過去に訪れた目的地を再訪した理由 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：観光庁調査 

 
特に都心部に居住する若年層については、地方居住や地方とのつながりへの関心が高いとみられ

る。トラストバンク地域創生ラボ「東京圏の若者の地方に対する意識調査 2024」によると、東京圏在

住の若者のうち、約半数が地方で暮らすことに憧れを持っており、７割弱が出身地ではなくとも愛着

を感じる「第２のふるさと」と呼べる地域が「ある」又は「ないがいつかは欲しい」と回答している

（図表Ⅰ－58）。 
 

図表Ⅰ－58 地方への憧れ及び愛着を感じる地域に関する若者の意識 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：トラストバンク地域創生ラボ「東京圏の若者の地方に対する意識調査 2024」に基づき観光庁作成。 
注１：本調査は、東京圏（埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県）に居住する 15歳～29歳 967人を調査対象とし、

2024 年９月にオンラインで実施。 

（１）地方に暮らすことへの憧れ  （２）出身地でなくとも愛着を感じる

「第２のふるさと」の有無  
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３ 国内旅行の拡大に向けた課題（まとめ） 
人口減少・少子高齢化が進む中、国内交流の拡大を通じて、25 兆円に上る国内旅行市場を維持・拡

大していくことは、地域経済の活性化のみならず、国民に豊かな人生を生きる活力や地域への誇り等

をもたらす観点からも極めて重要である。 
本節でみたとおり、我が国の国内旅行市場は長期で伸び悩んでいる。この背景には、一人当たり旅

行実施率や旅行回数が少ない高齢人口の増加と、休暇取得等をはじめ、旅行を実施するにあたって

様々なハードルがあることがわかった。他方、国民が生活において余暇を重視する傾向は高まってお

り、旅行は今なお多くの国民にとって余暇を充実させる重要な要素である。また、現在及び将来にわ

たって市場を支える若年層の旅行実施の傾向が高まっていることは、明るい兆しと考えられる。 
国内旅行の活性化に向けては、将来にわたって国内旅行市場を支える若年層、特に休暇取得等に課

題がある子育て世代を含む中間層、観光によってより豊かな暮らしを実現できる可能性がある高齢層

それぞれが求める旅行ニーズを踏まえた交流市場の開拓や、旅行実施における各種ハードルを解消し

ていく取組が必要である。 
若年層については、休暇取得や家計制約等が主なハードルであるものの、ほかの年代や過去の若年

層と比べて国内旅行実施の傾向が高く、趣味のイベント参加や現地の人との交流、地域社会への貢献

等の目的の旅行志向が高い。若年層の更なる旅行促進に向けては、官民連携で柔軟に休暇取得ができ

るような環境整備に取り組むことに加え、各地域や事業者において、人・地域とのつながりや地域貢

献等を重視した旅行が実現できるような対応が求められる。 
子育て世代を含む中間層については、休暇取得の難しさや同行者との日程調整、家計制約といった

課題が旅行実施を阻害しており、休日等への旅行需要の集中により、旅行料金の高騰や観光地の混雑

にも直面しているとみられる。このため、柔軟に休暇取得ができるような環境整備に加え、ワーケー

ションや需要の集中を避けた平日旅行の推進等、旅行日程の柔軟性の確保や旅行費用の低減につなが

るような取組が必要である。 
高齢層については、健康上の理由により旅行を諦めざるを得ない層が存在するため、全体の旅行の

実施傾向は低いものの、旅行を「最も大切な趣味」と捉え、国内旅行を積極的に実施している層も一

定数存在する。平日旅行の割合が高いことも特徴的である。少子高齢化が進む中、健康面に不安のあ

る高齢者を含め、誰もが旅行しやすい環境整備に取り組むことが必要である。これにより旅行市場全

体の底上げや旅行需要の平準化につながるのみならず、これまで旅行を諦めざるを得なかった高齢者

個人に、豊かな人生のための活力や健康増進をもたらすことも期待される。 
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 コラムⅠ－１ アウトバウンドの促進に向けて 

 

日本人による海外旅行（アウトバウンド）の促進は、日本人の国際感覚の向上や国際相互理解の増進により、

安定的な国際関係の構築につながり、さらには、航空ネットワークの維持･強化やインバウンドの更なる拡大にも

貢献することから、インバウンドの推進と両輪で進めていくことが重要である。 
観光庁では、2023 年３月に「アウトバウンドの本格的な回復に向けた政策パッケージ」を策定し、出国日本人

数の 2019 年水準（2,008 万人）超えを目指し、官民で連携して海外旅行の機運醸成に向けた取組を進めてきた。 
2024 年の出国日本人数（推計値）は 1,301 万人に達し、2023 年の 962 万人から約 340 万人増加した。 
 

【再掲】図表Ⅰ－14 出国日本人数の推移 

 

資料：日本政府観光局（JNTO）資料に基づき観光庁作成。 

 

○アウトバウンドの促進に向けた取組 

海外旅行の機運醸成を図るため、偽造・変造防止対策を大幅に強化した「2025 年旅券」の申請受付が開始され

る 2025 年３月 24 日に、観光庁、外務省及び一般社団法人日本旅行業協会の３者連名で「もっと！海外へ宣言」

を発出し、官民一体となりアウトバウンド促進に向けた一層の取組を推進することとしている。具体的には、例

えば、旅行者がより安全に、安心して海外旅行ができるよう、｢たびレジ｣10、「ツアーセーフティーネット」によ

る情報提供や、「たびレジ」と連携する旅行会社の参画拡大等を通じて、旅行者に対する現地安全情報の提供の充

実を図ることとしている。また、海外旅行に行くきっかけとなるよう、旅行会社による新たなパスポート取得費

用サポート等のキャンペーンを実施している。 

さらには、次世代を牽引する若者の国際交流の促進は重要であることから、2020 年度から海外教育旅行の促進

に向けた取組を行っており、2023 年度からは旅行会社と学校等との連携による付加価値の高い海外教育旅行の

プログラム開発を行っている。また、海外教育旅行の普及啓発に向けて、2025 年３月には、学校関係者や旅行会

社等を対象に「海外教育旅行シンポジウム」を開催し、2024 年度に開発したプログラムの成果報告、有識者によ

るパネルディスカッション、各国政府観光局による教育旅行先としての魅力紹介を実施するとともに、開発した

プログラムの事例集等を作成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 「たびレジ」に登録すると現地の大使館・総領事館から、日本語で最新の安全情報がメールで届く、無料配信サービス。大規模な事件・事故、テ

ロ、自然災害等緊急事態が発生した場合、被害の状況によっては、現地の大使館・総領事館から、緊急連絡のメールが届き、安否の確認や必要な

支援等を受けることができる。 
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資料：観光庁資料より 

 

今後とも関係省庁や関係業界・機関、各国・地域の政府観光局等と連携し、若者の国際交流促進をはじめとす

るアウトバウンドの促進に一層取り組んでいく。 

海外教育旅行のサイト シンポジウムの模様 開発したプログラムの事例集 

ueyama
ハイライト表示
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第２節 国内交流の拡大に向けた取組 

第１節において、日本人国内旅行の活性化に向けては、若年層、現役世代、高齢層ごとに異なる旅行

ニーズを踏まえた交流市場の開拓や、旅行実施におけるハードルを下げる取組等により、国民の国内旅

行回数の増加や滞在長期化を図る必要があることを示した。  
観光庁では、2023 年３月に閣議決定された「観光立国推進基本計画」に基づき、地域の関係人口 11

拡大や旅行需要の平準化につながる形での国内交流の拡大を図るため、「何度も地域に通う旅、帰る

旅」やワーケーション・ブレジャー12等の普及促進、ユニバーサルツーリズムの推進等に取り組んでい

る。本節では、新たな交流市場の開拓や旅行需要の平準化に資するこれらの取組により、地域の関係

人口の増加や地域活性化といった成果がみられている地域等の取組事例を紹介する。各取組の共通項

を見出すことで、他地域への展開や全国での国内交流拡大に向けて必要な施策の方向性についても整

理する。  
 

紹介する地域等の事例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

11 移住や観光でもなく、単なる帰省でもない、日常生活圏や通勤圏以外の特定の地域と継続的かつ多様な関わりを持つ人々。 
12 Business（ビジネス）とLeisure（レジャー）を組み合わせた造語。出張等の機会を活用し、出張先等で滞在を延長するなどして余暇を楽しむこ

と。 

ueyama
ハイライト表示

ueyama
ハイライト表示
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ハイライト表示
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１ 何度も地域に通う旅、帰る旅等の推進 
（１）一般社団法人雪国観光圏（地域：新潟県南魚沼市等） 

a ）地域の概要 

雪国観光圏は、「雪国」という文化的背景を共にする新潟県魚沼市、南魚沼市、湯沢町、十日町市、

津南町、群馬県みなかみ町及び長野県栄村の３県７市町村が連携した観光圏 13である。山岳・高原、森

林、河川等の自然環境や景観のほか、雪・スキー等が主な観光資源であり、地方公共団体の枠に縛られ

ることなく、観光圏全体として雪国のブランディングに取り組んでいる。公益社団法人日本観光振興協

会「デジタル観光統計オープンデータ」14によると、2024 年の観光来訪者数は約 732 万人であった。 

他方、旅行市場は長期的に縮小傾向にあるとともに、圏内のエリアによっては冬季のスノーシーズン

への旅行需要の偏りが顕著であるなど、旅行需要の増加及び平準化が課題であった。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

資料：一般社団法人雪国観光圏提供資料 
b ）講じた取組 

雪国観光圏では、旅行需要が縮小傾向にある中、従来の観光旅行以外の新たな旅行需要を創出する必

要性や旅行者のライフスタイルの変化を踏まえ、新たな旅の形として、「行く」だけではなく、地域が

主体となり来訪者が「戻る」、「帰る」居場所をつくる「帰る旅」プロジェクトを株式会社リクルート

と共同で開始した。 
「帰る旅」は、地域に何度も訪れる・通うことが継続的に循環するよう、関係性を築く人やコンテン

ツを造成することが要となっている。そのため、地域では来訪者が旅ナカで役割を持てる「関わりしろ」

を残し、意欲のある来訪者が地域との関係性を築き、これを継続できるような受入体制を整えている。 
具体的には、2022 年度から 2024 年度にかけての観光庁事業「第２のふるさとづくりプロジェクトモ

デル実証事業」の一環として、①関係性クリエイターの発掘・育成、②旅の前後を含む体験コンテンツ

の開発、③帰る旅宿泊滞在拠点を中心に取り組んだ。 

 
①  関係性クリエイターの発掘・育成 

旅行者と地域や住民をつなぐ架け橋となり、新しい価値を創り出す場をつくる人材が必要であること

から、「関係性クリエイター」の発掘・育成を行った。「帰る旅」のビジョンや活動内容等の情報共有

の場を設け、「立ち上げようとしている事業のお手伝いをお願いしたい」、「地域の良さを知ってもら

いたい」等の思いを持ち、「帰る旅」の仕組みを活用し自身が挑戦したかったアイデア等の実現に向け

て活動できる人材の発掘を行った。地域の行政、観光協会や地元出身の事業主、I ターンで地域に移住

した者を中心に多様な業種・職種の者が参画している。研修では、旅行者との信頼関係を築くため傾聴

スキル等を学ぶコーチングや、企画の実現のためのプロジェクトマネジメントについて学習し、研修以

外にも隔週で定例会議を行い、各取組の進捗の情報共有や協力の相談等ができる場を設けている。 
 

 

 
13 「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律（平成 20年法律第 39号）」に基づく、滞在促進地区が存在し、かつ、自然、

歴史、文化等において密接な関係が認められる観光地を一体とした区域であって、当該観光地相互間の連携により観光地の魅力と国際競争力を高

めようとするもの。 
14 ブログウォッチャー社が取得したスマートフォン位置情報データから作成された日本国内居住者の都道府県別・市区町村別の観光目的の来訪者数

データ。観光来訪者数は推定発地から半径 20km 以上離れた調査地点に滞在した者（調査地点の勤務者を除く）。 

雪国観光圏 

ueyama
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②  旅の前後を含む体験コンテンツの開発 

旅行者と地域の関係性を築くため、「関係性クリエイター」自身が実現したいテーマ別の企画を立ち

上げ「体験（コト）」コンテンツを開発している。その上で、旅マエ、旅ナカ、旅アト・次の旅マエの

各段階で何度も通う旅にするための工夫を加え、従来型のレジャー体験とは異なるコンテンツを作り、

地域と旅行者の関係の深化を図っている。具体的には段階ごとに以下の工夫を行った。 

 
・旅マエ（オンライン） 

来訪前に、旅行者と受入地域・施設が参加するオンラインイベントの開催や、ウェブ記事での参加内

容の紹介、体験コンテンツ立ち上げの背景にあるストーリーの説明を行っている。これにより、旅行者

が事前に地域の魅力や課題、「関わりしろ」を知り、テーマに共感をすることで来訪時にやりたいこと

や地域に貢献できることを明確にイメージすることができる。 
・旅ナカ（現地） 

現地の訪問時には、「場」に集い、旅マエに共感した地域の課題に関し、住民と共にお手伝いに参加

できるよう設計している。旅行者が地域で自らの役割を見出し、地域住民と対等な仲間や協力者として

関係性の構築ができる。 
・旅アト・次の旅マエ（オンライン、都内イベント等） 

旅が終わった後や次の旅の前には、オンラインや SNS を活用した情報共有や都内でのイベント等関

係者が集う機会の造成により、旅行者とのコミュニケーションを継続・拡大することで、地域に対する

コミットメントを高め、「仲間」化を促している。このような関係性の構築は旅行者の参加意欲の維持・

向上にもつながっている。 
 

  帰る旅のコンテンツ造成フロー 

 
資料：株式会社リクルート提供資料 

 
企画の具体的な事例としては「帰る旅スタディツアー」の実施が挙げられる。2023 年度には          

新潟県中魚沼郡津南町秋山郷の限界集落にて、古民家を再興し、住民との交流拠点をつくるプロジェク

トをサポートする企画を実施した。空き家を購入し、そこを拠点に限界集落の復興に取り組みたいと考

えた「関係性クリエイター」が、ゲストハウスや飲食業として古民家を再生していくための手伝いを募っ

た企画である。参加者は関東圏や新潟県内等に居住する大学生から 50 代までと幅広く、地域活性化や

移住、古民家再生に関心がある層も集まった。現地では家財道具の運び出しや塗装のサポート等を行い、

ツアー後もオープンチャットでの交流が継続している。2024 年度もプロジェクトは継続し、新たな参加

者との関係性も広がっている。 
 

③ 帰る旅宿泊滞在拠点 
「帰る旅宿泊滞在拠点」は、旅館「ryugon」でのお手伝い（ハウスワーク）を行うことで最大６泊

まで滞在拠点を無償で提供する会員制コミュニティである。参加希望者には志望動機等を事前に確認

し、お手伝いを担うことや地域住民と対等な仲間や協力者として参加できるかを確認している。ハウ

スワークの種類は、宿泊業でのディナータイムの洗い物等、家業・事業のお手伝いと自室清掃となっ

ている。 
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c ）取組の成果と展望 

「関係性クリエイター」を発掘し増員したことで、行政区分や企業の垣根を越えたメンバーが集まり、

仲間として相互支援することで、地域において魅力ある新規コンテンツを立ち上げる原動力が生まれ

た。また、自発的かつ継続的な活動や地域連携、新たな観光地域づくり、イノベーション人材づくりの

基盤となりつつある。旅行者にとっても、地域の様々な暮らしや仕事を体験し関係性を育む機会、自己

実現の場、旅先の選択肢が提供されることとなり、従来型レジャーと異なる旅行需要の充足に寄与した

結果、幅広い年代や出身地の旅行者を集めることができた。 
さらに、旅ナカでの住民との交流や事前に共感した地域課題に触れる活動を通じて、旅行者自身が積

極的に地域での役割を見出すことにもつながった。参加者は、宿泊業や福祉業における人材不足に貢献

したり、企画終了後も継続して取組に協力したりと、様々な形で地域の協力者となっている。加えて、

旅アトは次の旅マエでもあるとの考えの下、SNS や都内イベントを活用してコミュニケーションを継続

したことで、2023 年度の実証期間中（2023 年７月 16 日～2024 年１月 31 日）の 166 人泊のうち、約

２割が再来訪者となった。 
「帰る旅宿泊滞在拠点」において旅行者が担うハウスワークは、主に旅館の宿泊客にサービスを提供

する従業員の支援業務であるため、これを通じて旅行者自身の気付きや旅先での関係性構築の機会を創

出することとなり、2024 年には年間 260 人泊ほど利用されている。従業員にとっても宿泊客へのサー

ビスに専念する時間が増え、サービスの質の向上にもつながっている。2023 年 12 月には、雪国観光圏

内の「帰る旅宿泊滞在拠点」を福祉業の手伝いも含め全５拠点に拡充した。 
このほか特筆すべき成果として、首都圏の大学生が「帰る旅」への参加をきっかけに 50 人規模の学

部内サークルを立ち上げ、秋山郷での古民家再興に参加するため、まとまった休みごとに複数人で現地

を訪れ、関係を深めている点が挙げられる。その中から地域のお祭りを復活させようといった新たな動

きがあるほか、今後数十年にわたって地域との関係性を続けていきたいとの声も聞かれた。 
「帰る旅」という新しい旅行の在り方をきっかけに、旅行者と地域の新たな関係性の構築や旅行者の

自己実現、新たな市場や関係人口の拡大が着実に進んでいる。 

これらの取組は、観光客と移住・定住の中間の取組により関係人口の創出を目指す切り口が革新的で

あることや、従来の観光旅行では得られない地域への愛着を生んでいる点等が評価され「第８回 ジャ

パン・ツーリズム・アワード」15において審査委員特別賞を受賞した。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 公益社団法人日本観光振興協会、一般社団法人日本旅行業協会（JATA）、日本政府観光局（JNTO）が主催し、ツーリズムの発展・拡大に貢献し

た持続可能な優れた取組を表彰。 

資料：「帰る旅学生サークル」提供資料 

帰る旅スタディツアー古民家再興の様子 帰る旅宿泊滞在拠点でのハウスワークの例 
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（２）株式会社地方創生（地域：香川県仲多度郡琴平町） 
a ）地域の概要  

香川県仲多度郡琴平町は、県中央西部に位置する人口約 8,000 人の町である。「こんぴらさん」の愛称

で知られる金刀比羅宮は全国有数の観光地であり、公益社団法人日本観光振興協会の「デジタル観光統

計オープンデータ」によると、2024 年の観光入込み客数は年間で 49 万人であった。 

県外からの観光客は金刀比羅宮の参拝が中心であり、「琴平町観光基本計画」（2017 年）によると町内

の宿泊客は旅行者全体の約４割、宿泊客の平均滞在日数は 1.13 泊、日帰り客は２～３時間の滞在時間で

あり、滞在日数や域内回遊性、再来訪に課題があった。また、「令和６年・地方自治体『持続可能性』分

析レポート」16によると、人口減少や働き手の減少が進み、2020 年に約 8,500 人であった総人口が 2050
年にはおおよそ半減する見通しであり、地域産業の維持が困難になることが懸念されている。 

これらの課題の解決に向けて、若い移住者や民間事業者により、店舗の新規開業やコワーキング施設

や宿泊・飲食施設の整備が行われてきたが、いずれも個別の取組であったため、地域全体としての域内

回遊性や再来訪率の向上といった成果に結び付けるには至っていなかった。 
    

b ）講じた取組 

琴平町では、「琴平町観光基本計画」（2017 年）に基づき、2022 年に「琴平町観光活性化協議会」を

発足した。コロナ渦の中、新たな観光地づくりを目指し官民連携で交流人口や関係人口の拡大を視野に、

琴平町のブランド向上等に向けた取組を進めてきた。その動きの中で、株式会社地方創生が主体となり、

2023 年度から 2024 年度にかけての観光庁事業「第２のふるさとづくりプロジェクトモデル実証事業」

として、旅行者と地域住民の交流機会の提供等による再来訪の促進や関係人口化に取り組んだ。具体的

には、①学生・社会人向けモニターツアーの造成・実施、②周遊・再来訪のための交通手段の提供、③

旅行費用の低減等の取組を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 学生・社会人向けモニターツアーの造成・実施 

ツアー参加者には「旅マエ」、「旅ナカ」及び「旅アト」と３回の接触機会を設けることで、町の事業

者や地域住民とのコミュニケーション機会を増やし、参加者と地域との関係性の深化を促した。 

学生向けツアーについては、旅マエにオンラインイベントを開催し、地域の魅力や体験内容等の情報

を提供した上で、旅ナカでは、琴平町の仕事や生業を体験するワークショップや地域の人と交流会等を

実施した。旅アトでは、SNS を活用し、イベントやお手伝い情報を継続的に受け取れる仕組みにより再

訪の機運を高めている。 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
16 2023年７月に発足した民間の有識者会議｢人口戦略会議｣が 2024年に公表したレポート。 

資料：株式会社地方創生提供資料 

資料：株式会社地方創生提供資料 
 

懇親会での交流の様子 旅アトの再来訪の様子 

琴平町の周遊イメージ 

 
学生モニターツアー 

 
社会人モニターツアー 

 

地域事業者のお手伝い体験 
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社会人向け複業ツアーでは、旅マエに琴平の魅力を伝え、関心のあるテーマや歴史、文化等について

調べることで地域への理解を促した。旅ナカでは、琴平町で活躍するローカルイノベーターとの交流や

意見交換を実施し、参加者が自身のスキルを生かして琴平にどのように関わることができるかを考え、

関わり方のアイデアを提案してもらった。また、企業向けプログラムとして関西電力株式会社と連携し、

「脱炭素」をテーマに掲げつつ、廃校活用やサステナブルな町づくりへの具体的なアクションを策定す

る企画も実施したほか、現地・オンラインで地域事業者と打合せを重ね、プログラムでは参加者が登壇

する勉強会の開催も行った。参加者が家族を連れて再来訪する事例やワーケーションで再び訪れる事例

も生まれてきている。旅アトにはオンラインで打合せを重ね、次の来訪に向けた目線合わせや、プロジェ

クトを推進する上でのアイデア出し等がより活発になった。参加者の人脈等を生かし、新たな関係者が

プロジェクトに加わったほか、地域事業者と考える場としての勉強会を開くことができた。地域事業者

にとっては新たな視点を入れることができ、参加者にとっても自らのスキルや知見を地域に還元するこ

とでより地域に受け入れられた感覚を持ち、継続した活動につなげている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ② 周遊・再来訪のための交通手段の提供 
モニターツアー参加者は、交通手段として地域住民と相乗りする地域共有交通「琴平mobi」を利用で

きるようにした。「琴平mobi」は、アプリを使って琴平町全域・まんのう町一部エリアの 350 か所以上

で乗り降りができ、参加者はツアー行程に組み込まれた訪問先だけでなく自由時間に好きな場所に行く

ことが可能になる。参加者からは、「『琴平mobi』により観光できる機会が格段に増えた」、「地元のおば

あちゃんと相乗りで移動し、地元の人の生活に触れられた」等の声が聞かれた。また、「大阪-琴平間の

往復高速バスの使い放題」や「地域共有交通『琴平 mobi』の使い放題」等がセットになった年間パス

ポートを試験的に販売し、開催するプログラムとは別に、琴平町に自発的に繰り返し来訪してもらえる

よう取り組んでいる。 

 

 

  
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
③ 旅行費用の低減等 

宿泊事業者と連携し、清掃作業等をセットにした宿泊の割引サービスを提供することで宿泊費負担の

軽減を図っている。また、地域の仕事を手伝うアルバイトにより、滞在中に参加者が稼ぐことができる

仕組みをつくり、仕事の事前マッチングや受入事業者の拡大を進めている。これらにより滞在長期化や

再来訪の促進を図るとともに、旅行者と地域の関係性を深める貴重な交流機会にもなっている。 

   

資料：株式会社地方創生提供資料 
 

ローカルイノベーターとの現地交流 

 

企業向けプロジェクト勉強会 

 

資料：株式会社地方創生提供資料 
 

 

複業希望者向け事前説明会 

 

参加者が琴平mobiを利用する様子 
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c ）取組の成果と展望 

これらの取組の結果、モニターツアー参加者の再来訪意向は９割を超えた。2023 年度事業では参加者

60 人中 20 人が再来訪し、2024 年事業では４回以上地域に来訪する人数を 14 人創出した。 

大学生向けツアーでは、普段はあまり深く関わることのない地域の大人とのコミュニケーションから

刺激を受ける機会になったと考えられ、ツアー後の SNS を用いた情報発信も効果的に働き、ツアー参

加者の約半数の自発的な再来訪につながった。ツアー参加者が現在は受入地域側として働くなど、人材

確保の成果も表れている。 

社会人のツアーでは、自身のスキルを生かした地域の企業等とのマッチングが４件成立し、大学生を

ターゲットにしたツアーの参加者の中には受入側として働いている人もいるなど、継続的に地域に関わ

る関係人口となっている。さらに、ツアー後に家族を連れて再訪したり、地域関係者とのプログラムの

テーマについての議論が長期で続いたりするなど継続的な交流も生まれている。 
もともと住民の足として提供されていた「琴平mobi」については、来訪者に対する有効性が検証でき

たことから、引き続き暮らしに近いところで体験するツアーの企画等が進んでいる。「琴平mobi」の利

用は、来訪者の周遊性の向上や移動費の軽減を図るだけではなく、相乗りによって地域住民とのコミュ

ニケーションが生まれ、交流機会の創出や関係継続につながっている。このほか、地域の仕事を担うこ

とで構築された関係性も、再来訪のきっかけづくりや地域が抱える人材不足の解消に寄与している。 

琴平町の事例では、地域の人と交流できる接触機会を複数回にわたり提供したことにより、参加者は

地域への「関わりしろ」を見つけ継続的に地域に入り込むことができ、「共に地域を盛り上げたい」とい

う新たな意識の醸成を生み出した。地域側は、地域活動の企画、運営への参加、複業等により地域の経

済活動に貢献する機会をつくることで、地域と深い関わりをもつ関係人口を増やしている。本取組は、

金刀比羅宮参拝だけではなく琴平町が本来持つポテンシャルを引き出しながら、域内の回遊性、再来訪、

滞在日数、人手不足といった課題を解消し、新たな交流市場の拡大を実現している事例であるといえる。 

今後、これまで進めてきた施設整備や機運の醸成は、琴平町を訪れるインバウンドの受け皿にもなる

ことが想定される。地域内には、デジタルノマドをターゲットにしたプロモーションを進める事業者も

現れており、更なる地域の関係人口の拡大や関係性の深化が期待される。 

 

 

（３）一般社団法人岳温泉観光協会（地域：福島県二本松市等） 

a ）地域の概要 

福島県二本松市は、県北部に位置する人口約５万人の都市であり、城下町として栄えていたことで知

られ、安達太良山や阿武隈山を望む豊かな自然に囲まれている。これらの歴史と自然が主な観光資源で

あるとともに、岳温泉の温泉にも恵まれている。公益社団法人日本観光振興協会の「デジタル観光統計

オープンデータ」によると、2024 年には年間で約 152 万人の観光客が訪れており、特に登山や温泉は、

山を活用したアクティビティとして高い人気を誇る。 

来訪者の多くは山頂を目指す「登山」目的であり、登山前に岳温泉に宿泊して食や地酒、自然体験を

目的とする人は僅かであるため、温泉エリアの衰退や事業継承の問題が生じている。また、福島県二本

松市を含め、隣接県にまたがる磐梯朝日国立公園エリア全体として、登山道の荒廃に対して整備が追い

ついていないことや利用時期の集中による環境負荷が課題となっている。 

  

b ）講じた取組 

一般社団法人岳温泉観光協会では山域の産業や国立公園を「守りながら売る」ために、観光資源であ

る自然にダメージを与えない形で「守る」人たちを雇用する収益を獲得すべく、何度も通う旅を促進す

ることによって地域の収益を増加させる試みを開始した。 

地域のガイドセンターである安達太良・吾妻自然センター（以下、センター）に多くの登山者が山に

関する相談に訪れており、センターを起点とした訪問者へのアプローチが有効だと考え、既存の来訪者

をターゲットとした。また、来訪者の来訪目的を一度限りの「登山」から、一度では満喫できない広大

な自然とその恵みである温泉や地域食を楽しむ「山旅」に、受入側の意識を「道先案内人のガイド業」

から何度も通ってもらうための旅をトータルコーディネートする「サービス業」にシフトすることとし

た。その上で、来訪者の関係人口化に向けた具体的な取組として、①山旅サポータープログラムの造成、

②登山道整備サポーターの獲得、③山旅サポーターの育成、の３つを中心に、2024 年度観光庁事業「第

２のふるさとづくりプロジェクトモデル実証事業」に取り組んだ。 
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①  山旅サポータープログラムの造成 

実証事業では、岳温泉を守り受け継いできた先人たちの歴史と、自然の恩恵である雪解け水や温泉の

活用・保全をセットにした山に関わる３つのプログラムを造成し、いずれも 2024 年７月から 2025 年１

月までに 23 回催行した。 

「ふくしま火山旅 ボルケーノトレイル」（期間中に計９回催行）では、国立公園を活用して年間を通

じて登山・サイクル・トレイルランニング等のプログラムを実施し、日帰りや１泊２日のツアー、初心

者向け、保全活動を伴うツアー等、内容を変えて展開した。 

「親子自然学校」（期間中に計５回催行）では、四季を通じた安達太良の自然と歴史に触れるレジャー

と教育を融合させたプログラムを実施し、登山やリバートレッキング、キャンプ等、難易度の異なるプ

ログラムを展開した。 

「温泉通旅」（期間中に計９回催行）では、従来のような登山後の日帰り温泉利用や館内に籠る湯治ス

タイルとは異なり、新しい顧客層の獲得により通う人を増やすためのプログラムを造成した。具体的に

は、日本一遠い源泉の温泉の歴史やそれらを守ってきた湯守の活動等を学ぶため、火山と温泉の関係を

自分たちの足でめぐり源泉を訪れる Onsen Trail や、女将から全国でも珍しい酸性泉の効果的な入浴方

法や地域食材を用いた料理・発酵料理、美容を学ぶプログラム等を展開した。 

事業における各プログラムの売上から経費を差し引いた残額は、安達太良山の登山道整備費用に充当

されている。 

 

②  登山道整備サポーターの獲得 

長年の課題となっていた登山道整備を進めるため、保全ツアーや保全活動、会員制コミュニティの設

立を行った。保全ツアーは、山を守る大切さを伝えることを目的に現場を見るツアーとなっている。保

全活動では、登山道崩壊の主な要因である排水処理の改善を図るため、登山道上の横断溝（登山道上に

流れる雨水を脇に逃がすための排水溝）を掘り返し、びっしりと詰まった土砂を掻き出して排水機能を

取り戻す作業や、山小屋の休業によるトイレ不足に対し、携帯トイレ用の仮設テントの設置や携帯トイ

レブース補充作業を行った。2024 年７月から 2025 年１月までに保全ツアーには地元や近隣の県から延

べ 32 人が参加し、保全活動には延べ 57 人が参加した。保全活動を継続していくためには地域以外のサ

ポーター人材の協力が必要であるため、地域と来訪者をつなぎ、顔の見える関係性を作り出すとともに、

サポーター同士で交流し仕組みを継続させるために会員制コミュニティを設立した。コミュニティへの

入会金は２万円となるが、加入者へは１万円分の地域通貨を還元し、保全活動に最優先に案内すること

で訪問を促すとともに、5,000 円分を登山道整備費用に充当している。山道整備の知識は一度保全ツアー

に参加しただけでは身につくものではないため、今後は会員制コミュニティへの参加促進や、現場を踏

まえた登山道整備の知識習得等に重点を置いた研修コースの設定を進め、「登山道整備サポーター」の養

成に努めていく。 

 

③  山旅サポーターの育成 

関係人口の増加や交流の促進に向けて、「山旅サポーター」の育成にも取り組んだ。「山旅サポーター」

はその場限りの案内役ではなく、この土地を「旅」として訪れる来訪者に寄り添い、次の山旅に出掛け

たくなるようサポートする役割を担っている。地域に留まり連携性を保つことで継続的な活動とするた

め、ほかのエリアのガイドや今後ガイドをしていきたい人を対象とした。「山旅サポーター」として活躍

するには、スキルのみならず、地域のことを理解し、その地域のファンになることが重要であるため、

まずは岳温泉に通ってもらうことから始めている。地域資源の持続的な利用や保全に向けた環境配慮へ

の意識強化を図るとともに、ガイドの特性や得意分野に応じた専門的なプログラムを作ることで、地域

×自分ごとのある「山旅サポーター」を育成し、令和６年度事業では３人がガイドデビューを果たした。 

 

これらの取組に加え、大手アウトドア用品販売店とコラボした YouTube 動画の配信やイベントの開

催等のプロモーションを実施することで「山旅」の知名度向上を図った。 

 

c ）取組の成果と展望 

b ）の①～③の参加者は 2024 年７月から 2025 年１月までで延べ 114 人に上り、そのうち訪問４回

以上のリピーターは 13 人であった。複数のプロジェクトに参加するため、岳温泉に何度も通う中で地

域の魅力を深く知り、地域のサポーター人材化するという成果も得られた。 

特に、「山旅サポーター」の育成は、再来訪の増加と地域で活動する人材獲得の両面で成果を上げてお
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り、本事業を通じて４人が山旅サポーターとなったが、ガイド育成プログラムに加え、自主的な打合せ

やフィールドの下見、ほかのガイドのツアーへの参加のために各々４回以上岳温泉を訪問した。各人の

特性・能力に合わせた教育を行った結果、３人は既にガイドデビューを果たし、地域の魅力を来訪者に

伝える役割を担っている。 

 

資料：一般社団法人岳温泉観光協会提供資料 

  

また、本事業を通じて、岳温泉エリアが含まれる磐梯朝日国立公園地域全体でも、関係人口の増加に

向けた関係者の連携といった効果をもたらした。今まで「山旅」はセンター主体の取組であり、岳温泉

観光協会や地方公共団体との連携は多くなかったが、「山旅」に携わる関係者が横断的に連携する基盤作

りとセンターが「守りながら売る」ためのトータルコーディネーションを行うことで、地域ブランディ

ング戦略としての取組となった。 

本事業では、地域資源である広大な自然、温泉や地域食を生かした「山旅」を提供することで、従来

の登山客に限らない幅広い層を呼び込み、地域と来訪者の新たな交流を生み出した。 

今後は、「山旅」の取組による地域資源の活用と保全を続けるとともに、「山旅」による効果を検証し

ながら、地域事業者との連携を強化していく。また、「山旅サポーター」として、ストーリーテリングや

地域プロデュースができるようガイドの質の向上に取り組むとともに、消費額の高いインバウンドにも

対応できるよう台湾の学生をインターンで受け入れるなどの取組も進めている。 

 
 

２ ワーケーション・ブレジャー等の普及促進  

（１）宮崎県日向市（地域：宮崎県日向市） 

a ）地域の概要 

宮崎県日向市は、宮崎空港から車で約１時間の県北東部に位置する人口約 5.9 万人の地域である。海

岸部は、日豊海岸国定公園の南端に位置し、多数の景勝地があるほか、国内有数のサーフスポットが点

在することから「サーフィンの聖地」としても知られている。 

一方で、市では近年急速に進む人口減少と少子高齢化を背景に、地方創生の観点から、サーフィンを

軸としたプロモーション活動等により地域外からの誘客に取り組み、公益社団法人日本観光振興協会の

「デジタル観光統計オープンデータ」によると 2024 年には約 61 万人の観光客が訪れたが、来訪者を

関係人口や移住につなげることは難しいとの課題を抱えていた。 

 

b ）講じた取組 

日向市では、2020 年度から、地域における観光消費額の増加や企業と地域との共創による地域活性化

を目指すとともに、ワーケーションに携わる全ての人のウェルビーイング向上に寄与するという目標を

掲げ、企業向けの「研修型ワーケーション」に焦点を当ててワーケーション促進に取り組んできた。取
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組にあたり、同市では 2023 年度に「日向市ワーケーション推進会議」を設置し、行政、地域の事業者

及び住民が連携して進めている。具体的には、2023 年度の観光庁事業「ワーケーション普及促進事業」

として、①参加企業のニーズ把握と地域住民との連携、②コーディネーター人材の育成、③安定的な事

業展開に向けた収益化や販路確保、④閑散期や平日の集客促進の４項目に重点を置いた取組を実施した。 

 

① 参加企業のニーズ把握と地域住民との連携 
企業の経営層は、ワーケーションに対し「休暇」のイメージを強く連想し、時間と予算を投じる必要

性について不安に思う傾向がある。そのため、研修型ワーケーションの有用性や、参加を検討している

企業が求めていることを把握するため、ワーケーション関係者が協働してアイデア出し、絞り込み、ブ

ラッシュアップ等（事前アイデアソン 17）を行い、プログラム造成を行った。この事前プロセスにより、

企業側は参加させる職員を大きく３階層に分けて考えていること、各々に異なる成果を期待しているこ

とがわかった。具体的には、（１）若年層は、コミュニケーションや共同作業を通じて自己肯定感の醸成、

（２）次世代リーダー候補は、当事者意識（リーダーシップ）を持つためにワークショップ等を通じた

内省と、バックキャスティング 18による未来志向の獲得、（３）ミドルシニア層は、過去の自分の再認知

と新たな自分の再構築である。これに基づき、企業と地域住民の双方が課題や期待される成果を認識し、

企業側の不安を解消できるコンテンツ作成に至った。 

 

階層別プログラム例 

資料：日向市提供資料 

    
また、企業研修の効果や参加者の満足度を高めるため、ワーケーション専用施設として「Surf Office」

を提供している。同施設は日豊海岸国定公園内の有数のサーフスポットである金ヶ浜に隣接しており、
太平洋を一望できる。Wi-Fi 環境に加え、入退室管理システム、個人用ロッカー、オンラインミーティ
ング用のアバターロボットや音漏れ対策を講じた個別ブースが整備されているほか、商業施設に併設さ
れているため、カフェ、スイーツショップ、飲食店、雑貨屋等の利用も可能である。 

 
Surf Officeでのワークショップ   里山保全体験（竹灯籠づくり）    漁業体験（小型定置網漁） 

資料：日向市提供資料 
 

 

 
17 アイデア（Idea）とマラソン（Marathon）を掛け合わせて造られた造語。企画やアイデアを出し合い新しいアイデアや課題解決の方法を見つけ

るために行われる。 
18 未来のあるべき姿から現在に遡って課題解決を考えるアプローチ手法。 

参加者属性 実施内容

　　　　　　　 　若手
○入社３年目
○新型コロナウイルス感染症
　流行下の入社
○研修後、管理職への昇進の
　可能性有り

モチベーショングラフ共有、ストーリーテリング、地元交流会、漁業体験、
ワーケーション先だからこそできる通常ワーク、港町フォトミッション、
ビーチマインドフルネス、日向岬紺青ウォーク、フィードバック意見交換
【工夫ポイント】 ：現在（自己）肯定／地域体験
・共同作業により希薄になったつながりを「生む」

　　　　　 次世代リーダー
○入社5年目以上
○上長からの推薦
○研修後、管理職への昇進の
　可能性有り

モチベーショングラフ共有、地元交流会、耳川マインドフルネス、
里山保全プログラム体験、ストーリーテリング、地元食材を使った交流BBQ、
ビーチ散策、ワークショップ
【工夫ポイント】 ：未来志向／ディスカッション
・自分の「ありたい姿」を探求し、健やかに進む力を付ける。

　　　　　　 ミドルシニア
○40代中堅社員
○非管理職
○ステップアップに期待

地元受入企業での入社体験、受入企業との交流会、里山保全プログラム体験、
地元交流会、受入企業へのプレゼンテーション、フィードバック意見交換
【工夫ポイント】 ：過去の再認知／地元企業体験
・新たな経験から価値を再認識し、他者に還元する。
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② コーディネーター人材の育成 
企業のニーズを満たす研修プログラムを実現するためには、人事領域の診断・助言・指導プログラム

の組立てや、議論が円滑に進むよう舵取りをするスキルを持ったコーディネーターが必要であり、現在

日向市では一般社団法人日本ワーケーション協会の公認ワーケーションコンシェルジュ 19が３人在籍し

ている。同市での人材育成においては、コーディネーター候補者がワーケーションプログラムを実際に

体験し、優位性や課題を事前に認識した上で、他地域のコーディネーターを招致し、同市の強み、弱み

や課題等の洗い出しを行うことで企業側により良いコンテンツを提供できるよう取り組んでいる。 

 

        講演会          ワーケーション体験（漁業）     地元事業者等との意見交換 

資料：日向市提供資料 
 

③ 安定的な事業展開に向けた収益化や販路確保 

ワーケーションを実施する企業との関係を構築するため、2023 年に大阪・東京でプロモーションイベ

ントを実施し、大阪では 16 社、東京では 33 社の参加があった。日向市のワーケーションの実態をあり

のままに伝えるため、同市で受入を行っている地元住民（事業者）と過去に同市ワーケーションに参加

した企業に講話を依頼し、実際の研修での体験内容や感想を届けた。本イベントの開催により、日向市

との接点を印象付け、ワーケーション参加への機運を高めることができた。 

 

プロモーションイベントの開催 

資料：日向市提供資料 
   

④  閑散期や平日の集客促進 

研修は業務と同等という位置づけかつ、労働者の休日の機会を奪わないようにするため、日向市ワー

ケーションの多くは平日に実施され、2023 年度は 81％が平日に開催された。また、市としても、閑散

期の需要促進を図るため、ほかの地方公共団体との連携にも取り組んでいる。例えば、暑さが厳しい日

向市の夏季には、比較的冷涼な長野県でのワーケーションを企業に推薦し、逆に長野県には、冬季に温

暖な日向市を推薦してもらうなど相互送客につなげている。また、距離的にも近い大分県別府市や福岡

県福岡市とは、ワーケーションやデジタルノマドの来訪者に東九州を広域周遊してもらうために、相互

に連携を図りながら誘客を進めている。 

 

c ）取組の成果と展望 

2020 年度から 2024 年 10 月までに、130 社・延べ約 1,800 人（速報値）のワーケーションを受け入

れた。その多くが平日に開催されたことで、平日の宿泊施設等の稼働率が上がり繁閑の平準化に寄与し

ている。また、ワーケーションを受け入れた一部の地元事業者は、参加者と継続的に連絡を取り合った

 
19 リモートワークやワーケーション等の普及・定着を目指し、全国各地で活動するワーケーション及びそれに付帯するコンテンツ事業の実施者の中

から、ワーケーションの専門家（①ワーケーション実施者、②地域の魅力を訴求できる者、③ワーケーションに関する専門知識・技術を有する

者）として、企業、団体や地方公共団体等に向けてワーケーションに関する相談等に対応できる人物。 
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り、個別に地域課題の解決に向けたアドバイスをもらったり交流を続けている。 

企業と地域との共創による地域活性化やワーケーションに携わる全ての人のウェルビーイングを向 

上させるといった当初の目標は、年次を経るごとに着実に進捗してきた。日向市では引き続き地域の供

給能力の範囲内で、継続的に企業型ワーケーションの受入を行っていくこととしている。また、インバ

ウンド需要が高まる中で、これまでに得られた知見をもとに、韓国企業のワーケーションの受入やデジ

タルノマドの受入等の新たな取組も始まっている。 

 

 
（２）株式会社キッチハイク（地域：北海道厚沢部町、静岡県御殿場市、岐阜県美濃市、和歌山県白浜町等） 

a ）事業の背景 

共働き世帯数は 1990 年代を境に専業主婦世帯数 20を上回り、その数は増加の一途をたどっている。

共働き家庭では休みの調整やまとまった休暇の確保に課題がある。特に子育て世帯では、子供との旅行

にも制約がある一方、子供には多様な経験をさせたいという親としての想いもある。これらの課題を解

決すべく、家族単位での地域における「暮らし体験」を提供する保育園留学プログラムを 2021 年に開

始した。本事業は、北海道厚沢部町から開始したサービスであり、受入保育園は全国 49 か所（2024 年

末現在）に拡大している。 
 

厚沢部町認定こども園はぜる 

 資料：株式会社キッチハイク提供資料 

 

b ）講じた取組 

保育園留学は、１週間から３週間、家族で地域に滞在する子供が主役のワーケーションプログラムで

ある。滞在期間中、子供は提携の保育園に通い、親は滞在先（一棟貸し、旅館等）や近隣ワークスペー

スでリモートワークを行うものだが、その推進においては企業側、利用者側、受入地域側の課題等が存

在していた。それらを解消するため、2023 年度観光庁事業「企業ニーズに即したワーケーション推進に

向けた実証事業」を活用し、①参加者・受入地域側とのマッチング、②企業側のワーケーション導入推

進に向けた取組の２項目に重点を置き、ワーケーションプログラムの造成・実施を行ってきた。 

  

① 参加者・受入地域側とのマッチング 

自社で予約システムを開発し、参加者情報や子供の健康状態や特性等の情報を収集した上で、受入側

の保育園に共有するほか、園と家族との事前オンライン面談を実施してもらうことで、家族と保育園が

相互に理解した上で受入を進めるフローとした。また、必要に応じて、希望に応じた留学先の紹介を行

うオンラインコンシェルジュサービスを提供した。このように事前の調整を十分に行うことで、参加者

と受入地域のミスマッチの防止や参加者の満足度の向上を図っている。 

受入地域側では、県外・市外からの子育て世帯の受入が対応可能な園・宿泊施設等を選定した。多く

の地域では、既存の保育施設や宿泊施設、ワークスペース等、地域に元々ある資源を活用したが、宿泊

施設が不足していた一部地域では、追加で受入用の住宅を準備した。また、既存の一時預かり制度を利

用し、スムーズな受入が可能となるスキームについて地方公共団体と連携して検討を行った。 

 

 

 

 

 

 
20 男性雇用者と無業の妻からなる世帯。 
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保育園留学の事業スキーム 

資料：株式会社キッチハイク提供資料 

 

② 企業側のワーケーション導入推進に向けた取組 

多様な働き方や業務外の経験を推奨している企業でも、就業規則等の関係から、子育て世代の社員に

対して提案できる地域交流や研修等への参加については課題を抱えていた。これを踏まえ、本事業では、

企業において最大約３週間のワーケーションを認める就業規則の変更や、ワーケーションを推進する福

利厚生の導入可否の検討を行うため、利用した企業に対するヒアリング調査や参加者に対するアンケー

ト調査を実施し、保育園留学の仕組みを利用したワーケーション導入に向けた課題の特定に取り組んだ。 

 

c ）取組の成果と展望 

本取組により、家族が中長期で地域に滞在することで、受入地域側に経済効果をもたらした。観光庁

事業では、19 家族が北海道や秋田県等全国 12 地域におけるツアーに参加し、延べ宿泊者数は当初目標

の 120 人泊の４倍以上の延べ 554 人泊であった。一家族当たりの支出額（宿泊費、保育料、食費、アク

ティビティ体験費、移動費及びお土産代等の合計）は約 30 万円であり、実施地域における観光利益は

合計で約 570 万円に上った。 

また、事前の丁寧な調整により、参加者と受入地域とのミスマッチを防いだ結果、参加者の高い満足

度や再訪意向がみられた。参加家族への事後調査では、今回の滞在で「期待通り・期待以上の地域の関

わりを得られた」との回答が全体の 85％、「またワーケーションをしてみたい」との回答は 95％に上っ

た。参加者からは、「地域の人と交流ができ、普段と違う体験ができた」、「家族にとって縁も所縁もな

かった土地に、強いつながりができた」といった感想が得られ、中長期の滞在を通じて参加者と保育園

を含む地域住民との交流を生むことができた。 
企業側のワーケーション導入推進に向けて実施したアンケート調査からは、働く場所や環境を変える

ことで、社員のリフレッシュや新たなアイデアの創出に寄与することが明らかになった。また、ツアー

参加者から企業側に人事制度の変更要望が出されるなど、ワーケーションの効果を実感した参加者が企

業側に積極的な働きかけを行うケースもみられた。一方で、企業側からはワーケーションによるエン

ゲージメントや生産性への効果等を測る定量的な指標がないために、推進に対して社内合意を取るのが

難しいという声が複数聞かれた。指標の整備は今後のワーケーション導入や拡大に向けての課題の一つ

であることがわかった。 

加えて、保育園留学が最初に開始された北海道厚沢部町の例をみると、2023 年度のリピート希望率は

97％であり、シーズンごと（年４回）に厚沢部町を訪問する家族もいるなど、参加者の満足度や再訪意

向が高く、地域の関係人口の増加につながっている。地域の在園児への影響という観点でも、保育園留

学で訪れた園児に自分の町や保育園のことを進んで教えてあげる中で、地域への理解や愛着が増す、成

長が促されるという良い影響がみられた。 
 

厚沢部町保育園留学の生活の様子 

資料：株式会社キッチハイク提供資料 
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「保育園留学」を活用したワーケーションの取組は、中長期で旅行をすることが難しかった子育て世

帯の旅行機会を創出し、受入地域にとっても、関係人口の増加や地域活性化のほか、平日の滞在が増え

ることで旅行需要の平準化に寄与している。株式会社キッチハイクでは、事業を通じて得た知見や地域

とのつながり等をより多くの子育て世帯に展開するため、小学生留学やデジタルノマドの家族の受入も

開始しており、今後は国内のみならず海外の子育て世帯の滞在促進も期待される。 
 
 

３ 休暇取得・分散化の促進  

愛知県（地域：愛知県） 

a ）地域の概要 

愛知県は、人口約 750 万人で東京都、神奈川県、大阪府に次ぐ人口を有し、全国有数の工業県である

ほか、熱田神宮や国宝犬山城、豊川稲荷等の観光地にも恵まれている。公益社団法人日本観光振興協会

の「デジタル観光統計オープンデータ」によると、2024 年の観光入込み客数は年間で 9,515 万人であっ

た。  
県では、ゴールデンウィークやお盆等の特定の時期に観光客が集中し質の高い休暇を楽しめないこと

や、業種等によっては祝休日が休みではなく、家族が一緒に過ごす時間が作りづらいことが課題として

挙がっていた。 

 

b ）講じた取組 

上記課題への対応として、2022 年の県政 150 周年を契機に、ワーク・ライフ・バランスの充実と生

産性向上による地域経済活性化の実現を目指し、県主導の下、経済界、労働界及び教育界と連携し「休

み方改革」プロジェクトを実施している。具体的には、①あいち県民の日・あいちウィーク・県民の日

学校ホリデーの実施、②ラーケーションの日の実施、③愛知県休み方改革マイスター企業認定制度の推

進、④平日や閑散期に限定した宿泊施設等の割引特典等の PR 及び⑤休み方改革イニシアチブの推進で

ある。 

 

① あいち県民の日・あいちウィーク・県民の日学校ホリデーの実施 

11 月 27 日を「あいち県民の日」と定め、直前１週間を「あいちウィーク」として、2023 年度より親

子イベントの開催や公の施設の使用料等の割引を実施している。また、「あいちウィーク」期間中の１日

を「県民の日学校ホリデー」に指定し、家庭や地域における体験的な学習活動等のための学校休業日と

することで、保護者の有給休暇の取得を促している。2024 年には名古屋市立を除く全公立学校（幼稚

園・小中学校・高等学校・特別支援学校）が「県民の日学校ホリデー」を導入している。 

 

② ラーケーションの日の実施 

2023 年度に子供が保護者等と共に平日に校外で体験活動等を実施する「ラーケーションの日」を創設

した。学校に登校しなくとも欠席にならず、保護者等の休みに合わせ年３日まで取得できる。本取組の

実施により、出欠席の把握、記録や給食の手続等の事務負担が増大することが見込まれることから、教

員の負担を軽減するため、校務支援員等の配置も行った。 

 

③ 愛知県休み方改革マイスター企業認定制度の推進 

年次有給休暇の取得や多様な特別休暇の導入を積極的に推進している中小企業を奨励する「愛知県休

み方改革マイスター企業認定制度」により、労働者が各自の仕事や家庭の予定に合わせて休暇を取得で

きる職場環境づくりをより一層推進している。2025 年３月末時点の認定企業数は 570 社であり、認定

を取得した企業は独自の休暇制度を設けるなど、休暇取得を促す好循環を生み出している。 

 

④ 平日や閑散期に限定した宿泊施設等の割引特典等のPR 

平日や閑散期の旅行を促進するため「あいちスキ旅キャンペーン」を実施した。平日や閑散期に限定

した割引や特典を提供する観光関連事業者を募集し、SNS 広告、宿泊予約サイトと連携したキャンペー

ンの展開を通じて特典内容を広くPR した。 

 

⑤ 休み方改革イニシアチブの推進 

経済界、労働界及び教育界と共に「休み方改革」を通じて、ワーク・ライフ・バランスの充実と生産
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性向上による地域経済の活性化を目指す運動として「休み方改革」イニシアチブの周知・啓発、賛同企

業・団体の取組紹介を実施した。 

 

c ）取組の成果と展望 

これらの取組は、県民の休暇の取得促進や分散化、旅行需要の平準化に寄与している。 

2025 年１月に愛知県が実施した「『あいち県民の日』・『あいちウィーク』等に関する県民意識調査結

果」21によると「『あいちウィーク』を知っており、仕事をお持ちの方」のうち「通常の休みに加えて休

みを取った方」は、14.1％だったのに対し、小学生の子を持つ回答者は 33.5％が、中高生の子を持つ回

答者は 22.4％が「あいちウィーク」中に通常の休みに加えて休暇を取得した。また、「県民の日学校ホ

リデー」を知っており、仕事を持ち、「県民の日学校ホリデー」の対象の子を持つ回答者の 39.7％が「県

民の日学校ホリデー」に合わせて休暇を取得した。そのうち、小学生の子を持つ回答者については 45.1％
が休暇を取得した。これらの取組が子を持つ世帯の休暇取得を促したことが示唆される（図表 I－59）。 
 

図表Ⅰ－59 あいちウィーク等の休暇取得状況 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
資料：愛知県「『あいち県民の日』・『あいちウィーク』等に関する県民意識調査結果」、「『あいちウィーク』の観光面における

効果に関するアンケート調査」 
注１：「あいちウィーク」の休暇取得状況については、「あいちウィーク」を知っており、仕事を持つ方が対象。 
注２：「県民の日学校ホリデー」の休暇取得状況については、「県民の日学校ホリデー」を知っており、仕事を持ち、県民の日

学校ホリデーの対象の子を持つ方が対象。 
 

「ラーケーションの日」についても、2025 年３月下旬に行った「『ラーケーションの日』取得状況調

査」22によると、小学生の約 36％、中学生の約 24％が「ラーケーションの日」を取得していた。また、

2024 年 12 月上旬から 2025 年１月上旬にかけて実施した「『ラーケーションの日』アンケート調査結

果」23 によると、約 67％が本取組について「土日に休みにくい家庭でも、子供とのふれあいが増える」

と回答した。この取組が保護者の休暇取得のきっかけとなったことがうかがえる（図表 I－60）。 

 

図表Ⅰ－60 ラーケーションの日に関する取得状況・意識 

     

     資料：愛知県「『ラーケーションの日』取得状況調査」及び「『ラーケーションの日』アンケート調査結果」 

 

 

 
21 愛知県が愛知県内の居住者 2,416 人を対象に実施したアンケート調査。 
22 愛知県教育委員会が市町村立学校を対象に実施したアンケート調査。 
23 愛知県教育委員会が市町村立学校に通う児童生徒の保護者を対象に実施したアンケート調査。 
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「『あいちウィーク』の観光面における効果に関するアンケート調査」24 によると、愛知県及び近隣

県（岐阜県、三重県、静岡県及び長野県）の宿泊施設の 15.2％が「あいちウィーク」期間中の平日であ

る 11 月 22 日（金）及び 25 日（月）の愛知県民の宿泊者数が普段と比べて多かったと回答しており、

「休み方改革」の取組は観光需要の平準化にも効果をもたらしたと考えられる（図表 I－61）。宿泊施設

からは「平日が休みになることで需要が平準化されることはとても嬉しい」、「取組が全国へ広がること

を望む」といった声も上がっている。 

 

図表Ⅰ－61 ウィークにおける県民宿泊者数の変化 

資料：愛知県「『あいちウィーク』の観光面における効果に関するアンケート調査」 

 

また、平日等の旅行を促進する「あいちスキ旅キャンペーン」も、観光需要の分散化に寄与しており、

2024 年４月から 2025 年２月までに特典付きプランを利用して平日に宿泊した人数は 54,000 人に上っ

た。愛知県の事例では、「休み方改革」の一環として平日の休暇取得を促進することで観光需要の平準化

にもつなげており、県主導によって学校や経済界とも連携することで、多くの県民の参加が実現してい

る。また、近隣県においても平日の宿泊者や来訪者が増加するなど、広域的な観光面の効果をもたらし

ている。さらに、愛知県「休み方改革」プロジェクトの取組は、観光需要の平準化を進める上で、県が主導し

て休暇改革を打ち出した点が高く評価され、2024 年９月に「第８回 ジャパン・ツーリズム・アワード」に

おいて国土交通大臣賞を受賞した。 

なお、休日を新たに導入する動きは愛知県以外にも見られる。茨城県では、平日に子供が保護者等と

体験活動等ができる機会を確保するため、2024 年度から「ラーケーション」を導入しており、年５日ま

で休暇が取得できる。山口県でも、2024 年度から「家族でやま学の日」として年３日まで家族と共に校

外で体験活動を実施できる制度を導入した。ほかの地方公共団体においても、創意工夫に基づき、休暇

の取得や旅行需要の平準化が広がることが期待される。 

 

 

４ ユニバーサルツーリズムの推進 

特定非営利活動法人伊勢志摩バリアフリーツアーセンター（地域：三重県伊勢志摩地域） 
a ）地域の概要 

三重県伊勢志摩地域（伊勢市、鳥羽市、志摩市、南伊勢町、度会町及び玉城町）は、同県南東部に位

置し、伊勢神宮と志摩半島の２大観光地を含む周辺地域を指す。公益社団法人日本観光振興協会の「デ

ジタル観光統計オープンデータ」によると、2024 年の観光入込み客数は年間で 1,064 万人であった。 

この地域では、これまで伊勢神宮を観光の柱としてきたが、参拝客数は 20 年に１回の式年遷宮によっ

て大きく増減し、繁閑差の激しさが主な課題であった。閑散期をなくし、観光需要の平準化を実現する

ための観光政策の一つとして取り組みはじめたのが、ユニバーサルツーリズムの推進である。ユニバー

サルツーリズムは、年齢や障害等の有無にかかわらず、全ての人が安心して楽しめる旅行をいう。今後

も増加が見込まれる高齢者や様々な心身の状態の人でも旅行を楽しめるよう、特定非営利活動法人伊勢

 
24 愛知県が 2025年１月中旬から２月中旬に県内、及び岐阜県、三重県、静岡県、長野県の宿泊施設及び観光施設を対象に実施したアンケート調査

による。250の宿泊施設と 60の観光施設が回答。 
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志摩バリアフリーツアーセンター（以下「伊勢志摩BFTC」という。）を中心に、伊勢志摩地域の地方公

共団体や関係団体が連携し、地域一体となって集客促進や地域活性化を図っている。 

 

b ）講じた取組 

ユニバーサルツーリズムにおいては、交通機関や宿泊施設、トイレといったハード面の整備とともに、

それぞれの旅行者の特性にきめ細かに対応するソフト面の整備も必要である。伊勢志摩BFTC では、旅

行者一人ひとりの身体の状態や希望、旅の状況に合わせた対応を実現するため、「パーソナルバリアフ

リー基準」という相談システムを開発し、高齢者や障害者等に対し旅行に関する情報提供やアドバイス

等を行っている。旅行者一人ひとりの状態や希望等をきめ細かく聴取することで、それぞれの「行きた

いところ」や「楽しみたいこと」の実現を目指している。 

伊勢志摩 BFTC では、ユニバーサルツーリズムの更なる推進のため、行政や観光事業者等と連携し、

ソフト面・ハード面双方の整備を進めている。2020 年度観光庁事業「ユニバーサルツーリズム促進事業」

の一環として、①アクティビティ等をパッケージ化した視覚障害者向け旅行商品の造成、②バリアフリー

アクティビティを提供できるインストラクターの養成の２点に取り組んだ。同事業の取組以外にも、 

③伊勢おもてなしヘルパーによる伊勢神宮参拝の支援や、④宿泊施設等におけるユニバーサルデザイン

化の推進等を精力的に進めている。 

 

①  アクティビティ等をパッケージ化した視覚障害者向け旅行商品の造成 

地域の事業者等と連携し、視覚障害者を対象とした１泊２日の貸し切りバスツアー商品を造成した。

ツアーには視覚に頼らないアクティビティとして「かまぼこづくり体験」及び「ビール工場見学」を組

み込み、説明を聞きながら実際に触る、嗅ぐ、味わうなどの体験を行った。また、お土産としてビール

を購入した者が、帰宅後に銘柄がわかるよう点字の商品ラベルを瓶につける試みも行い好評を得た。ツ

アー中、参加者はウェブカメラを装着し、カメラが映す情景や商品の解説等について遠隔でのガイド案

内が行われた。 

   

         

 

     

 

 

 

 

 

 

 

②  バリアフリーアクティビティを提供できるインストラクターの養成 

移動や体験を含むバリアフリーの旅行商品の提供にあたっては、受入側の知識・スキルの習得や相互

連携等、体制強化が重要である。伊勢志摩BFTC は地元旅行会社（バス会社）と協力し、別途、着地型

のモニターツアーの実施を通じて、旅行業者向けにバリアフリーガイド研修を開催した。座学のほか、

実際にバスを使った実地研修を行い、観光事業者や観光施設の従業員等 20 人が参加した。また、アク

ティビティガイドに特化した養成講座も実施し、座学と実技練習を行った。 

 

旅行業者向けバリアフリー観光研修                 アクティビティガイド養成研修 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：伊勢志摩BFTC提供資料 

資料：伊勢志摩BFTC提供資料 

ウェブカメラを装着した 

遠隔ガイド案内 
かまぼこ工房体験 旅行商品造成モニターツアー 
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③ 伊勢おもてなしヘルパーによる伊勢神宮参拝の支援

2015 年に伊勢志摩 BFTC や伊勢市をはじめ６団体が連携し「伊勢おもてなしヘルパー推進会議」を

立ち上げ、伊勢を訪れる高齢者・障害者がいつでも安心して伊勢神宮を参拝できるよう「伊勢おもてな

しヘルパー」が来訪者を支援している。「伊勢おもてなしヘルパー」は、身体の状況や高齢等により伊勢

神宮参拝が困難な人への車いす介助や階段を上がるお手伝い等を行う有償ボランティアであり、研修を

受けて認定された約 80 人のボランティアが活動している。

伊勢おもてなしヘルパーサポートの様子 

④ 宿泊施設等におけるユニバーサルデザイン化の推進

あらゆる来訪者にとってより安全で安心な観光地を目指し、宿泊施設等とともにハード面の整備も進

めている。伊勢志摩 BFTC では旅館・ホテルがバリアフリーに改修する際にアドバイスを行っており、

支援が必要な人の目線に立ったデザインと、旅館の雰囲気を壊さず障害のない旅行者も違和感なく利用

できるデザインを両立させることで、稼働率の低下を防ぎ、施設の持続的な運営に寄与している。今後

も高齢者や障害者等が不安なく宿泊できる施設の選択肢が拡大することが期待される。改修には、観光

庁「地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業」や鳥羽市「宿泊施設及び観光施設

等バリアフリー改修工事補助金」の補助金が活用されており、ユニバーサルデザイン化の実現のみなら

ず、三世代旅行等による宿泊料金の高価格化や長期滞在の促進による収益性の向上にもつながっている。 

ユニバーサルデザイン化された客室

資料：伊勢志摩BFTC提供資料 

資料：伊勢志摩BFTC提供資料 資料：有限会社扇芳閣ウェブサイト
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c ）取組の成果と展望 

伊勢志摩BFTC による旅行者個々の状況を踏まえた相談対応の取組は、旅行に対する不安が大きい高

齢者・障害者等の不安を軽減するのみならず、旅行の満足度の向上や旅行意欲の喚起を通じて、継続的

な旅行の促進につながっている。相談当初は最初で最後の旅行と語っていた旅行者が、一度体制が整っ

た旅行を経験した後には、その観光地について不安が軽減しリピーターとして再訪したり、次は別地域

を訪れたりする動きがみられている。 

これらの伊勢志摩地域における一連のユニバーサルツーリズム推進の取組は、高齢者・障害者の誘客

促進に寄与していると考えられる。「伊勢おもてなしヘルパー」については、2023 年度には 2019 年度

（88 件）を上回る 134 件の利用があった（図表 I－62）。車いす利用者等も安心して伊勢神宮を参拝で

きることは口コミでも広がっており、認知度の上昇に伴い「伊勢おもてなしヘルパー」の利用者が増加

しているとみられる。また、伊勢神宮（内宮、外宮）参拝者総数に対する車いす使用参拝者数の推移を

みると新型コロナウイルス感染症流行下で減少したものの、このところ増加傾向にあり、流行前の件数

に戻りつつある（図表 I－63）。 

 

図表Ⅰ－62 伊勢おもてなしヘルパー利用件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
資料：伊勢志摩BFTC提供資料に基づき観光庁作成。 

 

図表Ⅰ－63 伊勢神宮における車いす使用参拝者数 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
資料：伊勢志摩BFTC提供資料に基づき観光庁作成。 
注１：外宮の車いす使用参拝者数は2005 年より集計開始のため 2004年以前の人数は内宮での集計のみ。 
注２：2013年には第 62回式年遷宮が行われている。 
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d ）その他地域の取組 

伊勢志摩地域以外でもユニバーサルツーリズムを推進する取組は徐々に拡大している。山形県天童温

泉では、株式会社DMC 天童温泉が中心となり、2021 年度から観光庁の補助事業も活用し、地域一体と

なって「年齢や障害等の有無にかかわらず、国内外の誰もが気兼ねなく温泉旅行を楽しめる地域」を目

指した取組が進められている。ハード面の取組として、地域全体で旅館の改修等に取り組んでおり、ソ

フト面の取組としては、旅行者が安心して入浴できるよう旅館に入浴介助士を手配するほか、車いす利

用者が参加可能な朝摘みさくらんぼ狩りツアー等、地域の観光資源を使ったバリアフリー対応ツアーの

提供等を行っている。山形県天童温泉では、障害者やその家族へのプロモーションにも注力し、より多

くの人へ旅行機会を提供できるように取り組んでいくとしている。 

 

旅行介助士研修             客室のユニバーサルデザイン化 
 

 

 

 

 

 

 

 

資料：株式会社DMC天童温泉提供資料 
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 コラムⅠ－２ 海外におけるユニバーサルツーリズムの取組 

 

我が国では、2050 年には 65 歳以上人口が総人口の約 37％、約 3,900 万人 25になると推計されており、高齢

層が国内旅行をより活発に実施すると大きな市場となることが期待できる。また、2022 年 12 月時点において、

全国で約 1,200 万人（人口の約 9.3％に相当）26とされる障害者の旅行を促進する取組も重要である。本コラムで

は、海外諸国におけるユニバーサルツーリズムの先進的な取組事例を紹介する。 

 

○スペイン：欧州の先進地における多方面でのアクセシビリティ確保の取組 

欧州委員会等がアクセシビリティ 27に優れた都市を選定する ACCESS CITY Award28において、スペインの

サン・クリストバル・デ・ラ・ラグーナ 29が 2024 年のグランプリを受賞した。また、過去 20 年間に受賞又は最

終選考に残った多くの都市がアビラ、バルセロナ、ビルバオ等のスペインの都市をアクセシビリティのベンチ

マークに設定するなど、スペインは欧州の中でも特にユニバーサルツーリズム（アクセシブルツーリズム）の先

進地として知られている。 

各都市でも様々な取組が進められているが、スペイン厚生労働省が 2014 年に策定した「障害に関する戦略的

行動計画 2014-2020」ではアクセシビリティ促進が戦略目標の一つとされ、交通や公共施設等の分野で、全国的

に取組が進められた。公共交通機関では、国内全ての空港で手助けの必要な人に対応する専門スタッフが常駐し、

出発又は到着の手伝いを実施している。また、鉄道の路線においても、国内 70 の駅で手助けの必要な乗客に対

し、駅周辺への同行や電車の乗降を支援するサービスを常時提供している。公共施設の例では、サグラダ・ファ

ミリアやプラド美術館等において車いす利用者も見やすい展示スペースの設置や、視覚障害者も楽しめる触れる

模型、視認性の高いサインや点字案内等のハード整備が進んでいる。特に近年は、情報アクセスの分野での取組

を活発化させており、アルタミラ国立博物館・研究センターでは、視覚や聴覚に制限がある人に向けて音声ガイ

ドや手話での解説に対応したアプリが用意されている。また、バレンシアでは、自閉症の人等コミュニケーショ

ンや言語に障害を持つ人にも観光情報を届けるためのピクトグラムを整備し、県立博物館等での導入が進んでい

る。2024 年にACCESS CITY Award グランプリを受賞したサン・クリストバル・デ・ラ・ラグーナにおいても、

公共施設や交通分野での取組に加えて、オンライン行政手続へのユーザーフレンドリーなデザインの導入や多言

語サポート、自然体験ツアーにおける触覚的な模型や読みやすい資料の提供が高く評価されている。 

 

（左図）資料：アルタミラ国立博物館・研究センターの公式アプリケーション（スペイン文化省）  
（右図）資料：VISIT VALÈNCIA FOUNDATION ウェブサイト（左側はピクトグラムの配置箇所、右側は美術館を表す。） 

 

○米国：国立公園等自然地域におけるバリアフリー対応 

米国では、他国に先駆けて 1990 年に障害を持つアメリカ人法（Americans with Disabilities Act：ADA 法）

が制定され、障害による差別を禁止している。ADA 法のうち、Title III：Public Accommodations and Services 
by Private Entities30 では、公園やその他のレクリエーション場所も対象に含まれていることから、法律制定後

の整備の拡大により、既に全ての国立・州立公園において車いす利用できる遊歩道や舗装路等が提供されている。

また、米国の国立公園では、ガイドを伴うプログラム・ツアーの提供や多様な障害への対応等の取組を進め、全

ての高齢者や障害者の旅行を充実させている。具体的な例としては、年間約 1,200 万人が来訪するナイアガラの

 
25 国立社会保障・人口問題研究所 「日本の将来推計人口（令和５年推計）（中位推計）」 
26 厚生労働省 令和４年生活のしづらさなどに関する調査（全国在宅障害児・者等実態調査）、患者調査（令和２年）等 
27 高齢者や障害者等、様々な人が機器やサービス等を円滑に利用できる状態やその度合い。 
28 2010 年より欧州委員会が欧州障害フォーラムと共にアクセシビリティに優れた人口 50,000人以上のEU 全都市を対象に表彰。建築環境と公共

空間、交通・関連インフラ、情報通信（新しい情報通信技術を含む。）及び公共施設・サービスの４領域の取組や計画について審査が行われる。 
29 スペイン・カナリア諸島州サンタ・クルス・デ・テネリフェ県の地方公共団体の最小単位である基礎自治体。 
30 一般に公開されている場所での障害に基づく差別を禁止し、企業にアクセスの障壁を取り除くことを要求する法律。 

アルタミラ国立博物館・研究センター 

アプリケーション 
バレンシア ピクトグラム 
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 滝において、滝を裏側から見物するツアーやクルーズ等の車いすで参加できるツアーが多数提供され、グランド

キャニオン国立公園では、車いすのまま峡谷内を訪問することができるプログラムが提供されている。さらに、

グランドキャニオン国立公園に併設するヤバパイ地質学博物館 31では、触覚で体験できる立体地図や岩石サンプ

ルの設置、イエローストーン国立公園では、手話通訳のプログラムの提供等が行われている。

こういった様々な障害に対応した取組によって、高齢者や障害者はそれぞれのハードルに合わせたアクセス方

法で国立公園での体験を楽しむことが可能となっている。 

シャトルバス車いす用スロープ   ヤバパイ地質学博物館の触覚レリーフマップ  触れる岩石サンプル

資料：米国内務省「Grand Canyon National Park Accessibility Guide」ウェブサイト 

31 グランドキャニオン国立公園のサウスリムにある、グランドキャニオンの地質学に関する博物館。 
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第３節 日本人の国内交流の拡大に向けて 

１ 地域事例分析のまとめ 

本章では、日本人の国内交流の拡大に焦点を当てた分析を行った。 
第１節では、日本人の国内旅行の現状と課題について分析し、我が国の国内旅行市場は長期で伸び 

悩んでいること、この背景として旅行の実施傾向が低い高齢人口の増加や旅行実施において様々な

ハードルがあること等を示した。他方、旅行は多くの国民にとって余暇を充実させる重要な位置づけ

であり、国内交流の拡大に向けて、若年層、子育て世代を含む中間層、高齢層それぞれの旅行ニーズ

を踏まえた交流市場の開拓や、旅行実施における各種ハードルの解消が必要であることも示した。 
第２節では、地域の特色や観光資源を生かし、各年齢層の旅行ニーズ等を踏まえた新たな交流市場 

の開拓や国内旅行需要の平準化に取り組み、交流人口の拡大や地域活性化につなげている地域等の取

組事例を紹介した。各事例の取組や成果を踏まえ、日本人の国内交流拡大に向けて必要な方向性を整

理することとする。 
第一に、若者が地域との関わりを求める傾向や近年の働き方の変化を踏まえると、従来の観光旅行 

とは異なる新たな旅のスタイルである「第２のふるさとづくりプロジェクト『何度も地域に通う旅、

帰る旅』」の推進は、地域の関係人口の拡大に有効な選択肢である。一般社団法人雪国観光圏等の事例

では、地域での人材育成やコンテンツ開発に加え、地域による旅行者への旅マエ・旅ナカ・旅アトの

継続的なアプローチや地域課題に共に取り組む「仲間」としての旅行者の受入等により、旅行者と地

域との持続的な関係構築を実現している。地域への移住や二拠点居住はハードルが高いと感じる旅行

者にとっても重荷に感じず、好きな時に気軽に地域に「通う」、「帰る」ことができる心地よい関係性

が生まれることで、旅行者側は地域貢献を通じた自己実現等が可能であり、地域側としてもリピー

ターや地域課題の担い手の獲得につながっている。こうした取組は、人口減少が深刻な地方部におけ

る地域産業の人手不足にも貢献するものであり、地方創生の観点からも重要な意義がある。 
第二に、休暇取得等の課題を抱える子育て世代を含む中間層の旅行需要を喚起するには、ワーケー

ションや休暇取得等の促進が重要である。ワーケーションについては宮崎県日向市及び株式会社キッチ

ハイクの事例を取り上げたが、受入地域側の関係者が密に連携し、地域の魅力や元々ある資源を活用し

て受入環境を整備している点や、参加者のニーズを十分汲み取り、ニーズに合致するプログラムを考案・

改善している点が共通していた。これらにより参加者の満足度が向上することで地域への再訪意欲を生

み、継続的な関係構築や地域活性化の実現にも寄与している。特に家族での国内旅行や地域での中長期

にわたる滞在は、訪問地域における経済効果の創出のみならず、子供の学びや日常とは異なる経験の獲

得といった効果もあることから、行政や学校、企業との連携による休暇取得促進等に向けた一層の取組

が期待される。 
第三に、人口減少・少子高齢化が進む中、高齢層や障害者等が安心して旅行できる環境を整備するた

め、ユニバーサルツーリズムの推進にも一層取り組む必要がある。高齢者や障害者等一人ひとりの旅行 

に対する不安解消に向けた情報提供や地域におけるサポート体制の充実、快適に過ごすための施設整備

等といったソフト面・ハード面双方の取組は、彼らの旅行実施を後押しする。また、快適で満足のいく

旅行経験は、その地域への再来訪や次の旅行実施意欲にもつながり、高齢層自身の健康増進や生活の充

実のほか、国内旅行市場の拡大や旅行需要の平準化といった様々な効果をもたらす。 
  

２ 国内旅行の拡大に向けた国の施策の方向性 

2023 年３月に閣議決定された「観光立国推進基本計画」では、国内旅行の拡大に向けて「国内交流

拡大戦略」を掲げており、「国内旅行需要の喚起」、「新たな交流市場の開拓」及び「国内旅行需要の平

準化の促進」の３つの観点から、関係省庁と連携して各種施策を推進している。 
具体的には、関係人口化を通じた反復継続した来訪を促進・創出する「第２のふるさとづくりプロ

ジェクト『何度も地域に通う旅、帰る旅』」、テレワークの普及や働き方の多様化を踏まえた「ワー

ケーション」の普及・定着、新たな交流市場拡大を目的とした「ユニバーサルツーリズムの促進」等

の事業を通じて、旅の需要を顕在化させ、国内旅行の拡大を推進している。 
第２のふるさとづくりについては、これまで、地域との交流や地域運営への参画等を通じて地域と

のつながりの創出を目的にした新たな旅のスタイルの構築に取り組んできたが、2025 年度は、2022 年

度から 2024 年度にかけて取り組んできた再来訪を生む循環型サイクルの創出等だけでなく、地域への

経済効果と持続的な事業継続を実現する先駆的なモデル事例の創出に取り組んでいく。 
また、ワーケーションについては、2022 年時点で 13.4％に留まっていた企業の制度導入 32の拡大に

 
32 観光庁「令和４年度ワーケーション推進事業企業や地域を対象とした調査」から、従業員数 100人以上の企業のワーケーション制度導入率。 
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向けて、課題となっている子育て世代を対象にしたモデル実証に取り組んできた。2025 年度は、これ

までのワーケーション政策における成果や企業における地方への関心の高まりを踏まえ、企業と地域

の関係人口化の促進につながるプログラムを「企業版第２のふるさとづくり」として、企業をター

ゲットとした地域交流型の新たなプログラム造成を通じて「企業と地域の関係人口化」のモデル事例

の創出を目指す。 
ユニバーサルツーリズムの促進については、高齢者等が求めるバリアフリー情報の精度向上や旅行

者への情報提供の充実に向けて、「観光施設における心のバリアフリー認定制度」の普及促進に取り組

んできた。具体的には、認定取得に向けた研修用資料の作成・更新や認定施設の取組紹介等を実施し

てきた。今後は、これらの取組に加えて、制度の見直し・改善にも取り組んでいく。それ以外にも、

高齢者や障害者等の旅行に課題を抱える対象の需要の掘り起こしのための調査や、宿泊施設等と連携

した旅行商品造成に資するモデルツアーの実施に取り組み、商品造成手法の確立やノウハウの共有を

講じていく。 
2025 年には、日本国際博覧会（大阪・関西万博）をはじめ、世界陸上競技選手権大会や東京デフリ

ンピックの開催が予定されている。こうしたイベントの開催に向けて、全国的な機運醸成を図ること

で、開催地への誘客に伴う広域周遊等を促進するなど、大規模イベントを契機とした国内旅行市場の

拡大にも取り組んでいく。 
 

第２のふるさとづくりプロジェクトに関する取組 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ユニバーサルツーリズム促進に関する取組 
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第II部 令和６年度に講じた施策 

第１章 持続可能な観光地域づくり 
第１節 地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化 

① 観光地・観光産業の「稼ぐ力」の回復・強化を図るため、地域一体となった面的な観光地再生・高

付加価値化について、2024 年６月に新たに 32 地域を採択し、前年からの２か年度にわたる全採択地

域は 202 地域となり、地方公共団体・観光地域づくり法人（DMO1）等による観光地再生に向けた地

域計画に基づく宿泊施設等の改修事業等を支援した。 
 

② 財務諸表や経営指標の活用、適切な労働環境の整備、顧客予約管理システム（PMS2）等の IT シス

テムの活用による宿泊業の生産性・収益力の向上や従業員の待遇改善等、「宿泊業の高付加価値化のた

めの経営ガイドライン」に則った経営を行っているとして登録を受けた事業者を補助事業等で積極的

に支援することで、宿泊業の高付加価値化に向けた経営への転換を促進し、「持続可能な稼げる産業」

への変革を促した。 
 

第２節 観光DXの推進 
① 観光 DX3の推進により旅行者の消費拡大等を通じて稼げる地域の創出に取り組んだ。具体的には、

DMO を対象に地域特性・課題に応じた汎用性の高いマーケティング強化に取り組む実証実験を 15 件

実施したほか、データを活用した観光地経営の高度化に向けた研修に取り組んだ。また、先進的な観

光地の創出に向けて旅行者の利便性向上・周遊促進、観光産業の生産性向上、観光地経営の高度化等

に一体的に取り組む実証事業を６件実施したほか、生成AI の適切かつ効果的な活用に関する調査、デ

ジタルツール間で連携する際の汎用性・互換性を高める標準仕様の策定・管理・運用体制の構築等に

取り組んだ。さらに、2025 年２月に「観光DX 推進のあり方に関する検討会」を開催し、KPI のフォ

ローアップを行った。 
 
② DMO が中心となり、地域が一体となって行うデータマネジメントプラットフォーム（DMP）等を活

用した分析や戦略策定を 10 件支援した。また、ウェブサイトを活用した情報発信や旅行商品のOTA4へ

の掲載による流通環境の整備の取組を 24 件支援した。さらに、「世界に誇る観光地を形成するための

DMO 体制整備事業」により、観光デジタル人材を含む外部専門人材の登用やデジタルマーケティング

等のスキルを有する人材の育成を支援した。 
 
③ 地域が抱える様々な課題（防災、防犯・見守り、観光対策等）をデジタル技術やデータの活用によっ

て解決するスマートシティを推進するため、「地域課題解決のためのスマートシティ推進事業」により、

地方公共団体等の都市 OS（データ連携基盤 5）及びサービスの実装を支援した（2024 年度は全体で８

事業採択）。 
 

第３節 観光産業の革新 
多様なニーズに対応した旅行業への転換と高付加価値な商品造成 

     旅行業において、「サステナブルな旅アワード」を通じて、持続可能な観光に取り組む地域やコンテン

ツ、施設の旅行商品化の優良な事例について広く横展開を行い、日本における持続可能な観光に対する

意識醸成を図った。 
 

観光産業の再生支援 
     新たに観光関連事業を行う者及び既存の観光関連事業者の取組を後押しするため、株式会社日本政策

金融公庫等による事業者への資金の融資や、株式会社日本政策投資銀行（DBJ）による観光関連事業へ

 
1 Destination Management/Marketing Organization の略。地域の「稼ぐ力」を引き出すとともに地域への誇りと愛着を醸成する地域経営の視点

に立った観光地域づくりの司令塔となる法人のこと。 
2 Property Management System の略。ホテル管理システムのこと。 
3 デジタル技術の活用による新たな商品・サービスの提供、新たなビジネスモデルの開発を通じて、社会制度や組織文化等も変革していくような取

組を指す概念のこと。 
4 Online Travel Agentの略。インターネット上だけで取引を行う旅行会社のこと。 
5 都市に関わる様々なデータについて、センター等の端末からアプリケーションまでデータを流通させる機能を持ったプラットフォームのこと。 
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の資金、経営及びナレッジ面での支援を引き続き実施した。また、登録DMO と連携し、民間事業化支

援を促進した。さらに、株式会社商工組合中央金庫は、全国の旅館組合に対して、プッシュ型で一層寄

り添った支援を進め、地域経済の面的活性化に努めた。 
 

宿泊施設の整備促進 
   ① 国際競争力強化に資する宿泊施設等に対して、一般財団法人民間都市開発推進機構による金融支援制

度の活用を促進した。 
 
   ② 宿泊施設におけるインバウンド対応を支援し、訪日外国人旅行者の滞在時の快適性を向上させるなど、

ストレスフリーな宿泊環境整備を促進した。 
 
   ③ 2024 年度においては、まちの活力や利便性の向上等を目指す地方都市を中心に、民間事業者による古

民家や空き家・空き店舗を活用した観光関連施設等の整備に対し、「まちづくりファンド支援事業」６件、

「共同型都市再構築事業」１件の金融支援を行った。 
 

官民ファンドによる事業再生支援等の強化 
     株式会社地域経済活性化支援機構（REVIC）による地域金融機関の事業再生人材の育成、ファンド出

資を通じた事業再生の担い手の拡充等を図り、温泉街等の観光地の再生・活性化や宿泊業等における事

業再生支援等を推進した。また、官民ファンド、関係機関等と必要な連携を行い、観光まちづくりに関

する投資ノウハウ・人材支援に関する機能を安定的・継続的に提供できる体制を整備した。 
 

スタートアップ・ベンチャー企業のサービスの利活用促進 
     ベンチャー企業の有する AI、ICT 等のノウハウを活用し地域課題を解決する実証事業を５件実施す

るとともに、ベンチャー企業のサービスの利活用について先進事例を紹介するセミナーを開催し、地域

主体とインバウンドベンチャーの連携のためのノウハウ集の作成を通じて、次世代の観光の担い手の育

成を図った。 
 

海外の有望な観光関連企業の誘致 
     独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）は、日本に進出し又は進出を検討している外資系の有望な

観光関連企業や、関連ソリューションを有するデジタル等企業の誘致を実施した。また、地域への進出

に関心を有する場合は、外国・外資系企業との協業・連携に意欲のある地方公共団体、アカデミア、そ

の他地域のエコシステムを構成する民間企業等と連携し、誘致活動を実施した。 
 
第４節 観光人材の育成・確保 
１ 観光地域及び観光産業の担い手の確保 

     就職イベント等における宿泊業の魅力発信による事業者の採用活動の支援や、人手をかけるべき業務

に人材を集中投下できるよう業務の効率化に資する設備投資支援を実施した。また、2023 年３月に策定

した「ポストコロナ時代における観光人材育成ガイドライン」に基づき開発した教育プログラムについ

てフォローアップを実施した。さらに国内人材のみならず、外国人材の確保も積極的に進めていくため、

国内外の７か国で宿泊業の魅力を発信するジョブフェアを、８か国で特定技能試験を実施した。 
 

２ 地域の固有の文化、歴史等に関する知識の普及の促進等 
     高等学校の必履修科目「地理総合」において、観光の現状や動向を取り上げるほか、生活圏の地理的

な課題について考察、構想し、表現する取組について、年に２回開催する各教育委員会の指導主事等を

対象とした会議等の場を通じて、その着実な実施に努めた。 
 

３ 通訳ガイドの質・量の充実 
     訪日外国人旅行者からの需要が見込まれる現代アートに関する研修を、２回開催し、約 170 人の参加

があった。また、若年層への認知度向上のため、通訳案内士による講演を大学５校で行い、各校 30 人以

上の参加があった。さらに、旅行会社等が直接全国の通訳案内士へ就業依頼可能なマッチングサービス

の活用を促進することにより、就業機会の確保を図った。 
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第５節 観光地域づくり法人（DMO）を司令塔とした観光地域づくりの推進 
１ 世界に誇る観光地形成に向けた観光地域づくり法人（DMO）の形成 

   ① 観光地域のマネジメント及びマーケティングを担うDMOを司令塔とした観光地域づくりを推進する

ため、2025 年３月 25 日時点で 353 団体（登録 DMO が 323 団体、候補 DMO が 30 団体）を登録し

た。また、DMO に求められる要件や登録要件の在り方等、今後 DMO に必要となる機能について検討

するため、2024 年１月より「観光地域づくり法人の機能強化に関する有識者会議」を開催し、この検討

結果を踏まえ、DMO の活動の質の向上を図ることを目的に、登録制度及びその運用についての見直し

を実施した。 
 

   ② DMO の体制強化を目的とした「世界に誇る観光地を形成するための DMO 体制整備事業」において、

外部専門人材の登用、中核人材の確保・育成、財源確保のための計画策定等を支援した。また、「世界的

な DMO」の候補である「先駆的DMO」として、有識者審査等を経て新たに１法人（白馬村観光局）を

選定し、2022 年度に選定した３法人（京都市観光協会、田辺市熊野ツーリズムビューロー、下呂温泉観

光協会）と合わせて各課題に対応した取組を支援した。 
 

   ③ 「DMO 全国会議」を 2024 年９月に開催し、全国各地の DMO に対する集合型の実地研修や優良事

例等の共有、DMO 間のネットワーク強化を図った。また、DMO への情報提供ツール「DMO ネット」

を活用し、各種公募情報、研修・セミナー・シンポジウム等の案内を実施した。 
 

２ 観光地域づくり法人（DMO）等に対する支援 
   ① 観光地経営に関する基礎知識や具体の手法を紹介した「観光地域づくり法人（DMO）による観光地経

営ガイドブック」を作成し、ガイドブックの基礎解説や優良事例の共有、DMO 職員同士の意見交換会

を行う研修会を各運輸局ごとに開催した。また、「地方部での滞在促進のための地域周遊観光促進事業」

により、DMO が中心となり、地域が一体となって行う、調査、戦略策定、滞在コンテンツの充実、受

入環境の整備、旅行商品の流通環境の整備、プロモーション等といった取組を 107 件支援した。 
 

   ② DMO が行う観光資源の磨き上げや域内交通を含む交通アクセス整備に係る調整、多言語表記等の受

入環境の整備等の取組については、「世界に誇る観光地を形成するための DMO 体制整備事業」におい

て、外部専門人材の登用を通じて支援した。また、日本政府観光局（JNTO）のウェブサイト等で地域

の観光コンテンツを発信するとともに、地域から募集した観光コンテンツに係る有識者の評価等につい

てフィードバックする説明会を開催した。さらに、全ての広域連携DMO と連携した情報発信事業に取

り組んだほか、広域連携DMO に対し JNTO による招請事業予定や最新の市場動向等を提供した。 
 

   ③ 地方公共団体・DMO に対するコンサルティングをオンライン・現地等で実施するとともに、研修会

の地域での開催、オンラインセミナー、JNTO ウェブサイト「地域インバウンド促進ページ」等を通じ

て、最新の市場動向や国内におけるインバウンド誘客に向けた取組等を紹介した。 
 

   ④ 国内外の旅行者の誘客促進に取り組む 90 団体のDMO や地方公共団体に対し、60 人の専門家を延べ

539 日派遣し、観光資源の魅力向上をはじめ、ニーズに対応した助言・指導を実施することにより、国

内外の旅行者の地方部への誘客を含む取組を促進した。 
 

   ⑤ 全国 10 の地方ブロックで「観光ビジョン推進地方ブロック戦略会議」が開催され、現状の課題等を

共有するとともに、地方運輸局・地方整備局・地方公共団体・民間企業等の構成員による受入環境整備

等の取組及び成果についてとりまとめ、ウェブサイトを活用して公表し、横展開を行った。 
 

第６節 持続可能な観光地域づくりのための体制整備等の推進 
   ① 全国６地域において「日本版持続可能な観光ガイドライン（JSTS-D6）」の実践を通じた自然環境・地

域資源の保全・活用等に関する取組を支援し、モデルケースの創出を図った。また、地方公共団体やDMO
における持続可能な観光計画の策定や、自然保護のための保護柵や遊歩道、バイオトイレ等の整備等持

続可能な観光の促進に向けた受入環境整備の取組を支援した。 
 

 
6 Japan Sustainable Tourism Standard for Destinationsの略。 
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   ② 持続可能な観光コンテンツを通じて、観光利用を自然・文化・歴史・産業等の地域資源の保全に還元

するための好循環の仕組みづくりを行い、総合的なサービス水準を向上させ、コンテンツの高度化を図

る取組を行う 11 地域でモデル実証を行った。また、2025 年３月にサステナブルツーリズムに取り組む

地域関係者に向けたナレッジ集を作成・公表した。さらに、サステナブルな観光に資する好循環の仕組

みづくりと連動した施設改修・整備及び設備導入・物品購入について５地域を支援した。 
 
   ③ ゼロカーボンモビリティを活用した環境負荷の少ない観光地アクセスを検討するため、2024 年７月

に北海道美瑛町において、観光客が電動キックボードにより「青い池」へアクセスする実証実験を実施

した。実証実験を通じて得られた安全対策等の知見等を基に北海道の観光地での運用方法等実現方策に

ついて調査結果のとりまとめを行った。 
 
   ④ 地域の実情に応じたオーバーツーリズムの未然防止・抑制に取り組む先駆モデル地域として 26 地域

を選定し、地域の関係者による協議の場の設置や協議に基づく計画の策定、取組の実施を総合的に支援

した。 
 
第７節 良好な景観の形成・保全・活用 
１ 良好な景観の形成 

   ① 主要な観光地において景観計画策定が促進されるよう、景観改善推進事業を活用するとともに全国の

地方公共団体を対象としたセミナーを都道府県単位で開催した。また、「景観計画策定の手引き」や「歴

史的風致維持向上計画作成マニュアル」等の周知・徹底を図った結果、2024 年度では 666 市区町村で

景観計画が、98 都市で歴史的風致維持向上計画が策定されている。歴史的風致維持向上計画認定都市

（98 都市）に係る特定観光地を対象に、歴史的なまちなみを阻害する建築物等の美装化・除却及び伝統

的な意匠形態を有する新築建造物の外観修景に対して支援しており、歴史的なまちなみ全体の質の向上

を推進した。 
 
   ② 景観の優れた観光資源の保全・活用による観光地の魅力向上を図るため、「まちなかウォーカブル推進

事業」やウォーカブル推進税制等の支援制度活用による「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくり

を推進し、119 市区町村（2025 年３月末時点）が制度の対象となる滞在快適性等向上区域 7を設定した。 
 

２ 庭園・公園等を活用した花や緑豊かな都市・地域の魅力発信 
   ① 国営公園における魅力的な景観等の観光資源を活用するため、案内サインの多言語化等の環境整備を

行うとともに周辺観光資源と連携し、情報発信等を行った。首里城の復元については、正殿の本体工事

を実施し、復元過程の公開等の取組を推進した。 
 
   ② 「明治 150 年」関連施策の一環として、明治期の立憲政治の確立等の歴史や意義を後世に伝えるため、

国と地方公共団体が連携し、明治記念大磯邸園として神奈川県中郡大磯町にある旧滄浪閣等の整備を進

め、2024 年度は建物改修等を実施した。 
 
   ③ 2024 年 11 月の全国都市緑化かわさきフェア期間中に、ガーデンツーリズムに係る全国会議を開催し

たほか、2025 年２月に第７回庭園間交流連携促進計画審査会（ガーデンツーリズム登録審査会）を開催

した。 
 

３ 優れた自然の風景地を生かした地域づくりの推進 
   ① 国有林野にある「レクリエーションの森」のうち、「日本美しの森 お薦め国有林」である奥久慈自然

休養林や縁桂風景林等では、利用者の利便性の向上と安全確保のため、案内看板や歩道等の整備を行っ

た。また、その中でも剣山自然休養林等では、国有林野の魅力をわかりやすく伝えるため、見どころ等

の動画や写真を SNS 等を通じて国内外に発信した。さらに、国立公園を所管する環境省と林野庁の連

携事業を引き続き実施した。 
 
   ② 道路管理者と市民団体等が協働して地域活性化や観光振興に寄与する「日本風景街道」と、地域情報

の発信等を行う「道の駅」等の地域拠点との連携による相互の魅力及び価値の向上に取り組んだ。また

 
7 多様な人々が集い、交流する「居心地が良く歩きたくなる」まちなかの創出を図る区域として、市町村が都市再生整備計画に位置づけるもの。 

ueyama
ハイライト表示

ueyama
ハイライト表示

ueyama
ハイライト表示



 
 

68 
 

「日本風景街道」の魅力を伝える動画等をウェブサイトや SNS により発信し、ブランド化や認知度向

上を図った。 
 
   ③ 2024 年９月にエスコンフィールドHOKKAIDO、10 月に札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ）で、

全道各地の魅力的な景観等を有する「秀逸な道」を紹介するパネル展示を行うなどの情報発信を行った。

また、魅力ある道路景観を維持・形成するため、道路管理者と地域が協働し沿道の除草、除雪、清掃活

動等に取り組んだ。 
 

４ 観光振興等に資する地域づくり・街並み整備 
     公募設置管理制度（Park-PFI8）等の活用促進を通じて、民間資金を活用した地域の観光拠点等とな

る都市公園の整備等を推進した。 
 

５ 駅周辺等における「観光・まち一体再生」の推進 
   ① 拠点駅及びその周辺における案内サイン等について、地方公共団体、交通事業者、都市開発事業者等

が連携しながら整備を行う協議会等を支援し、わかりやすく使いやすい歩行空間のネットワーク等の構

築を促進した。また、駅周辺をはじめとした中心市街地等において、市街地再開発事業等により地域の

観光の拠点となる商業施設等の建築物や、道路、広場等の公共施設の整備に対して支援したことで、観

光地域にふさわしい魅力ある都市空間の形成を促進した。 
 
   ② 全国駐車場政策担当者会議（2025 年１月）にて、観光バスの駐停車スペースの確保に関する取組事例

を紹介するとともに、社会資本整備総合交付金等による支援について周知した。 
 
   ③ 地域の魅力や回遊性の向上に資するよう、観光案内所等を都市公園内に設置できる占用特例制度の周

知を行い、活用促進を図った。 
 

６ 歴史的風土に関する観光資源の保護、育成及び開発 
     重要伝統的建造物群保存地区内における建造物の修理・修景、耐震対策、３次元測量等の先端技術活

用による防災環境等の整備、防災設備の設置に対する支援に加え、観光振興等のニーズに対応して、付

帯施設の新築を含む活用のための整備について積極的に支援することにより、地区内の伝統的建造物等

の活用を図り、観光まちづくりの一層の促進に努めた。 
 

７ 景観等に配慮した道路整備の推進 
     観光地等における良好な景観の形成や観光振興等のため、2021 年５月に策定した「無電柱化推進計

画」に基づき、個別補助制度等により山梨県富士河口湖町の世界文化遺産周辺をはじめとした観光地に

おいて無電柱化を推進した。 
 

８ 道路空間の観光振興への有効活用 
     民間の創意工夫を活用し、地域の賑わいを創出するため、広報イベント「ほこみち インスパイア 

フォーラム 2024」を開催し各地の様々な「ほこみち」の取組の紹介等を通じて「歩行者利便増進道路

（ほこみち）」制度の普及を促進した。また、道路における賑わい創出と維持管理の一層の充実を図るた

め、道路協力団体制度の地方道への展開を促進した。 
 

９ 国立・国定公園の保護と利用の推進 
     「三陸復興国立公園の創設を核としたグリーン復興プロジェクト」の一つである「みちのく潮風トレ

イル」について、全線開通５周年を記念して、青森県八戸市、岩手県宮古市、宮城県仙台市・名取市、

福島県相馬市でウォーキングイベントを行うなど、関係地方公共団体や民間団体との連携を深めるとと

もに、名取トレイルセンターを活用した情報発信等を通じて、利用環境の更なる充実を図った。 
 

１０ 世界自然遺産地域の適正な保全管理 
     奄美群島では、奄美及び沖縄の世界自然遺産登録を踏まえ、奄美と沖縄で連携して行うプロモーショ

 
8 飲食店、売店等の公園利用者の利便の向上に資する公募対象公園施設の設置と、同施設から生ずる収益を活用してその周辺の園路、広場等の一般

の公園利用者が利用できる特定公園施設の整備・改修等を一体的に行う者を、公募により選定する制度のこと。 
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ンや両地域間の運賃割引のほか、群島全体への誘客・周遊を促進する事業を支援した。また、小笠原諸

島では、母島沖港の泊地浚せつ等の港湾の整備や自然公園の施設整備・改修等を支援した。 
 

１１ 観光振興及び賑わい創出に資する港湾空間の利活用 
   ① みなと緑地PPP9の案件形成支援を目的として、「港湾緑地の使い方をみんなで考える意見交換会」を

４回実施した。また、「みなと緑地PPP ガイドライン（案）」を策定し、2025 年３月に公表した。 
 
   ② 「はまツーリズム（Beach Tourism & Resort）推進プロジェクト」を通じて、「海岸環境整備事業」

や公共海岸の占用制度等により、砂浜を含む水辺空間における民間事業者等を含めた多様な地域の推進

主体による砂浜利用や環境保全の取組を支援するとともに、海岸の持つ価値を PR することにより地域

の活性化等につなげている地方公共団体の海岸利活用事例をナレッジ集としてとりまとめ、海岸の利活

用の推進を図った。 
 

１２ 自然と調和した港湾・河川環境の保全・創出 
   ① 東京湾、伊勢湾、瀬戸内海、有明・八代海等の閉鎖性海域において、漂流ごみ等の回収・処理の実施、

藻場・干潟等の再生・創出等を通じて良好な港湾環境・景観を創造した。 
 
   ② 汚濁が著しい河川の水質改善、多自然川づくりの推進等により、良好な河川環境を保全・創出した。 
 

１３ 河川空間を活用した賑わい創出の推進 
     「河川敷地占用許可準則の特例」や「かわまちづくり支援制度」等により、河川区域における民間事

業者によるオープンカフェや川床等の設置を制度面から支援し、河川空間及びまち空間の融合による良

好な水辺空間の形成を推進した。 
 

１４ 次世代環境対応車の普及促進 
     観光地域の環境保全と魅力向上のため、予算事業により、引き続き環境性能に優れた次世代自動車等

の導入を促進した。 
 

１５ 社会資本整備等における観光振興への配慮 
     観光振興や観光交流に資する地域づくり・街並み整備、道路整備、河川空間等の保全・活用等の社会

資本整備等において、その効果を有効に発現させるため、各地方の観光ビジョン推進地方ブロック戦略

会議において、地方整備局等が地方運輸局と共同で事務局となり会議を開催し、各地域の関係者との連

携・調整を行った。 
 
第８節 持続可能な観光地域づくりに資する各種の取組 
１ エコツーリズムの推進 

     エコツーリズム推進全体構想の認定地域等に係る広報や、認定地域間の情報交換、旅行代理店等との

商談会等を支援するとともに、自然資源を活用した上質なツーリズムを推進するため、地域のガイドや

コーディネーター等を対象とした人材育成事業を実施した。また、地域が実施するエコツーリズム推進

体制の整備、自然観光資源を活用したプログラム開発等の取組を支援した。 
 

２ 地域ブランドの振興 
     農林水産省は観光庁と連携し、地理的表示（GI）産品の持つ伝統やものがたりを生かしたインバウン

ド向けツーリズムを推進するため、GI 産品の持つストーリーを参加者に周知し、GI 産品の魅力への理

解の醸成と付加価値向上を図った。また、GI 生産者団体、関連事業者向けのシンポジウムにおいて、観

光への活用事例を紹介し横展開を図るなど、GI 産品の観光への活用を推進した。 
 

３ 観光の意義についての国民理解の増進 
   ① 中長期的な観光戦略検討のため年間 80 以上の事業者と意見交換を行い、観光立国推進基本計画の推

進過程において観光地域で新たに顕在・潜在化している課題や可能性、取組事例を把握した。 
 

 
9 港湾環境整備計画制度のこと。 
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   ② 有識者による観光教育セミナーの実施等を通じて観光教育の充実・普及を促進した。 
 

４ 地域特性やニーズに応じた民泊サービスの普及促進 
   ① 「住宅宿泊事業（民泊サービス）」について、「住宅宿泊事業法」（平成 29 年法律第 65 号）で定める

営業可能な年間 180 日を超えて営業をしている違法な届出住宅が仲介されることを防止するため、営業

日数自動集計システムを継続運用し、違法民泊対策を進めることで、公正な市場の形成を図ったほか、

宿泊日数の算定方式等の考え方を明確化するためにガイドラインの改正を行った。 
 
   ② 国家戦略特区における民泊、いわゆる特区民泊について、2025 年２月時点で８地方公共団体（東京都

大田区ほか）が 6,198 施設（16,900 居室）を認定した。認定数は、2024 年２月時点と比較して、1,767
施設（3,928 居室）増加した。 

 
第９節 国家戦略特区制度等の活用 

   ① 国家戦略特区において、関係地方公共団体からの提案に基づき、一定の要件を満たす場合に、クール

ジャパン・インバウンド分野の外国人材の受入を可能とする特例について、提案の受付を継続して行っ

た。 
 
   ② 国家戦略特区内において、過疎地域等での観光客を中心とした移動ニーズに対応するため、「自家用有

償観光旅客等運送事業」の周知・活用を図った。 
 
第１０節 旅行者の安全の確保等 
１ 防災情報の提供 

   ① 二重偏波気象レーダーや地震・火山観測施設の更新整備等によって監視体制を強化するとともに次期

静止気象衛星の整備や強化した気象庁スーパーコンピュータシステム等を活用した予測技術の開発等

を進めた。また、気象庁から訪日外国人旅行者等に提供する防災気象情報の高度化や精度向上を推進し

た。特に、線状降水帯による大雨となる可能性を約半日前から呼びかける情報について、これまで広域

を対象にしていたところ 2024 年５月から府県単位で発表する運用を開始した。 
 
   ② これまで作成したポスターやリーフレット等について、出入国在留管理庁、地方公共団体の防災部局・

多文化共生部局、指定公共機関等、引き続き様々なチャネルを活用した周知・普及促進を図った。また、

観光庁及び JNTO において、大規模地震等の自然災害が発生した、あるいはそのおそれがある際、緊急

地震速報や大雨、噴火、津波、洪水等の警報、熱中症情報等を多言語で提供するアプリ「Safety tips」
及びウェブサイト・SNS を通じて、訪日外国人旅行者向けに多言語で発信するとともに、24 時間 365
日多言語対応が可能な JNTO コールセンターにおいて問い合わせへの対応を行った。さらに、「Safety 
tips」の普及促進のため、駐日外国公館に対する働きかけや、海外インフルエンサーを活用した SNS 上

での周知活動をより積極的に実施した。 
 

２ 避難体制の強化 
     災害時における道路状況の迅速な把握と道路利用者への災害情報の提供のため、通行実績情報等の集

約の強化や SNS 等を通じた幅広い周知等を推進した。また、災害時において通行可能な道路を一般に

公開することができるようにするため、都道府県公安委員会が保有する交通情報に民間事業者が保有す

るプローブ情報 10を加えた情報について、公益財団法人日本道路交通情報センターを通じた提供を推進

した。さらに、2024 年４月の豊後水道を震源とする地震における効果的な交通規制、避難路の確保等を

行うため、都道府県公安委員会が提供する交通情報に民間事業者が保有するプローブ情報を加えた通行

実績情報を、公益財団法人日本道路交通情報センターを通じて一般に提供した。 
 

３ 訪日外国人旅行者等の災害被害軽減 
   ① 近年、激甚化・頻発化する自然災害等を踏まえ、平時から海外や国内に対し適切な情報発信を行うこ

とが重要であることから、国土交通省を含む各行政機関及びインフラ事業者等がウェブサイト等で提供

している防災情報が一元化されてスマートフォン対応等により容易に防災情報等を入手できる「防災

ポータル/Disaster Prevention Portal」について、2024 年度も引き続き新たな防災情報を追加するなど

 
10 カーナビゲーションシステムに蓄積された走行履歴情報のこと。 
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の充実を図った。 
 
   ② 災害時の訪日外国人旅行者の安全確保及び観光関連事業者等の事業継続に備えるために策定する「観

光危機管理計画」について、地方公共団体等の実務者向けにセミナーを 2024 年 12 月に開催し、計画策

定の促進を図った。また、「観光危機管理計画」を策定する地方公共団体を３地域支援した。 
 

③ 新幹線における非常時の訪日外国人旅行者向けの情報提供については、駅頭掲示、駅構内放送、車内

放送、ウェブサイト等で、多言語（英語、中国語及び韓国語）により実施した。また、特に災害発生時

には、対応指針に沿った情報提供がなされるよう指導を行った。空港については、「滞留者対応計画」を

含む 2020 年３月に策定された空港BCP11に基づき、空港関係者やアクセス事業者と連携し、多言語や

SNS 等による情報提供を含む災害時の対応を行った。また、空港BCP を実効性のあるものとするため、

全国の 95 空港において、各種訓練等を 2024 年８月までに実施し、訓練や点検の実施状況等を確認、関

係機関等で共有することで、空港BCP や訓練の見直しを推進した。 
 

   ④ 訪日外国人旅行者が安全・安心に旅行できる環境を整備するため、観光施設等におけるトイレの新設

や和式トイレの洋式化等の避難所機能の強化、災害時の多言語対応の強化に加え、医療機関における

キャッシュレス決済環境の整備等を含む訪日外国人患者受入機能強化等について 39 件支援した。 
 
   ⑤ JNTO のウェブサイトや SNS を活用し、災害発生情報及び災害が発生した際の公共交通機関に関す

る正確かつ迅速な情報発信を行った。 
 

４ 次の感染症危機への対応 
   ① 新型コロナウイルス感染症の経験も踏まえ、次なる感染症危機に適切に対応するために令和６年７月

に「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」を改定した。 
 
   ② 国内の感染症の発生動向については、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」

（平成 10 年法律第 114 号）に基づき継続的に監視・分析し、国及び地方公共団体を通じて国民や医療

関係者等に情報提供を行った。また、海外の感染症の発生動向についても関係機関との連携の下情報収

集を行い、適切に情報提供を行った。 
 

５ 公共交通機関の安全対策の推進 
     訪日外国人旅行者の貸切バス需要に対応するため、臨時営業区域の特例措置について、同制度の利用

状況や事故状況等の実態把握を行った上で、必要に応じた制度の見直しの検討を開始した。また、「軽井

沢スキーバス事故対策フォローアップ会議」において、85 項目に及ぶ「安全・安心な貸切バスの運行を

実現するための総合的な対策」の実施状況についてフォローアップするとともに、2022 年 10 月に静岡

県の県道で発生した観光バスの横転事故を踏まえた貸切バスの安全性向上に関する関係法令等の改正

に基づき、2024 年４月から、デジタル式運行記録計の使用、アルコール検知器使用時の画像記録保存、

点呼記録の動画保存の義務付け等、貸切バスの安全対策の強化を開始した。 
 

６ 旅客船の総合的な安全・安心対策 
     2023 年４月に「海上運送法等の一部を改正する法律」（令和５年法律第 24 号）が成立したことを踏

まえ、同法の施行に向けて関係する政省令等の整備を行い、船員の資質向上に係る制度を導入するとと

もに、抜き打ち・リモートによる監査の実施、通報窓口の設置といった監査体制の強化をはじめ、実施

可能な施策から速やかに実行に移した。 
 

７ 道路交通の安全対策等の推進 
   ① 警察庁作成の安全運転啓発動画等の全国レンタカー協会への提供を通じて、レンタカーを利用する訪

日外国人旅行者等に対する交通安全に関する同協会の広報啓発活動を支援したほか、訪日外国人旅行者

等に対するレンタカー貸与の際に、レンタカー事業者による国際運転免許証の確認が確実に図られるよ

う、同協会と協力し、事業者向けの教養資料を作成した。 
 

11 空港全体としての機能保持及び早期復旧に向けた目標時間や関係機関の役割分担等を明確化した空港の事業継続計画のこと（A2
（Advanced/Airport）-BCP）。 
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   ② 観光地周辺で広域的に発生する渋滞を解消し、回遊性が高く、円滑な移動が可能な魅力ある観光地を

創造するため、地方整備局や地方公共団体等の関係者が連携し、AI・ICT 等の革新的な技術を活用した

交通需要制御等のエリア観光渋滞対策について、その実装に向けた取組を引き続き推進・支援した。 
 
   ③ 観光地の魅力を高め、今後の更なるインバウンド観光需要に対応するため、地域や公共交通機関と連

携し、観光拠点までのラストマイルにおいて、駐車場予約専用化等の渋滞対策を引き続き推進した。 
 

８ 宿泊施設の防火安全対策の推進 
   ① 消防本部の担当者や事業者が集まる会議（オンライン開催含む。）等の機会を活用して、古民家等に関

する消防用設備等の合理的な運用が図られている事例やその考え方等について周知した。 
 
   ② 営業時間中に施設従業員が不在となる時間帯のある宿泊施設の防火安全対策を確保するため、「関係

者不在の宿泊施設における防火安全対策ガイドライン」を策定した。 
 

９ 旅行業務に関する取引の公正の維持等 
     「旅行業法」（昭和 27 年法律第 239 号）に基づき、旅行取引に係る規制の遵守状況に関する立入検査

を適時適切に実施することにより、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び観光旅

行者の利便の増進を図った。また、2024 年３月 27 日に一般社団法人日本旅行業協会において、コンプ

ライアンスに関わる事案について再発防止に向けての旅行業界及び同協会が講ずべき取組が策定され

たことを踏まえ、当該再発防止策の対応状況について「旅行業法」に基づく報告徴収や立入検査により、

確実な実施を促した。さらに、貸切バスツアーについては、運賃の下限割れ防止対策や旅行業関係団体

とバス関係団体により設置された「貸切バスツアー適正取引推進委員会」の仕組みの活用により、安全

確保を図った。 
 

１０ 外国人の急訴・相談等への対応環境の整備 
   ① 警察において、日本語を解さない外国人からの 110 番通報の際に警察本部の通信指令室と通訳人を交

えて三者で通話を行う三者通話システムが運用されているところ、緊急時に三者通話システムの活用が

迅速かつ適切に行われるよう警察職員に対する実践的な教養訓練を継続的に実施するとともに、三者通

話に対応可能な通訳人の拡充、多言語コールセンターの活用等を推進した。また、電話通訳センターを

介して通信指令員や救急隊員等と外国人との会話を交互に通訳するための三者間同時通訳について、未

導入団体に対して導入を促し、全国の消防本部において円滑な運用を推進した。 
 
   ② 訪日外国人旅行者等に適切に対応するため、外国人対応の機会の多い警察署等への外国語対応可能な

警察職員の配置を推進したほか、多言語翻訳機能を有する資機材の活用を含めた各種対応訓練、世界各

国・地域の文化・宗教等の理解促進等を目的とした研修を継続的に実施した。 
 
   ③ 訪日外国人旅行者等が各種手続を円滑に行えるよう環境整備を図るため、遺失届出書・拾得物件預り

書をはじめとする、各種届出関係書類への外国語併記等、外国語による対応の促進、防災・防犯等に資

する情報の外国語による提供を継続的に推進した。また、警察庁ウェブサイト（英語版）に掲載する我

が国警察に係る制度、活動等に関するコンテンツを拡充するとともに、掲載資料の見直しを行うなど、

よりわかりやすく効果的な情報発信の強化を図った。 
 

④ 全国の消防本部に対して、救急現場で救急隊員が外国人傷病者に対して円滑なコミュニケーションを

図れるよう、救急隊向けに開発した多言語音声翻訳アプリ「救急ボイストラ」12 に関する使用状況のア

ンケート調査を行い、現在の運用状況や導入面での課題を抽出した。 
 
   ⑤ 「訪日外国人のための救急車利用ガイド（多言語版）」について、消防庁ウェブサイトにて広報を実施

するとともに、都道府県や消防本部へ周知を依頼した。 
 
   ⑥ 「地方消費者行政強化交付金」の活用等により、訪日外国人旅行者等の消費の安全の確保のため、地

域における消費生活相談に係る体制の充実を図った。また、国民生活センターの「訪日観光客消費者ホッ

 
12 外国人傷病者への救急対応を迅速に行うための多言語音声翻訳アプリのこと。 
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トライン」において、訪日外国人旅行者の消費者トラブルへの相談対応を行うとともに、訪日外国人旅

行者が遭いやすい消費者トラブルについて、関係機関の協力を得ながら、「訪日観光客消費者ホットライ

ン」専用ウェブサイト等にて、訪日外国人旅行者への情報提供を行った。さらに、全国の地方公共団体

や JNTO 認定外国人観光案内所等の協力を得て「訪日観光客消費者ホットライン」の窓口周知活動を行

い、安全で安心な観光の環境の整備に取り組んだ。 
 

第１１節 東日本大震災からの観光復興 
   ① 海外にいながらでも日本の地域の魅力を体感できるよう、2024 年７月から 2025 年３月にかけて、日

本の地域の魅力発信、日本各地の商品の輸出促進、観光促進等を支援する総合的なPR 事業を実施した。

具体的には、中国及び香港におけるオンライン形式での情報発信のほか、在中国日本国大使館が主催す

る形で、関連企業や地方公共団体が日本の食や観光、各地域の魅力を発信するイベントが開催され、香

港ブックフェアでは東北地方をはじめとする地域の魅力のPR も行われた。 
 
   ② 福島県における観光復興を促進するため、ホープツーリズム 13による誘客の取組として、海外旅行会

社を対象に「東日本大震災・原子力災害伝承館」や「震災遺構浪江町立請戸小学校」等を訪問するモニ

ターツアーの実施を支援した。また、サイクリングやキャンプといった観光素材を組み合わせた取組と

して、サイクリスト受入環境の整備やキャンプ場を活用したモニターツアーの実施を支援した。さらに、

海外向けのプロモーションとして、Instagram により台湾の旅行者向けに鶴ヶ城や福島県いわき市の塩

屋崎灯台等の写真映えする観光コンテンツの情報発信、台湾やタイ等におけるイベントや旅行博への出

展を支援した。 
 
   ③ 【再掲】第Ⅱ部第１章第７節９ 
 
   ④ 国及び福島県で 2022 年５月末にとりまとめた「福島浜通り地域等 15 市町村の交流人口拡大に向けた

アクションプラン」に基づき、「酒・グルメ（食）」や「スポーツ（サイクル）」を含む６つのテーマにお

いて、福島浜通り地域等 15 市町村の横連携による、この地ならではの広域コンテンツの創出を引き続

き後押しし、福島浜通り地域等の一体的なブランディングを行うため、地元事業者も交えた全体会議を

年７回実施し、関係事業者が一堂に会したイベントと浜通り地域等を巡る３種類のツアーを実施した。

また、地域一体的なデジタル基盤の整備に向けて支援している「交流人口基盤整備事業」においては、

２件の新規採択を行い前年からの継続も含め６社を支援した。さらに、個々の市町村の独自の魅力の磨

き上げを行う「誘客コンテンツ開発事業」では民間事業者等へ前年からの継続も含め９社に対して支援

した。加えて来訪者向けポイント還元キャンペーン等を２回実施し、本地域への更なる交流人口拡大と

消費喚起を図った。 
 
   ⑤ ALPS 処理水の海洋放出による風評への対策として、海の魅力を高めるブルーツーリズム 14の推進の

ため、岩手県、宮城県、福島県及び茨城県沿岸部における 16 の地方公共団体等の取組に対して支援し

た。具体的には、みちのく潮風トレイルとサッパ船アドベンチャーズを組み合わせたコンテンツの造成、

天然トラフグのブランド化及び安全性 PR のための宿泊プロモーションの実施、海水浴場のバリアフ

リー化や国際認証取得等に取り組んだ。 
 

第１２節 観光に関する統計等の整備・利活用の推進 
   ① 携帯電話の位置情報データを活用した旅客流動の分析手法を検討するとともに、訪日外国人旅行者の

国内訪問地間の流動量や利用交通機関等の実態を把握し周遊ルートの分析や戦略的なプロモーション

施策の企画立案・見直しに活用できる訪日外国人流動データ（FF-Data）を公表した。 
 
   ② 観光に関する統計の精度向上や利活用拡大に向けて、「宿泊旅行統計調査」の標本設計における層化基

準等について検討したほか、「旅行・観光消費動向調査」の標本設計の見直しを実施した。また、「イン

バウンド消費動向調査」については、調査対象等の見直しに向けた実証を行うとともに、あらゆる主体

による調査票情報（個票データ）の利活用を可能とし、個票データの提供を開始した。 
    

 
13 震災・原発事故の被災地域をフィールドとした福島県が推進する学びの旅のこと。 
14 海の魅力を体験する海洋レジャー等を目的とする旅行のこと。 

ueyama
ハイライト表示

ueyama
ハイライト表示

ueyama
ハイライト表示



 
 

74 
 

③ 地方公共団体や観光関連事業者が誘客や周遊ルートの検討に活用できるよう、観光施策の推進に資す

る交通インフラ関連の GIS15データとして、鉄道・駅別乗降客数及び高速バス停留所について、国土数

値情報ダウンロードサイトに 2024 年５月・６月に公開した。 
 
   ④ 地域の観光施策の実現を通じた地方創生の取組を支援するべく、ETC2.0 データ 16を活用し分析した

結果として、ゴールデンウィーク期間中の一般道路の交通状況を 2024 年７月に、休日における車での

立ち寄り状況を 2025 年２月に公表した。 
 

第１３節 令和６年能登半島地震への対応 
   ① 令和６年能登半島地震の影響を受けた被災地の風評被害を防止するため、各地方公共団体の要望も踏

まえ、観光庁や JNTO のウェブサイト等を通じて、各地方公共団体が発信している宿泊施設や観光施設

等の営業状況等について、正確な情報の発信を行った。また、観光復興を進めていくべく、被災地の復

旧状況を踏まえつつ、インフルエンサー招請等の JNTO による訪日プロモーションを集中的に実施し

た。 
 
   ② 令和６年能登半島地震による風評被害を早期に払拭するため、キャンセルにより失われた旅行需要を

新たに喚起することを目的に、北陸地域４県において、国内旅行者や訪日外国人旅行者を対象に旅行代

金の割引を支援する「北陸応援割」を 2024 年３月 16 日より実施し、観光需要を喚起した。 
 
   ③ ふるさと納税を活用した特産品販売、旅行等を促進した。 
 
   ④ 令和６年能登半島地震及び令和６年奥能登豪雨により被害を受けた地域を対象に、観光業も含む中小

企業等が行う施設復旧等の費用を補助する「なりわい再建支援補助金」について、2024 年 12 月末時点

で 912 件の交付決定を行った。また、雇用調整助成金等により従業員の雇用維持に取り組む企業を支援

した。さらに、地方運輸局に設置している特別相談窓口において、観光関連事業者の被害状況や要望を

踏まえ、活用可能な支援策の紹介等を行った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 Geographic Information System の略。地理情報システムのこと。 
16 ETC2.0 を搭載した車両の走行履歴データのこと。 
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第２章 地方を中心としたインバウンド誘客 
第１節 インバウンドの回復に向けた集中的取組 

   ① インバウンド消費の拡大や質向上を図るため、地方公共団体や民間企業等の特別な観光コンテンツ造

成を支援する「特別な体験の提供等によるインバウンド消費の拡大・質向上推進事業」にて計 357 件を

採択した。また、米国等の海外３市場で訪日観光促進のイベントを開催し、全国各地での取組について

情報発信を行った。 
 
   ② 「新時代のインバウンド拡大アクションプラン」（令和５年５月 30 日観光立国推進閣僚会議決定）に

ついて、経済産業省、文部科学省等の関係省庁と連携しながら着実に実行し、ビジネス、教育・研究及

び文化芸術・スポーツ・自然の各分野において、インバウンド需要を根付かせるための取組の深化を図っ

た。 
 
第２節 消費拡大に効果の高いコンテンツの整備 
１ アドベンチャーツーリズムの推進 

     アドベンチャーツーリズム 17の推進のため、コンテンツの磨き上げやガイドの確保・育成等、アドベ

ンチャーツーリズム関連の取組を支援した。また、Adventure Travel Trade Association（ATTA）と連

携し、日本全国のアドベンチャートラベルの魅力発信を行うとともに、アドベンチャートラベルコンテ

ンツの磨き上げと販路拡大に向けた取組を実施した。さらに、国内関係者との連携強化を図り、国内受

入・販売体制強化と更なるコンテンツの発掘を促進した。 
 

２ アート・文化芸術コンテンツの整備 
（１）日本博2.0の推進 

     2025 年日本国際博覧会（大阪・関西万博）に向けて、全国各地で最高峰の文化芸術を発信するための

文化資源を活用した観光コンテンツの磨き上げや創出を行うとともに、日本の文化芸術の多様性を世界

に示す取組を展開し、文化芸術をより一層充実させた。これらを通じて、日本文化の魅力について、デ

ジタルコンテンツ等も活用し、国内外に効果的に発信した。 
 

（２）アートの国際拠点化 

     我が国が文化芸術の国際的な発信拠点となることを目指し、アートバーゼルと連携した「アート

ウィーク東京」を継続開催し、アートバーゼルのVIP をはじめ世界の高付加価値旅行者の日本への誘客

拡大に取り組んだ。 
 

（３）国際的な芸術祭の活用 

     海外のフェスティバルへの参加、海外の芸術団体との共同制作公演等への支援について、2024 年度は

33 件採択した。 
 

（４）舞台芸術の振興、情報発信等 

     歌舞伎や文楽、能楽等の伝統的な芸能及び国際的に比肩し得る高い水準のオペラ、バレエ、演劇、オー

ケストラ等の現代舞台芸術を観光資源として広く提供するため、トップレベルの芸術団体が取り組む創

造発信等への支援について、2024 年度は 186 件採択した。 
 

（５）メディア芸術の振興 

   ① 訪日外国人旅行者の増加に寄与するため、日本映画の多言語字幕制作支援、欧米等で開催されている

国際映画祭への出品支援、見本市における展示施設「ジャパン・ブース」の設置・運営等（2024 年５月、

６月、９月、2025 年２月に欧米で開催）を通じて、多様な作品の魅力を発信した。 
 

   ② マンガ、アニメーション、ゲーム、メディアアート等メディア芸術に関する年度ごとの動向を整理し

た冊子を英語と日本語で発行した。また、メディア芸術人材育成事業において 40 組の育成を行った。 
 
 

 
17 自然・文化・アクティビティの構成要素を通じて日本の本質を深く体験できるもの。 
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（６）ロケツーリズムの推進 

     2023 年度に開催した「ロケ撮影の環境改善に関する実務者懇談会」でのとりまとめを受け、国内外の

映像作品の更なるロケ撮影に係る環境改善に向けて、「ロケ撮影の円滑な実施のためのガイドライン」

（2020 年８月）を改定した。 
 

（７）地域の伝統芸能等の支援 

     地域の伝統行事や民俗芸能等の用具修理等、基盤整備に係る取組や伝統行事の公開等、活用に係る取

組への支援について、2024 年度は 293 件の採択を行った。 
 

（８）芸術の観光への活用を推進する人材の育成 

     芸術団体による、我が国の芸術界の将来を担う新進芸術家等が技術を磨いていくために必要な舞台公

演・展覧会等の実践の機会や、広い視野、見聞、知識を身に付ける場の提供への支援について、2024 年

度は 51 件採択した。 
 

３ 地域の食材を活用したコンテンツの整備 
（１）ガストロノミーツーリズムの推進 

① 特色ある食文化の継承・振興に取り組む地方公共団体等について、文化財登録等に向けた調査研究や

地域での保護継承、文化的価値をわかりやすく伝える「食文化ストーリー」の構築・発信等を行うモデ

ル事例の形成に係る９事業を採択し、食文化の魅力発信等を推進した。 
 
② 魅力的なガストロノミーツーリズムコンテンツを造成しインバウンド誘客を高めるとともに地方誘

客を促進するため、先進的な観光地域創出に向けた食の専門家等による伴走支援を６地域に対して行い、

ガストロノミーツーリズムを体験するために必要な施設の改修等の環境整備等を４件支援した。 
 

（２）酒蔵ツーリズムの推進 

     日本産酒類海外展開支援事業及び酒類業振興支援事業により 143 件の事業を採択し、酒類事業者によ

る酒蔵ツーリズムプラン策定、他産業との連携に係る取組等を支援した。 
 

（３）日本酒、焼酎・泡盛等のユネスコ無形文化遺産への登録 

     2024 年 12 月にユネスコ無形文化遺産に登録された「伝統的酒造り」について、その魅力発信や認知

度向上等を目的として、「日本の伝統的なこうじ菌を使った酒造り技術の保存会」等と連携し、国内外

（岐阜、デンマーク、ベルギー等）でシンポジウムを開催するなど、様々な周知・広報や機運醸成に取

り組んだ。 
 

４ 魅力ある公的施設の公開・開放 
   ① 迎賓館赤坂離宮について、ウェブサイトや SNS 等を活用した広報を実施するとともに、通常の一般

公開に加え、開設 50 周年を記念して、通常は非公開の区域及び美術品の公開や、迎賓館赤坂離宮の歴

史等に関するパネルの展示、参観者参加型の企画、屋外での高校生吹奏楽部による演奏会等の新たな取

組を実施し、一般公開の更なる魅力向上に取り組んだ。また、迎賓館をユニークベニュー18 として活用

する「特別開館」を実施し、迎賓館の魅力を国内外に発信した。 
 
   ② 京都迎賓館について、PR 動画やポスター等を活用した広報を実施するとともに、通常の一般公開に

加え、通常公開していない部屋を参観するプレミアムガイドツアーや文化体験を盛り込みつつ貸切で行

う特別ガイドツアー、夜間公開等の特別企画や外国人観光客を対象とした英語ガイドツアー等を実施す

ることで、一般公開の更なる魅力向上に引き続き取り組んだ。 
 
   ③ 「児童又は生徒を対象とする特別見学」を、官邸ウェブサイトにて募集、抽選により参加校を決定し、

総理大臣官邸における執務に影響の生じない範囲において実施することとしていたが、諸事情により実

施しないこととした。 
 

 
18 「博物館・美術館」「歴史的建造物」「神社仏閣」「城郭」「屋外空間（庭園・公園、商店街、公道等）」等において、会議・レセプションを開催す

ることで特別感や地域特性を演出できる会場のこと。 
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   ④ 皇居について、１回当たりの参観定員を 500 人とし、土曜日の参観、事前予約及び当日予約を行い、

訪日外国人旅行者向けに英語ガイド及び中国語ガイドの参観を実施した。また、宮内庁ウェブサイトの

皇居イラストマップ（日本語版、英語版）及び６言語対応（日本語、英語、フランス語、中国語、韓国

語及びスペイン語）の音声ガイドアプリの周知・活用を行った。さらに、皇居乾通り一般公開について

は、参入までのルートを短縮し、春季は2024年３月23日から３月31日までの９日間（参入者数105,710
人）実施、秋季は 2024 年 11 月 30 日から 12 月８日までの９日間（参入者数 172,515 人）実施した。 

 
   ⑤ 皇居東御苑について、富士見多聞の公開、富士見櫓前の開放、江戸城天守復元模型の展示を実施した。

また、宮内庁ウェブサイトに皇居イラストマップ（日本語版、英語版）を掲載したほか、英語での対応

が可能な職員の配置や６言語対応（日本語、英語、フランス語、中国語、韓国語及びスペイン語）の音

声ガイドアプリの周知・活用、無料Wi-Fi スポット（Imperial Palace Wi-Fi）の掲出更新を行い、訪日

外国人旅行者等の利便性向上を図った。さらに、皇居東御苑来訪者の快適性向上等を図るため、大手休

憩所（仮称）の整備に向けて、情報展示の撮影に着手した。 
 
   ⑥ 皇居三の丸尚蔵館について、ほかの美術館・博物館等と連携しつつ、全国４か所で展覧会を実施する

など、皇居三の丸尚蔵館収蔵品の地方展開や公開の拡充を図るとともに、2023 年 11 月３日に開館した

新施設（Ⅰ期棟）において夜間開館を新たに行うなど取組を充実させた。また、展示面積の拡大等を図

るため、館の整備・建替（Ⅱ期工事）を引き続き進めた。 
 
   ⑦ 京都御所について、通年で参観者制限のない一般公開を実施するとともに、訪日外国人旅行者向けに

多言語音声ガイドアプリ及び宮内庁ウェブサイトの運用等を実施し、英語及び中国語ガイド案内を行っ

た。また、文化的建造物の修繕、美観等に配慮しつつ、京都御所清涼殿襖絵の復元模写を行い、2025 年

３月に完成したものについては、公開した。 
 
   ⑧ 京都仙洞御所・桂離宮・修学院離宮について、通年で参観を実施するとともに、訪日外国人旅行者向

けに多言語音声ガイド機器及び宮内庁ウェブサイトの運用等を実施した。特に桂離宮においては、皇室

の伝統や文化への理解をより深めることを趣旨として「桂離宮観月会」を 2024 年 10 月 15 日に実施し

た。また、文化的建造物の修繕、美観等に配慮しつつ、修学院離宮窮邃亭ほか整備工事を実施、2025 年

３月に完成し、公開した。 
 
   ⑨ 御料牧場について、家畜伝染病に対する防疫強化に取り組みつつ、2024 年 10 月に２日間で各２回、

合計４回地域住民以外が参加できる見学会を実施した。また、参加者募集の際、宮内庁 SNS を活用し

た情報提供を実施した。さらに、見学者の満足度を向上させるため、厩舎では馬車の展示・馬とのふれ

あいのほか、新たに装蹄作業を公開した。加えてバスでの見学コースの途中、牛の放牧エリアで下車し

範囲を限定して見学や写真撮影を行った。 
 
   ⑩ 埼玉鴨場・新浜鴨場について、埼玉県・千葉県とも協力をしながら、地域住民以外が参加できる見学

会を年 12 回ずつ、合計 24 回実施した。また、パンフレットを更新し配布した。 
 
   ⑪ 信任状捧呈式の馬車列の実施に際しては、宮内庁及び JNTO のウェブサイト、宮内庁及び観光庁 SNS

等を活用するとともに、新たな写真を提供するなど情報提供先と連携し周知した。 
 
   ⑫ 造幣局本局の見学コースについて、従来の見学コースに加え、記念貨幣の製造（圧印工程）の様子を

見学できる特別工場見学会を 2024 年４月に実施した。 
 
   ⑬ 首都圏外郭放水路の民間企業が運営する有料見学会について、引き続き、土日祝日を含めて毎日開催

（施設点検日及び年末年始を除く。）した。また、施設の更なる認知度向上と訪日外国人旅行者の増加を

図るため、施設での撮影やイベント開催を目的とした民間企業の運営による有料の施設貸出を幅広く実

施した。さらに、地域振興の一環として、観光協会及び地元商店・飲食店と協力し、龍Q 館での首都圏

外郭放水路のロゴ入りの地元物産の販売や、各飲食店における「首都圏外郭放水路おもてなし特別メ

ニュー」の販売を行った。 
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   ⑭ 市ヶ谷記念館・大本営地下壕跡の見学は事前予約制とし、防衛省のガイドが案内を実施した。また、

見学者の満足度を高めるため、パンフレットを配布し、魅力向上を図った。 
 
   ⑮ 日本銀行本店本館について、2024 年度は、改刷（新日本銀行券）関連の広報コンテンツ拡充（スタン

プやパネルの作成）のほか、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（平成 25 年法律第 65
号）の改正を受けた障害者向け見学を積極的に実施した。 

 
５ 外国人旅行者向け消費税免税店の拡大等によるショッピングツーリズムの推進 

     外国人旅行者向け消費税免税制度については、「令和６年度税制改正の大綱」（令和５年 12 月 22 日閣

議決定）を踏まえ、本制度の見直しについて検討を行い、令和７年度税制改正において、2026 年 11 月

より「リファンド方式」に見直すとともに、消耗品の購入上限額や特殊包装を廃止するなどの措置を講

じることとした。 
 

６ 大都市観光の推進 
     国民公園の一層の魅力向上に向け、新宿御苑については、開園時間の延長、入園料のキャッシュレス

化、高付加価値体験等の民間イベントでの活用、最新技術を活用した皇室庭園としての歴史・文化の発

信、コワーキングスペースの運営等を実施した。皇居外苑については、都心における貴重な自然や景観、

由緒ある歴史等が残る苑内を活用した民間イベントを実施し、観光資源としての価値を高めた。京都御

苑については、文化資源アーカイブ構築及び体験型コンテンツ整備を実施した。 
 
第３節 地方誘客に効果の高いコンテンツの整備 
１ 国立公園の魅力向上とブランド化 

   ① 「国立公園満喫プロジェクト」において、「ステップアッププログラム 2025」等に基づき、民間事業

者等の多様な主体と連携し、国立公園に国内外の利用者を呼び込み、保護と利用の好循環を形成するた

めの取組を実施した。また、「自然公園法」（昭和 32 年法律第 161 号）に基づく「自然体験活動促進計

画・利用拠点整備改善計画制度」を活用し、関係省庁や地方公共団体、観光関係者をはじめとする企業、

団体等、幅広い関係者との協働の下、全国立公園を対象に取組の展開を図った。 
 
   ② 国立公園の多言語解説を外国人利用者目線で魅力あるものとして充実させ、訪日外国人旅行者の体験

滞在の満足度を向上させるため、環境省において、観光庁と連携し、国立公園・国定公園・国民公園・

世界自然遺産及び長距離自然歩道を対象に、国立公園等に関連する多言語解説を整備した。また、利用

者ニーズを踏まえ、ICT 等の先進的技術を活用した展示パネルや既存看板の多言語化、多言語対応の展

示映像の制作等の媒体化により一体的な整備や魅力発信を行った。 
 
   ③ 我が国の傑出した自然景観を有する国立公園において、美しい自然の中での感動体験を柱とした滞在

型・高付加価値観光を実現するため、魅力的な自然体験アクティビティの充実や質の向上等を通じて受

入環境を整備した。また、ウェブサイト・SNS・スタンプラリー・海外メディアや、旅行博等の機会を

活用し、国立公園の魅力や自然体験アクティビティを紹介するなど、国立公園の利用を促進した。さら

に、2031 年の国立公園制度 100 周年に向けた記念事業として、各国立公園をデザインした記念貨幣シ

リーズのうち、瀬戸内海、雲仙天草、霧島錦江湾の３国立公園のデザインを 2024 年４月に公表した。

加えて、各国立公園の聞き書き集「国立公園ものがたり」を、釧路湿原、大雪山、西海、雲仙天草の４

国立公園で制作した。 
 
   ④ 国立公園等の優れた自然風景地等の保護と利用を図り、安全で快適な自然とのふれあいの場を提供す

るため、国立公園、国民公園等における施設整備や自然再生、長寿命化対策等の事業を実施した。また、

国立・国定公園等において地方公共団体が行う施設整備等の事業について支援した。特にビジターセン

ター等においては自然情報に加えて、周辺のアクティビティ情報や観光情報等を提供し、情報発信機能

を強化するとともに、省エネ改修等により、脱炭素の取組を推進した。さらに、直轄野営場において民

間事業者による質の高いサービスを導入することで機能強化を図った。加えて、国立公園等において登

山道や木道の改修等により利用環境の向上を図るとともに、利用者の安全確保のための防災・減災対策

を実施した。 
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   ⑤ 国立公園等における自然体験アクティビティの充実、人材の育成、ビジターセンターへのカフェの設

置をはじめとした公共施設の民間開放、自然環境保全コストを一部利用者負担とする仕組みの導入に向

けた実証実験等を行った。その際、地域協議会構成メンバー、自然環境に知見を有する研究者、サービ

ス提供にノウハウを有する民間事業者等の多様な主体と連携して実施した。 
 
   ⑥ JNTO グローバルサイト内に構築した国立公園ウェブサイトを活用して、デジタルマーケティング手

法等によるサイト利用傾向等の分析結果を踏まえた海外への情報発信をするため、訪日外国人旅行者に

対して訴求力の高いトピックスの特集記事や魅力的な自然体験アクティビティ等の充実、ウェブサイト

の機能性の向上を促進した。また、日高山脈襟裳十勝国立公園の指定に連動し、公園紹介ページの新設

等、関連する情報更新を行った。 
 
   ⑦ 関係省庁、関係地方公共団体、関係団体等からなる地域協議会を中心に連携を図り、「ステップアップ

プログラム 2025」等に基づき、観光資源の有効活用を目的とした一体的な取組を推進した。また、国有

林を所管する林野庁との連携事業を実施した。さらに、多言語化の充実やコンテンツの造成等について

国定公園に展開を図った。 
 
   ⑧ 2020 年７月に供用を開始した新宿御苑併設の国立公園情報発信拠点「National Parks Discovery 

Center」において、日本の国立公園の魅力を伝える大画面映像やデジタルを活用した体験型展示につい

て、日高山脈襟裳十勝国立公園の指定に連動した改修を行った。また国立公園案内カウンターでの案内・

物販、ギャラリースペースでの「国立公園と食」「国立公園と映画やドラマ」「Let’s go to the 90th 
Anniversary of National Parks of Japan」等をテーマとした企画展示等により、来園者に国立公園の魅

力を発信した。 
 
   ⑨ 国立公園の利用拠点において、国・地方公共団体・民間事業者等地域の関係者が連携してインバウン

ド増加に資する利用拠点計画を策定するとともに、同計画に基づき、跡地の民間活用を前提とした廃屋

の撤去、インバウンド対応機能向上、地域文化が体感できるまちなみ改善等を同時一体的に実施した。

これにより、利用拠点の景観改善、上質化を図り、訪日外国人旅行者の体験滞在の満足度向上を図った。 
 
   ⑩ 国立公園を訪れる訪日外国人旅行者に対し、デジタル展示により普段見ることが難しい希少種の姿や、

四季の風景の変化等の情報提供を行うことで、日本の自然の魅力をわかりやすく伝え、より深い自然体

験を提供した。2024 年度は、国立公園のビジターセンター等において、新たに５か所にデジタル技術を

活用した展示施設を導入した。 
 
   ⑪ 国立公園の美しい自然の中での感動体験を柱とした滞在型・高付加価値観光を推進するため、「国立公

園における滞在体験の魅力向上のための先端モデル事業」19 の対象とする十和田八幡平国立公園（十和

田湖地域）、中部山岳国立公園（南部地域）、大山隠岐国立公園（大山蒜山地域）、やんばる国立公園の４

つの国立公園において、地域の関係者と連携し、民間提案を取り入れつつ、国立公園の利用の高付加価

値化に向けた基本構想の策定や、特に集中的に取り組む利用拠点の選定等を進めた。また、山岳地域に

おける質の高いサービス提供のため、山小屋のインバウンドに対応した上質化（内装・外装・設備の改

修等）を支援した。 
 

２ 国際競争力の高いスノーリゾートの形成 
   ① 「国際競争力の高いスノーリゾート形成促進事業」を通じて、17 地域に対し、DMO 等を中心に地域

の関係者が策定した「国際競争力の高いスノーリゾート形成計画」の実現に向けた、スキー場のインフ

ラの整備やアフタースキー・グリーンシーズンのコンテンツ造成、受入環境の整備等の取組を支援した。 
 
   ② JNTO は、日本のパウダースノーへの興味・関心の高い米国・オーストラリア及びスキー人口が急増

中の中国において、スノーアクティビティ及びウィンタースポーツに関するプロモーションを実施した。

具体的には、中国で旅行博出展やオウンドメディアを通じた情報発信やインフルエンサー・メディア招

請による地方部のスノーリゾートの取材・情報発信を行ったほか、米国のスキー関連イベント（2024 年

 
19 環境省「宿舎事業を中心とした国立公園利用拠点の面的魅力向上に向けた取組方針」（2023年６月公表）に基づき、有識者等を含む専門委員会の

意見も踏まえつつ、将来的な他地域への展開も見据え、環境省が 2023年８月に選定。 
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４月）での商談やセミナー実施を通じて現地旅行会社との連携強化を図った。また、オーストラリアの

一般消費者向け旅行博（同年５月）での日本各地のスノーリゾート等と連携により情報発信を行った。 
 

３ 歴史的資源を活用した観光まちづくりの推進 
   ① 歴史的資源を軸に地域を面的に再生させるため、専門家と共に計画策定や体制構築等に対し伴走支援

等を行い、地域の取組を推進した。また、地域資源をフル活用した面的な高付加価値化を推進しつつ、

歴史的建築物等の改修に対して補助を行った。2024 年度末時点で、面的取組展開地域は 24 地域認定さ

れている。 
 
   ② 歴史的資源を活用した観光まちづくり官民連携推進チームにおいて、支援メニュー集、歴史的資源の

再生・活用成功事例集及び取組事例を更新した。また、ワンストップ窓口において、地域からの相談や

要望に対応するとともに、新規相談地域の掘り起こし、既存相談地域の継続的なフォロー、観光まちづ

くりへの支援等を行った。 
 
   ③ 観光分野での地域おこし協力隊の活用事例について、ウェブサイト等に掲載するとともに、地方公共

団体職員や地域おこし協力隊員向けの研修等を計 22 回開催し周知した。 
 
   ④ 空き家、空き店舗、公的不動産（PRE）等の遊休不動産の活用促進のため、宅建事業者等に不動産証

券化 20等の周知を図るために中国地方５か所（各県）でセミナーを開催した上で、各事業者と専門家等

の関係を構築するネットワーク会議を開催し、地方における不動産投資の普及促進を図った。 
 
   ⑤ 「ローカル 10,000 プロジェクト」に地方単独事業を新設し、これらを含む「ローカルスタートアップ

支援制度」により、古民家等を活用した事業の立ち上げを８件支援し、歴史的資源を活用した観光まち

づくりを推進した。また、申請件数の増加を踏まえ、取組を一層推進するため、補正予算で大幅な増額

を図った。 
 
   ⑥ 開発許可制度における地域の実情に応じた既存建築物の用途変更の弾力化に係る技術的助言やその

活用事例について、国や地方公共団体が参画する担当者会議等の場やウェブサイト等において周知した。 
 

４ 文化観光の推進 
（１）博物館・美術館等の文化施設の充実 

   ① 文化資源の磨き上げ、多言語化・Wi-Fi・キャッシュレス環境整備等の利便性向上、国内外への宣伝、

学芸員等の専門人材の確保等の取組を引き続き支援した。また、観光資源としても極めて有効な文化財

について、デジタル技術等を活用した多言語解説を観光施策と連携させつつ整備した。これらの取組を

通じて、訪日外国人旅行者が文化財への理解を深め、満足度を向上できるような環境整備を着実に進め

た。さらに、国立博物館等において、外国人目線に立った多言語対応やオンラインチケット販売経路拡

大等のインバウンド受入に資する環境整備等の充実に取り組むとともに、国内の施設からの視察受入等

の機会を通じてインバウンド対応に関する成果の共有に取り組んだ。加えて、キャッシュレス環境の整

備等にも取り組んだ。 
 
   ② 多様な来館者が国立博物館・美術館が有する多様な文化資源の魅力にアクセスできるよう、障害者、

子供、高齢者、外国人等を対象とした鑑賞支援や、ハンズオン、参加・体験型プログラム、オンライン

配信を活用した講座やワークショップ等の教育普及事業に取り組んだ。とりわけ、国立美術館では、合

理的配慮と情報保障について国内の美術館の事例から学び、実践するためのミュージアム・アクセシビ

リティ講座を開設した。また、国立博物館等において、ニーズを踏まえた開館時間の柔軟な設定による

快適な鑑賞環境の充実や、SNS 等を活用した国内外への積極的な情報発信等を行った。さらに、文化資

源の魅力発信及び地方創生・観光振興に寄与することを目的として、国立博物館等において、各地の

ミュージアムに対する収蔵品の積極的な貸与に加え、文化財の保存環境の改善や文化財保存活用施設の

新築等に関する助言・協力に取り組んだ。加えて、博物館に来訪できない人も含め、場所や時間にとら

われず文化財の魅力に触れることができるよう、文化財情報資源のデジタル資源化や情報データベース

 
20 不動産の証券化という特別の目的のために設立された法人等が、不動産が生み出す賃料収入等の収益を裏付資産として証券を発行し、投資家から

資金を調達する手法。 
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の充実等に取り組んだ。 
 
   ③ 我が国の文化拠点である劇場・音楽堂等が行う文化芸術活動への支援を通じて、子供、障害者、訪日

外国人旅行者等が実演芸術に気軽に触れることができるよう、バリアフリー・多言語対応やバリアフ

リー対応施設に対する税制優遇措置の取組等を推進し、環境整備の充実を図った。また、博物館につい

ては、バリアフリー・多言語対応、地域活性化等を促す取組について 18 件の事業を採択し支援した。さ

らに、芸術系大学等の資源を活用した文化芸術活動を担う人材の育成について、12 大学の事業を採択し

た。 
 
   ④ 国や国立博物館等が有する地域ゆかりの文化資産を活用し、訪日外国人旅行者にもわかりやすく魅力

的に地域の歴史・文化等を発信する各地域の博物館等の取組を 2024 年度は 25 件採択し、訪日外国人旅

行者の地方への誘客や満足度の向上等地域活性化を支援した。 
 

（２）文化観光拠点等の整備 

   ① 文化についての理解を深めることを目的とする観光を推進するとともに、訪日外国人旅行者がストレ

スフリーで快適に旅行を満喫できる環境を整備するため、「文化観光拠点施設を中核とした地域におけ

る文化観光の推進に関する法律」（令和２年法律第 18 号）に基づき 57 件の計画を認定し、認定地域等

において、計画に基づく多言語対応、Wi-Fi・キャッシュレス環境整備、バリアフリー化等の文化観光拠

点施設の機能強化に資する取組を支援した。 
 
   ② 文化資源を中核とする観光拠点・地域を整備するため、文化観光拠点・地域の整備の促進、日本遺産 21

等の文化資源の魅力向上や発信強化を行った。また、地域における文化財の総合的な保存・活用の取組

を引き続き支援した。 
 
   ③ 文化観光の推進に関する好事例を収集・分析し、関係者に広く周知すること等により、事業の支援・

充実を図った。 
 

（３）文化資源の観光資源としての魅力の向上 

   ① 日本遺産全体の質の底上げ、ブランド力の強化を図るとともに、構成文化財の解説作成や多言語化、

建造物や美術工芸品等を健全で美しい状態に回復するための工事等を支援するなど、日本遺産認定地域

の文化資源の磨き上げを促進するための支援の充実、日本遺産を活用した継続的な取組を推進した。 
 
   ② 博物館等に勤務する管理職を対象とした「トップマネジメント研修」、学芸職を対象とした「パブリッ

ク・リレーションズ研修」、行政の博物館担当職員や初任者を対象とした「文化をつなぐ研修」を実施し、

文化観光、インバウンド拡大、地域連携及びデジタル化といった、博物館における今日的課題への対応

と発信に取り組む人材の育成を図った。また、国立文化施設においても、学芸員等を対象とした研修・

講座を開催した。国立文化財機構では博物館・美術館等保存担当学芸員研修（基礎コース・上級コース）

等を実施し、国立美術館ではキュレーター研修や全国の教員、学芸員及び指導主事を対象に美術館を活

用した鑑賞教育の充実のための指導者研修を実施した。 
 

（４）文化財の保存・継承 

   ① 国宝・重要文化財（建造物、美術工芸品）、史跡名勝天然記念物について、魅力的な活用の前提となる

適切な保存修理や防火・耐震対策等の強靱化を推進した。また、修理現場の公開や解説設備の設置、バ

リアフリー化、来訪者の便益施設の充実等を促進した。さらに、文化財の保存・活用における多様な資

金調達の活用を促進し、2024 年３月に立ち上げた「文化財サポーターズ」を通じて官民連携による資金

調達の取組を行った。 
 

② 文化庁の移転を契機として、歴史・文化の豊かな京都の地から文化庁ならではの地方創生を実現する

ため、地域の宝である文化財について、官民連携で新しい価値を創造し、持続可能な活用を推進した。

 
21 地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・伝統を語るストーリーを「日本遺産」に認定するとともに、ストーリーを語る上で不可欠な魅力

ある有形・無形の文化財群を地域が主体となって総合的に整備・活用し、国内外に戦略的に発信することにより、地域活性化・観光振興を図るも

の。 
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具体的には、文化財を活用した高付加価値コンテンツの造成、文化財建造物のリノベーション、多言語

対応等インバウンド向けの滞在環境の整備を推進した。あわせて、文化財の活用に関する相談窓口を設

置するとともに、活用に関するセミナーを２件開催した。

③ 「文化財保存活用地域計画」等の作成及び計画に基づく事業の推進を支援することで、地域の多様で

豊かな文化資源を活用した経済活性化、人材育成、まちづくり等に資する取組や観光拠点の整備を促進

し、観光振興・地方創生等に向けた対応を強化した。

④ 【再掲】第Ⅱ部第１章第７節６

（５）世界遺産の推薦及び保存・活用

① 現在、我が国では、「屋久島」、「白神山地」、「知床」、「小笠原諸島」及び「奄美大島、徳之島、沖縄島

北部及び西表島」の５地域が条約に基づき自然遺産として世界遺産一覧表に記載されている。これらの

地域において、科学的知見に基づき、地域関係者との合意形成を図りながら、遺産価値を維持するため

の保全管理の充実に取り組んだ。また、各遺産地域に持続可能な観光利用を推進するための拠点施設を

整備し、引き続き関係機関と連携して必要な取組を進めた。なお、2024 年 12 月に徳之島世界遺産セン

ターを開所した。

② 2024 年７月に、「佐渡島の金山」が世界遺産に登録された。また、登録された文化遺産については、

観光旅行者の急増に対応した適切な保存の取組だけでなく、世界遺産のブランド力等を活用した地域活

性化の取組に対しても支援した。

（６）アイヌ文化の魅力の発信

民族共生象徴空間（ウポポイ）について、2024 年３月に策定した「ウポポイ誘客促進戦略」等に基づ

き、アイヌの人々の意見を踏まえた展示の改善、博物館員が専門的見地からわかりやすく解説するガイ

ドツアー、外部コンテンツとのコラボ、体験型コンテンツのリニューアル等を実施した。

（７）ナショナル・トラスト活動等の民間取組の推進

自然環境に係るナショナル・トラスト活動については、「ナショナル・トラストの手引き」による周知

のほか、「地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律」（平成 26
年法律第 85 号）の運用を進め、2025 年３月時点で、沖縄県竹富町と新潟県妙高市において入域料の収

受等の取組が実施されている。また、「文化財保護法」（昭和 25 年法律第 214 号）に基づく文化財保存

活用支援団体の指定を促し、民間団体による地域の文化財の保存・活用のための取組を推進した。

５ スポーツツーリズムの推進

① スポーツツーリズム等のスポーツによる「まちづくり」を推進していくため、その担い手となる「地

域スポーツコミッション」22 の経営の安定や特に運営を担う基盤人材の育成・確保（質的な向上）に向

け、新たな事業展開へのチャレンジ等をモデル的に支援するとともに、研修講座の実施等の人材育成サ

ポートや人材確保に向けたマッチングの実証を促進した。

② スポーツと地域が有する自然や文化・芸術等の様々な資源を融合させた「スポーツツーリズム」等を

通じて、交流人口の拡大、地域・経済の活性化につなげるため、高付加価値コンテンツの創出に向けた

モデル事業の実施及びその効果検証を行った。また、デジタル技術を活用したプロモーションの実施や

各種セミナー等を通じて、収集・分析したデータの利活用を促進するほか、人口集積地等での体験機会

の創出による武道を中心としたスポーツツーリズムの認知拡大を通じて、訪日意欲の喚起やコンテンツ

を有する地方への誘客促進につなげ、スポーツツーリズム・ムーブメントを創出した。

③ 東京 2025 デフリンピック大会・東京 2025 世界陸上や第 20 回アジア競技大会・第５回アジアパラ競

技大会、ワールドマスターズゲームズ 2027 関西等、今後日本で開催される大規模国際競技大会の円滑

な開催に向けて、スポーツ振興くじ助成金を活用した財政支援や機運醸成イベントへの協力等、大会の

22 スポーツと自然・文化等の地域資源を掛け合わせ戦略的に活用することで、まちづくりや地域活性化につなげる取組を推進する、地方公共団体や

スポーツ団体、民間企業等が一体となったネットワーク組織のこと。
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開催に向けて必要な支援・協力を行った。 
 

６ 農泊の推進 
（１）滞在型農山漁村の確立・形成 

   ① 農山漁村の所得向上と関係人口 23の創出を図るため、農泊地域の実施体制の整備や経営の強化、食や

景観の観光コンテンツとしての磨き上げ、古民家を活用した滞在施設の整備等を一体的に支援しており、

2024 年度に調査した結果、2023 年度の農泊地域での年間延べ宿泊者数は 794 万人泊となった。また、

OTA のウェブサイトにおける農泊特設ページによる情報発信や、「農泊インバウンド受入促進重点地域」

40 地域のデジタルパンフレットの作成、ツーリズムEXPO ジャパン等への出展等、国内外へのプロモー

ションを戦略的に実施した。さらに、経営能力を高度化するためのテーマ別セミナーや、専門家による

農泊地域の伴走支援を実施した。 
 

② 多様な地域の食とそれを支える農林水産業や特徴のある景観、伝統文化等の魅力で訪日外国人旅行者

を誘客する農泊地域等を農林水産大臣が「SAVOR JAPAN」24に認定し、官民が連携して農山漁村の魅

力を海外に一体的に発信を行った。また、認定地域関係者の知識習得や地域間のネットワーク化を目的

とした研修会・情報交換会等を開催し、JNTO 等と連携した情報発信を効果的かつ一元的に取り組み訪

日外国人旅行者の誘客の強化を図った。なお、2024 年 12 月に２地域（長野県松川町、山梨県みのぶ農

泊地域）を「SAVOR JAPAN」認定地域として追加した（同年 12 月時点で、計 43 地域）。 
 

（２）農山漁村の地域資源の活用支援 

   ① 「強い農林水産業」、「美しく活力ある農山漁村」の実現のため、農山漁村が潜在的に有する地域資源

を引き出すことにより地域の活性化や所得向上に取り組んでいる優良な事例を「ディスカバー農山漁村

（むら）の宝」として選定した。また、選定証授与式や交流会等の開催及び特設サイトを活用した全国

への発信等、農山漁村の地域住民の意欲及び機運向上につながる取組を推進するとともに優良事例の普

遍化を図った。 
 
   ② 農業遺産や世界かんがい施設遺産等の魅力を伝えるPR 動画を作成した。また、2024 年９月に農業遺

産地域を巡る旅行業者向けFAM ツアー25を実施した。さらに、同年 10 月に世界かんがい施設遺産の研

修会を開催し、地域活性化の取組事例等を周知した。加えて、同年 11 月に農業遺産シンポジウム及び

フェアを開催し、観光振興の取組事例や魅力を発信した。 
 
   ③ 農泊等と連携した農村地域でのジビエ利用拡大を図るため、処理加工現場での OJT、プロモーション

による情報発信・需要開拓、ジビエを取り入れた食事メニューや商品の開発等を支援した。また、ジビ

エを新たに地域資源として有効活用する観点から、捕獲鳥獣の搬入体制の強化やジビエを主な原料とし

た加工品として製造する設備の導入を支援した。さらに、ジビエ料理・商品を活用したモデルコースの

造成に官民が連携して取り組んだ。 
 

７ 地方誘客に資する各種のコンテンツ整備 
（１）地域に根差した観光資源の磨き上げの推進 

     観光需要が本格的に回復する中、地方への継続的な来訪を促進するため、地域の観光資源を活用した

地方誘客に資する観光コンテンツを造成する取組について、全国で 719 件の事業を採択し、十分なマー

ケティングデータを生かした磨き上げから適時適切な誘客につながる販路開拓及び情報発信の一貫し

た支援を実施した。 
 

（２）コンテンツ連携による広域的な周遊観光の促進 

     「地域のコンテンツの連携促進（ロングストーリー造成）事業」により、旅全体を通じて一貫したス

トーリーを有する長期滞在ツアー（ロングストーリーツアー）の造成を９件実施するとともに、ロング

ストーリーツアーの造成に係る手引きを作成し、観光関連事業者等に横展開した。 
 

23 移住や観光でもなく、単なる帰省でもない、日常生活圏や通勤圏以外の特定の地域と継続的かつ多様な関わりを持つ人々。 
24 多様な地域の食やそれを支える農林水産業、伝統文化の魅力で、訪日外国人旅行者を誘客する農泊地域等を農林水産大臣が認定し、官民で連携し

て農山漁村の魅力を海外に一体的に発信する取組のこと。SAVORに、日本の農山漁村の食や食文化を深く味わう・楽しむという意味が込められ

ている。 
25 Familiarization tour の略。観光誘致を図るため、旅行事業者やメディア、インフルエンサー等に現地を視察してもらうツアーのこと。 
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（３）医療や健康増進と連携した観光の推進 

     観光庁は厚生労働省と連携し、地域の医療と観光資源を組み合わせた滞在プラン造成や受入体制構築

等について国内６地域を採択し、モデル実証事業を実施した。また、医療ツーリズムの普及への課題に

関するマーケット調査や、観光から医療まで一貫して通訳できる人材育成のための医療通訳講座に取り

組んだ。 
 

（４）サイクルツーリズムの推進 

   ① サイクルツーリズムの推進に向けて、自転車の走行環境やサイクリストの受入環境等のサイクリング

環境の整備、また、世界に誇りうるナショナルサイクルルートの磨き上げやイベント出展等の国内外へ

の情報発信、さらに、サイクルトレイン・サイクルバスの導入拡大について、官民で連携して取り組ん

だ。 
 
   ② 訪日外国人旅行者の来訪促進及び観光地の魅力増進のため、移動そのものを楽しむ観光列車の魅力を

JNTO ポータルサイトにおいて海外に情報発信するとともに、サイクルトレインについて、情報交換会

等を開催し優良事例の横展開を行うなど、新たな観光ニーズに対するサイクルトレインの普及を促進し

た。 
 

（５）インフラツーリズムの推進 

     インフラツーリズムの拡大に向け、これまでのダムや橋というインフラ施設に加え、青い池（美瑛川

ブロック堰堤）において地域観光資源と連携し、インバウンドに対応した受入体制の検討を実施した。 
 

（６）離島地域等における観光振興 

   ① 離島地域にある資源を活用し、未来を担う子供・若者や旅行者らが離島へ向かう流れを活性化するた

め、ウェブサイト、SNS 等で離島の情報を発信する取組やデジタル等の新技術を活用する取組、関係人

口の創出に向けた取組、小規模離島等の生活環境を改善する取組を実施する地方公共団体を「離島活性

化交付金」により継続的に支援した。また、半島地域では、地域の特性を生かしながら、地方公共団体

やNPO 等の多様な主体が連携して広域的に実施する交流促進、産業振興等の取組を支援するとともに、

地域資源を活用した半島地域への誘客を促進するプロモーションの実施、半島産品の認知度向上と販売

促進等を図るための官民連携体制構築に係る調査を実施した。 
 
   ② 「クルーズ等訪日旅客の受入促進事業」等により、観光資源としての魅力を有するフェリー、旅客船、

遊覧船等が、訪日外国人旅行者に幅広く活用され、船旅の更なる魅力向上や地域経済効果の最大化に資

する取組を行う民間事業者等を支援した。 
 
   ③ 海洋周辺地域への訪日観光を促進するために、「クルーズ等訪日旅客の受入促進事業」において、海上

観光の造成を行う事業を、７事業採択した。 
 

④ クルーズ船受入のため石垣港において旅客船ターミナル等の整備を図った。また、「沖縄振興特別推進

交付金」による、「外国人観光客受入体制強化事業」、「沖縄観光コンテンツ開発支援事業」等を実施した

ほか、「沖縄北部連携促進特別振興事業」により、恩納村・前兼久漁港に、観光関連施設を整備し、観光

利用の利便性向上等を図った。さらに、北部地域の観光地経営の高度化・ブランディング強化を図るた

め、地域連携DMO の立ち上げを目的とする「やんばる観光地域づくり戦略策定事業」を実施した。加

えて、観光人材不足対策に係る無人化・省人化の取組等の支援や、沖縄観光の課題を踏まえ、「魅せる沿

道景観」の整備を推進した。 
 

   ⑤ 滞在型観光を促進するため、特定有人国境離島地域社会維持推進交付金を通じて、１県及び 22 市町

村に対し、旅行者の滞在を延ばす効果が期待される滞在型プランの造成や企画乗船券・航空券又は旅行

商品の企画、開発及び普及等により観光産業を支援した。分散型ホテル、インバウンド誘客促進、長期

滞在型商品の推進を含む多様な取組に支援することで、一部地域では、前年を上回る集客につながった。 
 
   ⑥ 北方領土隣接地域において、地域の資源・特性を生かした体験型・滞在型観光及び広域観光の推進、

交流・関係人口の創出・拡大に向けた観光施設の改修事業を支援した。また、北方領土に関する情報を
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SNS で発信したほか、同地域への修学旅行誘致促進のため、北方領土教育を取り入れた学習プログラム

に係る経費等の補助等を実施した。 
 

（７）旅客航路の観光利用促進 

     「標準的なフェリー・旅客船航路情報フォーマット」及び「簡易作成ツール」を用い、多数の関係者

間における航路情報の共有を図るため、フェリー・旅客船事業者と経路検索事業者によるデータ整備を

引き続き支援・推進した。 
 
第４節 訪日旅行での高付加価値旅行者の誘致促進 

     観光による地方創生や訪日外国人旅行者の旅行消費額の拡大を目指し、消費単価の高い高付加価値旅

行者の誘致促進に取り組むモデル観光地として 2024 年９月に３地域を追加選定し、全国 14 のモデル観

光地に対して、各地域のマスタープランに基づく、コンテンツの創出、宿泊施設や移動環境の検証、ガ

イドの体制等の受入環境の整備等の取組を支援するとともに、JNTO と連携し、海外セールス・情報発

信の強化等に取り組んだ。 
 
第５節 戦略的な訪日プロモーションの実施 
１ 我が国の観光の魅力の戦略的な発信 
（１）オールジャパンによる訪日プロモーションの実施 

     JNTO は、訪日マーケティング戦略に基づき、各市場のターゲットに向けた多言語による SNS 発信

等デジタルマーケティング等も活用して、きめ細かなプロモーションを実施した。また、JNTO では各

現地事務所と各在外公館にて日々連携を行っているところだが、トルコ、ブラジル等の JNTO 現地事務

所が無い市場においても、在外公館等の現地関係機関と連携したプロモーションを行った。さらに、2024
年５月に観光庁と共催で「日仏観光イベント」を実施し、農林水産省、JETRO 及び JFOODO と連携

し、日本食提供エリアを設置した。 
 

（２）新規訪日層の開拓 

     JNTO は、欧米豪市場を中心に存在する「海外旅行には頻繁に行くが日本を旅行先として認識してい

ない層」に対してオンライン広告を配信した。具体的には、海外旅行のきっかけとなる興味・関心に応

じた広告を展開し、当該キャンペーンサイトへの流入を促すことで、デスティネーションとしての日本

の認知度向上を図った。また、北欧地域市場においては、2024 年３月４日に新規開設したストックホル

ム事務所を中心に現地旅行会社等とのネットワーク構築や新規パートナーの開拓を強化したほか、認知

度向上を目的とした情報発信に取り組んだ。 
 

（３）アジアのリピーター層の再訪日意欲喚起 

     アジア 10 市場（中国、韓国、台湾、香港、タイ、シンガポール、マレーシア、インドネシア、フィリ

ピン及びベトナム）の訪日ライトリピーター（訪日２～５回）を対象に、オンライン旅行会社（OTA）
２社と航空会社１社と連携して地方誘客を強化するための販売促進施策に加え、メディア、インフルエ

ンサー（各２市場）を招請して体験型コンテンツや食等の地方の魅力を発信するキャンペーン等を行っ

た。 
 

（４）地域の魅力の海外発信 

   ① 海外を含めたクリエイティブな人材や民間投資を惹きつけるため、イノベーションの創出等を目的と

したインキュベーション施設等におけるイベントの実施・環境への負荷低減に資する取組・情報発信の

取組等に係る経費への一部補助を行った。 
 
   ② 総務省において、放送事業者等と地方公共団体や観光産業、農林水産業、地場産業等が連携し、日本

各地の魅力を伝える放送・映像コンテンツを制作して海外発信する取組を支援した。2024 年度は、計 37
件の事業を採択し、欧州・アジア等９か国・地域において放送・配信した。さらに、独立行政法人国際

交流基金（JF）は、日本のコンテンツへのアクセスが少なく、視聴機会が限られる国・地域を中心に、

日本のアニメ、ドラマ、ドキュメンタリー等の番組を無償提供し、2025 年３月末までに 136 か国・地

域で延べ 4,446 番組の放送を実現するなど、海外の一般市民に向けて、地方を含む日本の魅力を発信し

た。2022 年度をもって新規提供を終了し、提供先国・地域での確実な放送実現に向けて、フォローアッ
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プを行った。 
 

２ 大規模イベントを活用した情報発信 
（１）2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）を契機とした対外発信 

   ① 大阪・関西万博を契機とした全国的な誘客を促進するため、特別な体験の創出等の観光コンテンツの

充実化や、地方部での周遊を含むモデルコースの造成等を支援した。また、公益社団法人 2025 年日本

国際博覧会協会において、JNTO と連携した海外旅行博・商談会等を実施するとともに、観光ポータル

サイト「Expo 2025 Official Experiential Travel Guides」では約 440 件の魅力的な地域の観光商品を掲

載するなど、インバウンドの拡大や地域振興の実現に向けた多言語での情報発信を行った。 
 
   ② 全国を対象に交付している全国版図柄入りナンバープレートは、2024 年度は約 41 万件の申込があっ

た。また、地方版図柄入りナンバープレートは、全 73 地域で約 19 万件の申込があった。さらに、大阪・

関西万博特別仕様ナンバープレートについては約６万件の申込があり、普及促進活動を通じて大阪・関

西万博開催の機運の醸成等に寄与した。 
 

（２）2027年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）に向けた対外発信 

   ① 2024 年７月開催の第 10 回太平洋・島サミットや同年９月開催のG７イタリア農業大臣会合をはじめ

とする国際会議において、国際的な機運醸成及び参加招請を行うとともに、国内向けのシンポジウムの

開催やブース出展を通じて、我が国の高品質な花きや、いけばな、盆栽、日本庭園等の伝統的な文化・

技術を情報発信した。 
 
   ② 米国カリフォルニア州及びイリノイ州で日本庭園の修復等を実施するとともに、ドーハ国際園芸博覧

会において、日本の造園文化の魅力を発信し、訪日需要の喚起につなげた。 
 

３ 各分野と連携した情報発信 
（１）大使・総領事の公邸等を活用した観光プロモーション等の推進 

   ① 在外公館等において運用している SNS アカウントで写真素材を活用し、観光促進を含む広報及び任

国の嗜好・トレンドを踏まえた独自の日本紹介コンテンツを発信することで、日本への関心・理解の促

進を図った。 
 
   ② ジャパン・ハウス３拠点（サンパウロ、ロンドン及びロサンゼルス）で、地域の魅力を発信する様々

なインバウンド関連事業を実施した。例えば、サンパウロでは京都の織物、沖縄の紅型及び茨城の下駄

の歴史を紹介するイベントや長崎県の龍踊りを体験させるイベント等を実施、ロサンゼルスでは鯨と闘

牛に焦点をあてた短編映画の上映を通じた徳之島（鹿児島）を紹介するイベントや県知事が出席して地

域の魅力をアピールするイベント（鳥取、鹿児島及び長崎）等を実施、ロンドンでは 2023 年 11 月から

2024 年４月にかけてアイヌ文化に係る大型展示を開催した。また、JNTO ロンドン事務所との協力事

業「Spotlight on Local Japan」を通じて大分、和歌山、富山、愛知、滋賀及び東京を紹介した。さらに、

併設されているレストランやショップでの銘品・名産品の販売も含め、３拠点それぞれにおいて能登復

興支援を目的とした事業も実施した。 
 
   ③ 2025 年１月、外務省と大阪府堺市、沖縄県、栃木県日光市及び徳島県上勝町との共催で、駐日外交団

等に対して各地方の施策、地場産品、観光情報等を紹介するセミナーを都内で実施し、約 90 人が参加

した。また、外務省と地方公共団体との共催で実施する駐日外交団による地方視察ツアーについて、福

岡県八女市（2024 年６月）、福島県（同年 10 月）、京都市（同年 10 月）及び栃木県佐野市（同年 11 月）

で計４件実施し、参加外交団は各地方が誇る豊かな自然や文化施設、産業施設等を視察した。 
 
   ④ 2025 年２月、外務大臣と群馬県知事の共催で、また、同年３月、外務大臣と長野県知事の共催で、外

務省飯倉公館において、駐日外交団等を対象としたレセプションを実施した。同レセプションにはそれ

ぞれ約 180 人、約 210 人が参加し、各県が誇る食をはじめとする特産品、観光情報、産業、伝統工芸、

伝統芸能等多様な魅力を国内外に発信した。 
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（２）クールジャパンの海外展開 

   ① JETRO において、異業種連携による地域資源を活用した地域産品の輸出やインバウンド促進支援の

一環として、地域産品の海外展開を通じた産地のアピールを行った。また、海外での地域産品の認知度

を高めるため、これらの魅力が一層伝わるよう、海外バイヤー等の招へい等を通じて、地域産品の魅力

に触れる機会を設定した。 
 
   ② 伝統的工芸品の産地の風景や工房で職人が制作する様子を撮影した動画を英語字幕付きで６本作成

し、YouTube や展示会等で配信すること等を通じて産地をPR し、伝統的工芸品の需要と産地の更なる

活性化につなげた。 
 
   ③ 【再掲】第Ⅱ部第１章第３節６ 
 
   ④ 【再掲】第Ⅱ部第１章第９節① 
 
   ⑤ 株式会社海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構）の出資を通じて、地域の観光資源等を生かし

てインバウンド需要を喚起する事業に対して引き続き支援した。 
 
   ⑥ 「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」（平成 19 年法律第 40 号）

に基づき、都道府県が承認する地域の特性を生かした地域経済牽引事業計画について、2024 年９月末ま

でに累計 4,509 計画が承認され、観光資源を生かして地域経済を牽引する事業についても、地域未来投

資促進税制等で後押しした。 
 

（３）日本文化に関する情報の総合発信 

   ① スポーツ庁、文化庁及び観光庁が連携し、スポーツや文化芸術といった地域の魅力を、観光と連携す

ることにより国内外に発信し、訪日外国人旅行者の増加や国内観光の活性化を図るため、｢スポーツ文化

ツーリズム｣を推進、具体的な取組として優れた取組を評価し普及を図るべく、「スポーツ文化ツーリズ

ムアワード」を実施した。 
 

② 【再掲】第Ⅱ部第２章第２節２（５）① 
 
③ 在外公館及び JF は、多様なジャンルの公演や展覧会、映画祭等の対面開催を通じて、日本文化に触

れる機会を提供した。また、JF は、全世界を対象に多言語字幕付きで日本の映像作品を常時配信し、日

本ファン拡大を目指す新たなプラットフォーム「JFF Theater」を 2024 年８月にオープンし、映画等を

通じた日本の魅力発信を試みたほか、日本の優れた舞台作品を発信する「STAGE BEYOND 
BORDERS–Selection of Japanese Performances-」等、全世界向けの既存のオンラインによる取組も、

コンテンツを更新・充実させながら継続した。さらに、JNTO 及び JF は、両機関の本部及び海外拠点

において、今後の更なる連携促進について協議するとともに、双方のコンテンツやネットワークを活用

し、広報協力、共同イベントの開催や訪日プロモーション等、連携して様々な事業を実施した。具体的

には、JNTO の本部及び海外事務所のFacebook にて、前述の「JFF Theater」を紹介し、JF 単体では

届かない潜在的な関心層に向けて日本の映像作品の魅力を発信した。加えて、海外における連携として

は、JF がパリ日本文化会館の施設を観光関連の事業に提供し、日仏間の観光交流の拡大を目的とした

「日仏観光イベント（主催：観光庁、JNTO）」等が開催された。また、新たに中東地域での組織間連携

強化を目的に、JF カイロ日本文化センターと JNTO ドバイ事務所が連携し、日本語教材のサンプルや

観光パンフレット等の双方の制作物の相互配布や、SNS での情報発信等を実施した。さらに、JF 主催

の日本映画祭や文化事業、日本語関連の各種コンテスト等で訪日旅行関連のパンフレットを配布するな

ど、積極的な広報連携にも努めた。 
 

（４）日本食・日本食材等の海外への情報発信 

   ① 訪日旅行経験者等を対象として、日本食・食文化への興味・関心の向上や、帰国後の日本産農林水産

物・食品の購入・消費の拡大のため、日本産食品等のプロモーションを実施した。また、訪日外国人旅

行者が帰国後も日本産農林水産物・食品を購入・消費できるよう海外で日本産食材を積極的に使用する

飲食・小売店を「日本産食材サポーター店」として認定する取組を推進した。 
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   ② 渡航制限の解除を契機として本格的に再開したリアルでの国内外商談会、海外見本市等を通じた海外

バイヤーとのビジネスマッチングの機会を創出するとともに、オンラインによる商談のニーズも引き続

き一定程度あることを鑑み、サンプルショールーム等を活用したオンラインでの商談機会創出の取組も

継続した。 
 

（５）国際放送による情報発信の強化 

     「放送法」（昭和 25 年法律第 132 号）に基づき、NHK にテレビ国際放送の実施を要請し、NHK に

おいてテレビ国際放送と一体として放送を実施した。2025 年１月時点で約 160 の国・地域で約 4.2 億

世帯が視聴可能となった。また、NHK において、利便性の向上及び視聴機会拡大に向けたインターネッ

ト配信の強化等の取組を推進した。 
 

（６）外国報道関係者の招へい等を通じた対外発信 

     海外メディアによる日本の魅力発信を支援するため、2024 年度には外国メディア関係者の招へいを

計 10 件実施した。また、在京外国メディア向けプレスツアーを計３回実施した。 
 

（７）情報通信技術を活用した観光に関する情報の提供 

   ① 公益社団法人日本観光振興協会において、訪日外国人旅行者に向けて、地域の魅力ある精度・鮮度の

高い季節情報及び行事・祭事情報を発信すべく、観光情報ウェブサイト「JAPAN 47 GO」英語版のリ

リース環境を整え、2025 年３月に一部地域情報を先行リリースした。 
 
   ② 全国各地の文化財とその地域の魅力について、外国人目線でウェブサイトを洗練・拡充し、歴史や伝

統、文化芸術への関心が高い層をターゲットとするリーチ施策を実施した。 
 
第６節 MICEの推進 
１ 新型コロナウイルス感染症による変化を踏まえたMICE誘致・開催の意義の発信 

     新型コロナウイルス感染症の影響を経て、外部環境が大きく変化したことを踏まえ、MICE 開催によ

る総消費額及び経済波及効果を測定する「MICE 簡易測定モデル」の改訂に向け、企業ミーティング、

インセンティブ旅行及び展示会の参加者一人当たりの消費相当額調査及び MICE 全体の経済波及効果

の算出を行った。また、国際MICE の参加者数の算出精度向上に向け、調査対象や調査消費費目の変化

等に関する調査を実施した。 
 

２ 政府一体となったMICE誘致・開催 
     「新時代のインバウンド拡大アクションプラン」（令和５年５月 30 日観光立国推進閣僚会議決定）や

大阪・関西万博の開催を踏まえ、政府として各種国際会議を積極的に誘致・開催するため、文部科学省

や外務省等の関係省庁と連携し招請レターを発出し、国際会議誘致を支援した。 
 

３ MICE開催地としての地域の魅力向上・発信文化観光の推進 
   ① 国際会議等のレセプションやインセンティブ旅行を積極的に受け入れている施設について、会議主催

者や全国のコンベンションビューロー26等に対し、JNTO 等のウェブサイトを通じて情報発信すること

で公的施設等のユニークベニューとしての活用を促進した。また、会議開催地のコンベンションビュー

ロー等と会議主催者の連携によるユニークベニューの活用支援や、インセンティブ旅行向けの新規のユ

ニークベニュー活用等への支援を計 30 件行い、新規施設の掘り起こし及び既存施設の活用事例の蓄積

によるMICE 開催地としての各地域の魅力向上を図った。 
 
   ② 国際会議について、開催効果の拡大を目的として、政令指定都市を中心に、近隣の中核都市やその他

地方都市との連携や地域のステークホルダーとの新たな取組実施を計 54 件支援した。また、インセン

ティブ旅行について、地域内の多様なステークホルダーや都市間の連携によるインセンティブ旅行向け

コンテンツ造成やプロモーションツール作成等を計 15 件支援し、各地域の誘致力強化を図った。 
 

４ 日本政府観光局（JNTO）等によるMICE誘致活動の強化 
   ① JNTO において、2024 年８月から 2025 年１月にかけて、シンガポール、ソウル（韓国）、台北（台

 
26 国際会議をはじめとしたMICEの誘致を支援する組織のこと。 
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湾）、ホーチミン（ベトナム）、クアラルンプール（マレーシア）、バンコク（タイ）及びマニラ（フィリ

ピン）の７都市において、現地のインセンティブ旅行を取り扱う有力な旅行会社等と日本側コンベン

ションビューロー、ホテル等を集めたインセンティブ商談会を開催した。また、スペイン・メキシコ、

シンガポール、マレーシア、中国からインセンティブ旅行を取り扱う旅行会社のキーパーソンを招請し、

日本各地での視察を実施した。

② JNTO は、オンライン広告やウェブサイト、SNS 等を活用し、日本のサステナビリティの取組や日本

で開催された国際会議のケーススタディ、大阪・関西万博関連情報等を継続的に発信した。

③ JNTO は、国際的に有力な MICE 主催者との関係を強化し、MICE デスティネーションとしての日

本のプレゼンスを向上させる観点から、国際 PCO27 協会（IAPCO）とのデスティネーション・パート

ナーシップ協定に基づき、IAPCO のネットワークを活用した情報発信や人材育成プログラムにおける

連携を行った。また、国際会議協会（ICCA）、MPI28、SITE29等、MICE 国際団体のネットワークを活

用し、情報収集を行った。

④ JNTO は、データ連携システムを活用し、オンライン及びオフラインのマーケティング活動により収

集・蓄積した各種データを組織内に適時共有するとともに、ウェブサイトとの連携を行い、新たな国際

会議やインセンティブ旅行のセールス情報の獲得等、MICE 誘致力の強化を図った。 

⑤ MICE の誘致・開催に積極的だがそのノウハウが不足している地方都市６都市に対し、コンサルタン

トによるトレーニングプログラムを実施するとともに、全国の都市を対象としたインセンティブ旅行の

誘致・開催に向けた取組等を紹介するセミナーを２回実施した。また、８都市のコンベンションビュー

ローに対し、MICE 見本市への出展支援等を実施し、我が国の MICE 開催件数の更なる増加を図った。 

５ MICE誘致の国際競争力の向上のための基盤整備

① JNTO は、JNTO 及びコンベンションビューローの支援スキームの情報発信を行うとともに、国内メ

ディアと連携し、国際会議の需要喚起を目的とした動画作成等の国内プロモーションを展開し、JNTO
の活動の認知度向上を図った。また、大学及び学協会へのセールスアプローチを積極的に実施し、地域

の拠点大学・研究機関等の潜在的な国際会議主催者及び学協会事務局との連携を強化することにより、

国際会議誘致件数の拡大を図った。

② 日本学術会議は学術研究団体と国際会議を６件共同主催したほか、国際会議主催者セミナーを JNTO
と共同で開催するなど、学術研究に関する重要な国際会議の招致・開催に向けた取組を行った。

③ MICE 推進都市の３都市に対し、各分野における専門家を派遣し、都市ごとにそれぞれの都市にあっ

た取組強化を図るとともに、MICE の誘致段階における PR として競合都市に対する優位性の向上を

図った。

④ JNTO は、体系的人材育成プログラム（初級・中級・上級セミナー）の内容の充実を図り、国際会議

においてもトレンドとなっているサステナビリティのほか、デジタルリテラシーや国際的なネットワー

ク構築等に対応する専門人材の育成に取り組んだ。また、国際会議主催者やコンベンションビューロー

の国際会議誘致活動等に対し、効果的な提案書の作成やプレゼンテーションに係るコンサルティング等

の支援を強化した。

⑤ MICE 施設への PFI30・コンセッション方式導入を促進するため、計３都市の地方公共団体に専門家

を派遣し同方式導入に向けた課題の調査を実施した。また、MICE 施設運営に関わる民間サウンディン

グを容易にするプラットフォームを改定した。

⑥ 国際会議のハイブリッド開催やサステナビリティ等、MICE 開催ニーズの変化への対応力向上を目的

27 Professional Congress Organizer の略。会議運営サービス会社のこと。
28 Meeting Professionals Internationalの略。MICE 専門家が加盟する国際非営利団体のこと。 
29 Society for Incentive Travel Excellence の略。インセンティブ旅行業界の世界的な発展を目指す国際団体のこと。 
30 Private Finance Initiative の略。公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手法のこと。
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として、計 12 の MICE 施設における無線LAN 等の整備支援を実施し、我が国各都市のMICE 誘致の

国際競争力の強化を図った。

⑦ コンベンションビューローと大学の連携等による国内主催者の開催意欲向上・誘致力強化に資する取

組や、若手研究者による国際会議開催を計 24 件支援した。また、大学研究者やURA31へのアンケート

調査等を実施し、国際会議誘致・開催における課題の把握を行った。

６ 国際仲裁の活用による訪日促進

国際商取引の紛争解決の拠点としての我が国の魅力を広報するため、2024 年 11 月に、我が国では初

めてとなる日本国際仲裁ウィーク（Japan International Arbitration Week）を官民の関係機関が連携

して開催し、一週間にわたる様々なイベントに全世界から仲裁実務家や企業関係者等が参加した。

第７節 IR整備の推進

IR については、「特定複合観光施設区域整備法」（平成 30 年法律第 80 号）に基づき、2023 年４月に

認定した大阪の区域整備計画について、2024 年９月に実施状況評価を行った。 

第８節 インバウンド受入環境の整備

１ 交通機関の整備・外国人対応

（１）快適な旅を実現する環境の整備

① 新幹線、高規格道路、国内航空等の高速交通ネットワークを活用し、三大都市圏をはじめとする大都

市圏と地方、また、地方と地方をつなぎ、快適な旅を実現する環境を整備し、地方への国内外の観光客

の流れを創出した。

② バスタプロジェクト 32の全国展開を推進した。その際、民間ノウハウを活用しつつ効率的に整備・運

営するため、官民連携での整備・運営管理を可能とするコンセッション制度等を活用しつつ、多様な交

通モード間の接続を強化し、MaaS33 等の新たなモビリティサービスにも対応可能な施設となるよう、

検討を進めた。

③ 2017 年度に英語を併記した規制標識の整備が可能となったことから、これらの道路標識を更新等に

併せて順次整備した。2024 年度末時点で、約 254,000 枚の規制標識「一時停止」に英字が併記されてい

る。

④ 移動そのものを楽しむオープントップバス等の導入を促進した。

⑤ 観光地の魅力増進のため、移動そのものを楽しむ観光列車の魅力を JNTO ポータルサイトにおいて海

外に情報発信し、地方への訪日外国人旅行者の流れの創出を図った。

⑥ 2023 年に引き続き、2024 年８月から９月にかけて、「THE ROYAL EXPRESS」が道内を、2025 年

１月から３月にかけて、四国・瀬戸内を運行し、観光列車を運行する取組が促進された。

（２）航空ネットワークの回復と強化

① 地方創生や観光立国の実現に不可欠な航空ネットワークの維持・活性化に向けて、需要回復後の成長

投資を下支えする観点等から、令和６年度予算において空港使用料・航空機燃料税の減免や、空港会社

への無利子貸付等を支援した。また、航空ネットワークの維持・発展やサステナブルツーリズムへの関

心の高まりに対応するため、持続可能な航空燃料（SAF）の導入や空港の再エネ拠点化を含む航空の脱

炭素化を講じた。

② グランドハンドリングや保安検査等の空港業務について、政府目標である 2030 年訪日外国人旅行者

数 6,000 万人受入のボトルネックとならないよう、体制を強化していくことが重要であることから、

31 大学等の研究組織において研究開発マネジメントの強化を支える業務に従事する人材のこと。
32 鉄道やバス、タクシー等、多様な交通モードがつながる集約型の公共交通ターミナルを、官民連携で整備するプロジェクト。
33 Mobility as a Service の略。あらゆる乗り物を、IT を用いて結びつけ効率よく便利に移動できるようにするシステムのこと。
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2023 年６月に公表した有識者会議の中間とりまとめを踏まえ、人材確保や処遇改善等に向けた取組を

推進したほか、各関係者が行う取組のフォローアップを実施した。さらに、労働力不足により訪日外国

人旅行者の利便性が損なわれないように、空港制限区域内における無人自動運転の 2025 年までの導入

を目指し、自動運転レベル４相当（特定条件下における完全自動運転）の導入に向けた実証実験を実施

し、必要となるインフラや運用ルール等の検討を行った。また、2024 年６月に空港業務の技術開発・実

装を進めるべく有識者会議を設置し、手荷物輸送作業の生産性向上について検討を開始した。加えて、

令和６年度当初予算「FAST TRAVEL34推進支援事業」において、手荷物輸送等の円滑化に向けた先進

機器の導入に対する補助を実施した。また、外国エアラインの新規就航等において航空燃料の供給がで

きない事態が全国各地で生じたことから、2024 年６月に設置した官民タスクフォースにおいて同年７

月に行動計画をとりまとめ、航空燃料の安定的な供給に向け対応した。

③ 中部国際空港においてビジネスジェット専用動線を一部改修するなど、ビジネスジェットの利用環境

の改善を進めた。

（３）国際拠点空港等の整備（2024年⑥）

① 訪日外国人旅行者の受入拡大、我が国の国際競争力の強化の観点から、首都圏空港の発着容量につい

て年間約 100 万回への拡大を目指し、必要な取組を進めた。具体的には、東京国際空港（羽田空港）に

おいては、2020 年３月に運用を開始した新飛行経路について、引き続き、騒音・落下物対策や地域への

丁寧な情報提供等、新飛行経路の着実な運用に向けた取組を進めた。また、空港制限区域における自動

運転レベル４の導入のための整備に新規着手したほか、空港アクセス鉄道の基盤施設整備、国内線・国

際線間の乗り継ぎ利便性向上のための人工地盤の整備、旧整備場地区の再編整備等を引き続き実施した。

成田国際空港においては、地域との共生・共栄の考え方の下、C 滑走路新設等の年間発着容量 50 万回

への拡大に向けた取組を進めるとともに、旅客ターミナルの再構築や航空物流機能の高度化等の検討を

進めた。

② グランドハンドリングや保安検査等の空港業務について、持続可能な形で発展するよう、人材確保や

処遇改善等に向けた取組を推進した。また、ボーディングブリッジやCIQ35施設の整備等の旅客の受入

環境高度化の支援等を実施し、関係省庁が連携して、各地域における国際線就航を通じた訪日外国人旅

行者誘致の取組を促進した。

③ 中部国際空港においては、引き続き第１旅客ターミナルの処理能力向上を目的とした取組を行うとと

もに、現滑走路の大規模補修時における継続的な空港運用及び空港の完全 24 時間運用の実現等を目的

とした「代替滑走路事業」を推進した。

④ 福岡空港においては、滑走路処理能力の向上を図るため、２本目の滑走路を 2025 年３月 20 日に供用

開始した。また、屋久島空港においては、交流人口の更なる拡大等を図るための「滑走路延長事業」、那

覇空港においては、空港の利便性向上を図るための「国際線ターミナル地域再編事業」、新千歳空港にお

いては、航空機や除雪車両の混雑緩和等を図るための誘導路複線化等を実施した。

⑤ 関係地方公共団体や地元経済界を対象とした勉強会等を実施し、空港コンセッションを導入した場合

の効果等について情報発信を行い、機運醸成に努めた。

⑥ 航空交通量の増加に対応するため、国内管制空域の抜本的再編（上下分離）を引き続き実施した。2024
年度においては、東日本空域における６回の上下分離作業を実施し、2025 年３月 20 日に全国の上下分

離を完了した。

⑦ 今後の航空需要の回復・増加に対応するため、先進的な訓練手法の更なる効果向上に資する訓練デー

タ分析手法の確立に向けた検討、国家資格についてのより合理的で利便性の高い試験方式の着実な運用

及び航空大学校における操縦士の着実な養成、航空会社等と連携した指定航空従事者養成施設等におけ

る航空整備士養成課程の学生に対する無利子貸与型奨学金の創設・開始、航空業界を志望する若年者の

34 空路の利用に係る旅客手続全体の円滑化等を通じた旅客満足度の向上を図る取組のこと。
35 税関（Customs）、出入国管理（Immigration）、検疫（Quarantine）の総称。
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裾野拡大に向けたイベントの開催等、操縦士・整備士の養成・確保に向けた対策を行った。 
 

（４）クルーズ再興に向けた訪日クルーズ本格回復への取組 

   ① 「地域における受入環境整備促進事業」について、クルーズ船内における公衆無線 LAN 環境整備を

支援した。また、「クルーズ等訪日旅客の受入促進に寄与する地方拠点のクルーズ受入促進事業」として

地方公共団体及び業界関係団体と連携し、宮古島において市民向けにクルーズシンポジウムやクルーズ

の体験乗船を実施し、地域住民のクルーズ受入に向けた理解を促進した。 
 
   ② 2024 年の訪日クルーズ旅客数は 143.8 万人、我が国港湾への総寄港回数は前年比約 1.3 倍の 2,479 回

（うち外国クルーズ船 1,923 回、日本クルーズ船 556 回）となった（速報値）。 
 
   ③ 新型コロナウイルス感染症へのこれまでの取組やクルーズの安全・安心の確保に向けた今後の在り方

等を整理した「国土交通省におけるクルーズの安全・安心の確保に係る検討・最終とりまとめ（2023 年

９月 11 日）」等を踏まえ、重要港湾以上の全港湾 125 港及び地方港湾４港の計 129 港において、水際・

防災対策連絡会議を実施するなど、引き続き、日本全体で安心してクルーズを楽しめる環境づくりを進

めた。 
 
   ④ 「国際クルーズ旅客受入機能高度化事業」について、ボーディングブリッジの設置や旅客上屋の改修、

屋根付き通路の整備等、計 13 事業を採択した。また、クルーズコンタクト窓口を設け、クルーズ船社や

港湾管理者、地方公共団体等からのクルーズ船の寄港に関する問合せに対応した。 
 
   ⑤ 「国際旅客船拠点形成港湾」に指定されている港湾において、港湾管理者の港湾施設の整備への支援

や、港湾管理者と連携船社の調整等、ハード・ソフト両面からの支援を行った。 
 
   ⑥ 「クルーズ等訪日旅客の受入促進事業」について、クルーズ船の受入体制強化やクルーズ船寄港プロ

モーション、クルーズ旅客等の満足度向上と地域経済効果の創出に対して、計 35 事業を採択した。ま

た、2024 年度は、みなとオアシスとして新たに５か所（小樽港、土肥港、熊本港、温泉津港、相馬港）

の登録を実施した（2025 年１月１日時点で 165 か所登録）。 
 
   ⑦ 上質な寄港地観光造成に向けた意見交換会を実施し、港湾管理者とクルーズ船社とのマッチングを行

うことで、瀬戸内海や南西諸島等を含めた周遊ルートの開拓を進めた。また、「全国クルーズ活性化会議」

と連携したシンポジウムを実施し、クルーズ振興による地域活性化や日本人クルーズ旅客の増加、我が

国におけるクルーズ文化の醸成を図った。 
 
   ⑧ 全国の港湾における係留可能な岸壁・マリーナに対して、大型のプレジャーボートの寄港実績を調査

するとともに、短期・中期的な対応方針案を検討した。 
 
   ⑨ JNTO は、2024 年４月、11 月に北米最大規模のクルーズ専門見本市、商談会への出展や、同年 10 月

から翌年３月にかけて高付加価値旅行者を主たるターゲットとするクルーズ関係者の招請を実施した。 
 

（５）国際交通機関へのアクセス向上 

     空港・港湾へのアクセス等、高規格道路の整備・活用に取り組んだ。また、東京国際空港（羽田空港）

において、空港の運用状況を踏まえた深夜早朝アクセスバスの運航再開等利便性向上に向けて調整を

行った。さらに、空港整備事業として、JR 東日本羽田空港アクセス線の鉄道基盤施設（トンネル躯体

等）整備を引き続き実施したほか、京急空港線引上線の鉄道基盤施設整備に本格着工した。成田国際空

港においては、空港アクセス関係者との意見交換を重ね、引き続き、空港アクセスの更なる利便性向上

等に向けた検討を進めた。那覇空港においては、空港アクセスの利便性向上を図るため、2024 年度も引

き続き、国内線ターミナルビル前面の高架道路を国際線ターミナルビル前面まで延伸する工事を実施し

た。 
 

（６）地域交通を活用した観光地の魅力向上・高付加価値化とMaaSの実装推進 

   ① 公共交通事業者等が実施する訪日外国人旅行者のニーズが特に高い多言語対応、無料Wi-Fiサービス、
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トイレの洋式化、キャッシュレス決済対応等の取組を一気呵成に進める取組や、災害等非常時において

も安全・安心な旅行環境の整備を図るためにスマートフォン等の充電環境を確保する取組を支援した。 

② 「日本版 MaaS 推進・支援事業」において、全国 11 事業を選定し、観光分野含め幅広い事業者との

連携を行う取組等について、社会実装に向けて支援した。また、MaaS の基盤整備として、公共交通機

関のデータ化については４事業者、キャッシュレス化については 20 事業者に対して支援し、公共交通

機関におけるストレスフリーで快適に旅行できる環境を整備した。

③ 【再掲】第Ⅱ部第１章第９節②

④ 観光地のタクシー不足に対応するため、ほかの営業区域からの応援のほか、地域の自家用車・ドライ

バーを活用した日本版ライドシェアの運用を開始した。日本版ライドシェアの運用改善により、イベン

ト開催時・観光ハイシーズンにおける一時的な需要増加等にも対応した。また、観光地における移動需

要にも応えるため、公共ライドシェアについては大幅な制度改善を行い、交通空白地の判断にあたって

時間帯を考慮するなど、観光客の移動の足が確保されるよう取り組んだ。

（７）MaaS等の新たなモビリティサービスの基盤整備の支援

① 観光地内の周遊性等を高めることによりストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備を図るため、

訪日外国人旅行者等に対して手軽な移動手段を面的に提供するシェアサイクルの導入を支援するとと

もに、地方公共団体や事業者に情報発信を行うことにより、シェアサイクルの導入促進に努めた。

② 日本の配車アプリの多言語化を進め、訪日外国人旅行者等が母国と同じようにタクシーを利用できる

環境を整備した。また、外国語対応ドライバーの採用・育成や、多言語タブレット等の活用促進、キャッ

シュレス決済への対応の推進等により、訪日外国人旅行者等が快適に国内を移動できるよう、言語・決

済に不安なくタクシーを利用できる環境を整備した。さらに、言語・決済に不安なく利用できるタクシー

の車体表示等の見える化を促進するとともに、空港・主要駅における訪日外国人旅行者対応タクシー乗

り場・入構レーンの設置等により、空港・主要駅での利用環境の向上を図った。主に訪日外国人旅行者

を相手として行われる、「道路運送法」（昭和 26 年法律第 183 号）に違反する自家用車を使用したタク

シー行為、いわゆる白タク行為については、関係機関と連携して対応してきたところであり、2023 年度

以降、訪日外国人旅行者が増加している状況を踏まえ、成田国際空港・東京国際空港（羽田空港）をは

じめとする国内主要空港や観光地等において白タク行為防止を呼びかける啓発活動を実施するととも

に、主要空港等の実態調査を行い、白タク行為と疑われる事案に関する情報を警察に提供するなど、旅

行者の安全・安心を確保できるよう白タク行為防止対策の強化に取り組んだ。

（８）公共交通事業者等による利便増進措置

① 「外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律」（平成９年法律第 91 号）（国

際観光振興法）に基づき、観光庁長官が指定した区間に関して、公共交通事業者等が作成した「外国人

観光旅客利便増進実施計画」をとりまとめ、整備状況を確認するとともに、公共交通事業者等が当該計

画に基づいて行う多言語対応等の外国人観光旅客利便増進措置の実施を支援した。

② 旅行者目線での快適な鉄道乗車サービスを実現するため、インターネット予約環境の一層の充実や

キャッシュレス決済の導入を促進した。

（９）新幹線等を利用する訪日外国人旅行者の国内移動の活性化

訪日外国人旅行者の国内での移動を円滑化するため、企画乗車券引き換え時の待ち時間対策を実施す

るなど、「Japan Rail Pass」36等の企画乗車券の利用促進を図った。 

（１０）観光地へのアクセスの利便性向上

観光地へのアクセス利便性を向上させるため、観光旅行者のニーズに合った観光地周辺での交通の充

実及び共通乗車船券等の造成・改善を図った。

36 観光目的の短期滞在で訪日する外国人等、利用資格を満たす旅行者を対象に、JRグループ６社が共同して提供する JR各社の鉄道及び路線バス

等が乗り降り自由で利用できる特別企画乗車券。

ueyama
ハイライト表示

ueyama
ハイライト表示

ueyama
ハイライト表示

ueyama
ハイライト表示

ueyama
ハイライト表示

ueyama
ハイライト表示

ueyama
ハイライト表示



 
 

94 
 

（１１）わかりやすい道案内等の充実 

   ① 道路案内標識の英語表記の改善・充実、道路案内標識と観光案内ガイドブックやパンフレット等の連

携、交差点名標識への観光地名称表示、国土地理院作成の英語版地図との英語表記の整合の確保等によ

り、訪日外国人旅行者を含む全ての道路利用者にわかりやすい道案内を推進した。 
 
   ② インバウンドの受入環境整備・改善を促進するため、「北海道ドライブ観光促進プラットフォーム」

（2025 年３月末現在、108 機関が登録）において、2023 年の来道外国人旅行者のGPS データ、周遊・

滞在状況等の分析結果等を共有した。また、2024 年 11 月に同プラットフォーム会合を開催し、データ

を活用した施策展開等について意見交換を行った。 
 

（１２）幹線鉄道の整備 

   ① 整備新幹線について、現在建設中の北海道新幹線（新函館北斗・札幌間）は、2025 年３月に、「北海

道新幹線（新函館北斗・札幌間）の整備に関する有識者会議」において、現時点では、完成・開業はお

おむね 2038 年度末となることが見込まれるが、トンネルの貫通に一定の目途が立った段階で、改めて

全体工程を精査し開業時期を定めることが適切であること等を内容とする報告書がとりまとめられた。

未着工区間である北陸新幹線（敦賀・新大阪間）については、工事実施計画の認可後に行っていた調査

も含め、施工上の課題を解決するための調査を、先行的・集中的に実施するとともに、詳細な駅位置・

ルートの案を公表した。さらに、九州新幹線（西九州ルート）について、関係者との協議を進めた。 
 
   ② リニア中央新幹線（品川・名古屋間）について、「リニア中央新幹線静岡工区モニタリング会議」を通

じて、JR 東海の対策状況を継続的に確認するとともに、静岡県と JR 東海の協議に国土交通省も入って

一層の対話を促した。また、名古屋・大阪間について、一日も早い全線開業に向け、関係地方公共団体

や JR 東海と連携し、環境整備を進めた。 
 

（１３）都市鉄道の整備 

     2025 年１月、大阪・関西万博のアクセスルートとなる大阪メトロ中央線（コスモスクエア・夢洲間）

が延伸開業した。また、都市鉄道の機能強化を通じて、まちづくりと連携した公共交通のネットワーク

の充実度を高めるため、東京メトロ有楽町線と南北線の延伸や、なにわ筋線等の整備事業を着実に推進

した。 
 

（１４）高速道路の整備等 

     観光振興のため、高速道路会社等が、地方公共団体や観光施設・宿泊施設等と連携して、一定の期間

及びエリア内の高速道路が乗り降り自由となる周遊パスについて、利用促進を図るとともに、平日のみ

の利用についての割引拡充により、平日への観光需要の平準化に取り組んだ。また、訪日外国人旅行者

の地方部への誘客のため、高速道路会社等が、レンタカー事業者等と連携して、一定の期間及びエリア

内の高速道路が乗り降り自由となる周遊パスについて、利用促進を図った。 
 

（１５）地域内の道路・道の駅の整備 

   ① 観光や防災等の地域の拠点としての役割を発揮するため、「道の駅」の電気自動車（EV）の充電施設

やトイレの洋式化等の整備を促進するとともに、災害時には地域外の利用者や地域住民に被災状況や支

援活動の情報提供を実施した。 
 
   ② 第１ステージ「通過する道路利用者へのサービス提供の場」、第２ステージ「道の駅自体が目的地」と

して取組を進めてきたが、第３ステージ「地方創生・観光を加速する拠点」を目指す取組の一環として、

キャッシュレスの導入推進や外国人観光案内所の JNTO 認定取得を促進するなどのインバウンド対応

を強化した。 
 
   ③ 「道の駅」が民間企業や DMO、「日本風景街道」等と連携した取組を促進することにより、第３ステー

ジ「地方創生・観光を加速する拠点」としての機能強化を図った。 
 

④ 地域の観光拠点機能の充実及び消費拡大を図るべく、訪日外国人旅行者の来訪が多い又は今後の増加

が見込まれる「道の駅」について、キャッシュレス決済環境、段差の解消、トイレの高機能化及び洋式
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便器の整備に係る取組を３件支援した。 
 
   ⑤ 【再掲】第Ⅱ部第１章第７節３② 
 

（１６）道路交通の円滑化 

   ① 【再掲】第Ⅱ部第１章第 10 節７② 
 
   ② 【再掲】第Ⅱ部第１章第 10 節７③ 
 

（１７）旅客船ターミナル・旅客船の整備 

     離島をはじめとする各地域の玄関に相当する旅客船ターミナル及び旅客船のバリアフリー化や無料

Wi-Fi の整備・多言語表示の充実等の訪日外国人旅行者の受入環境整備等を図ることにより、サービス

の多様化・高度化を加速させた。また、キャッシュレス決済システムの整備等、快適で安全・安心な旅

行ができる環境整備を図った。 
 

（１８）マリンレジャーを活用した地域観光の振興等 

     マリンレジャーの拠点である「海の駅」やボート関連イベント等において、クルージングの魅力やマ

リンチック街道の周知をするとともに、地方公共団体や関係団体等と連携して、クルージング等の体験

機会提供の取組を年間に計 28 回全国各地で実施した。 
 

（１９）港湾空間・みなとオアシスの整備等 

     【再掲】第Ⅱ部第２章第８節１（４）⑥ 
 

２ 出入国に関する措置等の受入体制の確保 
（１）ビザの緩和及びビザ発給手続の迅速化・円滑化 

     訪日外国人旅行者が我が国へのビザ申請を円滑に行えるよう、在外公館のビザ審査に係る必要な物

的・人的体制の整備及び領事業務の合理化に取り組んだ。2024 年度には、インド及びインドネシアに次

世代査証発給システムを導入し、現在までに合計 19 か国・地域にて査証のオンライン申請及び電子査

証の交付が可能となった。また、観光立国の実現及び二国間の人的交流促進のため、政府全体の受入環

境整備の進捗状況や諸外国の状況及び要望を踏まえ検討を重ねた結果、2024 年４月以降、パナマ、フィ

リピン、ウクライナ及びブルネイの４か国を対象に査証発給要件の緩和を実施した。2025 年３月末時点

で、我が国は 71 の国・地域の一般旅券所持者に対する査証免除措置を実施している。 
 

（２）最先端技術を活用した革新的な出入国審査等の実現 

   ① 成田国際空港においては、出国の待ち時間の公開を開始した。また、関西国際空港においては、出国

の待ち時間を公開しているところ、入国の待ち時間の公開に向け、関係者で調整を引き続き進めた。さ

らに、今後、訪日外国人旅行者数の更なる増加が見込まれることから、出入国審査を更に円滑化する必

要があるため、以下の取組を実施した。 
 
   ② 大規模空港に既設しているバイオカートや電子 ED カード 37 用読み取り機器を地方空港に随時、移

設・導入を行うことにより設備の拡張を図った。 
 
   ③ 日本到着後の審査時間を短縮するため、2025 年１月から２月にかけて台湾で日本の入国審査手続の

一部を出発前に済ませるプレクリアランスを実施した。 
 
   ④ 航空機の乗員等を対象に、自動化ゲートの利用対象拡大について検討した。 
 
   ⑤ 出入国者数の今後の増加を見据え、顔認証ゲートのより円滑な運用のため 2023 年５月に成立した「刑

事訴訟法等の一部を改正する法律」（令和５年法律第 28 号）の施行に伴う出国確認の留保の対象拡大に

 
37 外国人入国記録に係る情報を、外国人が「出入国管理及び難民認定法施行規則」（昭和 56年法務省令第 54号）第５条に定める電子的な方法によ

り事前に登録アプリ（Visit Japan Webサービス）に登録することで作成される二次元コード（QRコード）のこと。 
（ED：Embarkation/Disembarkation の略） 
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備えた出国手続機能改修等を検討した。 
 
   ⑥ 訪日外国人旅行者数が増加する中、円滑な出入国審査を行うため、地方空港・港湾を管轄する地方出

入国在留管理局は、職員の勤務時間の見直しや同地方官署内での応援派遣等を行い、到着便が輻輳する

時間帯に入国審査官を効果的に配置するなど、機動的な勤務体制の整備を行うとともに、審査機器の増

配備等を行った。また、税関における水際取締強化と迅速な通関の両立を図るため、訪日外国人旅行者

数等を踏まえ、適正な人員配置を行うとともに、X 線検査装置等の取締・検査機器の整備を実施した。

さらに、検疫所における検疫体制の強化を図るため、適正な人員配置を行うとともに、患者搬送車両、

検査機器等の物的体制の整備を行った。 
 

⑦ Visit Japan Web については、安定運用を実現し、利用者の利便性向上等に資するとともに、利用者

のニーズ等に応じた機能拡充等を随時行った。 
 
   ⑧ 急増する訪日外国人旅行者等の円滑な入国と厳格な水際対策を両立させるため、税関では、事前旅客

情報（API38）や乗客予約記録（PNR39）を 24 時間体制で分析・活用し、旅行者等の効率的かつ効果的

な検査を実施した。また、引き続き全ての航空会社からの電子的な PNR 取得の推進、国内関係機関と

の連携の推進、AI の積極的活用等による情報収集・分析の強化を行った。出入国在留管理庁では、航空

会社からのPNR の電子的な報告を促進し、また、2024 年７月３日付けでインドネシア当局と情報共有

に関する協力覚書に合意するなど国内外の関係機関との情報連携を推進するとともに、AI を活用するな

ど高度な分析を行い、その結果を空港等の地方出入国在留管理官署で活用することにより、訪日外国人

旅行者に対して円滑かつ厳格な入国審査を実施した。 
 
   ⑨ 海外の空港で本邦に渡航予定の外国人に係るチェックイン時の情報等を活用して渡航前のスクリー

ニングを実施し、スクリーニング結果を航空会社に通知する仕組みにより、航空会社が出発空港におい

て渡航者の搭乗の可否を判断することが可能となる相互事前旅客情報システム（iAPI40）の試行的な運

用を 2024 年８月に開始した。また、我が国にとって好ましくない外国人の来日を未然に防止するのみ

ならず、増加が見込まれる外国人旅行者に対する円滑な上陸審査を可能にする電子渡航認証制度（査証

を所持しないで渡航しようとする外国人等に身分事項、渡航目的、本邦での活動内容等の情報をあらか

じめ電子的方法で申告させ、来日前にチェックする仕組み）の導入に向けて海外法令の調査等を実施し

た。 
 
   ⑩ 国際テロの脅威が高まる中で、航空需要の回復・増大を踏まえ、航空保安検査の効率化を図りつつ厳

格化を実現するため、スマートレーン 41等の先進的な保安検査機器の導入促進を図った。また、今後の

保安検査の実施主体や費用負担の在り方については、2024 年 11 月に実務者検討会議を設置し、検討を

進めた。 
 

⑪ 世界最高水準の旅客サービスの実現に向け、自動チェックイン機、自動手荷物預け機、スマートレー

ン等の先進機器の導入支援や、複数航空会社間でチェックインカウンターを共用化するシステム

（CUTE42 システム）等の導入支援等、搭乗手続の円滑化や旅客動線の効率化・高度化を図った。関西

国際空港については、国、地元の地方公共団体、経済界、運営権者等の関係者が一体となった機能強化

を進めており、容量拡張を目的として 2025 年３月から新飛行経路の運用を開始するとともに、運営権

者による民間の創意工夫を生かした機能強化として、2025 年３月の新国際線保安検査場のオープン等

の第１ターミナルの改修事業を推進した。 
 
   ⑫ 訪日外国人旅行者数 6,000 万人時代の到来を見据えて、新たに国際線が就航した空港やクルーズター

ミナル等に対し、バイオメトリクス読取装置の増配備を実施した。また、次期バイオメトリクス読取装

置の導入に向けた検証等を実施した。 
 

38 Advance Passenger Information の略。船長又は機長が入出港前に報告する旅客及び乗組員の氏名、国籍等に関する情報のこと。 
39 Passenger Name Record の略。航空会社が保有する旅客の予約、搭乗手続等に関する情報のこと。 
40 Interactive Advance Passenger Information system の略。本邦に渡航予定の外国人が海外の空港においてチェックインした際、航空会社が取得

した情報を出入国在留管理庁に送信し、その情報を基に搭乗前の事前スクリーニングを行うシステム。 
41 自動で手荷物の仕分けや搬送が可能なレーンのこと。 
42 Common Use Terminal Equipmentの略。航空会社が世界主要空港で共同使用できる端末システムのこと。 
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   ⑬ 増加する訪日外国人旅行者に対応するため、税関検査場電子申告ゲート等を適正に運用するとともに、

一部の空港において税関検査場電子申告ゲートの機能強化を行ったほか、税関検査場電子申告ゲートを

配備していない空港についても二次元コード読取端末の増配備を行うことで、入国旅客の電子申告の環

境を整備した。また、更なる旅客の利便性向上のため、デジタル庁と連携し、税関検査場電子申告ゲー

ト等の利用拡大に努めた。 
 
   ⑭ 重要ビジネス旅客や国際会議関係者等へのファーストレーンの利用促進については、訪日外国人旅行

者の回復状況や日本における国際会議の開催状況を踏まえながら、成田国際空港や関西国際空港の関係

者を含めたファーストレーン検討会を開催し、空港関係者で課題整理等を進めた。 
 
   ⑮ 税関・入管手続に必要な情報を同時に提供することを可能とする「共同キオスク」について、2024 年

１月から東京国際空港（羽田空港）第２ターミナルで導入し実証実験として運用してきたところ、実証

実験の結果を踏まえて機能改善を図った。また、関西国際空港（第１ターミナル、第２ターミナル）・東

京国際空港（羽田空港）（第２ターミナル、第３ターミナル）・成田国際空港第３ターミナルに配備を拡

大して運用開始に向けた調整を進めた。 
 
   ⑯ 動植物検疫制度を周知するため、多言語のリーフレット等の空港の輸出検疫カウンター等での配布、

ウェブサイトへの掲載を行った。また、成田国際空港等の６空港７か所の旅客ターミナルに設置した輸

出検疫カウンターを活用し、携行品の農畜産物に係る円滑な輸出検査手続を行った。 
 

３ 観光地等の訪日外国人旅行者対応の推進 
（１）観光地のインバウンド対応の支援 

① 訪日外国人旅行者の周遊の促進・消費の拡大を図るため、滞在時間の延長を促進するための賑わい拠

点となる屋外広場の整備、環境に配慮しながら点在する観光スポットへの周遊を促進するための多様な

移動手段の整備、観光施設等における多言語対応や無料 Wi-Fi 整備等を 66 件支援した。また、JNTO
のウェブサイト等を活用して、引き続き訪日外国人旅行者に対する無料 Wi-Fi スポットやプリペイド

SIM 等の提供情報の周知を図った。 
 

   ② 携帯電話が利用できない地域の解消等のため、「携帯電話等エリア整備事業」を実施し、通信環境の整

備を促進した。 
 

（２）通訳ガイドの質・量の充実 

     【再掲】第Ⅱ部第１章第４節３ 
 

（３）観光案内拠点の充実 

     東北地方や関東地方等で計３回開催された JNTO 主催認定案内所地域セミナーにて、案内所関係者に

対して、2023 年３月に改定した「外国人観光案内所の設置・運営のあり方指針」の改定箇所の説明や観

光案内所の機能強化に係る取組事例の周知を行った。また、訪日外国人旅行者の利便性向上と安心して

旅行できる環境の整備に向けて、観光案内所の情報発信や避難所機能の強化等の取組を支援した。 
 

（４）観光地域における案内表示等の充実 

     国宝（建造物）等が所在する 13 地域、国立公園 12 か所を含む 40 地域において、英語のネイティブ

ライター等の専門人材を地域に派遣し、訪日外国人旅行者にとってわかりやすく魅力的な解説文を作成

した。また、本事業で作成した英語解説文を元にした中国語及び韓国語解説文作成を支援した。 
 

（５）誰もが一人歩きできる環境の実現 

① 大阪・関西万博において実証予定の同時通訳技術を実現する要素技術について、研究開発目標を達成

し、また重点対応言語を拡大した。 
 
② 手ぶら観光カウンターの機能向上に対して１件支援し、手ぶら観光カウンターの設置を促進するとと

もに、手ぶら観光カウンターに関する情報を広く発信し、認知度向上を図った結果、新たに 36 件の手

ぶら観光カウンターを認定した。 
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（６）外国人患者受入体制の充実 

① 外国人患者が円滑に医療機関を受診できるよう、厚生労働省と観光庁が連携し、都道府県によって選

定された「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関」を含めた、「外国人患者を受け入れる医療機関の

情報を取りまとめたリスト」について、全国 2,411 か所の整備を実施した（うち都道府県によって選出

された「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関」は 1,910 か所）。また、医療通訳等の配置支援事業

について 19 の医療機関を間接補助事業者として採択した。その他、外国人患者受入れ医療コーディネー

ターの養成、希少言語に対応した遠隔医療通訳サービスの提供、団体契約を通じた電話医療通訳の利用

促進等を通じて、医療機関における外国人患者受入環境の整備を実施した。また、都道府県における協

議の場や医療機関からの相談にワンストップで対応する窓口の整備を支援するとともに、訪日外国人旅

行者等への医療提供体制に関する情報をまとめたウェブサイトでは、新たな好事例インタビュー記事を

追加するなど、医療機関における外国人患者受入環境の整備に有用な情報を発信した。 
 

   ② 訪日外国人旅行者が不慮のケガ・病気になった際に、スムーズに外国人患者を受け入れる医療機関に

アクセスできるよう、JNTO のウェブサイトやアプリ等で「外国人患者を受け入れる医療機関」につい

て情報提供した。また、JNTO の SNS の活用等により、訪日外国人旅行者に対し、JNTO ウェブサイ

トでの医療機関情報提供を周知した。 
 
   ③ 訪日外国人旅行者に対し、JNTO のウェブサイトや海外での誘客イベント、在京大使館を通じた旅マ

エから保険加入の必要性の周知を行うとともに、空港等でのポスターやデジタルサイネージの掲示や海

外インフルエンサーを活用したSNS上での周知によって、インバウンド旅行保険の加入促進を図った。 
 

（７）キャッシュレス環境等の改善 

     訪日外国人旅行者のニーズに合致する整備水準が維持されるよう、銀行（地方銀行含む。）に対し、海

外発行カード対応 ATM 設置に有用なデータを提供し、ニーズが高い場所での優先的な設置を行うなど

の戦略的な取組を促した。また、訪日外国人旅行者の周遊の促進を図るべく、観光案内所、宿泊施設、

公共交通機関等に加えて、観光地の飲食店、小売店等におけるキャッシュレス決済機器の導入等面的な

受入環境整備を支援した。 
 

（８）多様な宗教的、文化的習慣を有する旅行者の受入環境の充実 

     ムスリムやベジタリアン・ヴィーガン旅行者等、多様な食習慣・宗教的習慣等を有する訪日外国人旅

行者がストレスなく安心して観光を満喫できる環境整備を図るため、飲食・宿泊・観光関連事業者向け

に観光庁が作成したガイドの周知等により、食事や礼拝等、様々な生活習慣に配慮した受入環境の整備

充実を図った。 
 

（９）伝統芸能等における外国人対応の推進 

① 国立の各劇場において、外国人向けの公演、鑑賞教室等を開催するとともに、多言語による字幕表示

を行うなど、外国人来館者等がより快適に日本文化の魅力を体験する機会の充実に取り組んだ。国立博

物館・美術館においては、外国人に向けたイベント等の開催、多言語ガイドや字幕等の整備充実に取り

組んだ。 
 
② 【再掲】第Ⅱ部第２章第８節３（４） 
 

（１０）2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）に向けた受入環境整備 

     大阪・関西万博に来場する訪日外国人旅行者の受入に向け、CIQ 体制の人的・物的な強化、会場内外

における純国産の多言語 AI 翻訳エンジンを搭載した自動翻訳システムやピクトグラム等外国人にわか

りやすい表示の整備、無料公衆無線LAN 等の社会全体の ICT 化を推進した。また、大阪・関西万博関

連イベントの全国各地での開催や、特別な体験の創出等の観光コンテンツの充実化や地域周遊の促進、

受入環境整備等を実施し、JNTO 等と連携した訪日プロモーションや博覧会協会が構築する観光ポータ

ルサイト「Expo 2025 Official Experiential Travel Guides」で約 440 件の魅力的な地域の観光商品を掲

載するなど、大阪・関西万博に向けた来場者の受入環境整備を進めた。さらには、70 種類の決済ブラン

ドによるキャッシュレス決済環境の整備等を推進し、加えて、大阪・関西万博に関心を持つ外国人の多

言語コミュニケーションを可能とする技術も活用しながら、来訪前から、もしくは来訪せずとも、オン
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ライン上で大阪・関西万博にバーチャル参加・共創できるような仕組みや、日本の魅力的なコンテンツ

にアクセスできるような環境整備も推進した。 
 

（１１）2027年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）に向けた受入環境整備 

     2025 年１月から「GREEN×EXPO 2027 全国連携プログラム」を募集開始し、公式ロゴマークを活

用した全国の花・緑・農・食に関連するイベントやプログラム等との連携や機運醸成を推進するととも

に、公益社団法人 2027 年国際園芸博覧会協会が実施する会場建設等の受入環境の整備を支援した。 
 

（１２）ランドオペレーターの登録制度の適切な運用 

     利益優先による質の低い旅行商品の提供やダンピング契約による旅行の安全性の低下を防ぐために

導入された旅行サービス手配業（ランドオペレーター）の登録制度の周知等を実施し、制度の適切な運

用を図った。旅行サービス手配業者については、2024 年４月１日時点で、2,617 社の登録がなされてい

る。 
 
第９節 アウトバウンド・国際相互交流の促進 
１ アウトバウンドの促進 

   ① 「当面の重点デスティネーション」として選定した 24 の国・地域を中心に、関係業界や各国・地域の

政府観光局等と連携して、現地の観光情報や海外旅行の魅力の発信等を行った。特に、日米の官民観光

関係者が連携して、日米観光交流年期間中に米国との観光交流の拡大に向けたイベント実施やメッセー

ジ発信等の取組を行った。また、2025 年３月 24 日には観光庁、外務省及び一般社団法人日本旅行業協

会の３者連名で「もっと！海外へ宣言」を発出し、官民一体となり海外旅行への機運醸成を図ることと

した。 
 
   ② 「道の駅」第３ステージとして、大学等と連携し、特産品を生かした商品開発等、学生の課外活動や

インターンシップの場として「道の駅」を活用することを促進するなど、「地方創生・観光を加速する拠

点」となるための取組を推進した。また、2025 年３月には、13 の大学が参加した大学セミナーを開催

し、連携事例を広く全国周知した。 
 

２ 日本人海外旅行者の安全対策 
     日本人海外旅行者の安全のため、観光庁は外務省及び旅行業者と連携し、「たびレジ」43や旅行安全情

報共有プラットフォームを通じて、海外の危険情報を発信したほか、テロや自然災害等の発生時に安否

確認を実施できる体制の確保及び都市別安全情報の提供を行った。 
 

３ 姉妹・友好都市提携等の活用 
     姉妹・友好都市交流を行っている団体のうち、先進性、独自性、継続性、活発性等、創意と工夫に富

んだ取組を行っている団体について表彰（総務大臣賞）し、広く全国に同団体の取組を紹介した。 
 

４ 留学生の増加と活用 
     文部科学省は、教育未来創造会議第二次提言等を踏まえ、日本人学生等の海外経験・留学支援に係る

取組の促進、外国人留学生に対する奨学金等の経済的支援や国内就職支援等の受入環境整備、質の保証

を伴った大学間交流プログラム等の拡大に係る取組を行った。また、外務省や関係機関等と連携し、優

秀な外国人留学生を戦略的に獲得するためのリクルーティングや広報・情報発信を行った。 
 

５ 訪日教育旅行の促進 
   ① 訪日教育旅行の更なる促進を図るため、JNTO のウェブサイトを通じて、日本の観光資源や安全面等

の情報を海外の学校・旅行会社に発信したほか、訪日教育旅行の教育的意義について国内の教育部局や

学校に対しても周知を行った。また、2024 年６月に台湾、2025 年２月にオーストラリアにおいて教育

関係者を対象としたセミナーを開催し、日本の体験プログラムや見学地の紹介等を通じて、教育旅行先

としての日本の魅力を訴求した。さらに、台湾においては 2024 年 10 月に日本での学校視察や意見交換

 
43 「たびレジ」に登録すると現地の大使館・総領事館から、日本語で最新の安全情報がメールで届く、無料配信サービス。大規模な事件・事故、テ

ロ、自然災害等緊急事態が発生した場合、被害の状況によっては、現地の大使館・総領事館から、緊急連絡のメールが届き、安否の確認や必要な

支援等を受けることができる。 
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会、地方視察を行うなど、日本の受入地方公共団体との交流の機会を設けた。 
 
   ② 海外教育旅行の導入に意欲のある学校・地方公共団体と旅行会社のマッチングの機会を設定し、優良

な海外教育旅行プログラムを選定して開発を行うとともに、海外教育旅行シンポジウムの開催、事例集

「海外教育旅行のすすめ」のウェブサイト掲載等を通じて普及啓発を実施した。 
 

６ ワーキング・ホリデー制度の導入促進 
     我が国と諸外国・地域との人的交流の拡大と青少年の相互理解の促進を図るため、ワーキング・ホリ

デー制度の拡大に向けた検討を重ねた結果、2024 年４月以降、ルクセンブルクとの間でワーキング・ホ

リデー制度を開始したほか、ニュージーランド、カナダ、ドイツ、英国、アイルランド、デンマーク、

スロバキア及びオーストリアの８か国を対象に現行制度の一部見直しを実施した。 
 

７ 海外の青少年等との交流促進 
     日本への関心・理解・支持の拡大を目的に実施した招へい等の事業に、将来を担う青年約 3,000 人が

参加するなど、対日理解の促進、日本の魅力等の対外発信強化を推進した。 
 

８ 地域レベルの国際交流・国際協力の推進 
   ① 2024 年 12 月、地方公共団体の国際的取組への支援を目的として地方公共団体の職員等を対象とした

地方連携フォーラムをウェビナー形式で開催した。「日・ASEAN 関係」、「SAKE から観光立国」のテー

マの下、関連分野に知見を有する政府関係者等による講演及び参加者との意見交換を実施した。 
 
   ② 第 10 回日中韓観光大臣会合を兵庫県・神戸市で開催し、日中韓三国の観光交流と協力の一層の強化、

三国間の人的交流拡大、地域経済の繁栄と社会発展の促進等を目的として議論を行い、共同宣言を採択

した。 
 

９ 二国間の観光交流の取組の推進 
     観光当局間の協議としては、2024 年 12 月に 2025 年の日韓国交正常化 60 周年を記念し日韓観光ビ

ジネスフォーラムをソウル（韓国）で開催し、続けて日韓観光振興協議会を江陵（韓国）で開催した。

また、2025 年１月に第１回日西合同協力委員会をマドリード（スペイン）で開催した。さらに、2024
年１月から 2025 年３月は、日米政府間で定めた日米観光交流年であり、観光イベント等を通じて両国

間の観光交流の拡大を図った。 
 

１０ 国際機関等への協力を通じた国際観光交流の促進 
     2024 年 11 月に世界観光機関（UN Tourism）と連携し、アジア・太平洋地域の枠組みにおいて初め

てとなる観光レジリエンスに関する閣僚級会合「観光レジリエンスサミット」を宮城県仙台市で開催し

た。本サミットでは、観光レジリエンスの向上に向けた今後の取組の方向性をまとめた共同声明「仙台

声明」を採択した。また、上記をはじめとした我が国の取組について、同年 11 月に初めて開催されたG
７観光大臣会合のほか、ASEAN＋３観光大臣会合、G20 観光大臣会合等への出席等を通じて、発信等

を行った。 
 

１１ 開発途上国等の観光振興に対する協力 
     開発途上国等に対し、独立行政法人国際協力機構（JICA）等の取組を通じて、観光振興に必要となる

情報の提供や提言等の協力を行った。また、ASEAN 諸国に対し、日本アセアンセンターによる教育旅

行セミナー、女性観光事業者向けデジタルスキル研修といった取組を通じて、観光振興、人材育成等の

協力を行った。 
 

１２ 海外における日本語教育 
     JF による日本語専門家の派遣、日本語教師の訪日研修等、様々な形で海外における日本語教育の質の

向上と安定的実施に寄与した。また、以前から継続的に充実を図ってきた e ラーニングコンテンツや日

本語教材を幅広く活用し、海外における日本語教育の普及・拡大を通じて対日理解の促進や日本への親

近感の醸成を図った。 
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第１０節 国際観光旅客税の活用 
     国際観光旅客税収（旅客税財源）については、国際観光振興法及び「国際観光旅客税の使途に関する

基本方針等について」（基本方針等）において、使途を３つの分野に限るとともに、受益と負担の関係の

明確化等の基本的な考え方に沿った施策に財源を充当すると定めている。2024 年度の旅客税財源につ

いては、基本方針等に基づき、出入国手続の高度化、世界水準の受入環境整備、地域資源を活用した新

たな観光コンテンツの拡充等に充当した。2025 年度の旅客税財源については、民間有識者の意見を踏ま

えつつ、基本方針等に基づき、観光先進国の実現に向けた新規性・緊急性の高い施策・事業に充てるこ

ととした。 
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第３章 国内交流拡大 
第１節 国内旅行需要の喚起 
１ 地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化 

     【再掲】第Ⅱ部第１章第１節 
 

２ 消費拡大に効果の高いコンテンツの整備 
     【再掲】第Ⅱ部第２章第２節 
 

３ 地方誘客に効果の高いコンテンツの整備 
     【再掲】第Ⅱ部第２章第３節 
 

４ 交通機関の整備 
     【再掲】第Ⅱ部第２章第８節１ 
 

５ 2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）を契機とした国内観光振興 
     大阪・関西万博を契機とした全国的な誘客を促進するため、特別な体験の創出等の観光コンテンツの

充実化や、地方部での周遊を含むモデルコースの造成、旅行会社招請による商品造成促進等を実施した。

また、公益社団法人 2025 年日本国際博覧会協会が構築する観光ポータルサイト「Expo 2025 Official 
Experiential Travel Guides」による情報発信を実施した。 

 
６ 国内旅行の促進のための関係者が協力した取組の推進 

     個人旅行・団体旅行問わず、国民の国内旅行を促進するため、関係省庁・関係業界が連携・協力し、

旅行博をはじめとするイベントにおける国内外の観光地の魅力発信や展示商談会を通じた旅行商品の

造成につながる取組を引き続き推進した。 
 

７ 新・湯治等の推進 
     温泉地の活性化を図るため、「チーム新・湯治」の活動を展開し、2024 年 11 月の全国温泉地サミット

及びチーム新・湯治全国大会や全３回のセミナーの開催等を通じた情報共有、交流機会の創出を行った。

また、温泉地全体で得られる療養効果を把握・情報発信するための「全国『新・湯治』効果測定調査プ

ロジェクト」において、2018 年度から 2023 年度までの６か年分のデータをとりまとめ、各温泉地にお

ける自主的な取組も継続して支援した。さらに、温泉の保護及び災害の防止対策の充実を図るため、都

道府県等による「温泉法」（昭和 23 年法律第 125 号）の施行状況等について調査し、必要な助言等を

行った。 
 

８ 海事観光の情報発信の強化 
     全国の様々な海事観光資源について、ポータルサイト「海ココ」44 を活用し、地域別及びカテゴリ別

に情報を集約するとともに、船旅と海の絶景を組み合わせて楽しむ海事観光のモデルプランを策定した。

また、「C to Sea プロジェクト」45の SNS（フォロワー１万人以上）及び「海ココ」を活用し、海の絶

景や船旅等の情報を発信した。 
 

９ 水辺における環境学習・自然体験活動等の推進 
     「子どもの水辺」再発見プロジェクト等により、安全で近づきやすい河川空間の整備を進めた。また、

市民団体等と連携した環境学習・自然体験活動を推進した。さらに、自然体験プログラムの開催の場と

もなる緑地・干潟等の整備、既存ストックの利活用を促進した。 
 
第２節 新たな交流市場の開拓 
１ ワーケーション、ブレジャー等の普及・定着 

     ワーケーション普及の課題に挙がった子育て世代を対象にしたワーケーションモデル実証を３件、特

 
44 海と船の情報ポータルサイト 海ココのこと。 
45 「海に行く」「船に乗る」「海を知る」につながる、様々な新しいアクションを実際に起こすことで、子供や若者をはじめとする多くの人々にとっ

て、海や船が更に楽しく身近な存在になるような世の中を目指し、2017 年の「海の日」を機に開始したプロジェクト。 
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定の執務環境を持たないノマドワーカー等、新たな働き方に対応したワーケーションモデル実証を５件

実施したほか、2023 年度のモデル実証で造成したプログラムを企業へ販売することを目的とした商談

会を計３回開催した。 
 

２ 第２のふるさとづくり等の推進 
   ① 全国 12 地域にて継続的かつ多頻度の来訪を促し、滞在環境・移動環境の整備に向けた取組を実証し

たほか、一般層への更なる認知拡大を目指し、大規模交流イベントの実施や一般向け情報発信サイト「い

くたび」の立ち上げを行った。また取組事業者の拡大を目指し、地方公共団体や「第２のふるさとづく

り推進ネットワーク」会員等を対象としたオンラインセミナーを１件開催した。 
 
   ② 「将来にわたって旅行者を惹きつける地域・日本の新たなレガシー形成事業」では、13 事業について、

地域と連携しながらレガシー形成に関する実現可能性調査等を実施した。具体的には、京都府八幡市の

石清水八幡宮を有する男山一帯において、「神仏習合の祈り」をコンセプトに、史跡の価値を伝える整備

と体験の提供により付加価値を高め、滞在と消費を促進するための、地域関係者との運営体制構築に向

けた調査及び検討を行った。 
 

３ ユニバーサルツーリズムの推進 
   ① 「観光施設における心のバリアフリー認定制度」に求めるバリアフリー情報の精度向上と情報提供の

充実を図るために必要な検証及び整理を行った。また、2023 年４月に認定対象施設に追加した博物館等

に対する研修動画及び認定制度の認知度を促進する広報動画等を作成した。 
 
   ② 高齢者、障害者等を含めた訪日外国人旅行者が我が国を安心して旅行できる環境を整備するため、訪

日外国人旅行者の来訪が多い観光スポット等におけるエレベーターの整備等バリアフリー化を引き続

き推進した。 
 
   ③ 高齢者、障害者等を含めた訪日外国人旅行者の滞在時の快適性向上を図るため宿泊施設のバリアフ

リー化を促進した。 
 
   ④ 航空旅客ターミナル施設について、2021 年４月に改正法が施行された「高齢者、障害者等の移動等の

円滑化の促進に関する法律」（平成 18 年法律第 91 号）（バリアフリー法）を踏まえ、引き続きユニバー

サルデザイン化に向けた取組を推進した。 
 
   ⑤ 鉄道駅について、バリアフリー法に基づき、エレベーター、ホームドア、バリアフリートイレをはじ

めとするバリアフリー化に向けた取組を推進するため、83 件の事業に対し、支援した。 
 
   ⑥ 真の共生社会を実現することを目的として行われた「新幹線のバリアフリー検討会」及び「特急車両

のバリアフリー対策に関する意見交換会」にて議論し、2020 年８月に公表した「新幹線の新たなバリア

フリー対策について」及び 2022 年１月に公表した「特急車両における新たなバリアフリー対策につい

て」を受け、新幹線・特急車両における車椅子対応座席等のインターネット予約環境の充実を図るなど、

鉄道における車椅子利用の環境改善に向けた取組を促進した。 
 

４ 公共施設等の一体的・総合的なバリアフリー化 
   ① バリアフリー法に基づき、駅、官公庁施設、病院等を結ぶ道路や駅前広場等において、高齢者や障害

のある人をはじめとする誰もが安心して通行できるよう、幅の広い歩道の整備や歩道の段差・傾斜・勾

配の改善、踏切道におけるバリアフリー対策、無電柱化、視覚障害者誘導用ブロックの整備等による歩

行空間のバリアフリー化を推進した。また、同法に基づき指定された特定道路等で、鉄道との結節点に

おける自由通路等の歩行空間のユニバーサルデザイン化を図る事業について重点支援した。 
 
   ② 高齢者や障害者等も含め、誰もが自律的に安心して移動できる包摂社会の実現に向け、歩行空間にお

ける移動支援サービスの普及・高度化の取組として、データ整備プラットフォームの試行開始のための

実証を行った。また、2024 年７月に歩行空間ネットワークデータ整備仕様を改定し、バリアフリー施設

等データ整備仕様の策定に向けた検討を行った。広報活動の一環としては、2025 年１月にシンポジウム
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を開催した。 
 
   ③ バリアフリー法に基づく 2025 年度末までの整備目標の達成に向けて、バス・タクシー車両のバリア

フリー化を促進した。特に、空港アクセスバス（リフト付きバス等）や UD（ユニバーサルデザイン）

タクシーの普及に向けて、バリアフリー車両の購入費補助の実施や、税制特例措置の延長を行うなど、

予算・税制において切れ目なく支援した。 
 
   ④ 高齢者障害者等用施設等の適正な利用の推進に向けた広報活動及び啓発活動の一環として、バリアフ

リートイレ、車椅子使用者用駐車施設等、旅客施設等のエレベーター、及び車両等の優先席の適正な利

用の推進に向けて、引き続き、協力団体、機関等におけるポスター掲示や SNS を活用したキャンペー

ン等の実施により、真に必要な人が利用しやすい環境の整備を推進した。 
 
   ⑤ 「観光施設における心のバリアフリー認定制度」について、2025 年３月末までに 2,906 施設を認定

し、高齢者や障害者がより安全で快適な旅行をするための環境整備を推進した。 
 
   ⑥ バリアフリー化を進める観光地において、バリアフリーの情報が適切に提供されるよう、国土交通省

のウェブサイトにおいて「観光地におけるバリアフリー情報提供のためのマニュアル」の普及を促進し

た。 
 
   ⑦ １日当たりの平均利用者数が 3,000 人以上及び基本構想の生活関連施設に位置づけられた１日当たり

の平均利用者数が 2,000 人以上 3,000 人未満の旅客施設等について、原則として全てバリアフリー化と

するなど 2025 年度末までのバリアフリー整備目標の達成に向け、マスタープラン・基本構想の策定促

進や、バリアフリー教室の実施による心のバリアフリーの推進等、引き続きハード・ソフト両面からの

バリアフリー化を推進した。 
 

５ 共生社会の実現に向けたユニバーサルデザインの推進 
     交通事業者による研修の充実及び適切な接遇の実施を推進するための「公共交通事業者に向けた接遇

ガイドライン」及び「接遇研修モデルプログラム」を策定しており、交通事業者への継続的な周知等を

行うことで、交通事業者による一定水準の接遇を全国的に確保し、高齢者、障害者等の移動等円滑化を

推進するため、更なる接遇レベル向上を図った。 
 

６ 身体障害者等の運賃割引の促進 
     身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた利用者に対して鉄道等の公共

交通機関が実施している運賃割引について、更なる導入促進に向け、2024 年度も引き続き公共交通事業

者等に理解と協力を求めた。 
 
第３節 国内旅行需要の平準化の促進 
１ 休暇を取得しやすい職場環境の整備 

     労使の働き方・休み方の見直しに対する効果的な支援、休暇取得促進の機運の醸成を図る取組を実施

した。また、「労働基準法」（昭和 22 年法律第 49 号）に基づき、労働者が年間で少なくとも５日間の年

次有給休暇を取得できるよう使用者が義務付けられていること等について、引き続き、都道府県労働局、

労働基準監督署及び働き方改革推進支援センターで開催する説明会やウェブサイト等を活用した周知

及び履行確保を図った。具体的には、10 月の年次有給休暇取得促進期間等に、ポスター・リーフレット

の作成及び配布、駅貼り広告（725 か所）、インターネット広告等により、年次有給休暇取得の集中的な

周知広報を行った。 
 

２ 休暇取得の分散化の促進 
     キッズウィークを実施した地方公共団体に対して年次有給休暇取得のためのポスター等の作成を支

援した（累計 10 回）。また、キッズウィーク取組事例として２事例をポータルサイトに掲載し、情報発

信を行った（累計 16 回の取組を掲載）。さらに、国家公務員については、「令和６年度における人事管理

運営方針」（令和６年３月内閣総理大臣決定）において、職員が家族の記念日や子供の学校行事等のプラ

イベートの予定等に合わせて年次休暇を取得しやすい環境を整備するよう記載し、同方針に基づき、各
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第III部 令和７年度に講じようとする施策 

第１章 持続可能な観光地域づくり 
第１節 地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化 

     財務諸表や経営指標の活用、適切な労働環境の整備、顧客予約管理システム（PMS1）等の IT システ

ムの活用による宿泊業の生産性・収益力の向上や従業員の待遇改善等、「宿泊業の高付加価値化のための

経営ガイドライン」に則った経営を行っているとして登録を受けた事業者を補助事業等で積極的に支援

することで、宿泊業の高付加価値化に向けた経営への転換を促進し、「持続可能な稼げる産業」への変革

を促していく。 
 
第２節 観光DXの推進 

   ① 旅行者の消費拡大等を通じて稼げる地域を実現すべく、2022 年９月に設置した「観光 DX 推進のあ

り方に関する検討会」での討議結果も踏まえ、全国の観光地・観光産業の観光DX2を推進する。具体的

には、観光地のコンテンツの販路拡大、観光産業の生産性向上等に資する地域一体でのデジタルツール

導入支援やDX 活用に向けた専門人材による伴走支援を実施する。また、旅行者・観光産業のデータを

データマネジメントプラットフォーム（DMP）等を用いて収集・蓄積し、生成AI 技術の活用、オープ

ンデータ化の取組等を通じて地域全体の消費拡大、地域活性化の好循環を図るモデルや、観光地域づく

り法人（DMO3）の経営戦略策定に向けた汎用的なデータ活用モデルの創出に取り組む。さらに、デジ

タルツール間で連携する際の汎用性・互換性を高める標準仕様の策定・普及に向けて、観光産業や IT 事

業者の取組を促進する。 
 

   ② 旅行者の利便性向上や地域周遊・長期滞在促進を図るため、DMO が中心となり、地域が一体となっ

て行うDMP や顧客関係管理（CRM）を活用した分析や戦略策定を支援するとともに、地域全体を包括

する情報発信・予約・決済をシームレスに提供する地域サイトの構築を引き続き推進する。また、デジ

タルマーケティング等のスキルも有する人材のDMO における登用・育成を支援する。 

 

③ デジタル技術を活用して地域課題の解決を図るために必要な通信インフラ等の整備費用を補助する

「地域社会DX 推進パッケージ事業」を実施する。 

 
第３節 観光産業の革新 

多様なニーズに対応した旅行業への転換と高付加価値な商品造成 
     旅行業については、ワーケーションやブレジャー4等の多様な旅行ニーズ、災害や感染症等の発生リス

ク、SDGs や DX 等に適切に対応できるよう、高付加価値な旅行商品・サービスを造成し適正な対価を

得て消費者に販売・提供することを中心とするビジネスモデルへの転換に向けた取組を引き続き推進す

る。また、地域に密着した事業者による、自然、生活文化、地元の人々とのふれあい等の地域独自の魅

力を生かした地域密着型の旅行商品の造成を引き続き促進する。 
 

観光産業の再生支援 
   ① 新たに観光関連事業を行う者及び既存の観光関連事業者の取組を後押しするため、株式会社日本政策

金融公庫等による事業者への資金の融資や、株式会社日本政策投資銀行（DBJ）による観光関連事業へ

の資金、経営及びナレッジ面での支援を引き続き実施する。また、登録DMO と連携し、民間事業化支

援を促進していく。さらに、株式会社商工組合中央金庫は、全国の旅館組合等と連携し、宿泊事業者の

生産性向上に向けた寄り添った支援を進め、地域経済の面的活性化に努めていく。 
 
   ② 宿泊業に特化した事業再生の手法をとりまとめたガイドラインの策定及び普及等を行い、宿泊事業者

 
1 Property Management System の略。ホテル管理システムのこと。 
2 デジタル技術の活用による新たな商品・サービスの提供、新たなビジネスモデルの開発を通じて、社会制度や組織文化等も変革していくような取

組を指す概念のこと。 
3 Destination Management/Marketing Organization の略。地域の「稼ぐ力」を引き出すとともに地域への誇りと愛着を醸成する地域経営の視点

に立った観光地域づくりの司令塔となる法人のこと。 
4 Business（ビジネス）とLeisure（レジャー）を組み合わせた造語。出張等の機会を活用し、出張先等で滞在を延長するなどして余暇を楽しむこ

と。 
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の経営能力の向上を図る。 
 

宿泊施設等の整備促進 
   ① 国際競争力強化に資する宿泊施設等に対する一般財団法人民間都市開発推進機構による金融支援制

度の活用を引き続き推進する。 
 
   ② まちの活力や利便性の向上等を目指す地方都市を中心とした、古民家や空き家・空き店舗のリノベー

ション等による観光関連施設等の整備について、「まちづくりファンド支援事業」、「共同型都市再構築事

業」を通じて、金融支援を引き続き行う。 
 

官民ファンドによる事業再生支援等の強化 
     株式会社地域経済活性化支援機構（REVIC）を含む官民ファンド、関係機関等と必要な連携を行い、

観光まちづくりに関する投資ノウハウ・人材支援に関する機能を安定的・継続的に提供できる体制を整

備する。 
 

スタートアップ・ベンチャー企業のサービスの利活用促進 
     ベンチャー企業のサービスの利活用について先進事例を紹介するセミナーの開催等を通じて、引き続

き次世代の観光の担い手の育成を図る。 
 

海外の有望な観光関連企業の誘致 
     独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）は、日本に進出し又は進出を検討している外資系の有望な

観光関連企業や、関連ソリューションを有するデジタル等企業に対する、市場情報や日本企業とのビジ

ネス機会等の提供、地域の情報発信や企業招へい等の誘致活動を通じて、日本への進出・事業拡大を支

援する。特に、ポテンシャルを有する地域への進出に向け、外国企業の誘致や、外資系企業との協業・

連携に意欲のある地域や、その他地域のエコシステムを構成する民間企業等の関係者との連携による誘

致活動を引き続き実施する。 
 

第４節 観光人材の育成・確保 
１ 観光地域及び観光産業の担い手の確保 

     観光産業については、観光需要の回復に伴い人手不足が深刻化しているため、就職イベント等におけ

る宿泊業の魅力発信による事業者の採用活動の支援や、人手をかけるべき業務に人材を集中投下できる

よう業務の効率化に資する設備投資を支援する。また、「ポストコロナ時代における観光人材育成ガイド

ライン」に基づいた教育プログラムの充実をはじめとして、地域関係者が連携協力して取り組む観光人

材育成を支援する。さらに、国内外で特定技能試験を実施するなど、国内人材のみならず、外国人材の

確保も積極的に進めていく。 
 

２ 地域の固有の文化、歴史等に関する知識の普及の促進等 
     高等学校の必履修科目「地理総合」において、観光の現状や動向を取り上げるほか、生活圏の地理的

な課題について考察、構想し、表現する取組について、各教育委員会の指導主事等を対象とした会議等

の場を通じて、その着実な実施に引き続き努める。 
 

３ 通訳ガイドの質・量の充実 
     訪日外国人旅行者からの需要が見込まれる分野の研修の実施により、通訳ガイドの育成や活用促進を

図るとともに、通訳ガイドの認知度が低い若年層に対して、全国通訳案内士による講演を大学等で行い、

資格取得を引き続き促す。また、旅行会社等が直接通訳案内士へ就業依頼可能なマッチングサービスの

活用を引き続き促進することにより、就業機会の確保を図る。 
 

第５節 観光地域づくり法人（DMO）を司令塔とした観光地域づくりの推進 
１ 世界に誇る観光地形成に向けた観光地域づくり法人（DMO）の形成 

   ① DMO に求める機能・役割の明確化や活動の質向上を図るため、「観光地域づくり法人の機能強化に関

する有識者会議」における議論等を踏まえ、「観光地域づくり法人の登録制度に関するガイドライン」に

ついて、登録要件や登録区分の見直し、新たな更新登録要件の追加等の改正を 2025 年３月に行い、同
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年 10 月から施行する。また、「世界的な DMO」の候補となる「先駆的DMO」に対する戦略的な支援・

実証から得られた成果・課題を踏まえ、今後のDMO 政策の方針を提案する。 
 
   ② DMO の体制を更に強化するため、「世界に誇る観光地を形成するための DMO 体制整備事業」によ

り、外部専門人材の登用、中核人材の確保・育成、宿泊税等の導入をはじめとする安定的な財源確保の

ための計画策定等の取組を支援する。 
 
   ③ DMO 全国会議等を通じて、DMO に対する優良事例等の共有、全国各地の DMO 間の相互交流・連

携強化を図る。また、DMO への情報提供ツール「DMO ネット」や観光庁ウェブサイトを活用し、DMO
のマネジメント・マーケティング等強化のための各種施策の情報を提供する。 

 
２ 観光地域づくり法人（DMO）等に対する支援 

   ① 地域の状況に精通している地方運輸局等による DMO への伴走支援を実施し、「観光地域づくり法人

の登録制度に関するガイドライン」改正に伴う登録要件の見直しを踏まえたフォローアップや、インバ

ウンドの誘客強化を図る。また、「地方部での滞在促進のための地域周遊観光促進事業」により、DMO
が中心となり、地域が一体となって行う、調査、戦略策定、滞在コンテンツの充実、受入環境の整備、

旅行商品の流通環境の整備、プロモーション等といった取組に対して総合的に支援する。 
 
   ② 地域（地方公共団体・DMO）は、観光資源の磨き上げや域内交通を含む交通アクセスの整備に係る調

整、多言語表記等の受入環境の整備等の着地整備を最優先に引き続き実施する。また、日本政府観光局

（JNTO）は、地域の観光コンテンツをオウンドメディアにて発信し、市場の反応等を地域に還元する

ことで、次の観光資源の磨き上げ等に活用される好循環の創出を目指すとともに、広域連携DMO と連

携した情報発信に取り組むほか、DMO 等に対し JNTO の海外ネットワーク等から得られる最新の市場

動向等を引き続き提供する。 
 
   ③ JNTO は、地方公共団体やDMO が参加する各地域での研修会やコンサルティング等を実施し、地域

のインバウンドマーケティングを引き続き支援する。また、インバウンド関係者向けのオンラインセミ

ナーや「地域インバウンド促進ページ」を通じて、最新の市場動向や国内におけるインバウンド誘客に

向けた取組等を地域に引き続き紹介・共有する。 
 

   ④ 地域周遊・長期滞在促進に取り組む地域に対し、各地域の魅力の発掘、課題解決に向けた戦略の策定、

施策展開、地域関係者のスキル向上等のために、地域での実務実績等を有する専門家を派遣し、助言を

実施することによって、国内外の旅行者の地方誘客に向けた取組を引き続き促進する。 

 
   ⑤ 全国 10 の地方ブロックで開催される観光ビジョン推進地方ブロック戦略会議において、受入環境整

備等の課題を共有する。また、引き続き地方運輸局・地方整備局・地方公共団体・民間企業等の構成員

による同課題に対する取組、成果についてとりまとめ、地方運輸局等のウェブサイトを活用して公表し、

共有を行う。 
 
第６節 持続可能な観光地域づくりのための体制整備等の推進 

   ① 持続可能な観光に関するニーズの増加トレンドを逃さず、国内の多様な観光地が選ばれ続ける観光地

となることを支援すべく、「日本版持続可能な観光ガイドライン（JSTS-D5）」に基づく観光計画等の策

定・改定を支援するとともにモデルケースの創出を図る。また、地域資源の保全・活用に資する設備や

システムの導入等の受入環境整備を支援する。 
 
   ② 特に地方部において、観光コンテンツの供給、コンテンツの質・満足度、地方誘客の促進及び消費単

価の向上に直結する地域の魅力を伝えるガイドの不足という課題に対応するため、地域特性等に応じ、

地域一体となったローカルガイド人材の持続的な確保・育成に向けた総合的かつ戦略的な取組を支援す

る。 
 
   ③ 観光客の受入と住民の生活の質の確保を両立し、持続可能な観光地域づくりを実現するため、オー

 
5 Japan Sustainable Tourism Standard for Destinationsの略。 
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バーツーリズムの未然防止・抑制に向けて、引き続き地域の実情に応じた取組を総合的に支援する。 
 
第７節 良好な景観の形成・保全・活用 
１ 良好な景観の形成 

   ① 市区町村による景観計画の策定・改定等を支援する「景観改善推進事業」の実施等を通じて、引き続

き主要な観光地における景観計画、歴史的風致維持向上計画の策定や景観計画の改定等を踏まえた重点

的な景観形成の取組を促進し、国内外の観光客にとって魅力ある観光地づくりを推進する。また、屋外

広告物の安全対策や違反広告物の是正対策を推進するため、引き続き各地方での会議等を通じて地方公

共団体と関係団体等の連携強化を促す。さらに、重要な観光資源である古都をはじめとする歴史的風土

の消失・質的低下を防止し、適切な保存・活用を図るほか、都市公園の整備にあたっては、史跡や名勝、

豊かな自然環境等地域の魅力ある観光資源を生かす取組を推進する。加えて、観光の核となる歴史的建

造物を含めた歴史的なまちなみ全体の質を向上させるため、引き続き歴史的なまちなみを阻害する建築

物・空地等の美装化・緑化及び除却並びに伝統的な意匠形態を有する新築建築物の外観修景を支援し、

訪日外国人旅行者の満足度の向上を図る。 
 
   ② 「まちなかウォーカブル推進事業」やウォーカブル推進税制等の支援制度を活用し、滞在快適性の向

上を目的とした、道路、公園、広場等に民間用地も加えた官民空間の一体的な整備・利活用等による「居

心地が良く歩きたくなる」まちなかづくりを推進するとともに、景観の優れた観光資源の保全・活用に

よる観光地の魅力向上を図る。 
 

２ 庭園・公園等を活用した花や緑豊かな都市・地域の魅力発信 
   ① 国営公園における魅力的な景観等の観光資源を活用するため、案内サインの多言語化等の環境整備を

行うとともに、周辺観光資源と連携し、情報発信等を行う。また、首里城の復元に向け、引き続き、正

殿の本体工事を実施し、復元過程の公開等の取組を推進する。 
 
   ② 「明治 150 年」関連施策の一環として、明治期の立憲政治の確立等の歴史や意義を後世に伝えるため、

国と地方公共団体が連携し、神奈川県中郡大磯町にある旧滄浪閣等を明治記念大磯邸園として整備する。

2028 年度中の整備完了に向け、2025 年度は建物改修等を実施する。 
 
   ③ 「庭園間交流連携促進計画登録制度（ガーデンツーリズム登録制度）」を通じて、各地の庭園間の連携

構築や、地域の風土や歴史を反映したテーマに基づく取組をPR するほか、「ガーデン」を核とした観光

ルートの形成を図り、地域の活性化につなげる。また、第８回庭園間交流連携促進計画審査会（ガーデ

ンツーリズム登録審査会）を行うとともにガーデンツーリズムに係る全国会議等の普及啓発イベントを

実施する。 
 

３ 優れた自然の風景地を生かした地域づくりの推進 
   ① 国有林野に設定している「レクリエーションの森」のうち、特に観光資源としての活用の推進が期待

される「日本美しの森 お薦め国有林」を対象に、訪日外国人旅行者を含む利用者の増加を図るため、

ウェブサイトや SNS 等による魅力の発信を行うほか、案内看板や歩道等の環境整備に取り組む。また、

国立公園を所管する環境省と林野庁の連携事業を引き続き実施する。 
 
   ② 道路管理者と市民団体等が協働して地域活性化や観光振興に寄与する「日本風景街道」と、地域情報

の発信等を行う「道の駅」等の地域拠点との連携による相互の魅力及び価値の向上に引き続き取り組む。

また「日本風景街道」の魅力を伝える動画等をウェブサイトや SNS により発信し、ブランド化や認知

度向上を図る。 
 
   ③ 「秀逸な道」として 2024 年度までに選定区間として認定した 15 区間において、地域の活動団体や多

様な関係主体と連携し、魅力ある道路景観を守り育てる取組や周辺観光資源と合わせた周遊を促進する

ための情報発信を行い、北海道のドライブ観光の推進を引き続き図る。 
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４ 観光振興等に資する地域づくり・街並み整備 
     公募設置管理制度（Park-PFI6）等の活用促進を通じて、民間資金を活用した地域の観光拠点等とな

る都市公園の整備等を引き続き推進する。 
 

５ 駅周辺等における「観光・まち一体再生」の推進 
   ① 拠点駅及びその周辺における案内サイン等について、地方公共団体、交通事業者、都市開発事業者等

が連携しながら整備を行う協議会等を支援し、わかりやすく使いやすい歩行空間のネットワーク等の構

築を促進する。また、駅周辺をはじめとした中心市街地等において、市街地再開発事業等により地域の

観光の拠点となる商業施設等の建築物や、道路、広場等の公共施設の整備に対し引き続き支援すること

で、観光地域にふさわしい魅力ある都市空間の形成を図る。 
 
   ② 地方公共団体や地域の関係者等により作成された観光バス受入計画に基づく観光バス駐車場の整備

等を引き続き支援する。 
 
   ③ 地域の魅力や回遊性の向上に資するよう、観光案内所等を都市公園内に設置できる占用特例制度の周

知を行い、引き続き活用促進を図る。 
 

６ 歴史的風土に関する観光資源の保護、育成及び開発 
     重要伝統的建造物群保存地区内における建造物の修理・修景、耐震対策、３次元測量等の先端技術活

用による防災環境等の整備、防災設備の設置に対する支援に加え、観光振興等のニーズに対応して、付

帯施設の新築を含む活用のための整備について積極的に支援することにより、地区内の伝統的建造物等

の活用を図り、観光まちづくりの一層の促進に引き続き努める。 
 

７ 景観等に配慮した道路整備の推進 
     観光地等における良好な景観の形成や観光振興等のため、2021 年５月に策定した「無電柱化推進計

画」に基づき、個別補助制度による地方公共団体への支援や「観光地域振興無電柱化推進事業」の促進

により世界文化遺産周辺等の観光地における無電柱化を引き続き推進する。 
 

８ 道路空間の観光振興への有効活用 
     民間の創意工夫を活用し、地域の賑わいを創出するため、「歩行者利便増進道路（ほこみち）」制度の

普及を引き続き促進する。また、道路における賑わい創出と維持管理の一層の充実を図るため、道路協

力団体制度の展開を推進する。 
 

９ 国立・国定公園の保護と利用の推進 
     「三陸復興国立公園の創設を核としたグリーン復興プロジェクト」の一つである「みちのく潮風トレ

イル」について、拠点である名取トレイルセンターを活用した情報発信等を実施し、関係地方公共団体

や民間団体等との連携強化と利用の促進等を図る。また、沿線事業者等を巻き込んだ管理運営体制の強

化を行い、利用環境の充実を図る。 
 

１０ 世界自然遺産地域の適正な保全管理 
     奄美群島及び小笠原諸島の特性を最大限に生かした観光の振興を図るため、引き続き地域の主体的な

取組を支援する。奄美群島においては、奄美及び沖縄の世界自然遺産登録を踏まえ、沖縄からの誘客を

促進するための奄美群島・沖縄間の特別運賃割引や、交通アクセスの良い奄美大島に加えて奄美群島全

体に観光客を誘致するためのプロモーション、高付加価値な観光プログラムの作成等を支援する。また、

小笠原諸島においては、定期船が停泊する港湾の整備や公園の施設整備・改修等、観光客の安全確保を

はじめとした各種施策を支援する。 
 

１１ 観光振興及び賑わい創出に資する港湾空間の利活用 
   ① 官民が連携したみなとの賑わい空間を創出するため、みなと緑地PPP7の案件形成支援を行う。 

 
6 飲食店、売店等の公園利用者の利便の向上に資する公募対象公園施設の設置と、同施設から生ずる収益を活用してその周辺の園路、広場等の一般

の公園利用者が利用できる特定公園施設の整備・改修等を一体的に行う者を、公募により選定する制度のこと。 
7 港湾環境整備計画制度のこと。 
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   ② 「はまツーリズム（Beach Tourism & Resort）推進プロジェクト」を通じて、「海岸環境整備事業」

や公共海岸の占用制度等により、砂浜を含む水辺空間における民間事業者等を含めた多様な地域の推進

主体による砂浜利用や環境保全の取組を支援するとともに、海岸の持つ価値を PR することにより地域

の活性化等につなげている地方公共団体の海岸利活用事例をナレッジ集としてとりまとめ、引き続き海

岸の利活用の推進を図る。 
 

１２ 自然と調和した港湾・河川環境の保全・創出 
   ① 港湾における漂流ごみ等の回収・処理の実施、藻場・干潟等の再生・創出等により良好な港湾環境・

景観を引き続き創造する。 
 
   ② 汚濁が著しい河川の水質改善、多自然川づくりの推進等により、良好な河川環境を引き続き保全・創

出する。 
 

１３ 河川空間を活用した賑わい創出の推進 
     「河川敷地占用許可準則の特例」や「かわまちづくり支援制度」等により、河川区域における民間事

業者によるオープンカフェや川床等の設置を制度面から支援し、河川空間及びまち空間の融合による良

好な水辺空間の形成を引き続き推進する。 
 

１４ 次世代環境対応車の普及促進 
     観光地域の環境保全と魅力向上のため、引き続き環境性能に優れた次世代自動車等の導入を促進する。 
 

１５ 社会資本整備等における観光振興への配慮 
     観光振興や観光交流に資する地域づくり・街並み整備、道路整備、河川空間等の保全・活用等の社会

資本整備等において、その効果を有効に発現させるため、これらの事業担当部局と観光関係部局との連

携を引き続き強化する。 
 
第８節 持続可能な観光地域づくりに資する各種の取組 
１ エコツーリズムの推進 

     エコツーリズムを普及・推進するため、エコツーリズム推進全体構想の認定地域等に係る広報や、認

定地域間の情報交換、旅行代理店等との商談会等を支援するとともに、自然資源を活用した上質なツー

リズムを推進するため、地域のガイドやコーディネーター等を対象とした人材育成事業を実施する。ま

た、地域が実施するエコツーリズム推進体制の整備、自然観光資源を活用したプログラム開発等の取組

を支援し、エコツーリズム推進全体構想の認定地域の増加に取り組む。 
 

２ 地域ブランドの振興 
     農林水産省はその地域ならではの自然環境、文化、風習等に由来する品質、伝統、ものがたりを有す

る地理的表示（GI）産品について、観光庁、地方公共団体、観光関連事業者等と連携し、地域の観光資

源の一つとして活用するとともに、広く周知する取組を引き続き推進する。 
 

３ 観光の意義についての国民理解の増進 
   ① 中長期的な視点で、先駆性・新規性・創造性ある民間事業者等との連携を強化することで得られた知

見をもとに、課題解決に向けた観光戦略の検討に生かす。 
 
   ② 優良事例の紹介等により観光教育の充実・普及を促進する。 
 

４ 地域特性やニーズに応じた民泊サービスの普及促進 
   ① 「住宅宿泊事業（民泊サービス）」について、違法民泊を排除し、公正な市場を確保することで健全な

民泊サービスを普及させつつ、「住宅宿泊事業法」（平成 29 年法律第 65 号）で定める営業可能な年間

180 日を超えて営業をしている違法な届出住宅が仲介されることを防止するため、営業日数自動集計シ

ステム等のデジタルを活用した違法民泊対策を進めることで、より効率的な市場の形成を引き続き図る。 
 
   ② 国家戦略特区における民泊、いわゆる特区民泊について、引き続き、実施地域の拡大等、制度のより
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一層の利用の促進を図る。 
 
第９節 国家戦略特区制度等の活用 

   ① 国家戦略特区において、関係地方公共団体からの提案に基づき、一定の要件を満たす場合には、クー

ルジャパン・インバウンド分野の外国人材の受入を可能とする特例の活用を図るなど、訪日外国人旅行

者を含む消費者向けサービス分野におけるクールジャパン外国人材の受入を引き続き促進する。 
 
   ② 国家戦略特区において、過疎地域等における訪日外国人旅行者をはじめとする観光旅行者を中心とし

た運送需要に対応するため、「自家用有償観光旅客等運送事業」の活用を引き続き図る。 
 
第１０節 旅行者の安全の確保等 
１ 防災情報の提供 

   ① 線状降水帯や台風等による大雨、大規模地震・津波、火山噴火が発生した際にも訪日外国人旅行者等

が適時・的確に命を守る行動が取れるよう、二重偏波気象レーダーや地震・火山観測施設の更新整備等

によって監視体制を強化するとともに、最新技術を取り入れた次期静止気象衛星の整備や強化した気象

庁スーパーコンピュータシステム、AI 技術等を活用した予測技術の開発や研究等によって、気象庁から

訪日外国人旅行者等に提供する防災気象情報の高度化や精度向上を引き続き推進する。 
 
   ② これまで作成したポスターやリーフレット等について、出入国在留管理庁、地方公共団体の防災部局・

多文化共生部局、指定公共機関等、引き続き様々なチャネルを活用した周知・普及促進を図る。また、

観光庁及び JNTO において、災害情報提供アプリ「Safety tips」等による多言語での発信や訪日外国人

旅行者向けコールセンターの運営を引き続き実施する。さらに、地方公共団体等と連携し、「Safety tips」
の更なる利用促進や、災害発生時に訪日外国人旅行者を受け入れる地域の一時的な避難場所の情報を提

供するモデル的取組を実施する。 
 

２ 避難体制の強化 
     災害時における道路状況の迅速な把握と道路利用者への災害情報の提供のため、通行実績情報等の集

約の強化や SNS 等を通じて幅広い周知等を引き続き推進する。また、災害時において通行可能な道路

を一般に公開することができるようにするため、都道府県公安委員会が保有する交通情報に民間事業者

が保有するプローブ情報 8 を加えた情報について、公益財団法人日本道路交通情報センターを通じた提

供を引き続き推進する。 
 

３ 訪日外国人旅行者等の災害被害軽減 
   ① 近年、激甚化・頻発化する自然災害等を踏まえ、平時から海外や国内に対し適切な情報発信を行うこ

とが重要であることから、国土交通省を含む各行政機関及びインフラ事業者等がウェブサイト等で提供

している防災情報が一元化されてスマートフォン対応等により容易に防災情報等を入手できる「防災

ポータル/Disaster Prevention Portal」について、2025 年度も引き続き新たな防災情報を追加するなど

の充実を図る。 
 
   ② 災害時の訪日外国人旅行者の安全確保及び観光関連事業者等の事業継続に備えるための「観光危機管

理計画」について、地方公共団体等の実務者向けに「観光危機管理計画」の策定ポイント等をまとめた

「手引き」を活用した支援等を通じて、策定の促進を図る。また、地方公共団体の「観光危機管理計画」

策定を引き続き支援する。 
 
   ③ 新幹線における訪日外国人旅行者向けの情報提供について、駅頭掲示、駅構内放送、車内放送、ウェ

ブサイト等で、利用者の行動判断に資する情報を多言語（英語、中国語及び韓国語）で実施できている

か、非常時における検証を確実に実施する。また、空港については、全国の 95 空港において策定された

空港BCP9により、空港利用者が適切に情報を収集し、安全に避難し、全ての滞留者が一定期間、安全・

安心に空港内に滞在できるよう、非常時の空港における情報提供（滞留者等に対し必要に応じて行う、

 
8 カーナビゲーションシステムに蓄積された走行履歴情報のこと。 
9 空港全体としての機能保持及び早期復旧に向けた目標時間や関係機関の役割分担等を明確化した空港の事業継続計画のこと（A2
（Advanced/Airport）-BCP）。 
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多言語による空港アクセスの被害や復旧状況等についてのウェブサイトや SNS による配信等）を引き

続き実施する。さらに、自然災害時を想定した空港関係者やアクセス事業者と連携した対応訓練の実施

等により、情報発信を含む空港BCP の実効性強化を引き続き図る。 
 
   ④ 訪日外国人旅行者が安全・安心に旅行できる環境を整備するため、観光施設等におけるトイレの新設

や和式トイレの洋式化等の避難所機能の強化、災害時の多言語対応の強化に加え、医療機関における

キャッシュレス決済環境の整備等を含む訪日外国人患者受入機能強化等について引き続き支援する。 
 
   ⑤ JNTO のウェブサイトや SNS を活用し、災害発生情報及び災害が発生した際の公共交通機関に関す

る正確かつ迅速な情報発信を行う。 
 

４ 次の感染症危機への対応 
   ① 次の感染症危機への対応に万全を期すため、「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」に基づき、平

時からの備えの充実に取り組む。 
 
   ② 国内外における感染症の発生動向を、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」

（平成 10 年法律第 114 号）に基づき継続的に監視・分析し、国及び地方公共団体において人々に幅広

く情報提供を行い、引き続き感染症の流行の発生及び拡大を防ぐ。 
 

５ 公共交通機関の安全対策の推進 
     訪日外国人旅行者の貸切バス需要に対応するため、臨時営業区域の特例措置について、引き続き同制

度の利用状況や事故状況等の実態把握を行い、必要に応じた制度の見直しを検討する。また、「軽井沢ス

キーバス事故対策フォローアップ会議」において、85 項目に及ぶ「安全・安心な貸切バスの運行を実現

するための総合的な対策」の実施状況についてフォローアップするとともに、2022 年 10 月に静岡県の

県道で発生した観光バスの横転事故を踏まえた貸切バスの安全性向上に関する関係法令等の改正に基

づき、2024 年４月から、デジタル式運行記録計の使用、アルコール検知器使用時の画像記録保存、点呼

記録の動画保存の義務付け等、貸切バスの安全対策の強化を開始したところ、引き続き、事業者に対す

る指導や監査により法令遵守を改めて徹底するとともに、必要な安全対策を講じていく。 
 

６ 旅客船の総合的な安全・安心対策 
     2023 年４月に「海上運送法等の一部を改正する法律」（令和５年法律第 24 号）が成立したことを踏

まえ、同法の施行に向けて関係する政省令等の整備を行い、安全統括管理者及び運航管理者の試験制度

を開始するとともに、改良型救命いかだ等の旅客船への搭載を義務化するなど、利用者が安心して旅客

船を利用できるよう、「旅客船の総合的な安全・安心対策」の内容を着実に実行し、その進捗に応じフォ

ローアップを行っていくことにより、旅客船の安全・安心対策に万全を期していく。 
 

７ 道路交通の安全対策等の推進 
   ① 訪日外国人旅行者等のレンタカー等利用時における交通事故・違反の防止を推進するため、関係機関・

団体と連携し、外国語による安全運転啓発動画等を活用した日本の交通ルール、安全運転等に関する広

報啓発活動に取り組む。 
 
   ② 観光地周辺で広域的に発生する渋滞を解消し、回遊性が高く、円滑な移動が可能な魅力ある観光地を

創造するため、国や地方公共団体等の関係者が連携し、AI・ICT 等の革新的な技術を活用した交通需要

制御等のエリア観光渋滞対策について、その実装に向けた取組を引き続き推進・支援する。 
 
   ③ 観光地の魅力を高め、今後の更なるインバウンド観光需要に対応するため、地域や公共交通機関と連

携し、観光拠点までのラストマイルにおいて、駐車場予約専用化等の渋滞対策を引き続き推進する。 
 

８ 宿泊施設の防火安全対策の推進 
   ① 建物特性や用途特性に応じて、消防用設備等の合理的な運用が図られている事例やその考え方につい

て整理した資料を、消防本部、事業者等に継続的に周知し、必要に応じて内容を更新していく。 
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   ② 営業時間中に施設従業員が不在となる時間帯のある宿泊施設の防火安全対策を確保するため、事業者

や関係団体に対し、「関係者不在の宿泊施設における防火安全対策ガイドライン」に基づく消防計画の作

成や教育・訓練の実施について周知する。 
 

９ 旅行業務に関する取引の公正の維持等 
     「旅行業法」（昭和 27 年法律第 239 号）に基づき、旅行取引に係る規制の遵守状況に関する立入検査

を適時適切に実施することにより、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び観光旅

行者の利便の増進を図る。特に貸切バスツアーについては、運賃の下限割れ防止対策や旅行業関係団体

とバス関係団体により設置された「貸切バスツアー適正取引推進委員会」の仕組みの活用により、安全

確保を図る。 
 

１０ 外国人の急訴・相談等への対応環境の整備 
   ① 警察において、日本語を解さない外国人からの 110 番通報の際に警察本部の通信指令室と通訳人を交

えて三者で通話を行う三者通話システムが運用されているところ、緊急時に三者通話システムを迅速か

つ適切に活用できるよう、対応マニュアルの整備を推進し、警察職員に対する現場対応を想定した実践

的な訓練等を継続的に行うとともに、三者通話に対応可能な通訳人の拡充、多言語コールセンター活用

の推進に努めるなどして、通報受理体制のより一層の強化を図る。また、電話通訳センターを介して通

信指令員や救急隊員等と外国人との会話を交互に通訳するための三者間同時通訳について、引き続き全

国の消防本部において円滑な運用を図る。 
 
   ② 訪日外国人旅行者等と警察職員とのコミュニケーションの一層の円滑化を図るため、多言語翻訳機能

を有する資機材等の操作の習熟を図るための教養や、訪日外国人旅行者等が遭遇するトラブルを想定し

た対応訓練等を通じて、同機能の積極的な活用を図る。また、訪日外国人旅行者等からの急訴、各種届

出等に適切に対応できるよう、有名な観光地や繁華街・歓楽街等を管轄するなど、訪日外国人旅行者等

対応の機会が多い警察署、交番等への外国語による対応が可能な警察職員の配置を行うとともに、世界

各国・地域の文化・宗教に係る理解の促進等を目的とした研修の実施に引き続き努める。 
 
   ③ 遺失届出書・拾得物件預り書をはじめとする、各種届出関係書類への外国語併記等、各種手続に係る

外国語対応を促進するとともに、防災・防犯等に資する情報の外国語による提供や SNS 等を含む多様

なメディアを通じた効果的な情報発信に努め、訪日外国人旅行者等が容易に必要な情報等を入手できる

環境整備を強化する。また、訪日外国人旅行者等が我が国警察の制度、活動等に関する最新の情報を容

易に入手できるようにするため、防犯・交通安全に関する情報や警察が所管する各種規制に関する情報

等について、警察のウェブサイトにおいて外国語による掲載の拡充を図るとともに、ウェブサイトへ掲

載するコンテンツの見直しを継続的に行い、より効果的な情報伝達に引き続き努める。 
 
   ④ 救急現場で救急隊員が外国人傷病者に対して円滑なコミュニケーションを図れるよう、救急隊向けに

開発した「救急ボイストラ」10等の多言語音声翻訳アプリの普及促進を行う。2025 年度も引き続き、未

導入消防本部の実情を踏まえた上で、消防本部への導入促進を図る。 
 
   ⑤ 「訪日外国人のための救急車利用ガイド（多言語版）」について、各都道府県及び消防本部に対し周知

するよう依頼するとともに、2025 年度も引き続き、効果的な広報を実施する。 
 
   ⑥ 「地方消費者行政強化交付金」の活用等により、訪日外国人旅行者等の消費の安全の確保のため、地

域における消費生活相談に係る体制の充実を引き続き図っていく。また、国民生活センターの「訪日観

光客消費者ホットライン」において、訪日外国人旅行者の消費者トラブルへの相談対応を行うとともに、

訪日外国人旅行者が遭いやすい消費者トラブルについて、観光庁・JNTO 等の関係機関の協力を得なが

ら、「訪日観光客消費者ホットライン」専用ウェブサイト等にて、訪日外国人旅行者への情報提供を行う。

さらに、「訪日観光客消費者ホットライン」の窓口周知活動を行い、安全で安心な観光の環境を整備する。 
 

第１１節 東日本大震災からの観光復興 
   ① 東日本大震災後の国際的な風評被害対策として、食品輸入規制の撤廃・緩和の働きかけと併せて、地

 
10 外国人傷病者への救急対応を迅速に行うための多言語音声翻訳アプリのこと。 

ueyama
ハイライト表示

ueyama
ハイライト表示

ueyama
ハイライト表示

ueyama
ハイライト表示

ueyama
ハイライト表示

ueyama
ハイライト表示

ueyama
ハイライト表示

ueyama
ハイライト表示

ueyama
ハイライト表示

ueyama
ハイライト表示

ueyama
ハイライト表示

ueyama
ハイライト表示

ueyama
ハイライト表示



 
 

115 
 

方創生の一環として日本の地域の魅力発信、日本各地の商品の輸出促進、観光促進等を支援する総合的

なPR 事業を引き続き実施する。 
 
   ② 福島における観光復興に向けて、旅行商品の造成、インフルエンサーの招請、ウェブサイトや SNS を

通じた福島県の魅力の情報発信やインバウンドのリピーター確保に向けた受入体制の整備等の取組を

支援する。また、世界で類を見ない複合災害を経験した唯一の場所である福島でのホープツーリズム 11

を推進するため、教育旅行や企業等の研修旅行といった団体旅行に加え、個人旅行の更なる促進に向け、

サイクリング・キャンプとの組み合わせによる取組を引き続き支援する。 
 
   ③ 【再掲】第Ⅲ部第１章第７節９ 
 
   ④ 国及び福島県で 2022 年５月末にとりまとめた「福島浜通り地域等 15 市町村の交流人口拡大に向けた

アクションプラン」に基づき、「酒・グルメ（食）」や「スポーツ（サイクル）」を含む６つのテーマにお

いて、福島浜通り地域等 15 市町村の横連携による、この地ならではの広域コンテンツの創出を引き続

き後押しする。また、個々の市町村の独自の魅力の磨き上げや地域一体的なデジタル化に向けた支援も

実施する。さらに、「誘客コンテンツ開発事業」による民間事業者等への支援や来訪者向けポイント還元

キャンペーン等による、本地域への更なる交流人口拡大と消費喚起を図る。 
 
   ⑤ ALPS 処理水の海洋放出による風評への対策として、岩手県、宮城県、福島県及び茨城県沿岸部の地

方公共団体等に対して、国内外からの誘客と観光客の定着を図るため、海の魅力を高めるブルーツーリ

ズム 12を推進し、海水浴場等の受入環境整備、海の魅力を体験できるコンテンツの充実、海にフォーカ

スしたプロモーション、ビーチ等の国際認証の取得に向けた取組等を総合的に引き続き支援する。 
 

第１２節 観光に関する統計等の整備・利活用の推進 
   ① 携帯電話の位置情報データを活用した旅客流動の分析手法を検討するとともに、訪日外国人旅行者の

国内訪問地間の流動量や利用交通機関等の実態が詳細に把握できるよう、訪日外国人流動データ（FF-
Data）の作成方法を見直す。 

 
   ② 観光に関する統計について、引き続き精度向上やデータの利活用の拡大に向けて取り組む。「インバウ

ンド消費動向調査」において、2024 年度に開始した調査票情報（個票データ）の利活用を引き続き推進

するとともに、「宿泊旅行統計調査」においては、標本設計における層化基準等の見直しを行う。 
 
   ③ 地方公共団体や観光関連事業者が誘客や周遊ルートの検討に活用できるよう、観光施策の推進に資す

る交通インフラ関連の GIS13データとして、鉄道・駅別乗降客数について、国土数値情報ダウンロード

サイトに 2025 年５月頃に公開することを予定している。 
 
   ④ 地域の観光施策の実現を通じた地方創生の取組を支援するべく、2025 年度も引き続き、ETC2.0 デー

タ 14の活用、分析を推進する。 
 
   ⑤ 観光イベントの効果検証や観光戦略の企画立案等のシーンにおいて活用され、EBPM15 に不可欠な

データである人流データについて、地方公共団体による利活用を促進するため、利活用事例を収集して

広く公開するとともに、当該データの取得にかかるコストの低廉化の検証や屋内・地下における人の動

きの分析に不可欠な三次元人流データの活用事例の創出を行う。 
 

第１３節 令和６年能登半島地震への対応 
   ① 令和６年能登半島地震の影響を受けた被災地の風評被害を防止し、観光復興を図るため、各地方公共

団体の要望も踏まえ、観光庁や JNTO のウェブサイト等を通じて、各地方公共団体が発信している宿泊

施設や観光施設等の営業状況等について、正確な情報を引き続き発信するとともに、JNTO を通じて、

 
11 震災・原発事故の被災地域をフィールドとした福島県が推進する学びの旅のこと。 
12 海の魅力を体験する海洋レジャー等を目的とする旅行のこと。 
13 Geographic Information System の略。地理情報システムのこと。 
14 ETC2.0 を搭載した車両の走行履歴データのこと。 
15 Evidence-Based Policy Makingの略。政策目的を明確化した上で合理的根拠（エビデンス）に基づく政策立案をすること。 
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被災地の復旧状況を踏まえつつ、訪日プロモーションを引き続き実施する。 
 
   ② 地元の意見を踏まえながら、被災地の復興次第直ちに開始できるよう能登地域を対象とした手厚い

「復興応援割」を検討する。 
 
   ③ ふるさと納税を活用した特産品販売、旅行等を引き続き促進する。 
 
   ④ 令和６年能登半島地震及び令和６年奥能登豪雨により被害を受けた地域を対象に、中小企業等が行う

施設復旧等の費用を補助する「なりわい再建支援補助金」を措置し、被災地域の速やかな復興の実現を

目指す。また、在籍型出向支援策等により従業員の雇用維持に取り組む企業を引き続き支援する。さら

に、地方運輸局に設置している特別相談窓口において、観光関連事業者の被害状況や要望を踏まえ、活

用可能な支援策の紹介等を行う。 
 
   ⑤ 令和６年能登半島地震に加え令和６年奥能登豪雨等で被害を受けた観光地全体の復興のために、地方

公共団体、関係団体や個別事業者が一体となった復旧・復興計画の作成、復旧後の誘客促進を図るため

のコンテンツ造成等の取組を公募し、専門家の派遣等により支援する。 
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第２章 地方を中心としたインバウンド誘客 
第１節 インバウンドの誘客に向けた集中的取組 

   ① より効果的に観光消費を拡大し、地域においてインバウンドの経済効果を波及させる観点から、我が

国が誇る地域の観光資源を活用し、より高単価な体験商品の造成を支援するほか、海外への情報発信を

行う。 
 
   ② 「新時代のインバウンド拡大アクションプラン」（令和５年５月 30 日観光立国推進閣僚会議決定）に

ついて、経済産業省、文部科学省等の関係省庁と連携しながら着実に実行し、ビジネス、教育・研究及

び文化芸術・スポーツ・自然の各分野において、インバウンド需要をより一層拡大させるために取組を

進める。 
 
第２節 消費拡大に効果の高いコンテンツの整備 
１ アドベンチャーツーリズムの推進 

     アドベンチャーツーリズム 16を推進し、Adventure Travel Trade Association（ATTA）とも連携しな

がら、コンテンツの磨き上げや販路拡大、ガイドの確保・育成、情報発信等の取組を支援する。また、

国内外の関係者との連携強化を図り、国内受入・販売体制強化と更なるコンテンツの情報共有を促進す

る。 
 

２ アート・文化芸術コンテンツの整備 
（１）日本博2.0の推進 

     全国各地で最高峰の文化芸術を発信するための文化資源を活用した観光コンテンツの磨き上げや創

出を行い、日本の文化芸術の多様性を世界に示す取組を展開し、文化芸術をより一層充実させる。これ

らを通じて、日本文化の魅力について、デジタルコンテンツ等も活用し、国内外に効果的に発信する。 
 

（２）アートの国際拠点化 

     日本のアート市場・アートシーンの国際拠点化・活性化に向けて、国際的な影響力を持つアートフェ

アと連携した日本初の新たなアート・プラットフォームの実践等により、海外市場の顧客を取り込むた

めの環境及び体制の整備を進める。 
 

（３）国際的な芸術祭の活用 

     海外のフェスティバルへの参加、海外の芸術団体との共同制作公演等を引き続き支援する。 
 

（４）舞台芸術の振興、情報発信等 

     歌舞伎や文楽、能楽等の伝統的な芸能及び国際的に比肩し得る高い水準のオペラ、バレエ、演劇、オー

ケストラ等の現代舞台芸術を観光資源として広く提供するため、トップレベルの芸術団体が取り組む創

造発信等を引き続き支援する。 
 

（５）メディア芸術の振興 

   ① 日本映画の多言語字幕制作支援、欧米等で開催されている国際映画祭への出品支援、海外映画祭見本

市における展示施設「ジャパン・ブース」の設置・運営等を通じて、多様な作品の魅力を発信し、訪日

外国人旅行者の増加に寄与する。 
 
   ② 「メディア芸術クリエイター育成支援事業」や「アニメーション等人材育成事業」により、メディア

芸術を担う人材の育成を引き続き推進する。 
 

（６）ロケツーリズムの推進 

     映画やアニメ等のロケ地や舞台は、国内外の観光需要を喚起する重要な拠点であることから、ロケ誘

致による経済・社会的効果を実現するため、地域内の関係機関の連携強化による情報発信や許認可の円

滑化等を図るとともに、「聖地巡礼」に関する取組への支援等、ロケツーリズムの推進に官民一体となっ

て取り組む。 
 

16 自然・文化・アクティビティの構成要素を通じて日本の本質を深く体験できるもの。 
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（７）地域の伝統芸能等の支援 

   ① 伝統芸能等の無形文化財や地域の礎である伝統行事、民俗芸能等の保存・活用を支援し、無形の文化

遺産を核とした地域活性化を引き続き推進する。 
 
   ② 訪日外国人旅行者に人気がある「祭り」というコンテンツに着目し、実際にどの程度「祭り」に参加

したいニーズがあるのかの調査を行う。あわせて、実際に外国人に「祭り」に準備段階から参加しても

らうことを想定して、リアルな場面での実証研究も行うことで、課題の洗い出しを実施する。 
 

（８）芸術の観光への活用を推進する人材の育成 

     芸術団体による、我が国の芸術界の将来を担う新進芸術家等が技術を磨いていくために必要な舞台公

演・展覧会等の実践の機会や、広い視野、見聞及び知識を身に付ける場の提供を引き続き支援する。 
 

３ 地域の食材を活用したコンテンツの整備 
（１）ガストロノミーツーリズムの推進 

   ① 特色ある食文化の継承・振興に取り組む地方公共団体等に対して、文化財登録等に向けた調査研究や

地域での保護継承、文化的価値をわかりやすく伝える「食文化ストーリー」の構築・発信等を行うモデ

ル事例の形成を引き続き支援し、食文化の魅力発信等を推進する。 
 
   ② 魅力的なガストロノミーツーリズムコンテンツを造成しインバウンドを含めた地方誘客を促進する

ため、地域の「食」のブランディング等に向けた専門家による伴走支援や地域ならではの高品質なサー

ビス・体験を提供するための環境整備等を支援する。 
 

（２）酒蔵ツーリズムの推進 

     インバウンドによる海外需要の拡大を目的とし、酒蔵自体の観光資源化や酒類事業者、観光事業者、

交通機関、地方公共団体等が連携して、引き続き、国内における酒蔵やワイナリー、ブルワリー等を巡っ

て楽しむことのできる周遊・滞在型観光「酒蔵ツーリズム」を推進し、日本産酒類の認知度向上等を図

る。 
 

（３）ユネスコ無形文化遺産「伝統的酒造り」の周知広報 

     2024 年 12 月にユネスコ無形文化遺産に登録された「伝統的酒造り」について、地域の特性に応じた

シンポジウム等の開催や、2025 年日本国際博覧会（大阪・関西万博）の会場における PR 等、「日本の

伝統的なこうじ菌を使った酒造り技術の保存会」等と連携し、様々な周知広報に取り組む。 
 

４ 魅力ある公的施設の公開・開放 
   ① 迎賓館赤坂離宮について、国賓の接遇等に支障のない範囲で、通年で一般公開を実施する。複数言語

対応のウェブサイトや SNS を活用した一般公開の広報を充実させるほか、館内の案内表示を見直すな

ど、参観者の満足度向上に向けた設備機能の改善や利便性の向上の取組を進める。また、夜間公開や館

内でのガイドツアー、演奏会等の特別企画を計画的に実施し、引き続き新たな参観者層の取り込みにも

留意しつつ、迎賓施設としての意義や文化財としての価値の理解促進を図る。さらに、迎賓館赤坂離宮

の魅力の国内外への発信や国有財産の有効活用の観点から、迎賓館をユニークベニュー17 として活用す

る「特別開館」を実施し、観光の呼び水とする。 
 
   ② 京都迎賓館について、国賓の接遇等に支障のない範囲で通年で一般公開を実施する。複数言語対応の

参観アプリを周知・活用するほか、認知度向上に向け、SNS の活用や、英語版を含むポスター・チラシ

の頒布、京都迎賓館 PR 動画（日本語及び英語）等を発信するなど、効果的な一般公開の広報を実施す

る。また、京都迎賓館開館 20 周年を記念して、年間を通じて館内を特別な展示内容とし、通常展示して

いない美術品や接遇時のパネル等を展示するとともに、引き続き、通常の一般公開に加えて、夜間公開

や文化体験を盛り込んだガイドツアー等の特別企画を計画的に実施することで、一般公開の更なる魅力

向上及び迎賓施設としての意義や京都迎賓館が有する伝統技能等の理解促進を図る。さらに、京都迎賓

館の魅力の国内外への発信や国有財産の有効活用の観点から、迎賓館をユニークベニューとして活用す

 
17 「博物館・美術館」「歴史的建造物」「神社仏閣」「城郭」「屋外空間（庭園・公園、商店街、公道等）」等において、会議・レセプションを開催す

ることで特別感や地域特性を演出できる会場のこと。 
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る「特別開館」について、実施事例の積み重ねに努める。 
 
   ③ 皇居について、土曜日を含め事前予約及び当日予約による一般参観の中で、訪日外国人旅行者向けに

英語ガイド及び中国語ガイド付きの参観の実施、質疑応答や、多言語ガイドアプリ及び宮内庁ウェブサ

イト・SNS 等を活用した情報発信を行う。また、引き続き皇居乾通りの一般公開（春季及び秋季）を実

施する。 
 
   ④ 皇居東御苑について、富士見多聞の公開、富士見櫓前の開放、江戸城天守復元模型の展示を実施し、

英語での質疑応答可能な職員の配置や、多言語音声ガイドアプリ及び宮内庁ウェブサイトの運用等を実

施する。また、引き続き皇居東御苑来訪者の快適性向上等を図るため、大手休憩所（仮称）の整備を進

める。 
 
   ⑤ 皇居三の丸尚蔵館について、ほかの美術館・博物館等と連携しつつ、収蔵品の地方展開や公開の拡充

等、取組の充実を図る。また、引き続き展示面積の拡大等を図るため、館の整備・建替（Ⅱ期工事）を

進める。 
 
   ⑥ 京都御所について、通年で参観者制限のない一般公開を実施するとともに、訪日外国人旅行者向けに

多言語音声ガイドアプリ及び宮内庁ウェブサイトの運用等を実施し、英語及び中国語ガイド案内を行う。

また、文化的建造物の修繕、美観等に配慮しつつ、京都御所清涼殿襖絵の復元模写（2030 年度までの計

画）を行い、完成後に逐次公開する。 
 
   ⑦ 京都仙洞御所・桂離宮・修学院離宮について、通年で参観を実施するとともに、訪日外国人旅行者向

けに多言語音声ガイド機器及び宮内庁ウェブサイトの運用等を実施する。特に桂離宮においては、皇室

の伝統や文化への理解をより深めることを趣旨として「桂離宮観月会」を 2025 年秋に実施する。また、

文化的建造物の修繕、美観等に配慮しつつ、京都仙洞御所醒花亭ほか整備工事（2026 年２月完了予定）

を実施し、杮葺屋根葺替等を行う。 
 
   ⑧ 御料牧場について、家畜伝染病に対する防疫強化に取り組みつつ、春・秋に２日間で各２回、合計８

回地域住民以外が参加できる見学会を実施する。 
 
   ⑨ 埼玉鴨場・新浜鴨場について、埼玉県・千葉県とも協力をしながら、地域住民以外が参加できる見学

会を年 12 回ずつ実施する。また、引き続き団体申込も受け付ける。 
 
   ⑩ 信任状捧呈式の馬車列の実施に際しては、引き続き、宮内庁及び JNTO のウェブサイト、宮内庁及び

観光庁 SNS 等を活用するとともに、情報提供先と連携し周知を図る。 
 
   ⑪ 造幣局本局の工場見学を引き続き実施する。 
 
   ⑫ 首都圏外郭放水路の民間企業が運営する有料見学会について、引き続き、土日祝日を含めて毎日開催

（施設点検日及び年末年始を除く。）する。また、施設の更なる認知度向上と訪日外国人旅行者の増加を

図るため、新たな見学コースの設定や施設での撮影やイベント開催を目的とした民間企業の運営による

有料の施設貸出を幅広く実施する。さらに、地域振興の一環として、観光協会及び地元商店・飲食店と

協力し、龍Q 館での首都圏外郭放水路のロゴ入りの地元物産の販売や、見学者向けの特典を用意し市内

周遊へと誘導する取組を行う。 
 
   ⑬ 市ヶ谷記念館・大本営地下壕跡の見学については事前予約制とし、防衛省のガイドが案内を実施する。

また、見学者にパンフレットを配布し、引き続き、見学者の満足度を高めるための取組を維持する。 
 
   ⑭ 日本銀行本店本館において、2023 年度までに実施してきた見学等の取組に加え、2024 年度実施した

改刷（新日本銀行券）関連の広報コンテンツ拡充（スタンプやパネルの作成）のほか、「障害を理由とす

る差別の解消の推進に関する法律」（平成 25 年法律第 65 号）の改正を受けた障害者向け見学の積極的

な実施も含め、施策を継続する。 
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５ 外国人旅行者向け消費税免税店の拡大等によるショッピングツーリズムの推進 
     外国人旅行者向け消費税免税制度については、令和７年度税制改正において、「リファンド方式」への

見直しが行われた（制度施行日は 2026 年 11 月１日）ことを踏まえ、制度の円滑な施行を通じた更なる

消費拡大を実現するため、免税店等と連携しつつ、制度の周知や免税店へのシステム改修費用の補助を

行う。 
 

６ 大都市観光の推進 
     国民公園の一層の魅力向上に向け、新宿御苑については、日本館御殿復元整備、開園時間の延長、入

園料のキャッシュレス化、民間イベントでの活用、最新技術を活用した皇室庭園としての歴史・文化の

発信、コワーキングスペースの運営等に取り組む。皇居外苑については、インフォメーションセンター

の整備に向けた取組、民間イベントの活用等により、観光資源としての価値を高める。京都御苑につい

ては、文化資源アーカイブや体験型コンテンツの実装、デジタルコンテンツの整備を進める。 
 
第３節 地方誘客に効果の高いコンテンツの整備 
１ 国立公園の魅力向上とブランド化 

   ① 「国立公園満喫プロジェクト」において、「ステップアッププログラム 2025」等に基づき、民間事業

者等の多様な主体と連携し、国立公園に国内外の利用者を呼び込み、保護と利用の好循環を形成するた

めの取組を実施する。また、「ステップアッププログラム 2025」のとりまとめに向けて、成果の把握や

課題の整理等の必要な検討を行う。 
 
   ② 国立公園の多言語解説を外国人利用者目線で魅力あるものとして充実させ、訪日外国人旅行者の体験

滞在の満足度を向上させるため、環境省において、観光庁と連携し、国立公園・国定公園・国民公園・

世界自然遺産及び長距離自然歩道を対象に、国立公園等に関連する多言語解説を整備する。また、利用

者ニーズを踏まえ、ICT 等の先進的技術を活用した展示パネルや既存看板の多言語化、多言語対応の展

示映像の制作等の媒体化により引き続き一体的な整備や魅力発信を行う。 
 
   ③ 我が国の傑出した自然景観を有する国立公園において、美しい自然の中での感動体験を柱とした滞在

型・高付加価値観光を実現するため、アドベンチャートラベル等、魅力的な自然体験アクティビティの

充実や質の向上等を通じて受入環境を整備する。また、ウェブサイト・SNS・スタンプラリー・海外メ

ディアや、旅行博等の機会を活用し、国立公園の魅力や自然体験アクティビティ等を紹介するなど、国

立公園の利用を促進する。 
 
   ④ 国立公園等の優れた自然風景地等の保護と利用を図り、安全で快適な自然とのふれあいの場を提供す

るため、引き続き国立公園、国民公園等における施設整備等を実施するとともに、国立・国定公園等に

おいて地方公共団体が行う施設整備等の事業について支援する。また、ビジターセンターの情報発信機

能を強化するとともに、省エネ改修等により脱炭素の取組を推進する。さらに、国立公園等施設の防災・

減災対策や施設の老朽化対策を進め、利用者の安全を確保する。 
 
   ⑤ 国立公園等における自然体験アクティビティの充実、人材の育成、ビジターセンターへのカフェの設

置をはじめとした公共施設の民間開放、自然環境保全コストを一部利用者負担とする仕組みの導入に向

けた実証実験等を引き続き行う。その際、地域協議会構成メンバー、自然環境に知見を有する研究者、

サービス提供にノウハウを有する民間事業者等の多様な主体と連携して実施する。 
 
   ⑥ JNTO グローバルサイト内に構築した国立公園ウェブサイトを活用して、デジタルマーケティング手

法等によるサイト利用傾向等の分析結果を踏まえた海外への情報発信をするため、訪日外国人旅行者に

対して訴求力の高いトピックスの特集記事や魅力的な自然体験アクティビティ等の充実、ウェブサイト

の機能性の向上を促進する。 
 
   ⑦ 関係省庁、関係地方公共団体、関係団体等からなる地域協議会を中心に連携を図り、「ステップアップ

プログラム 2025」等に基づき、観光資源の有効活用を目的とした一体的な取組を引き続き推進する。ま

た、国有林を所管する林野庁との連携事業を実施する。さらに、多言語化の充実やコンテンツの造成等

について国定公園に展開を図る。 
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   ⑧ 2020 年７月に供用を開始した新宿御苑併設の国立公園情報発信拠点「National Parks Discovery 
Center」において、日本の国立公園の魅力を大画面で訴求する映像設備やデジタルを活用した体験型展

示、国立公園案内カウンターやギャラリースペース、物販設備等を活用し、来園者に国立公園の魅力を

発信する。 
 
   ⑨ 国立公園の利用拠点において、国・地方公共団体・民間事業者等地域の関係者が連携してインバウン

ド増加に資する利用拠点計画又は利用拠点整備改善計画を策定するとともに、同計画に基づき、跡地の

民間活用を前提とした廃屋の撤去、インバウンド対応機能向上、地域文化が体感できるまちなみ改善、

滞在環境改善等を同時一体的に実施する。これにより、引き続き利用拠点の上質化を図り、訪日外国人

旅行者の体験滞在の満足度向上を図る。 
 
   ⑩ 訪日外国人旅行者に対し、日本の自然の魅力をわかりやすく伝えるため、ビジターセンター等におい

てデジタル展示施設を整備する。デジタル展示を通じて、普段見ることが難しい希少種の姿や、四季の

風景の変化等を体験してもらうことで、日本の自然への関心を高め、引き続き国立公園等におけるアク

ティビティへの誘導、滞在時間の延長や満足度の向上、同地へのリピート利用を促す。 
 
   ⑪ 国立公園の美しい自然の中での感動体験を柱とした滞在型・高付加価値観光を推進するため、「国立公

園における滞在体験の魅力向上のための先端モデル事業」18 を実施している十和田八幡平国立公園（十

和田湖地域）、中部山岳国立公園（南部地域）、大山隠岐国立公園（大山蒜山地域）、やんばる国立公園の

４つの国立公園において、引き続き地域の関係者等と連携し、民間提案を取り入れつつ、事業推進体制

の構築や利用拠点におけるマスタープランの策定等の取組を進めるとともに、この事業で得た知見を踏

まえ、2031 年までに全国の国立公園において、地域の理解と環境保全を前提に民間活用による魅力向上

の取組を進める。また、山岳地域における質の高いサービス提供のため、山小屋のインバウンドに対応

した上質化（内装・外装・設備の改修等）を支援する。 
 

２ 国際競争力の高いスノーリゾートの形成 
   ① スキー・スノーボードを楽しむ訪日外国人旅行者が増加する中、国際競争力の高いスノーリゾートの

形成を促進し、インバウンド需要を取り込む必要がある。このため、地域の中長期展望や利用者ニーズ

を踏まえ、スキー場の魅力が向上し、事業効果が地域に広く波及する投資を進めようとするスノーリ

ゾートの取組を支援する。新たにスキー場のインフラの整備として、リフト乗車補助具の導入を支援対

象とする。 
 
   ② JNTO は、日本のパウダースノーへの興味・関心の高い米国・オーストラリア及びスキー人口が急増

中の中国において、現地旅行会社との連携強化を図るとともに、旅行博出展や BtoC イベントの実施、

オウンドメディアやインフルエンサーを活用したデジタルメディアでの発信等によりスノーアクティ

ビティ及びウィンタースポーツに関するプロモーションを実施する。 
 

３ 歴史的資源を活用した観光まちづくりの推進 
   ① 2025 年度までに「300 地域の取組展開地域」「50 地域の面的取組展開地域」の創出を目指すべく、地

域の取組を引き続き支援する。また、城や社寺、古民家等における宿泊・滞在型コンテンツを軸に地域

の面的な高付加価値化を推進しつつ、歴史的建築物の観光施設等への改修等に対して補助を行う。 
 
   ② 歴史的資源を活用した観光まちづくり官民連携推進チームにおいて、支援メニュー集、歴史的資源の

活用成功事例集を更新する。また、会議等にて全国の地方公共団体、DMO、農泊地域等に関する情報共

有等を行う。さらに、ワンストップ窓口において、地域からの相談等に対応するとともに、新規取組地

域の掘り起こし、既存取組地域の継続的なフォローを行う。 
 
   ③ 観光分野での地域おこし協力隊の活用事例について、ウェブサイト等に掲載するとともに、地方公共

団体職員や地域おこし協力隊員向けの研修等において周知を引き続き図る。 
 

 
18 環境省「宿舎事業を中心とした国立公園利用拠点の面的魅力向上に向けた取組方針」（2023年６月公表）に基づき、有識者等を含む専門委員会の

意見も踏まえつつ、将来的な他地域への展開も見据え、環境省が 2023年８月に選定。 
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   ④ 空き家、空き店舗、公的不動産（PRE）等の遊休不動産の活用促進のため、選定した地域において、

宅建事業者等に不動産証券化 19等の周知を図るとともに、関心のある事業者に地域の不動産証券化関係

者が参加するネットワーク会議への参画を促すことで、引き続き地方における不動産投資の普及促進を

図る。 
 
   ⑤ 産官学金労言の連携により、地域の資源と資金を活用した地域密着型事業の創業・第二創業・新規事

業立ち上げを支援する「ローカル 10,000 プロジェクト」の支援件数を拡大するなど、「ローカルスター

トアップ支援制度」を通じて、古民家等を活用した事業の立ち上げを支援し、歴史的資源を活用した観

光まちづくりを引き続き推進する。 
 
   ⑥ 開発許可制度における地域の実情に応じた既存建築物の用途変更の弾力化に係る技術的助言やその

活用事例について、国や地方公共団体が参画する担当者会議等の場やウェブサイト等において引き続き

周知していく。 
 

４ 文化観光の推進 
（１）博物館・美術館等の文化施設の充実 

① 文化資源の磨き上げ、多言語化・Wi-Fi・キャッシュレス環境整備等の利便性向上、国内外への宣伝、

学芸員等の専門人材の確保等の取組を支援する。また、観光資源としても極めて有効な文化財について、

デジタル技術等を活用した多言語解説を観光施策と連携させつつ整備する。これらの取組を通じて、訪

日外国人旅行者が文化財への理解を深め、満足度を向上できるような環境整備を引き続き着実に進める。

さらに、国立博物館等において、外国人目線に立った多言語対応やオンラインチケット販売経路拡大等

のインバウンド受入に資する環境整備等の充実に取り組み、それらの成果の共有に努める。加えて、

キャッシュレス環境整備等の利便性向上に引き続き努める。 
 

   ② 障害の有無や年齢等にかかわらず、国立博物館・美術館が有する多様な文化資源の魅力にアクセスで

きるよう、障害者、子供、高齢者、外国人等を対象とした鑑賞支援や、ハンズオン、参加・体験型プロ

グラム、オンライン配信を活用した講座やワークショップ等の教育普及事業の充実に取り組む。また、

国立博物館等において、ニーズを踏まえた開館時間の柔軟な設定による快適な鑑賞環境の充実や、SNS
等を活用した国内外への積極的な情報発信に取り組む。さらに、文化資源の魅力発信及び地方創生・観

光振興に寄与することを目的として、国立博物館等において、各地のミュージアムへの収蔵品の貸与や

文化財の保存・活用に関する助言・協力に取り組む。加えて、文化財等情報資源のデジタル化・データ

ベース化の促進に取り組むとともに、文化財や美術品が持つ魅力の情報発信により、博物館等に来訪で

きない人も含め、場所や時間にとらわれず文化に触れる機会を提供し、文化芸術に対する社会的な理解

促進に寄与する。 
 
   ③ 我が国の文化拠点である劇場・音楽堂等について、子供たちの鑑賞体験の機会を提供する取組への支

援や、障害者、訪日外国人旅行者等に向けたバリアフリー・多言語対応に関する取組に対する支援、バ

リアフリー対応施設に対する税制優遇措置を推進することにより、文化芸術に触れられる環境整備を図

る。また、博物館についても、バリアフリー・多言語対応、地域活性化等を促す取組を支援する。さら

に、大学の有する教員、教育研究機能、施設・資料等の資源を積極的に活用した人材育成に資する取組

を支援する。 
 
   ④ 国や国立博物館等が有する地域ゆかりの文化資産を活用し、訪日外国人旅行者にもわかりやすく、地

域の歴史・文化等を魅力的に発信する各地域の博物館等の取組を支援し、訪日外国人旅行者の地方への

誘客や満足度の向上等を引き続き図る。 
 

（２）文化観光拠点等の整備 

   ① 文化についての理解を深めることを目的とする観光を推進するとともに、訪日外国人旅行者がストレ

スフリーで快適に旅行を満喫できる環境を整備するため、「文化観光拠点施設を中核とした地域におけ

る文化観光の推進に関する法律」（令和２年法律第 18 号）に基づき、新規に計画を認定するとともに、

 
19 不動産の証券化という特別の目的のために設立された法人等が、不動産が生み出す賃料収入等の収益を裏付資産として証券を発行し、投資家から

資金を調達する手法。 
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認定地域等において、認定計画に基づく多言語対応、Wi-Fi・キャッシュレス環境整備、バリアフリー化

等の文化観光拠点施設の機能強化に資する取組を引き続き支援する。 
 
   ② 文化資源を中核とする観光拠点・地域を整備するため、文化観光拠点・地域の整備の促進、日本遺産 20

等の文化資源の魅力向上や発信強化を行う。また、地域における文化財の総合的な保存・活用の取組を

引き続き支援する。 
 
   ③ 文化観光の推進に関する好事例を収集・分析し、関係者に広く周知する取組を引き続き支援する。 
 

（３）文化資源の観光資源としての魅力の向上 

   ① 日本遺産全体の質の底上げ、ブランド力の強化を図るとともに、日本遺産認定地域の文化資源の磨き

上げの促進、日本遺産を活用した継続的な取組を推進する。また、文化資源の解説作成や多言語化、健

全で美しい状態に回復するための美装化等へも引き続き支援する。 
 
   ② 博物館等に勤務する管理職を対象とした「トップマネジメント研修」、学芸職を対象とした「パブリッ

ク・リレーションズ研修」、行政の博物館担当職員や初任者を対象とした「文化をつなぐ研修」を実施し、

文化観光、インバウンド拡大、地域連携及びデジタル化といった、博物館における今日的課題への対応

と発信に取り組む人材を育成する。国立文化施設においても、学芸員等を対象とした研修・講座を開催

し、国立文化財機構では博物館・美術館等保存担当学芸員研修（基礎コース・上級コース）等を実施、

国立科学博物館では学芸員専門研修アドバンスト・コース及びオンライン学芸員専門研修等を実施、国

立美術館では学芸担当職員を対象としたキュレーター研修や、美術館を活用した鑑賞教育の充実を目的

に、全国の教員、学芸員及び指導主事を対象とした研修を実施する。これらの研修等を通じて、全国各

地の博物館関係者の人材養成や、観光を含む多様な分野との連携等に資する。 
 

（４）文化財の保存・継承 

   ① 国宝・重要文化財（建造物、美術工芸品）、史跡名勝天然記念物について、魅力的な活用の前提となる

適切な保存修理や防火・耐震対策等の強靱化を推進する。また、修理現場の公開や解説設備の設置、バ

リアフリー化、来訪者の便益施設の充実等を促進する。さらに、文化財の保存・活用における多様な資

金調達の活用を促進する。 
 
   ② 文化庁の移転を契機として、歴史・文化の豊かな京都の地から文化庁ならではの地方創生を実現する

ため、地域の宝である文化財について、官民連携で新しい価値を創造し、持続可能な活用を推進する。

具体的には、文化財を活用した高付加価値コンテンツの造成、文化財建造物のリノベーション、多言語

対応等インバウンド向けの滞在環境の整備を推進する。あわせて、文化財の活用に関する相談窓口を設

置するとともに、活用に関するセミナーを各地で開催する。 
 
   ③ 「文化財保存活用地域計画」等の作成及び計画に基づく事業の推進を支援することで、地域の多様で

豊かな文化資源を活用した経済活性化、人材育成、まちづくり等に資する取組や観光拠点の整備を促進

し、観光振興・地方創生等に向けた対応を強化する。 
 

④ 【再掲】第Ⅲ部第１章第７節６ 
 

（５）世界遺産の推薦及び保存・活用 

   ① 現在、我が国では、「屋久島」、「白神山地」、「知床」、「小笠原諸島」及び「奄美大島、徳之島、沖縄島

北部及び西表島」の５地域が条約に基づき自然遺産として世界遺産一覧表に記載されている。これらの

地域において、科学的知見に基づき、地域関係者との合意形成を図りながら、遺産価値を維持するため

の保全管理の充実に取り組む。また、各遺産地域に持続可能な観光利用を推進するための拠点施設を整

備し、引き続き関係機関と連携して必要な取組を進める。 
 

 
20 地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・伝統を語るストーリーを「日本遺産」に認定するとともに、ストーリーを語る上で不可欠な魅力

ある有形・無形の文化財群を地域が主体となって総合的に整備・活用し、国内外に戦略的に発信することにより、地域活性化・観光振興を図るも

の。 
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   ② 世界に誇る我が国の文化財について、引き続き世界遺産への登録に向けた推薦を行う。また、登録さ

れた文化遺産については、観光旅行者の急増に対応した適切な保存の取組だけでなく、世界遺産のブラ

ンド力等を活用した地域活性化の取組に対しても支援する。 
 

（６）アイヌ文化の魅力の発信 

アイヌ文化の復興・創造等の拠点である民族共生象徴空間（ウポポイ）について、国内外から多くの

人々が訪れ、アイヌ文化に触れることを通じて理解を深めてもらえるよう、年間来場者数 100 万人を目

指し、博物館内の展示、園内コンテンツの充実、大阪・関西万博での情報発信等の施策を、関係省庁が

一体となって総合的に実施し、ウポポイの充実強化を図る。 
 

（７）ナショナル・トラスト活動等の民間取組の推進 

国民的財産として後世に継承すべき産業・文化遺産や自然等の観光資源を保存・活用するナショナル・

トラスト活動について、公開や利用に力点を置いた活動を奨励する。引き続き、「文化財保護法」（昭和

25 年法律第 214 号）に基づく文化財保存活用支援団体の指定を促し、民間団体による地域の文化財の

保存・活用のための取組を推進するとともに、自然環境に係るナショナル・トラスト活動の一層の促進

に関連する情報の発信や、「地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関

する法律」（平成 26 年法律第 85 号）の運用を図る。 
 

５ スポーツツーリズムの推進 
① スポーツ大会や合宿の誘致・開催等のスポーツによる「まちづくり」を推進していくため、その担い

手となる地域スポーツコミッション 21の質的な向上（経営の安定や運営を担う人材の育成・確保等）に

向け、新たな事業展開へのチャレンジ等をモデル的に支援するとともに、研修講座の実施等の人材育成

サポートや人材確保に向けたマッチングの実証を促進する。 
 
② 地域外との交流拡大にも資するよう、まちづくりとしてスタジアム・アリーナとほかの施設やインフ

ラ等を総合的・複合的に整備・活用する「スポーツコンプレックス」を推進する。このため、スポーツ

コンプレックスのコンセプトや好事例となるモデル等を整理する調査を行い、概念の普及・定着を図る

とともに、スポーツコンプレックス等によるまちづくりに資する基本構想・基本計画の策定やスポーツ

コンプレックスの実現・発展に資するまちづくりと連携した取組等を支援する。 
 
③ スポーツと地域が有する自然や文化・芸術等の様々な資源が融合した観光を楽しむスポーツツーリズ

ムについて、増加傾向にある訪日外国人旅行者を主なターゲットとし、引き続き、ニーズに沿った効果

的な取組事例の創出、DX を活用したプロモーション等によるスポーツツーリズム・ムーブメントの創

出を進める。これにより、武道を含めたスポーツツーリズムの認知拡大を通じて、コンテンツを有する

地方への誘客促進につなげながら、訪日外国人旅行者等のニーズの変化を的確に見極め、国内外から選

ばれるコンテンツの戦略的な創出を推進する。 
 
④ 東京 2025 デフリンピック大会・東京 2025 世界陸上や第 20 回アジア競技大会・第５回アジアパラ競

技大会、ワールドマスターズゲームズ 2027 関西等、今後日本で開催される大規模国際競技大会の円滑

な開催に向けて必要な支援・協力を行う。 
 
⑤ スポーツ観戦に高い付加価値を提供するスポーツホスピタリティの推進に向け、2024 年度に作成し

たガイドブックを活用した研修会の開催、好事例の創出に向けた専門家派遣による実務指導を通じた実

践に向けた普及事業に取り組むとともに、国内外における事例調査やスポーツイベント以外での既存ス

ポーツ施設の高付加価値化に向けた検討を行う。 
 

６ 農泊の推進 
（１）滞在型農山漁村の確立・形成 

① 農山漁村の所得向上と関係人口 22の創出を図るため、農泊地域の実施体制の整備や経営の強化、食や

 
21 スポーツと自然・文化等の地域資源を掛け合わせ戦略的に活用することで、まちづくりや地域活性化につなげる取組を推進する、地方公共団体や

スポーツ団体、民間企業等が一体となったネットワーク組織のこと。 
22 移住や観光でもなく、単なる帰省でもない、日常生活圏や通勤圏以外の特定の地域と継続的かつ多様な関わりを持つ人々。 
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景観の観光コンテンツとしての磨き上げ、国内外へのプロモーション、古民家を利用した滞在施設の整

備等を一体的に支援するとともに、農林水産物・食品の輸出拡大との相乗効果を図る。また、農泊施設

の避難所等としての活用を推進する。 

 

② 多様な地域の食とそれを支える農林水産業や特徴のある景観、伝統文化等の魅力で訪日外国人旅行者

を誘客する農泊地域等を農林水産大臣が「SAVOR JAPAN」23に認定し、官民が連携して農山漁村の魅

力を海外に一体的に発信する。また、認定地域のテーマ共通性を生かした横串連携等の推進、認定地域

関係者の知識習得や地域間のネットワーク化を目的とした研修会・情報交換会等の開催、JNTO 等と連

携した情報発信を効果的かつ一元的に取り組むことで訪日外国人旅行者の誘客を強化する。 

 
（２）農山漁村の地域資源の活用支援 

① 「強い農林水産業」、「美しく活力ある農山漁村」の実現のため、農山漁村が潜在的に有する地域資源

を引き出すことにより地域の活性化や所得向上に取り組んでいる優良な事例を「ディスカバー農山漁村

（むら）の宝」として選定する。また、選定証授与式や交流会等の開催及び特設サイトを活用した全国

への発信等、農山漁村の地域住民の意欲及び機運向上につながる取組を推進するとともに優良事例の普

遍化を図る。 
 
② 大阪・関西万博の農林水産省展示（2025 年６月）において、インバウンドを含めた多くの来場者に向

けて農業遺産、世界かんがい施設遺産等の農山漁村の魅力を発信し、訪問意欲の喚起を図る。また、農

業遺産地域の取組を広く発信するシンポジウムの開催等により、農業遺産地域等の観光振興を図る。 
 
③ 農泊等と連携した農村地域でのジビエ利用拡大を図るため、捕獲鳥獣の搬入体制の強化やジビエを主

な原料とした加工品として製造する設備の導入、プロモーションによる情報発信・需要開拓、ジビエを

取り入れた食事メニューや商品の開発等を支援する。また、ジビエ料理・商品を活用したモデルコース

の造成等に官民が連携して取り組む。 
 

７ 地方誘客に資する各種のコンテンツ整備 
（１）地域に根差した観光資源の磨き上げの推進 

     将来にわたって持続的に地方誘客が促進されるよう、観光に未活用な地域資源の活用等、地域資源を

活用した収益性が高く独自性・新規性のある観光コンテンツの開発から、適切な販路開拓や情報発信を

総合的に支援し、中長期にわたって販売可能なビジネスモデルづくりを全国各地で支援する。 
 

（２）コンテンツ連携による広域的な周遊観光の促進 

     訪日外国人旅行者の消費額の増加及び滞在の長期化を促進するため、「旅全体を通じて一貫したス

トーリーを有する長期滞在ツアー」の造成や、地域の多様な関係者と連携し、ツアー全体をコーディネー

トできるガイド（Experience Manager）の育成等により、ストーリーに沿った地域のコンテンツの連携

促進の手法を検証し、その結果を観光関連事業者等に引き続き共有する。 
 

（３）医療や健康増進と連携した観光の推進 

     観光庁は厚生労働省と連携し、日本の高度な医療技術と地域固有の観光資源を組み合わせたインバウ

ンド地方誘客モデルの造成・実証や観光から医療まで一貫して通訳できる観光人材を地域で養成するた

めのモデルの実証を通じて、医療観光先として日本のプレゼンス強化を図る。 
 

（４）サイクルツーリズムの推進 

① サイクルツーリズムの推進に向けて、サイクリング環境の整備に関する国内外の好事例の収集を行う

ほか、ナショナルサイクルルートの更なる磨き上げやイベント出展等の国内外への情報発信、新たな

ルートの検討を行う。 
 
② 訪日外国人旅行者の来訪促進及び観光地の魅力増進のため、引き続き、移動そのものを楽しむ観光列

 
23 多様な地域の食やそれを支える農林水産業、伝統文化の魅力で、訪日外国人旅行者を誘客する農泊地域等を農林水産大臣が認定し、官民で連携し

て農山漁村の魅力を海外に一体的に発信する取組のこと。SAVORに、日本の農山漁村の食や食文化を深く味わう・楽しむという意味が込められ

ている。 
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車の魅力を海外に情報発信するほか、新たな観光ニーズに対応するサイクルトレインの普及を推進する。 
 

（５）インフラツーリズムの推進 

     ダム、橋、港、砂防、歴史的な施設等、世界に誇る土木技術等を周辺自然環境と併せて観光資源とし

て活用し、地域振興を図るインフラツーリズムを推進する。これまでの事業を踏まえて、効果的に地域

活性化に資するため、地域とインフラ管理者が連携した面的な誘客につながる事業を実施する。 
 

（６）離島地域等における観光振興 

① 離島の振興を図るため、離島の二地域居住や定住促進につながる取組、情報発信、関係人口創出、企

業誘致の取組等を離島活性化交付金により支援する。また、半島地域では、地域の特性を生かしながら、

地方公共団体や NPO 等の多様な主体が連携して広域的に実施する交流促進、産業振興等の取組を支援

するとともに、地域資源を活用した半島地域への誘客を促進するプロモーションの実施、半島産品の認

知度向上と販売促進等を図るための官民連携体制構築に係る調査を実施する。 
 
② 観光資源としての魅力を有するフェリー、旅客船、遊覧船等が、訪日外国人旅行者に幅広く活用され、

船旅の更なる魅力向上や地域経済効果の最大化に資する取組を行う民間事業者等を引き続き支援する。 
 
③ 沖縄におけるクルーズ船受入のための係留施設等の整備を引き続き推進する。また、沖縄の美しい自

然及び文化を生かし、訪日外国人旅行者の受入体制強化や独自の観光メニューの提供への支援等、「沖縄

振興特別推進交付金」や「沖縄北部連携促進特別振興事業費」、「新たな沖縄観光サービス創出支援事業」

等を通じた沖縄観光の強化を図るとともに、「魅せる沿道景観」の整備を引き続き推進する。 
 

   ④ 「特定有人国境離島地域社会維持推進交付金」により、旅行者の滞在を延ばす効果が期待される魅力

的な滞在プラン、企画乗船券・航空券又は旅行商品の企画、開発及び普及、旅行商品等に組み入れられ

る着地型観光サービスの質の向上及びその提供を担う人材の確保育成や地域連携等を図る取組への支

援を強化する。多様なニーズに対応するため、特に分散型ホテルによる宿泊環境整備、インバウンド誘

客促進、長期滞在型商品の推進を引き続き支援する。 
 
   ⑤ 北方領土隣接地域において、豊かな地域資源を生かした体験型・滞在型観光及び広域観光の推進を図

るとともに、交流・関係人口の創出・拡大に取り組む。また、北方領土の情報及び北方領土隣接地域の

魅力を SNS 等の各種媒体を通じて発信することで、北方領土隣接地域への訪問者の拡大を図るととも

に、特に若い世代の関心を喚起する観点から教育旅行の誘致を促進する。さらに、北方領土に関する効

果的な啓発の在り方を検討するため、北方領土隣接地域における地域一体となった啓発促進策について

の調査研究を行う。 
 
   ⑥ 北方領土隣接地域の滞在型観光促進のため、民泊等宿泊施設等旅行者受入環境に係る課題を分析の上、

地域が一体となった解決方策を検討し、受入環境の構築を図る。また、2025 年度内に、協議の場を設置

し、課題の共有、検討を行い、課題解決の取組を促進する。 
 

（７）旅客航路の観光利用促進 

     「標準的なフェリー・旅客船航路情報フォーマット」及び「簡易作成ツール」を用い、多数の関係者

間における航路情報の共有を図るため、フェリー・旅客船事業者と経路検索事業者によるデータ整備を

引き続き支援・推進していく。 
 

（８）観光コンテンツ事業者の収益性改善 

     観光コンテンツ事業者の経営における持続可能性を高めるべく、ネイチャーアクティビティ等の観光

コンテンツの造成に既に取り組んでいる地域を中心に、専門家による伴走支援の下、国際競争力のある

コンテンツとしての質を担保しつつ、継続的に販売を行うことができる収益性改善モデルの構築を実証

する。 
 
第４節 訪日旅行での高付加価値旅行者の誘致促進 

     観光による地方創生や訪日外国人旅行者の旅行消費額の拡大を目指し、消費単価の高い高付加価値旅
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行者の誘致促進に取り組む全国 14 のモデル観光地に対して、各地域のマスタープランに基づくコンテ

ンツの磨き上げや、宿泊施設、移動手段、ガイドの体制等の受入環境の整備の取組を支援するとともに、

JNTO と連携し、販路形成、情報発信の強化等に引き続き取り組む。 
 
第５節 戦略的な訪日プロモーションの実施 
１ 我が国の観光の魅力の戦略的な発信 
（１）オールジャパンによる訪日プロモーションの実施 

     JNTO は、インバウンドの更なる拡大に向けて、訪日マーケティング戦略に基づいてデジタルマーケ

ティング等も活用しながら、市場のニーズに合わせてきめ細かなプロモーションを引き続き実施する。

また、在外公館等の関係省庁・機関等とも連携の上、我が国の魅力を効果的に発信する。 
 

（２）新規訪日層の開拓 

     JNTO は、2025 年度が万博開催の年であることを考慮し、「海外旅行には頻繁に行くが日本を旅行先

として認識していない層」へ向けて万博＋観光等の動画や静止画を活用した広告を集中的に発信し、新

たな訪日需要を掘り起こすとともに、2026 年度以降の広告展開に向けて欧米豪・中東市場を中心に存在

する「訪日したことがなく、今後の旅行先の候補の一つとして日本を捉えている層」を対象に、訪日意

欲を高め、予約行動につなげていく目的で、多面的な訪日の魅力を伝え、具体的な旅行イメージの想起

を促す広告の準備を進める。 
 

（３）アジアのリピーター層の再訪日意欲喚起 

     アジア 10 市場（中国、韓国、台湾、香港、タイ、シンガポール、マレーシア、インドネシア、フィリ

ピン及びベトナム）の訪日ライトリピーター（訪日２～５回）を対象に、オンライン旅行会社（OTA 24）

と連携して地方誘客を強化するための販売促進施策に加え、インフルエンサー（約５市場を予定）を招

請して体験型コンテンツや食等の地方の魅力を発信するキャンペーン等を引き続き行う。 
 

（４）地域の魅力の海外発信 

     海外を含めたクリエイティブな人材や民間投資を惹きつけるため、官民の様々な人材が集積するエリ

アプラットフォームに対し、地域のシティプロモーションを支援することで、日本の都市の魅力発信を

引き続き推進する。 
 

２ 大規模イベントを活用した情報発信 
（１）2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）を契機とした対外発信 

① 国内の主要な空港における掲出や、国内外のメディアを通じた情報発信を行いつつ、JNTO 等と連携

した訪日プロモーションや博覧会協会が構築する観光ポータルサイト「Expo 2025 Official Experiential 
Travel Guides」による多言語での情報発信を実施する。 

 
② 大阪・関西万博特別仕様ナンバープレートについて、引き続きの普及促進活動を通じて大阪・関西万

博開催の全国的な機運の醸成を図る。また、地方版図柄入りナンバープレート及び全国版図柄入りナン

バープレートの普及を図るとともに、2025 年５月より新たに５地域の地方版図柄入りナンバープレー

トの交付を開始する。さらに、2027 年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）特別仕様ナンバープ

レートの交付を開始し、GREEN×EXPO 2027 開催の全国的な機運の醸成を図る。 
 

（２）2027年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）に向けた対外発信 

     GREEN×EXPO 2027 の開催に向け、各国への参加招請活動及び国内外で行われる国際会議やシン

ポジウム等の機会を通じて、本博覧会のテーマに関連する花・緑・食・農等の魅力を発信する。 
 

３ 各分野と連携した情報発信 
（１）大使・総領事の公邸等を活用した観光プロモーション等の推進 

① 在外公館等において運用している SNS アカウントで写真素材を活用し、任国の嗜好・トレンドを踏

まえた独自の日本紹介コンテンツを発信するなど、観光促進を含む広報を積極的に実施して、日本への

関心・理解の促進を図る。 
 

24 Online Travel Agentの略。インターネット上だけで取引を行う旅行会社のこと。 
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② サンパウロ、ロンドン及びロサンゼルスという世界３都市に設置されたジャパン・ハウス各拠点にお

いて、引き続き日本の多様な魅力を幅広い層に対して発信し、インバウンドの観光需要を促進する。2024 
年度から始まった「ジャパン・ハウス事業」第３期においても様々な展示・イベントを地方公共団体、

地域の企業、アーティスト等とも幅広く連携しながら実施し、被災地支援も念頭に置きながら、日本の

地域の魅力を発信していく。 
 
③ 外務省と地方公共団体等との共催で、駐日外交団、外国商工会議所等に対し、各地方公共団体がそれ

ぞれの特色・施策（産業、観光等）に関する情報を発信するセミナーを 2025 年度内に１回実施する。

また、外務省と地方公共団体等との共催で、文化・産業・観光施設等の視察や地方公共団体首長との意

見交換等を通じて多様な魅力を直接体験し、海外に発信してもらうことを目的にした駐日外交団による

地方視察ツアーを同年度内に５回実施する。 
 
④ 外務大臣と地方公共団体の首長との共催で、駐日外交団等を飯倉公館に招き、地方の多様な魅力を国

内外に発信する事業を 2025 年度内に２回実施する。 
 

（２）クールジャパンの海外展開 

① JETRO において、異業種連携による地域資源を活用した地域産品の輸出やインバウンド促進支援の

一環として、引き続き地域産品の海外展開を通じた産地のアピールを行う。また、海外での地域産品の

認知度を高めるため、これらの魅力が一層伝わるよう、海外バイヤー等の招へい等を通じて、地域産品

の魅力に触れる機会を設定する。 
 
② 伝統的工芸品の産地の風景や工房で職人が制作する様子を撮影した動画を英語字幕付きで作成し、

YouTube や展示会等で配信すること等を通じて引き続き産地をPR し、伝統的工芸品の需要と産地の更

なる活性化につなげる。 
 
③ 【再掲】第Ⅲ部第１章第３節６ 
 
④ 【再掲】第Ⅲ部第１章第９節① 
 
⑤ 株式会社海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構）の出資を通じて、地域の観光資源等を生かし

てインバウンド需要を喚起する事業を引き続き支援する。 
 
⑥ 「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」（平成 19 年法律第 40 号）

に基づき、観光資源を生かして地域経済を牽引する事業についても、地域未来投資促進税制等により設

備投資等を引き続き後押しする。 
 

（３）日本文化に関する情報の総合発信 

① スポーツ庁、文化庁及び観光庁の連携を一層強化し、スポーツや文化芸術といった地域の魅力を、観

光と連携することにより、国内外に発信するとともに、訪日外国人旅行者の増加や国内観光の活性化を

図るための取組として｢スポーツ文化ツーリズムアワード｣を引き続き実施する。 
 
② 【再掲】第Ⅲ部第２章第２節２（５）① 
 
③ 在外公館及び独立行政法人国際交流基金（JF）が、各国において伝統文化、ポップカルチャー、地方

の魅力や和食等、様々な分野に関する事業を引き続き行うことにより、日本の多様な魅力を海外に積極

的に発信し、諸外国の日本に対する興味・関心を高める。また、観光客誘致に向けた取組において有利

な環境の創出に資する事業を、オンラインも活用して効果的に継続実施し、訪日需要を喚起する。さら

に、JNTO と JF は、海外拠点間の会議体や、定期的な連携促進会議の開催を通じて更なる連携拡大の

可能性を協議し、JNTO が実施する「訪日プロモーション事業」と、JF の文化芸術交流、日本語教育及

び日本研究・国際対話事業等の機会や JF の持つコンテンツやネットワークを活用した連携事業を実施

する。こうした取組を通じて、日本の魅力向上や訪日需要の喚起に資する情報発信を行うことで、地方

誘客を促進する。 
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（４）日本食・日本食材等の海外への情報発信

① 訪日旅行経験者等への日本食・食文化の魅力発信及び食関連消費の拡大に資するプロモーション等を

実施する。また、日本産農林水産物・食品を購入・消費できるよう海外で日本産食材を積極的に使用す

る飲食・小売店を「日本産食材サポーター店」として認定する取組を推進する。

② 国内外商談会、海外見本市等を通じた海外バイヤーとのビジネスマッチングの機会を創出するととも

に、営業型サンプル提案、専門家による伴走支援等を活用した商談機会創出の取組も継続する。

（５）国際放送による情報発信の強化

「放送法」（昭和 25 年法律第 132 号）に基づき NHK にテレビ国際放送の実施を要請することによ

り、日本の文化・産業等の情報や魅力を世界に発信するとともに、国内外における周知広報や受信環境

の整備・改善、放送番組の充実等の取組を推進する。

（６）外国報道関係者の招へい等を通じた対外発信

外国メディア関係者の招へい、在京外国メディア向けプレスツアーを実施し、海外メディアによる、

地方を含めた日本の魅力発信を引き続き支援する。

（７）情報通信技術を活用した観光に関する情報の提供

① 公益社団法人日本観光振興協会では、2025 年４月に全国観光ポータルサイト「JAPAN 47 GO」英語

版をリリースする。同サイトでは、手動翻訳とAI 翻訳を駆使し、訪日外国人旅行者に対して、地域の自

然・歴史資源・観光施設等のスポット情報や体験型観光等の地域商品情報を発信していく。

② 全国各地の文化財とその地域の魅力について、外国人目線でウェブサイトを洗練・拡充し、歴史や伝

統、文化芸術への関心が高い層をターゲットとするリーチ施策を実施する。

第６節 MICEの推進

１ 新型コロナウイルス感染症による変化を踏まえたMICE誘致・開催の意義の発信

新型コロナウイルス感染症の影響を経て、外部環境が大きく変化したことを踏まえ、MICE 開催によ

る総消費額及び経済波及効果を測定する「MICE 簡易測定モデル」の改訂を行うとともに、過年度の

MICE 総消費額の算出を行う。 

２ 政府一体となったMICE誘致・開催

「新時代のインバウンド拡大アクションプラン」（令和５年５月 30 日観光立国推進閣僚会議決定）や

大阪・関西万博の開催を踏まえ、政府として各種国際会議を積極的に開催するとともに、文部科学省や

経済産業省等の関係省庁や博覧会協会等と連携し政府一体となったMICE の誘致・開催を支援し、我が

国でのMICE 開催案件の増加を引き続き図る。 

３ MICE開催地としての地域の魅力向上・発信文化観光の推進

MICE 開催地としての各地域の魅力向上に向け、各地域の強みや長期戦略に基づくコンベンション

ビューロー25 等と地域のステークホルダーの連携による、ユニークベニューの活用促進への取組や、地

域の産業や知的資産等を活用したコンテンツ開発等への支援を実施し、各都市の誘致力強化を図る。

４ 日本政府観光局（JNTO）等によるMICE誘致活動の強化

① JNTO において、東アジア及び東南アジア市場において現地のインセンティブ旅行を取り扱う有力な

旅行会社等と日本側コンベンションビューロー、ホテル等を集めたインセンティブ商談会を開催する。

また、欧米及びアジア市場からインセンティブ旅行を取り扱う旅行会社を招請し、日本各地での視察を

引き続き実施する。

② JNTO は、オンライン広告やウェブサイト、SNS 等を活用し、引き続き日本のサステナビリティの取

組や日本で開催された国際会議のケーススタディ、大阪・関西万博関連情報等を継続的に発信する。

25 国際会議をはじめとしたMICEの誘致を支援する組織のこと。 
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③ JNTO は、国際的に有力な MICE 主催者との関係を強化し、MICE デスティネーションとしての日

本のプレゼンスを向上させる観点から、国際 PCO26 協会（IAPCO）とのデスティネーション・パート

ナーシップ協定に基づき、IAPCO のネットワークを活用した情報発信や人材育成プログラムにおける

連携を引き続き行う。また、国際会議協会（ICCA）、MPI27、SITE28等、MICE 国際団体のネットワー

クを活用し、情報収集を行う。 
 
④ JNTO は、引き続きデータ連携システムを活用し、オンライン及びオフラインのマーケティング活動

により収集・蓄積した各種データを組織内に適時共有するとともに、ウェブサイトとの連携を行い、新

たな国際会議やインセンティブ旅行のセールス情報の獲得等、MICE 誘致力の強化を図る。 
 
⑤ MICE 誘致・開催に積極的な都市におけるMICE 専門性の高度化に向け、研修・セミナーの開催やサ

ステナビリティへの取組促進等を実施する。また、各都市のコンベンションビューローに対しては、海

外MICE イベントへの出展・参加支援等を実施し、我が国のMICE 開催件数の更なる増加を図る。 
 

５ MICE誘致の国際競争力の向上のための基盤整備 
① JNTO は、引き続き、大学及び学協会へのセールスアプローチを積極的に実施し、JNTO 及びコンベ

ンションビューローの支援スキームの情報発信を行うとともに、JNTOの活動の認知度向上を図るほか、

MICE アンバサダーを活用した広報を行うとともに、地域の拠点大学・研究機関等の潜在的な国際会議

主催者及び学協会事務局との連携を強化する。これらの取組により、国際会議誘致件数の拡大を図る。 
 
② 共同主催国際会議の募集に関する周知や講演会の共同開催等で構築してきた日本学術会議及びJNTO
との協力体制をより一層深め、学術研究に関する大規模で重要な国際会議の招致・開催に向けた取組を

促進する。 
 
③ JNTO は、体系的人材育成プログラムの内容の充実を図り、MICE 業界における基礎知識からサステ

ナビリティやデジタルリテラシー等の最新トレンドまで実践的な知識やノウハウを習得し、グローバル

に対応できる専門人材の育成に取り組む。また、国際会議主催者やコンベンションビューローの国際会

議誘致活動等に対し、効果的な提案書の作成やプレゼンテーションに係るコンサルティング等の支援を

引き続き強化する。 
 
④ MICE 施設への PFI29・コンセッション方式導入を促進するため、地方公共団体に専門家を派遣し同

方式導入に向けた課題の調査を引き続き実施する。また、MICE 施設運営に関わる民間サウンディング

を容易にするプラットフォームを運用する。 
 
⑤ MICE 施設が新たな国際 MICE 開催ニーズへの対応や更なる魅力向上のための新規投資と効果的な

プロモーションに取り組むため、DX やサステナビリティ対応の強化や多言語ウェブサイト等の整備支

援を実施し、我が国の各都市のMICE 誘致の国際競争力強化を図る。 
 
⑥ 地域のコンベンションビューロー、地方公共団体、大学が主体となった国内主催者の会議開催意欲向

上や誘致力の強化に資する取組を支援し、地域全体での誘致体制の強化を図る。 
 

６ 国際仲裁の活用による訪日促進 
     国際イベントの積極的開催、海外への広報活動等を通じて、クロスボーダー取引をめぐる紛争解決の

拠点としての日本の魅力を引き続き海外に対して広報することにより、海外から多くの仲裁人・仲裁代

理人等の関係者を日本に呼び込む。 
 
第７節 IR整備の推進 

     IR については、カジノに対する様々な懸念に万全の対策を講じつつ、日本の MICE ビジネスの国際

競争力の向上、魅力ある滞在型観光の促進、国内各地の魅力発信や国内各地への送客に資する施設が整

 
26 Professional Congress Organizer の略。会議運営サービス会社のこと。 
27 Meeting Professionals Internationalの略。MICE 専門家が加盟する国際非営利団体のこと。 
28 Society for Incentive Travel Excellence の略。インセンティブ旅行業界の世界的な発展を目指す国際団体のこと。 
29 Private Finance Initiative の略。公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手法のこと。 

ueyama
ハイライト表示

ueyama
ハイライト表示

ueyama
ハイライト表示

ueyama
ハイライト表示

ueyama
ハイライト表示

ueyama
ハイライト表示

ueyama
ハイライト表示

ueyama
ハイライト表示

ueyama
ハイライト表示

ueyama
ハイライト表示

ueyama
ハイライト表示

ueyama
ハイライト表示

ueyama
ハイライト表示

ueyama
ハイライト表示

ueyama
ハイライト表示

ueyama
ハイライト表示

ueyama
ハイライト表示

ueyama
ハイライト表示

ueyama
ハイライト表示

ueyama
ハイライト表示

ueyama
ハイライト表示

ueyama
ハイライト表示

ueyama
ハイライト表示

ueyama
ハイライト表示

ueyama
ハイライト表示



 
 

131 
 

備されるよう、「特定複合観光施設区域整備法」（平成 30 年法律第 80 号）に基づき、2023 年４月に認

定した大阪の区域整備計画の実施状況の評価や事業者からカジノ事業の免許の申請がなされた場合に

おける厳正な審査等、所要の手続を進める。 
 
第８節 インバウンド受入環境の整備 
１ 交通機関の整備・外国人対応 
（１）快適な旅を実現する環境の整備 

① 新幹線、高規格道路、国内航空等の高速交通ネットワークを活用し、三大都市圏をはじめとする大都

市圏と地方、また、地方と地方をつなぎ、快適な旅を実現する環境を整備し、地方への国内外の観光客

の流れを引き続き創出する。 
 
② 引き続き、バスタプロジェクト 30の全国展開をより一層推進する。その際、民間ノウハウを活用しつ

つ効率的に整備・運営するため、官民連携での整備・運営管理を可能とするコンセッション制度等を活

用しつつ、多様な交通モード間の接続を強化し、MaaS31 等の新たなモビリティサービスにも対応可能

な施設とする。 
 
③ 英字を併記した規制標識「一時停止」等、国民及び訪日外国人旅行者の双方にとってわかりやすい道

路標識を更新等に合わせて引き続き順次整備していく。 
 
④ 移動そのものを楽しむオープントップバス等の導入を引き続き促進する。 
 
⑤ 観光地の魅力増進のため、移動そのものを楽しむ観光列車の魅力を海外に情報発信し、引き続き、地

方への訪日外国人旅行者の流れの創出を図る。 
 
⑥ 引き続き、北海道や四国エリアにおいて、JR 北海道・JR 四国と関係事業者が連携して、観光列車の

運行を実施する取組を継続する。 
 

（２）航空ネットワークの回復と強化 

① 地方創生や観光立国の実現に不可欠な航空ネットワークの維持・活性化に向けて、需要回復後の成長

投資を下支えする観点等から、引き続き航空会社への公租公課の軽減等を支援する。また、航空ネット

ワークの維持・発展やサステナブルツーリズムへの関心の高まりに対応するため、持続可能な航空燃料

（SAF）の導入や空港の再エネ拠点化を含む航空の脱炭素化を推進する。 
 
② グランドハンドリングや保安検査等の空港業務について、持続可能な空港業務の体制強化に向け、引

き続き、有識者会議において各関係者が行う取組のフォローアップを実施するとともに、空港ごとの合

同説明会の開催や共用休憩室の整備等の空港業務の人材確保や処遇改善等に向けた取組を官民一体と

なって推進する。さらに、労働力不足により訪日外国人旅行者の利便性が損なわれないように官民が連

携して先端技術の活用についての検討・検証を行い、省力化・自動化を推進する。2025 年内の空港制限

区域内における自動運転レベル４（特定条件下における完全自動運転）を実現するとともに、国内空港

への導入展開に向けた検討や、共通インフラ及び運用ルールの改良・改善の検討等を進める。また、空

港業務の技術開発・実装を進めるべく、各空港業務について、技術開発・実装のロードマップを検討す

るとともに、手荷物輸送作業の生産性向上に向けた検討を進める。加えて、旅客の手荷物輸送等の円滑

化を図る。また、航空燃料の安定的な供給に向け、2024 年７月にとりまとめた行動計画に基づき、フォ

ローアップ等を通じて、取組を推進する。 
 
③ ビジネス需要や高付加価値旅行者の観光需要等に応えるべく、引き続き、ビジネスジェットに係る諸

手続の改善、ビジネスジェット専用動線整備等、ビジネスジェットの利用環境の改善を図る。 
 

（３）国際拠点空港等の整備 

① 訪日外国人旅行者の受入拡大、我が国の国際競争力の強化の観点から、首都圏空港の発着容量につい

 
30 鉄道やバス、タクシー等、多様な交通モードがつながる集約型の公共交通ターミナルを、官民連携で整備するプロジェクト。 
31 Mobility as a Service の略。あらゆる乗り物を、IT を用いて結びつけ効率よく便利に移動できるようにするシステムのこと。 
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て年間約 100 万回への拡大を目指し、必要な取組を進める。具体的には、東京国際空港（羽田空港）に

おいては、2020 年３月に運用を開始した新飛行経路について、引き続き、騒音・落下物対策や地域への

丁寧な情報提供等、新飛行経路の着実な運用に向けた取組を進める。また、空港アクセス鉄道の基盤施

設整備、国内線・国際線間の乗り継ぎ利便性向上のための人工地盤の整備、旧整備場地区の再編整備、

空港制限区域における自動運転レベル４の導入のための整備等を引き続き実施する。成田国際空港にお

いては、地域との共生・共栄の考え方の下、C 滑走路新設等の年間発着容量 50 万回への拡大に向けた

取組を進めるとともに、旅客ターミナルの再構築や航空物流機能の高度化等の検討を進める。 
 
② グランドハンドリングや保安検査等の空港業務について、持続可能な形で発展するよう、人材確保や

処遇改善等に向けた取組を推進する。 
 
③ 中部国際空港においては、引き続き「第１ターミナル改修事業」や現滑走路の大規模補修時における

継続的な空港運用及び空港の完全 24 時間運用の実現等を目的とした「代替滑走路事業」を推進する。 
 
④ 屋久島空港においては、首都圏からの直行便の就航による交流人口の更なる拡大等を図るための「滑

走路延長事業」を引き続き推進する。また、那覇空港においては、空港の利便性向上を図るための「国

際線ターミナル地域再編事業」、新千歳空港においては、航空機や除雪車両の混雑緩和等を図るための誘

導路複線化等を引き続き推進する。 
 
⑤ 地方空港のゲートウェイ機能強化を図るため、引き続き、地方空港のコンセッションの推進を通じて、

内外交流人口拡大等による地域活性化を促進する。 
 
⑥ 2025 年３月に国内管制空域の再編（上下分離）が完了し、2025 年度は、航空交通量の増大に応じた

管制空域及び飛行経路の運用を行い、航空機の航行する空域の容量を活用することにより、航空交通量

の増大に対応する。 
 
⑦ 今後の航空需要の増加に対応するため、航空大学校における操縦士の着実な養成、航空業界における

女性活躍推進に向けた検討、航空身体検査医の確保に向けた取組の推進、若年層の関心を高める戦略的

な広報活動の推進、リソースの有効活用等に資する資格や養成に係る制度の見直し等、操縦士・整備士

の養成・確保に向けた対策を行う。 
 

（４）クルーズ再興に向けた訪日クルーズ本格回復への取組 

① 我が国のクルーズ再興の観点から、クルーズ旅客等の満足度向上と地域経済効果の創出に向け、船内

の受入環境整備を進めるほか、海外でのプロモーション活動や訪日外国人旅行者が楽しめる上質なク

ルーズ商品の造成等を支援する。また、2024 年２月より実施している「日本のクルーズ市場の持続的発

展に向けた有識者検討会」において、今後のクルーズ市場開拓の方針をとりまとめる。 
 
② 日本におけるクルーズ再興に向け、安心してクルーズを楽しめる環境づくりを進め、2025 年に訪日ク

ルーズ旅客を 250 万人まで回復させるとともに、外国クルーズ船の寄港回数が 2,000 回を超えることを

目指した取組を推進する。また、地方誘客を進めるため外国クルーズ船が寄港する港湾数について、2025
年に 100 港とすることを目指して取り組む。 

 
③ 新型コロナウイルス感染症へのこれまでの取組やクルーズの安全・安心の確保に向けた今後の在り方

等を整理した「国土交通省におけるクルーズの安全・安心の確保に係る検討・最終とりまとめ（2023 年

９月 11 日）」等を踏まえ、引き続き、日本全体で安心してクルーズを楽しめる環境づくりを進める。 
 
④ 既存ストックを活用したクルーズ船の受入環境整備や寄港地を探すクルーズ船社と港湾管理者の

マッチングを図るサービスの提供、クルーズ旅客の受入機能の高度化等により、引き続き、クルーズ再

興に向けた取組を進める。 
 
⑤ 旅客施設等への船社の投資に併せて、国・港湾管理者による港湾施設の整備や調整等のハード・ソフ

ト両面からの支援を行うことによるクルーズ船の長期的かつ安定的な寄港の確保や、民間事業者による
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旅客施設の整備に対する支援により、引き続き世界に誇る国際クルーズ拠点の形成を図る。 
 
⑥ クルーズ船寄港の地域経済効果を最大化させるため、引き続き、寄港地の地方公共団体とクルーズ船

社が連携し、寄港地での消費を船内等で喚起するスキームを構築するとともに、内陸部を含めた広域に

及ぶ上質な寄港地観光造成に向けた意見交換会等を実施する。また、港湾協力団体の活用及び「みなと

オアシス」の登録を促進し、引き続き、クルーズ旅客の受入環境の向上を図る。 
 
⑦ 全国の港湾管理者等で構成する全国クルーズ活性化会議と連携して瀬戸内海や南西諸島等の新たな

クルーズ周遊ルートの開拓を進めるとともに、更なるクルーズ振興による地域活性化や日本人クルーズ

旅客の増加、我が国におけるクルーズ文化の醸成を目指し引き続き取組を進める。 
 
⑧ 引き続き、全国の港湾における係留可能な岸壁・マリーナに対して、大型のプレジャーボートの寄港

実績を調査するとともに、既存設備を考慮した受入環境整備に向けて検討する。 
 
⑨ 各港湾のクルーズ船誘致機会の創出と、寄港地の高付加価値観光コンテンツのプロモーションのため、

海外クルーズ専門見本市、商談会への出展やクルーズ関係者の招請、船社と連携した旅行会社向けセミ

ナー等を実施する。 
 

（５）国際交通機関へのアクセス向上 

     空港・港湾へのアクセス等、高規格道路の整備・活用に取り組む。また、東京国際空港（羽田空港）

において、空港の運用状況を踏まえた深夜早朝アクセスバスの利便性向上に向け、引き続き調整を行う。

さらに、空港整備事業として、JR 東日本羽田空港アクセス線及び京急空港線引上線の鉄道基盤施設（ト

ンネル躯体等）整備を引き続き進める。加えて、成田国際空港においては、空港アクセス関係者との意

見交換を重ね、引き続き、空港アクセスの更なる利便性向上等に向けた検討を進める。那覇空港におい

ては、空港アクセスの利便性向上に向け、国内線ターミナルビル前面の高架道路を国際線ターミナルビ

ル前面まで延伸する工事を引き続き実施する。 
 

（６）地域交通を活用した観光地の魅力向上・高付加価値化とMaaSの実装推進 

① 公共交通事業者等が実施する、訪日外国人旅行者のニーズが特に高い多言語対応、無料Wi-Fi サービ

ス、トイレの洋式化、キャッシュレス決済対応等の取組を一気呵成に進める取組や、災害等非常時にお

いても安全・安心な旅行環境の整備を図るためにスマートフォン等の充電環境を確保する取組に対し、

引き続き支援する。 
 
② 観光地における交通サービスの利用及び観光コンテンツへの接続をシームレス化する MaaS により

観光地における二次交通の高度化を図り、「観光の足」確保による観光周遊や観光消費の増加を促進す

る。また、MaaS から取得可能な移動データ等の観光施策への活用を推進する。さらに、観光地におけ

る情報発信やコンテンツへのアクセシビリティを強化するため、GTFS32 等の経路検索のためのデータ

整備の推進や標準仕様アップデート、デマンド交通へ対応するための技術開発等を行う。そのほか、送

迎車両等の地域輸送資源の活用や配車アプリ連携の推進等、「観光の足」確保のための地域交通DX を推

進する。 
 
③ 【再掲】第Ⅲ部第１章第９節② 
 
④ タクシー、乗合タクシー、公共ライドシェア、日本版ライドシェア等を地域住民や来訪者が利用でき

ない「交通空白」の解消に向けて、2024 年７月に立ち上げられた「国土交通省『交通空白』解消本部」

において、地域住民の「地域の足」の確保・充実を図る取組に加え、新幹線・特急停車駅・空港等の主

要交通結節点から観光地に向かう「観光の足」の確保・充実を図る取組や訪日外国人旅行者にもわかり

やすい情報提供の取組を強化する。また、同年 11 月に設置された「『交通空白』解消・官民連携プラッ

トフォーム」において、引き続き、官民関係者の幅広い連携をもとに、全国各地の課題解決に取り組む

体制を整備する。さらに、全国各地の「交通空白」の解消等に向けて、2025 年度から 2027 年度までを

「交通空白解消・集中対策期間」と定め、地方公共団体や交通事業者に対する伴走支援や、パイロット

 
32 General Transit Feed Specification の略。公共交通事業者が時刻表、駅、運賃等のサービス情報を提供するための標準的なデータ形式のこと。 
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プロジェクトの推進等、あらゆるツールを総動員し、地域交通のリ・デザインを全面展開していく。 
 

（７）MaaS等の新たなモビリティサービスの基盤整備の支援 

① 観光地内の周遊性等を高めることによりストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備を図るため、

訪日外国人旅行者等に対して手軽な移動手段を面的に提供するシェアサイクルの導入を引き続き促進

する。 
 
② 日本の配車アプリの多言語化を進め、訪日外国人旅行者等が母国と同じようにタクシーを利用できる

環境を整備する。また、外国語対応ドライバーの採用・育成や、多言語タブレット等の活用促進、キャッ

シュレス決済への対応の推進等により、訪日外国人旅行者等が快適に国内を移動できるよう、言語・決

済に不安なくタクシーを利用できる環境を整備する。主に訪日外国人旅行者を相手として行われる、「道

路運送法」（昭和 26 年法律第 183 号）に違反する自家用車を使用したタクシー行為、いわゆる白タク行

為については、警察等と連携して対応してきたところであり、今般、訪日外国人旅行者が増加している

状況を踏まえ、成田国際空港をはじめとする国内主要空港や観光地等において白タク行為防止を呼びか

ける啓発活動を実施する。さらに、主要空港等の実態調査を踏まえて白タク行為と疑われる事案に関す

る情報の提供を行うなど、引き続き、警察等と連携しながら、旅行者の安全・安心を確保できるよう白

タク防止対策を強化していく。 
 

（８）公共交通事業者等による利便増進措置 

① 「外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律」（平成９年法律第 91 号）（国

際観光振興法）に基づき、観光庁長官が指定した区間において、公共交通事業者等による訪日外国人旅

行者の利便を増進するための実施計画の作成や同計画に基づく措置を通じて、我が国の訪日外国人旅行

者向けサービスの更なる向上を引き続き促進する。 
 
② 旅行者目線での快適な鉄道乗車サービスを実現するため、引き続き、インターネット予約環境の一層

の充実やキャッシュレス決済の導入を促進する。 
 

（９）新幹線等を利用する訪日外国人旅行者の国内移動の活性化 

     訪日外国人旅行者の国内での移動を円滑化するため、企画乗車券引き換え時の待ち時間対策を実施す

るなど、引き続き、「Japan Rail Pass」33等の企画乗車券の利用促進を図る。 
 

（１０）観光地へのアクセスの利便性向上 

     観光地へのアクセス利便性を向上させるため、観光旅行者のニーズに合った観光地周辺での交通の充

実及び共通乗車船券等の造成・改善を引き続き図る。 
 

（１１）わかりやすい道案内等の充実 

① 道路案内標識の英語表記の改善・充実、道路案内標識と観光案内ガイドブックやパンフレット等の連

携、交差点名標識への観光地名称表示、国土地理院作成の英語版地図との英語表記の整合の確保等によ

り、訪日外国人旅行者を含む全ての道路利用者にわかりやすい道案内を引き続き推進する。 
 
② 訪日外国人旅行者のドライブ観光を促進するため、官民一体（観光・交通関係団体、行政等）となっ

て組織する「北海道ドライブ観光促進プラットフォーム」において、来道外国人旅行者の GPS データ

を把握・共有・活用等することにより、インバウンドの受入環境整備・改善を促進する。また、2025 年

度内に同プラットフォーム会合を開催し、測位データ等を活用した観光地経営の情報共有を行うととも

に、講師・会員相互間の交流の場を設け、地方部への誘客に向けた情報発信等の取組を引き続き促進す

る。 
 

（１２）幹線鉄道の整備 

① 整備新幹線について、現在建設中の北海道新幹線（新函館北斗・札幌間）は、引き続き、沿線地方公

共団体等の関係者の理解と協力を得て、着実な整備に努める。また、未着工区間である北陸新幹線（敦

 
33 観光目的の短期滞在で訪日する外国人等、利用資格を満たす旅行者を対象に、JRグループ６社が共同して提供する JR各社の鉄道及び路線バス

等が乗り降り自由で利用できる特別企画乗車券。 
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賀・新大阪間）について、一日も早い全線開業に向けて、沿線の地方公共団体等の理解を得られるよう、

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構とともに、丁寧かつ着実に取り組む。さらに、九州新幹

線（西九州ルート）について、九州地域、西日本地域の未来にとってどのような整備の在り方が望まし

いか議論を積み重ねることが重要であり、関係者との協議を引き続き進める。 
 
② リニア中央新幹線（品川・名古屋間）について、「リニア中央新幹線静岡工区モニタリング会議」を通

じて、事業主体である JR 東海の対策状況を継続的に確認するとともに、引き続き、静岡県と JR 東海

の協議に国土交通省も入って一層の対話を促す。また、名古屋・大阪間も含め、関係地方公共団体や JR
東海と連携し、環境整備を進める。 

 
（１３）都市鉄道の整備 

     既存の都市鉄道施設の有効活用による都市鉄道の路線間の連絡線整備や相互直通化、地下鉄の整備、

鉄道駅の改良等による都市鉄道の機能強化を通じて、まちづくりと連携した都市鉄道ネットワークの充

実や一層の利便性の向上を図るため、事業主体や事業スキーム等について関係者間の具体的な検討を促

進し、また、既に事業化している整備事業を着実に推進する。 
 

（１４）高速道路の整備等 

     高速道路会社等が、一定の期間及びエリア内の高速道路が乗り降り自由となる周遊パスについて、一

層の利用拡大を図るため、引き続き地方公共団体等との連携を強化して企画・販売を行うなど、より魅

力的な商品を造成していくとともに、平日への観光需要の平準化に取り組む。また、訪日外国人旅行者

の地方部への誘客のため、高速道路会社等が、レンタカー事業者等と連携して、一定の期間及びエリア

内の高速道路が乗り降り自由となる周遊パスについて、利用促進を図る。 
 

（１５）地域内の道路・道の駅の整備 

① 観光や防災等の地域の拠点としての役割を発揮するため、引き続き「道の駅」の電気自動車（EV）の

充電施設やトイレの洋式化等の整備を促進するとともに、災害時には地域外の利用者や地域住民に被災

状況や支援活動の情報提供を行う。 
 
② 第１ステージ「通過する道路利用者へのサービス提供の場」、第２ステージ「道の駅自体が目的地」と

して取組を進めてきたが、第３ステージ「地方創生・観光を加速する拠点」を目指す取組の一環として、

キャッシュレスの導入推進や外国人観光案内所の JNTO 認定取得を促進するなどのインバウンド対応

を強化する。 
 
③ 「道の駅」が民間企業や DMO、「日本風景街道」等と連携した取組を促進することにより、引き続き、

第３ステージ「地方創生・観光を加速する拠点」としての機能強化を図る。 
 
④ 地域の観光拠点機能の充実及び消費拡大を図るべく、訪日外国人旅行者の来訪が多い又は今後の増加

が見込まれる「道の駅」を中心に、多言語対応やキャッシュレス決済環境、外国人観光案内所の整備等

のインバウンド対応に係る取組を引き続き支援する。 
 
⑤ 【再掲】第Ⅲ部第１章第７節３② 
 

（１６）道路交通の円滑化 

① 【再掲】第Ⅲ部第１章第 10 節７② 
 
② 【再掲】第Ⅲ部第１章第 10 節７③ 
 

（１７）旅客船ターミナル・旅客船の整備 

離島をはじめとする各地域の玄関に相当する旅客船ターミナル及び旅客船のバリアフリー化や無料

Wi-Fi の整備・多言語表示の充実等の訪日外国人旅行者の受入環境整備等を図ることにより、サービス

の多様化・高度化を加速させる。また、キャッシュレス決済システムの整備等、快適で安全・安心な旅

行ができる環境整備を引き続き図る。 
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（１８）マリンレジャーを活用した地域観光の振興等 

     「海の駅」を活用し、地域の特性を生かしたイベントやクルージング等のマリンレジャーの体験機会

を提供する取組を、地方公共団体や関係団体等と連携して全国各地で引き続き実施する。 
 

（１９）港湾空間・みなとオアシスの整備等 

     【再掲】第Ⅲ部第２章第８節１（４）⑥ 
 

２ 出入国に関する措置等の受入体制の確保 
（１）ビザの緩和及びビザ発給手続の迅速化・円滑化 

訪日外国人旅行者が我が国への査証申請を円滑に行えるよう、在外公館の査証審査に係る必要な物

的・人的体制の整備及び領事業務の合理化に取り組む。また、査証のオンライン申請及び電子査証の交

付について、2025 年度においても、必要に応じて対象国・地域を拡大していく。さらに、インバウンド

の拡大及び二国・地域間の人的交流の促進を図るため、政府全体の受入環境整備の進捗状況や諸外国・

地域からの要望を踏まえ、査証発給要件の緩和を進める。 
 

（２）最先端技術を活用した革新的な出入国審査等の実現 

① 成田国際空港及び関西国際空港においては、出国の待ち時間を公開しているところ、入国の待ち時間

の公開に向け、関係者で調整を進める。また、2030 年に訪日外国人旅行者数 6,000 万人を目標とする観

光立国の実現に向けて、空港での入国審査待ち時間 20 分以内を達成するために、世界初の出入国審査

パッケージの導入及び世界最高水準の技術を活用し、革新的な出入国審査を実現するため、適切な運用

体制を計画しつつ、引き続き以下の取組を実施する。 
 
② 今後、訪日外国人旅行者数が更に増加していくことを見据え、小規模空海港における審査機器の配備

や活用について引き続き検討する。 
 
③ 春節時期等における台湾でのプレクリアランス（事前確認）を引き続き実施する。 
 
④ 自動化ゲートの機器更新、利用対象者の拡大等について検討を行う。 
 
⑤ 2023 年５月に成立した「刑事訴訟法等の一部を改正する法律」（令和５年法律第 28 号）の施行に伴

う、出国確認の留保の対象拡大を見据え、顔認証ゲートの円滑な運用のために機能改修を実施する。 
 
⑥ 今後の訪日外国人旅行者数の増加を見据え、観光が持つ経済社会への波及効果を損なうことなく、訪

日外国人旅行者が我が国への出入国を円滑かつ快適に行えるよう、地方空港・港湾も含めた出入国審査

等の状況を十分考慮して、審査ブースの増設、施設の拡張等やCIQ 34体制の整備を図る。また、訪日外

国人旅行者数の実績も踏まえ、関係省庁が連携して物的・人的体制の効果的な整備を引き続き進める。 
 
⑦ Visit Japan Web については、安定的な運用を行い、利用者の利便性向上等に資するとともに、必要

な機能拡充等を検討していく。 
 
⑧ 訪日外国人旅行者数が新型コロナウイルス感染症流行前の水準を上回っており、今後も更なる増加が

見込まれるところ、訪日外国人旅行者の円滑な入国と国の安全を確保するための厳格な水際対策の両立

に向けて、出入国在留管理庁及び税関において、国内外の関係機関との情報連携の推進及び旅客の予約

に関する情報の収集を強化するとともに、AI の活用等により更なる情報分析・活用の高度化を図り、よ

り一層効率的・効果的な審査・検査の実施を推進する。 
 
⑨ 本邦に渡航予定の外国人に係るチェックイン時の情報等を活用した渡航前のスクリーニングである

相互事前旅客情報システム（iAPI35）の試行的な運用を拡充する。また、好ましくない外国人の来日を

未然に防止するのみならず、増加が見込まれる外国人旅行者の円滑な上陸審査を可能にする電子渡航認

 
34 税関（Customs）、出入国管理（Immigration）、検疫（Quarantine）の総称。 
35 Interactive Advance Passenger Information system の略。本邦に渡航予定の外国人が海外の空港においてチェックインした際、航空会社が取得

した情報を出入国在留管理庁に送信し、その情報を基に搭乗前の事前スクリーニングを行うシステム。 
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証制度（査証を所持しないで渡航しようとする外国人等に身分事項、渡航目的、本邦での活動内容等の

情報をあらかじめ電子的方法で申告させ、来日前にチェックする仕組み）の導入に向けた同システムの

活用検討等を行う。 
 
⑩ 国際テロの脅威が高まる中で、航空需要の回復・増大を踏まえ、航空保安検査の効率化を図りつつ厳

格化を実現するため、スマートレーン 36等の先進的な保安検査機器の導入促進を図る。また、今後の保

安検査の実施主体や費用負担の在り方については、引き続き検討を進める。 
 
⑪ 空港におけるFAST TRAVEL37の推進として、旅客手続の各段階（保安検査・チェックイン等）や各

動線に、顔認証技術による旅客搭乗手続の一元化（One ID 化）や、自動チェックイン機、自動手荷物預

け機、スマートレーン、CUTE38システム、インラインスクリーニングシステム 39等、最先端の技術・

システムを導入し、利用者目線で世界最高水準の旅客サービスを実現するため、旅客動線の横断的な効

率化や高度化を引き続き支援する。関西国際空港については、地元の地方公共団体、経済界、運営権者

等の関係者と連携して 2025 年３月に開始した新飛行経路の着実な運用を進める。また、運営権者にお

いても、引き続き、民間の創意工夫を生かした機能強化を推進し、国際線商業エリアの拡張等の第１ター

ミナル改修事業等を進める。 
 
⑫ 訪日外国人旅行者数 6,000 万人時代を見据え、円滑かつ厳格な出入国審査を維持するため、老朽化し

たバイオメトリクス装置の更新を進めるとともに、クルーズターミナルへのバイオメトリクス装置の増

配備を検討する。また、次期バイオメトリクス読取装置の導入に向けた検証を引き続き実施する。 
 
⑬ 税関において、迅速な通関による利便性の向上と、厳格な水際取締りによる安全・安心の確保の両立

を実現するため、引き続き空港等における入国旅客の受入環境を整備する。具体的には、旅客の利便性

向上のため、税関検査場電子申告ゲートの機能強化を実施するとともに、適正な運用及び利用拡大に努

める。 
 
⑭ 引き続き、重要ビジネス旅客や国際会議参加者等のファーストレーン利用促進を図るため、成田国際

空港においては、空港の運用状況を踏まえ、利用促進に向けた柔軟な運用を行う。また、現在運用を中

止している関西国際空港においては、運用再開に向けて関係者間で調整を行う。さらに、コンベンショ

ンビューロー等国際会議関係者に対しても、主催者による利用促進を働きかける。 
 
⑮ 旅客の利便性向上と水際対策の更なる効率化を実現するため、引き続き税関・入管手続に必要な情報

を同時に提供することを可能とする「共同キオスク」を順次導入する。共同キオスクでは、これまで税

関・入管それぞれに提供していた旅券情報・顔写真（加えて外国人の入国手続では指紋）・申告情報を同

時に提供することが可能となるため、税関・入管手続に係る重複する部分を解消して、時間の短縮化を

実現する。 
 
⑯ 農畜産物の海外への持出しには、相手国の検疫条件に応じて輸出検査を受けることが必要である。こ

のため、６空港７か所（新千歳空港、成田国際空港（第１ターミナルビル及び第２ターミナルビル）、東

京国際空港（羽田空港）、中部国際空港、関西国際空港及び福岡空港）において、動植物検疫制度に係る

多言語のリーフレット等の設置・配布による制度の周知を行うとともに、円滑な輸出検査手続を実施す

る。 
 

（３）デジタルノマドの誘客促進 

     「デジタルノマド」と呼ばれる国際的なリモートワーカーの誘客を推進する観点から、デジタルノマ

ドに訴求可能な滞在プログラムの造成や受入体制構築等、デジタルノマドの受入に関するモデル実証を

約５件実施するほか、デジタルノマドの受入に必要な環境整備に関する補助を約４件実施する。 
 

 
36 自動で手荷物の仕分けや搬送が可能なレーンのこと。 
37 空路の利用に係る旅客手続全体の円滑化等を通じた旅客満足度の向上を図る取組のこと。 
38 Common Use Terminal Equipmentの略。航空会社が世界主要空港で共同使用できる端末システムのこと。 
39 チェックイン後に預入手荷物の検査を実施することが可能となるよう、預入手荷物の検査機器及び搬送設備から構成されるシステムのこと。 
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３ 観光地等の訪日外国人旅行者対応の推進 
（１）観光地のインバウンド対応の支援 

① 訪日外国人旅行者の周遊の促進・消費の拡大を図るため、滞在時間の延長を促進するための賑わい拠

点となる屋外広場の整備や近距離移動支援モビリティの整備、環境に配慮しながら点在する観光スポッ

トへの周遊を促進するための多様な移動手段の整備、観光施設等における多言語対応やトイレの高機能

化及び洋式便器の整備、無料 Wi-Fi の整備等を支援する。また、JNTO のウェブサイト等を活用して、

引き続き訪日外国人旅行者に対する無料Wi-FiスポットやプリペイドSIM等の提供情報の周知を図る。 
 
② 携帯電話の通じない地域の解消等、通信環境の整備を一層促進する。 
 

（２）通訳ガイドの質・量の充実 

     【再掲】第Ⅲ部第１章第４節３ 
 

（３）観光案内拠点の充実 

     訪日外国人旅行者を含む旅行者が全国津々浦々を快適に旅行できるよう、JNTO 認定外国人観光案内

所について「外国人観光案内所の設置・運営のあり方指針」（2023 年３月改定）に基づき更なる機能強

化を目指すとともに、観光案内所の機能強化に係る取組事例の周知を図る。また、訪日外国人旅行者の

利便性向上と安心して旅行できる環境の整備に向けて、観光案内所の情報発信や避難所機能の強化等の

取組を支援する。 
 

（４）観光地域における案内表示等の充実 

     観光庁は文化庁や環境省と連携し、文化財や国立公園等のインバウンド誘客に効果が高い観光資源に

ついて、わかりやすく魅力的な多言語解説文を作成できる英語のネイティブライター等の専門人材を地

域に派遣し、引き続き英語解説文作成を支援する。また、本事業で作成した英語解説文を元に、中国語

及び韓国語解説文作成も支援する。 
 

（５）誰もが一人歩きできる環境の実現 

① 確立した同時通訳技術を大阪・関西万博において実証する。 
 
② 訪日外国人旅行者の周遊の促進・消費の拡大を図るため、認定手ぶら観光カウンターの設置・機能向

上に対し引き続き支援するとともに、認定手ぶら観光カウンターに関する情報を広く発信し、認知度の

向上を図る。 
 

（６）外国人患者受入体制の充実 

① 外国人患者が円滑に医療機関を受診できるよう、厚生労働省と観光庁が連携し、都道府県によって選

定された「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関」を含めた、多言語対応が可能な外国人患者を受

け入れる医療機関のリスト整備を引き続き実施する。また、都道府県が選定する「外国人患者を受け入

れる拠点的な医療機関」を中心とした医療通訳等の配置支援、外国人患者受入れ医療コーディネーター

の養成、希少言語に対応した遠隔医療通訳サービスの提供、団体契約を通じた電話医療通訳の利用促進

等を通じて、医療機関における外国人患者受入環境の整備を引き続き進める。さらに、都道府県におけ

る協議の場や医療機関からの相談にワンストップで対応する窓口の整備を支援する。加えて、訪日外国

人旅行者等への医療提供体制に関する情報をまとめたウェブサイトでは、好事例インタビューの掲載、

未収医療費対策に資する情報の掲載等の内容充実を更に進め、医療機関における外国人患者受入環境の

整備に有用な情報を発信する。 
 

   ② 訪日外国人旅行者が不慮のケガ・病気になった際に、スムーズに外国人患者を受け入れる医療機関に

アクセスできるよう、「外国人患者を受け入れる医療機関の情報を取りまとめたリスト」に掲載されてい

る医療機関の情報について、JNTO ウェブサイトで多言語で情報提供を引き続き行う。また、JNTO の

SNS の活用等により、訪日外国人旅行者に対し、JNTO ウェブサイトでの医療機関情報提供を周知す

る。 
 
   ③ 訪日外国人旅行者が医療費の不安なく治療を受けられるよう、外務省、デジタル庁等の関連省庁や
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JNTO と連携し、訪日前や訪日後の様々な機会を捉え、保険加入の必要性や日本入国後でも加入可能な

インバウンド旅行保険の周知を行うことにより、保険加入促進に引き続き取り組む。 
 

（７）キャッシュレス環境等の改善 

     訪日外国人旅行者のニーズに合致する整備水準が維持されるよう、銀行（地方銀行含む。）に対し海外

発行カード対応 ATM 設置に有用なデータを提供し、ニーズが高い場所での優先的な設置を行うなどの

戦略的な取組を引き続き促していく。また、訪日外国人旅行者の周遊の促進を図るべく、観光案内所、

公共交通機関等に加えて、観光地の飲食店、小売店等における多言語音声翻訳システムの活用を含めた

受入環境の面的整備を引き続き進める。 
 

（８）多様な宗教的、文化的習慣を有する旅行者の受入環境の充実 

     ムスリムやベジタリアン・ヴィーガン旅行者等、多様な食習慣・宗教的習慣等を有する訪日外国人旅

行者がストレスなく安心して観光を満喫できる環境整備を図るため、飲食・宿泊・観光関連事業者向け

に観光庁が作成したガイドの周知等により、食事や礼拝等、様々な生活習慣に配慮した受入環境の整備

充実を図る。 
 

（９）伝統芸能等における外国人対応の推進 

① 国立の各劇場において、外国人向けの公演、鑑賞教室等の開催や外国人来館者の集客を見込んだ取組

を実施するとともに、国立博物館・美術館においても、外国人に向けたイベント等を開催することによ

り、日本文化の体験を通じて外国人来館者の満足度向上を図る。また、多言語ガイドや字幕等の整備充

実にも取り組み、外国人来館者等がより快適に日本文化への理解を深める環境を提供する。 
 

   ② 【再掲】第Ⅲ部第２章第８節３（４） 
 

（１０）2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）に向けた受入環境整備 

     大阪・関西万博へ来場する訪日外国人旅行者の受入に向け、様々な展示・イベント・サービスにおけ

る多言語対応を実施する。なかでも未来社会ショーケース事業では、純国産の多言語 AI 翻訳エンジン

を搭載した自動翻訳システムを導入し、来場者へ「言葉の壁」から解放された体験として、音声翻訳サー

ビスを用いた案内を実施するなど、外国人来場者とのコミュニケーション環境の整備を推進する。また、

JNTO 等と連携した訪日プロモーションや博覧会協会が構築する観光ポータルサイト「Expo 2025 
Official Experiential Travel Guides」による情報発信をすることで、訪日外国人旅行者を会場のみなら

ず関西地域、さらには日本全国に誘客し、大阪・関西万博の開催効果を日本全体に波及させる。 
 

（１１）2027年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）に向けた受入環境整備 

     花の名所、産地及び庭園をはじめとする様々な観光資源との全国的な連携や機運醸成活動により、 
GREEN×EXPO 2027 への来場を全国的な周遊の契機とするなど、開催効果を全国へ波及させるとと

もに、会場内外における多言語対応の強化等、必要な受入環境の整備を引き続き推進する。 
 

（１２）ランドオペレーターの登録制度の適切な運用 

     利益優先による質の低い旅行商品の提供やダンピング契約による旅行の安全性の低下を防ぐために

導入された旅行サービス手配業（ランドオペレーター）の登録制度について、制度の周知や立入検査等、

制度の適切な運用を引き続き図る。 
 
第９節 アウトバウンド・国際相互交流の促進 
１ アウトバウンドの促進 

   ① アウトバウンドの促進に向け、「当面の重点デスティネーション」である 24 の国・地域を中心に、関

係業界や各国・地域の政府観光局等と連携し、現地の観光情報や海外旅行の魅力の発信を行うとともに、

大阪・関西万博や外交関係の周年等を契機として、二国間での双方向交流の拡大に資する機運醸成の取

組を行う。 
 
   ② 「道の駅」第３ステージとして、大学等と連携し、特産品を生かした商品開発等、学生の課外活動や

インターンシップの場として「道の駅」を活用することを促進するなど、「地方創生・観光を加速する拠
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点」となるための取組を引き続き推進する。 
 

２ 日本人海外旅行者の安全対策 
日本人海外旅行者の安全性を向上させるため、観光庁は外務省及び旅行業団体と連携し、「たびレ

ジ」 40や海外都市別安全情報等を通じて海外における危機管理や安全対策に関する知識の増進を図ると

ともに、テロや自然災害等の発生時には旅行者に対して迅速な安否確認を実施するなど、アウトバウン

ドにおける安全対策の促進を図る。 
 

３ 姉妹・友好都市提携等の活用 
姉妹・友好都市提携等に基づく国際交流は、日本と海外の地方公共団体の間で、文化、スポーツ、観

光等の様々な分野で行われる草の根交流であり、引き続きこれらの交流活動を支援する。 
 

４ 留学生の増加と活用 
文部科学省は、教育未来創造会議第二次提言等を踏まえ、留学モビリティ拡大のための日本人学生等

の海外経験・留学支援に係る取組の促進、外国人留学生に対する奨学金等の経済的支援や国内就職支援

等の受入環境整備に取り組む。また、質の保証を伴った大学間交流の強化や多文化共修環境の構築と

いった大学の国際化に係る取組を行う。さらに、外務省等の関係機関等と連携し、優秀な外国人留学生

を戦略的に獲得するためのリクルーティングや広報・情報発信を行う。 
 

５ 訪日教育旅行の促進 
① 訪日教育旅行の更なる促進を図るため、JNTO のウェブサイトを通じて、日本の観光資源や大阪・関

西万博等の情報を海外の学校・旅行会社に発信するほか、訪日教育旅行の教育的意義について国内の教

育部局や学校に対しても周知を行う。また、海外の教育関係者を対象としたセミナーや個別相談会等を

実施するとともに、日本での学校視察や意見交換会、地方視察を行うことで、教育旅行先としての日本

の魅力を訴求するほか、日本の受入地方公共団体との交流の機会を設ける。 
 

   ② 海外教育旅行の拡大を通じた若者のアウトバウンド促進に向けて、学校・地方公共団体等と旅行会社

の連携促進や、優良な海外教育旅行プログラムの開発を行うとともに、開発成果をシンポジウム等で発

信し、普及啓発活動を行う。 
 

６ ワーキング・ホリデー制度の導入促進 
我が国と諸外国・地域との人的交流の拡大と青少年の相互理解の促進を図るため、諸外国・地域から

の要望も踏まえつつ、ワーキング・ホリデー制度の新規導入国・地域の拡大を進める。 
 

７ 海外の青少年等との交流促進 
親日派・知日派の発掘・育成を目的に、将来を担う青年の招へい等を行い、対日理解の促進、日本の

魅力等の対外発信強化を引き続き推進する。 
 

８ 地域レベルの国際交流・国際協力の推進 
地域レベルの国際交流等を一層推進することを目的として、国際交流に携わる地方公共団体の職員等

を参加対象とした説明会を開催する。 
 

９ 日中韓三国間の観光交流と協力の強化 
中国で開催される第 11 回日中韓観光大臣会合を通じて、日中韓三国間の交流と協力を強化する。 

 
１０ 二国間の観光交流の取組の推進 

観光当局間の協議等を通じて、諸外国との観光交流促進を引き続き図る。 
 

 
40 「たびレジ」に登録すると現地の大使館・総領事館から、日本語で最新の安全情報がメールで届く、無料配信サービス。大規模な事件・事故、テ

ロ、自然災害等緊急事態が発生した場合、被害の状況によっては、現地の大使館・総領事館から、緊急連絡のメールが届き、安否の確認や必要な

支援等を受けることができる。 

ueyama
ハイライト表示

ueyama
ハイライト表示



141 

１１ 国際機関等への協力を通じた国際観光交流の促進

2024 年 11 月に開催された「観光レジリエンスサミット」の成果文書である「仙台声明」を踏まえ、

アジア・太平洋地域における各国等の観光レジリエンスに関する取組を収集・共有するとともに、課題

解決に向けた具体的な議論を行うために実務者級会合を開催する。また、G20 や APEC 等の国際会議

等において、取り組むべき政策や課題の議論及び我が国の政策や取組の発信等を通じて、我が国のプレ

ゼンスの強化を図るとともに観光分野における多国間枠組みへ貢献する。

１２ 開発途上国等の観光振興に対する協力

開発途上国等に対し、独立行政法人国際協力機構（JICA）等の取組を通じて、観光振興に必要となる

情報の提供や提言等の協力を引き続き行う。また、ASEAN 諸国に対し、日本アセアンセンターによる

取組を通じて、観光振興、人材育成等の協力を引き続き行う。

１３ 海外における日本語教育

JF による日本語専門家等の派遣事業、e ラーニングを含む日本語教材の開発、日本語教育に関する情

報提供、日本語教師・学習者の訪日研修、試験の実施等、海外における日本語教育の普及・拡大や質的

向上を図る取組を通じて、引き続き対日関心の喚起や日本への親近感の醸成を図る。

第１０節 国際観光旅客税の活用

 国際観光旅客税収（旅客税財源）を充当する施策は既存財源の単なる穴埋めをするのではないなどの

考え方を基本に、高次元で観光施策を実行するため、旅客税財源を国際観光振興法や「国際観光旅客税

の使途に関する基本方針等について」において明示されている３つの分野に充当する。また、無駄遣い

を防止し、使途の透明性を確保する仕組みとして、行政事業レビューを最大限活用し、第三者の視点か

ら適切な PDCA サイクルの循環を図る。さらに、旅客税財源を充当する具体的な施策・事業について

は、硬直的な予算配分とならず、毎年度洗い替えが行えるよう、民間有識者の意見も踏まえつつ検討を

行い、予算を編成する。
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第３章 国内交流拡大 
第１節 国内旅行需要の喚起 
１ 地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化 

【再掲】第Ⅲ部第１章第１節 
 

２ 消費拡大に効果の高いコンテンツの整備 
【再掲】第Ⅲ部第２章第２節 

 
３ 地方誘客に効果の高いコンテンツの整備 

【再掲】第Ⅲ部第２章第３節 
 

４ 交通機関の整備 
【再掲】第Ⅲ部第２章第８節１ 

 
５ 2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）を契機とした国内観光振興 

大阪・関西万博を契機とした全国的な誘客を促進するため、特別な体験の創出等の観光コンテンツの

充実化や地域周遊等の促進を引き続き支援する。また、公益社団法人 2025 年日本国際博覧会協会が構

築する観光ポータルサイト「Expo 2025 Official Experiential Travel Guides」等による情報発信を実施

する。 
 

６ 国内旅行の促進のための関係者が協力した取組の推進 
個人旅行・団体旅行問わず、国民の国内旅行を促進するため、関係省庁・関係業界が連携・協力し、

旅行博をはじめとするイベントにおける国内外の観光地の魅力発信や展示商談会を通じた旅行商品の

造成につながる取組を引き続き推進する。 
 

７ 新・湯治等の推進 
温泉入浴と併せて周辺の自然、歴史・文化、食等の地域資源を積極的に楽しむ新しい温泉地の過ごし

方である「新・湯治」を推進するため、地域資源を生かしたコンテンツの創出を目的としたモデル事業

や、温泉地全体で得られる療養効果を「心拍数」や「血中酸素濃度」等の客観的なデータにより把握・

分析し、温泉地の魅力として情報発信するための「全国『新・湯治』効果測定調査プロジェクト」等の

取組を実施し、温泉地の活性化を図る。また、「新・湯治」の考えを共有するネットワーク「チーム新・

湯治」を組織し、情報共有及び交流の場となるセミナーや全国大会の実施を通じて温泉地や温泉関係者

等の連携を深める。 
 

８ 海事観光の情報発信の強化 
船旅、海の絶景、マリンアクティビティ、海鮮グルメ等全国の様々な海事観光資源について、ポータ

ルサイト「海ココ」41 を活用し、地域やカテゴリごとに情報をまとめて見やすく掲載するとともに、多

方面の最新情報を提供できるよう、官民の取組と関係者間の連携を強化する。また、「海ココ」の活用に

加え、「C to Sea プロジェクト」42の公式 SNS や全国各地で行われる海、旅行関連のイベントを活用し、

積極的に情報発信することにより、引き続き海事観光の認知度向上及び需要創出を強化する。 
 

９ 水辺における環境学習・自然体験活動等の推進 
子どもの水辺」再発見プロジェクト等により、安全で近づきやすい河川空間の整備を進める。また、

市民団体等と連携した環境学習・自然体験活動を推進する。さらに、自然体験プログラムの開催の場と

もなる緑地・干潟等の整備、既存ストックの利活用の促進を引き続き図る。 
 
 
 

 
41 海と船の情報ポータルサイト 海ココのこと。 
42 「海に行く」「船に乗る」「海を知る」につながる、様々な新しいアクションを実際に起こすことで、子供や若者をはじめとする多くの人々にとっ

て、海や船が更に楽しく身近な存在になるような世の中を目指し、2017 年の「海の日」を機に開始したプロジェクト。 
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第２節 新たな交流市場の開拓 
１ 第２のふるさとづくり等の推進 
① これまでの第２のふるさとづくりプロジェクトでまだ組成できていない、地域経済波及効果に注目し

つつ、持続的に事業継続可能な「先駆的事例創出モデル」及びワーケーション等を通じて企業が滞在を

通じて知見を地域に還元していく、企業の関係人口化に向けた「企業版第２のふるさとづくりモデル」

の事例創出に取り組む。 
 

② 将来にわたって国内外から旅行者を惹きつけ、継続的な来訪や消費額向上につながる、地域・日本の

レガシー（遺産）となる新たな観光資源を形成するため、実現可能性調査・プラン作成を実施する。ま

た、2025 年度以降は、2024 年度までに発掘した事業のうち日本を代表する魅力となり得る良質な案件

を対象に、事業の実現に向け重点的に検討する。 
 

２ ユニバーサルツーリズムの推進 
① 高齢者等が安心して旅行ができる環境を整備するため、「観光施設における心のバリアフリー認定制

度」の見直し・改善を図るとともに制度の普及促進を行う。また、旅行が困難な人の需要の掘り起こし

のために調査を行い、ユニバーサルツーリズムの商品造成に資するモデルツアーの実施による商品組成

手法の確立等を進める。 
 
② 高齢者、障害者等を含めた訪日外国人旅行者が安心して旅行できる環境を整備するため、訪日外国人

旅行者の来訪が多い観光スポット等におけるバリアフリー化を引き続き推進する。 
 
③ 高齢者、障害者等が気兼ねなく旅行に参加できる環境を整備するために、観光施設や宿泊施設のバリ

アフリー化等を支援する。 
 
④ 航空旅客ターミナル施設について、2021 年４月に改正法が施行された「高齢者、障害者等の移動等の

円滑化の促進に関する法律」（平成 18 年法律第 91 号）（バリアフリー法）を踏まえ、引き続きユニバー

サルデザイン化に向けた取組を推進する。 
 
⑤ バリアフリー法に基づく基本方針に定められた 2025 年度までの整備目標達成に向け、都市部では鉄

道駅バリアフリー料金制度、地方部では予算措置による重点的支援と、それぞれの特性に応じた措置を

活用しながら、エレベーター、ホームドア、バリアフリートイレ等の整備により、全国の鉄道駅の更な

るバリアフリー化を推進していく。 
 
⑥ 真の共生社会を実現することを目的として行われた「新幹線のバリアフリー検討会」及び「特急車両

のバリアフリー対策に関する意見交換会」にて議論し、2020 年８月に公表した「新幹線の新たなバリア

フリー対策について」及び 2022 年１月に公表した「特急車両における新たなバリアフリー対策につい

て」を受け、新幹線・特急車両における車椅子対応座席等のインターネット予約環境の充実を図るなど、

引き続き、鉄道における車椅子利用の環境改善に向けた取組を促進する。 
 

３ 公共施設等の一体的・総合的なバリアフリー化 
① バリアフリー法に基づき指定された特定道路について、全ての人が円滑に移動できるよう、バリアフ

リー化を引き続き推進する。また、同法に基づき指定された特定道路等で、鉄道との結節点における自

由通路等の歩行空間のユニバーサルデザイン化を図る事業について、引き続き重点支援する。 
 
② 高齢者や障害者等も含め、誰もが自律的に安心して移動できる包摂社会の実現に向け、ICT を活用し

た歩行空間における移動支援サービスの普及・高度化を推進する。また、バリアフリー施設等データ整

備仕様の策定や、現地実証等を踏まえたデータ作成支援及び作業効率化のためのデータ整備プラット

フォームの高度化を行う。また、シンポジウムの開催等による広報活動を継続して行う。 
 
③ バリアフリー法に基づく 2025 年度末までの整備目標の達成に向けて、バス・タクシー車両のバリア

フリー化を促進する。特に、空港アクセスバス（リフト付きバス等）や UD（ユニバーサルデザイン）

タクシーの普及に向けて引き続き必要な支援をする。 
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④ 高齢者障害者等用施設等の適正な利用の推進に向けた広報活動及び啓発活動の一環として、バリアフ

リートイレ、車椅子使用者用駐車施設等、旅客施設等のエレベーター、及び車両等の優先席の適正な利

用の推進に向けて、引き続き、協力団体、機関等におけるポスター掲示や SNS を活用したキャンペー

ン等の実施により、真に必要な人が利用しやすい環境の整備を推進する。

⑤ バリアフリー対応や情報発信に積極的に取り組む姿勢のある観光施設を対象とした「観光施設におけ

る心のバリアフリー認定制度」の認定件数の増加と制度の周知促進を図るとともに、観光施設の更なる

バリアフリー対応とその情報発信を支援し、高齢者や障害者がより安全で快適な旅行をするための環境

整備を引き続き推進する。

⑥ バリアフリー化を進める観光地において、バリアフリーの情報が適切に提供されるよう、国土交通省

のウェブサイトにおいて「観光地におけるバリアフリー情報提供のためのマニュアル」の普及を引き続

き促進していく。

⑦ １日当たりの平均利用者数が 3,000 人以上及び基本構想の生活関連施設に位置づけられた１日当たり

の平均利用者数が 2,000 人以上 3,000 人未満の旅客施設等について、原則として全てバリアフリー化と

するなど 2025 年度末までのバリアフリー整備目標の達成に向け、マスタープラン・基本構想の策定促

進や、バリアフリー教室の実施による心のバリアフリーの推進等、引き続きハード・ソフト両面からの

バリアフリー化を推進する。

４ 共生社会の実現に向けたユニバーサルデザインの推進

交通事業者による研修の充実及び適切な接遇の実施を推進するための「公共交通事業者に向けた接遇

ガイドライン」及び「接遇研修モデルプログラム」を策定しており、引き続き交通事業者への継続的な

周知等を行うことで、更なる接遇レベル向上を図る。

５ 身体障害者等の運賃割引の促進

身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた利用者に対して鉄道等の公共

交通機関が実施している運賃割引について、更なる導入促進に向け、2025 年度も引き続き公共交通事業

者等に理解と協力を求めていく。

第３節 国内旅行需要の平準化の促進

１ 休暇を取得しやすい職場環境の整備

2023 年の年次有給休暇取得率は 65.3％となった。引き続き、労使の働き方・休み方の見直しに対す

る効果的な支援、休暇取得促進の機運の醸成を図る取組を推進する。また、「労働基準法」（昭和 22 年法

律第 49 号）に基づき、労働者が年間で少なくとも５日間の年次有給休暇を取得できるよう使用者が義

務付けられていること等について、引き続き、都道府県労働局、労働基準監督署及び働き方改革推進支

援センターで開催する説明会やウェブサイト等を活用した周知及び履行確保を図る。さらに、10 月の年

次有給休暇取得促進期間等に、ポスター・リーフレットの作成及び配布、インターネット広告等により、

年次有給休暇取得の集中的な周知広報を引き続き行う。

２ 休暇取得の分散化の促進

地域ごとの個別の事情を踏まえつつ、可能な地域において、学校の夏休み等の長期休業日の一部を学

期中の平日に移すなどして学校休業日の分散化を図るとともに、学校休業日に合わせた年次有給休暇の

取得促進を図る「キッズウィーク」の取組を推進するため、取組事例の周知や普及啓発等を引き続き行

う。また、国家公務員について、家族の記念日や子供の学校行事等の職員のプライベートの予定等に合

わせた年次休暇取得を引き続き促進する。

３ ワーケーション、ブレジャー等の普及・定着

【再掲】第Ⅲ部第３章第２節１①

４ 第２のふるさとづくり等の推進

【再掲】第Ⅲ部第３章第２節１
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